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⾞椅⼦、電動⾞椅⼦
座位保持装置
カーシート、プロンボード
臥位・伏臥位装置
シーティングに特化した製品の提案

 （重度の障がいがある⽅）

有限会社ふくもり
本社：〒002-0858�札幌市北区屯⽥8条8丁⽬11番18号

��������������⼯場：〒002-0858�札幌市北区屯⽥8条8丁⽬14番18号�
モデュロール屯⽥88�5号棟
TEL�011-773-0996�
FAX�011-776-6883

受付時間�9:00∼17：00�[�⽉⼟⽇・祝⽇除く�]
�

お気軽にお問合せください。
QRコードから各種SNSのフォローもお待ちしています。

�

快適な姿勢づくり快適な姿勢づくり

⽣活環境づくりを⽬指す⽣活環境づくりを⽬指す

補装具 ⽇常⽣活⽤具

シーティングを中⼼とした国内・海外の製品取扱

ノーパンク加⼯「リペアムゲル加⼯」

取り扱い商品 当社限定サービス

ベッド、ベッドマット
⼊浴時の椅⼦
オーダー便座、スロープ、保護帽
住宅改修など「困った」を快適に

・⾞椅⼦・バギーなどの洗浄サービス
 （詳細はお問い合わせ下さい）カラフルスポークカバーの販売

（詳細はお問い合わせ下さい）





＜文部科学大臣認定「職業実践専門課程」認定校＞

札幌リハビリテーション専門学校
〒060-0004 札幌市中央区北4条西19丁目1-3  TEL.011-616-2221

＜文部科学大臣認定「職業実践専門課程」認定校＞

札幌医学技術福祉歯科専門学校
〒064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1289-5  TEL.011-513-2111

理学療法士科３年制課程／４０名
作業療法士科３年制課程／４０名
言語聴覚士科３年制課程／４０名
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理学療法士科４年制課程／４０名
【併設学科】作業療法士科４年制課程／４０名

卒業時に大学卒「学士」と同等と認められる
「高度専門士」の称号が得られます。「高度専門士」取得可能！

介護福祉士 科 ｜歯科衛生士科
臨床検査技師科｜臨床工学技士科

【併設学科】  

札幌医学技術福祉歯科
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 日常より子どもたちを中心とした理学療法に携わっていただいている皆様に、心からの敬意とともに、深謝を

いたします。この度、第 10 回日本小児理学療法学会学術大会を、2023 年 10 月 21 日（土）から 10 月 22 日 (土)

までの 2 日間、グランドパーク小樽（北海道小樽市築港 11-3）にて開催いたします。 

本学会は新生児期や乳児期、小児期に発症した「リハビリテーションを必要とする方々」の健やかな成長と発

達を、理学療法を用いてサポートすることを主たる目的としています。場合によっては、人生を通した長いお付

き合いとなることもあります。 

本学会の創立は 2014 年で、この年の 10 月に北海道恵庭市で第 1 回の学術大会を開催して以来、毎年全国学

会を開催し（COVID-19 の蔓延により、2020 年大会は延期）、子どもの理学療法に関する科学的情報の発表とそ

の議論を中心に、活発な意見交換を行い、時間をかけて吟味しながら、必要とされる科学的根拠（エビデンス）

を着実に蓄積してきました。その延長線上に、この度の第 10 回大会は存在し、その大会長を私が拝命致しまし

た。これまでに樋室伸顕準備委員長のもと準備委員会を重ね、多くの課題を解決しながら、こうして開催の日を

迎えることとなりました。開催にあたりまして、多くの時間を準備に充てていただいた準備委員の皆様、開催に

向けてご支援をいただいた学会連合理事会、学会支援係の皆様、そして当日ご参加いただく講演者、発表者、一

般参加者、協賛をいただいた企業の皆様に心より感謝申し上げます。 

以下に、今大会のテーマとプログラムについてご紹介させていただきます。 

リハビリテーション、理学療法を必要とする子どもの病状や原因と経過は、成人とは大きく異なります。神経

系障害、運動器系障害を中心に、成長発達という変化をもたらす要素が輻輳します。その変化を正確に捉え、そ

の時々の社会と子どもの親和性を熟慮しながら方針を定めるのですが、子どもの状態に影響する要素は多様性に

富み、時に臨床での意思決定を難渋させることは、多くの理学療法士が経験することであります。エビデンスに

裏打ちされたガイドラインは至適目標を教えてくれますが、子どもやご家族とともに目標を定めていくうえで重

要なことは、当然のことながら「子どもと家族の目線」であり、その観点から今回の学術大会のテーマ、「子ども

と家族の健康と幸福のための理学療法学」を設定しました。我々理学療法士は、これまでに多くの時間を「子ど

もと家族の目線」から離れることなくエビデンスを積み重ねる努力をしてきましたが、よりよい医療を提供する

ために、ここで一度振り返り、我々と子どもたち、そしてご家族との思いや本音を確認したいと考えております。 

本大会は「子どもと家族の健康と幸福のための理学療法学」を基盤に置いた内容で構成されています。 

学術大会長講演ではこれまでの小児理学療法の歴史に照らし、我々が何を考え、今後「健康と幸福」を考慮し

た理学療法をどのように展開するべきかをお話しいたします。特別講演１、２はいずれも当事者の方々、そして

そのご家族から見た健康と幸福についてお話しいただく予定です。教育講演では「子どもと家族の健康と幸福」

について、ハーバード大学公衆衛生大学院の Ichiro Kawachi 教授から、社会や地域における、人々の信頼関係・

結びつきという観点から、障害児のご家族に限定することなく、その本質を掘り下げていただく予定です。シン

 大会長挨拶 

第 10 回日本小児理学療法学会学術大会開催にあたって 

大会長 小塚 直樹 

札幌医科大学保健医療学部 



ポジウム１・２では、それぞれ第一線の研究者と臨床家が、健康と幸福についてどのように考え、研究や臨床理

学療法を実践しているかをお話しいただきます。セミナーでは定点評価に必須の評価尺度について、健康と幸福

の視点から 3 人の実践者に、お話しいただきます。特別企画では、日本がん・リンパ浮腫理学療法学会合同企画

として、小児がんの理学療法について、その現状と課題をお話しいただく予定です。演題発表では、口述 12 題、

ポスター132 題を予定しております。これらの一部の内容については、オンデマンドによる配信を行います。ま

た今回は、大会前企画として、小児理学療法に全力で携わる若手の先生を想定し、第 10 回日本小児理学療法学

会学術大会事前企画「ワークライフバランスって、実際どう！？」と「日本小児理学療法学会のことを理事に聞

いてみよう！」を企画しました。学術大会のテーマに則った魅力あるコンテンツであると考えております。 

2020 年初頭に COVID-19 が出現して以来、ライフスタイルや社会の情勢が変わりました。本年 5 月に５類感

染症移行となり、感染制御に対する自己責任が強化されるなかでの開催、本当に久しぶりの対面開催となります

が、感染対策は十分に講じてご参加いただきたいと考えております。皆様と小児理学療法学の未来を共に考え、

発展させていくための有意義な学術大会となりますよう、準備委員一同、鋭意準備いたします。是非多くの皆様

が、美しい港町、小樽にご参集頂けますことを、心よりお願い申しあげます。 

 

 2023 年 10 月吉日 

 第 10 回日本小児理学療法学会学術大会 

大会長 小塚 直樹 

 



会場周辺案内

GRAND PARK OTARU（グランドパーク小樽）
〒047-0008 北海道小樽市築港11-3 TEL：0134-21-3111

札幌から約25分
JR小樽築港駅より徒歩5分

小樽築港駅からの

アクセス

電車でお越しの方



会場案内

GRAND PARK OTARU（グランドパーク小樽）
〒047-0008 北海道小樽市築港11-3 TEL：0134-21-3111
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本学会は事前参加登録のみで当日参加受付は致しません。 

 

1．参加登録費 

 日本小児理学療法学会 専門会員 A・B  ：8,000 円 

            一般会員     ：9,000 円 

            学生会員     ：1,000 円 

 上記以外の日本理学療法士協会会員    ：9,000 円 

      日本理学療法士協会非会員     ：20,000 円 

      理学療法士以外の他職種       ：9,000 円 

      その他学生、当事者、ご家族   ：1,000 円 

 

学会参加登録に関する注意点 

・本学会は基本的に対面参加のみで、事前参加登録をされた方のみ、講演、シンポジウム、セミナー等の全プ

ログラムのオンデマンド配信を視聴できます（ポスター演題はご承諾いただいた方のみの公開）。 

・オンデマンド視聴のみでは、生涯学習ポイントは付与されないので、ご注意下さい。 

・今回学会参加の生涯学習ポイントとして、登録理学療法士更新ポイント、認定/専門理学療法士更新点数それ

ぞれ 12.5 ポイント、12.5 点が付与されます。参加登録時にどちらかを選択する項目がありますので、お間違

いの内容にお願い致します。 

・登録完了後にはいかなる場合も変更することはできません。 

 

2．参加受付 

 時間 10 月 21 日(土) 9:00～17:00 

    10 月 22 日(日) 8:30～13:30 

 場所 GRAND PARK OTARU（グランドパーク小樽） 5F ホワイエ 

 

A. 日本小児理学療法学会 専門会員 A・B、一般会員、日本理学療法士協会会員の方 

 

＜事前準備のお願い＞ 

「会員専用マイページアプリ」のダウンロードをお願いします。 

マイページにログインする時にログイン ID とパスワードが改めて必要になることがありますので、ご確認く

ださい。 

＜学会当日＞ 

以下の方法で受付の QR コードを読み取ってください（下図を参照）。QR コードを読み取り後、 

画面をスタッフへ提示し、ネームプレート・参加証をお受け取りください。 

＊Google フォームで参加申込をされた方や会員専用マイページアプリをご使用できない方は、日本理学療法士

協会会員カードをご用意の上、受付 PC にて参加受付を行ってください。 

 

 

 

 

 ご参加の皆様へ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 日本理学療法士協会非会員、多職種、学生、当事者、ご家族 

＜学会当日＞ 

そのまま受付にお越しください。名簿との照合作業を行います。受付後、ネームプレートと参加証をお受け取

りください。 

＊学生会員で日本理学療法士協会員の場合は会員専用マイページアプリ、会員カードによる受付も可能です。 

3．プログラム・抄録集 
会場での販売、配布、プリントサービスはございませんのでご注意ください。本大会ホームページから、あら

かじめダウンロードの上ご持参ください。 

 

4．企業展示・書籍販売 

企業展示・書籍販売会場 GRAND PARK OTARU（グランドパーク小樽） 5F ホワイエ・星 

日時 10 月 21 日（土）9:00～17:00 

   10 月 22 日（日）9:00～13:30 

 

5．会場に関するご案内 
【クローク】 

10 月 21 日（土）9:00-17:30（予定） 

10 月 22 日（日）8:30-14:30（予定） 

 貴重品のお預かり、時間外のご利用、日をまたぐお預かりはできませんので、予めご了承ください。 

 場所：GRAND PARK OTARU（グランドパーク小樽） 5F ホワイエ 

 

  



【Wi-Fi】 

SSID: GP Otaru 

Password: grandparkwifi 

 

会場の無料 Wi-Fi は、多くの人が使用すると回線が不安定になる可能性があります。抄録確認やメールなどの

連絡のみの使用とし、通信容量を多く必要とする動画視聴は行わないようお願いします。特に２日目のイチロ

ーカワチ先生は zoom にて米国と接続しますので、ご理解ご注意の程よろしくお願いします。 

 

【その他】 

・会場内は携帯電話をマナーモードに設定してください。 

・会場内での無許可の録音、写真撮影、ビデオ撮影、講演内容の無断転用・複製は一切禁止いたします。 

・会場内は禁煙です（5 階会場テラスの喫煙スペースをご利用ください）。 

・会場内は原則、飲食禁止となっております。学会中のお食事については各自、会場周辺の飲食店をご利用く

ださい。 

・ごみのお持ち帰りにご協力ください。 

 
6．お子様連れでのご来場について 

・本学会では託児所を準備しておりませんが、同伴者・お子様連れでの参加は可能です。 

・同伴者やお子様専用のネームホルダー をご用意しますので、受付にてお声がけください。 お子様の監督責   

任は保護者の方にお願いいたします。 

＊館内設備などの詳細については、観光案内ブースにてお聞きください。またウィングベイ小樽のホームペー 

ジをご覧ください（http://www.wingbay-otaru.co.jp/）。 

＊隣接するイオン３階に赤ちゃん休憩室があります。 

 

7．お知らせとお願い 

・参加証は所属、氏名をご記入いただき、会場内では常時ご着用ください。 

・会場内でのアナウンスによるお呼び出しはいたしません。 

 

8．オンデマンド配信視聴方法 

事前参加申込者には大会終了後に別途ご連絡させていただきます。 



 

 

1．座長・司会の皆様へ 

 ・ご担当セッションの開始 30 分前までに、総合受付の座長・演者受付にお越しください。 

 ・ご担当セッションの開始 10 分前までに、各会場内の次座長・司会席にご着席ください。 

・担当セッションの進行に関しては座長・司会に一任します。必ず予定の時刻までに終了するようにお願い

します。 

 

2．演者の皆様へ 

 口述発表者（表彰候補演題）へのご案内 

【発表について】 

・発表 8分、質疑応答 4分の計 12分です。 

・セッション開始 30 分前までに総合受付の座長・演者受付にお越しください。 

・セッション開始 10 分前までに各会場内の次演者席にご着席ください。 

 

【スライドについて】 

・スライド受付は 21 日（土）9:00～10:30 に行って下さい。 

・PowerPoint（できる限り最新 Version）にて、スライドサイズは 16：9 で作成してください。動画・音声は

使用できません。またアニメーションも、動作遅延が予想されますので可能な限り避けてください。 

大会で用意している PC の OS は Windows10、アプリケーションソフトは office365（PowerPoint2021）で

す。 

・データを作成した PC 以外で正常に動作するか事前に確認の上、USB でご持参ください。 

・Macintosh 版 PowerPoint で作成したデータは、互換性が損なわれる場合があります。事前に Windows 版

PowerPoint にて文字のずれ、動作確認等を行ってください。 

・Windows10 OS に標準搭載されているフォントのみ使用可能です。 

・発表者ツールは使用できません。発表原稿等のデータは事前に印刷の上お持ちください。 

・本大会では、COI に関する開示をお願いいたします。スライド内に COI に関する情報を必ず記載して下さ

い（下記参照）。 

 

 

ポスター発表者へのご案内 

【発表について】 

・演者は該当セッションの開始時刻 10 分前に各自のポスター前で待機してください。指定されたセッション

時間中は、その場を離れないようにお願いいたします。 

・ポスター発表は座長を設けておらず、フリーディスカッション形式となります。セッション開始時間になり

ましたら、セッション終了時間まで、自信のポスター前で聴衆者とフリーディスカッションをお願いいたし

ます。 

 

【ポスター貼付について】 

・ポスター掲示には、貼付用の画鋲を準備いたします。 

・ポスター会場で演者は受付を行い、画鋲を受取り、貼付時間内に指定のパネルへポスターを貼付してくださ

い。 

・ポスターの貼付・撤去時間は以下の通りとなります。ご注意ください。 

 座長・司会・演者の皆様へ 



ポスター演題１・２ 10 月 21 日（土）  

貼付時間：9:00～10:50、撤去時間：15:30～17:00 

ポスター演題３・４ 10 月 22 日（日）  

貼付時間：8:30～10:20、撤去時間：13:30～14:10 

 ・ポスターは発表後、指定された時間内に撤去して各自で

お持ち帰りください。撤去時間帯外のポスターの撤去は

なさらないようお願いいたします。なお、撤去終了時間

を過ぎても掲示されているポスターは、大会事務局にて

破棄させていただきます。 

・掲示範囲は横 90cm×縦 180cm 以内となります。 

・パネル左上に演題番号（横 20cm×縦 20cm）を大会側で

用意いたしますので、その右側にサイズ内で、タイトル・

演者名・所属を表記してください。 

本大会では、COI に関する開示をお願いいたします。ポ

スター中に COI に関する情報を必ず記載して下さい

（下記を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

利益相反（COI）の開示について 

【利益相反（COI）とは】 

COI とは、外部との経済的な利益関係等によって、公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、

または損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態をいいます。公正かつ適正な判断が妨

げられた状態としては、データの改ざん、特定企業の優遇、研究を中止すべきであるのに継続する等の状態が考

えられます。（「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of Interest：COI）の管理に関する指針」 より抜

粋）。 

 

【本学会の利益相反の開示への対応】 

日本理学療法士学会では 2017 年より利益相反の開示について統一した基準を設けて運用しています。本学会事

業に関わる研究活動において利益相反が発生する場合は、「利益相反の開示に関する基準」をご確認いただき、そ

れぞれの事業において指定されている利益相反の開示に対する対応をお願いします。スライドの 2 頁目に COI

の宣言のスライドを入れてください。詳細は、一般社団法人日本理学療法学会連合のホームページをご覧くださ

い。 

（http://jspt.japanpt.or.jp/shinsa/coi/）  

 

著作権に関する注意事項 

ご発表の際に使用されるスライドや、スライド内の画像などのコンテンツは著作権上問題のないものに限るよう、

ご注意ください。 



 

個人情報保護法に関するお願い 

2006 年 4 月より、上記法律が施行されております。個人が識別され得る症例の提示に関しては、ご発表内容に

関して演者が患者のプライバシー保護の観点から十分な注意を払い、ご発表いただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第10回日本小児理学療法学会学術大会 日程表 (1日目: 2023年10月21日)

第2会場第1会場 第3会場

9:30 ▶ 9:45
開会式

9:50 ▶ 10:50

学術大会長講演

「子どもと家族の健康と幸福の

ための理学療法学」

小塚 直樹
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11:00 ▶ 12:30

表彰候補演題１

12:30 ▶ 14:00

表彰候補演題２

14:10 ▶ 15:20

特別講演１

「子どもたちのパラスポーツから

みた健康と幸福について」

千葉 絵里菜

曳田 和樹

15:40 ▶ 17:10

シンポジウム１

「小児理学療法研究者が

健康と幸福について

考えていること」

儀間 裕貴・萬井太規

信迫 悟志・楠本泰士

11:30 ▶ 12:10

日本小児理学療法学会

アンケート調査報告

多田 智美

12:30 ▶ 13:30

評価尺度セミナー

「健康と幸福を測定する

評価尺度」

樋室 伸顕 

阿部 広和・井上 孝仁

14:10 ▶ 15:40

特別企画：日本がん・リンパ浮

腫理学療法学会企画

「小児がんの理学療法

～現状と課題～」

北原 エリ子・飛田 良

岡村 綾子・高倉 保幸

11:00 ▶ 12:30

ポスター演題１

早産・低出生体重

重症心身障害

装具・支援工学

多職種連携

整形外科疾患・染色体異常

12:30 ▶ 14:00

ポスター演題２

神経筋疾患１

神経筋疾患２

在宅・地域・理学療法管理

症例報告

家族・学校

〇全プログラム（開会式・閉会式を除く）

11月6日(月)～30日(木)（予定）までオンデマンド配信

※ポスター演題はご承諾いただいた演題のみの公開



第10回日本小児理学療法学会学術大会 日程表 (2日目: 2023年10月22日)

第2会場第1会場 第3会場

9:00 ▶ 10:30

教育講演

「子どもと家族の

健康と幸福」

イチロー・カワチ
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10:30 ▶ 12:00

ポスター演題３

発達障害

発達障害ー症例報告

脳性麻痺

脳性麻痺ー症例報告

成人期

12:00 ▶ 13:30

ポスター演題４

発達・運動科学

術後理学療法

心疾患・がん

評価尺度

10:40 ▶ 12:10

シンポジウム２

「小児理学療法士が

健康と幸福について

考えていること」

川野 晃裕・佐藤 理枝子

辻 清張・春田 大志

12:30 ▶ 13:30

特別講演２

「障がいのある娘と家族から見

た健康と幸福について

～さわこのじてん～」

今 美幸

11:20 ▶ 12:20

企業プレゼン２

「子どものリハビリを主体的に！

デジリハの紹介と体験タイム」

株式会社デジリハ

13:40 ▶ 14:10

次期大会長挨拶・閉会式

10:40 ▶ 11:10

企業プレゼン１

「デュシェンヌ型

筋ジストロフィー治療における

小児期からの理学療法の重要性」

日本新薬株式会社

〇全プログラム（開会式・閉会式を除く）

11月6日(月)～30日(木)（予定）までオンデマンド配信

※ポスター演題はご承諾いただいた演題のみの公開



講演プログラム

第1会場

第2会場



開会式     21日(土) 9:30-9:45   第1会場（樹林）

座長：横山 美佐子（北里大学）

「子どもと家族の健康と幸福のための理学療法学」

札幌医科大学保健医療学部 小塚 直樹

学術大会長講演    21日(土) 9:50-10:50 第1会場（樹林）

特別講演１             21日(土) 14:10-15:20 第1会場（樹林）

司会：井上 和広（北海道立子ども総合医療・療育センター）

「子どもたちのパラスポーツからみた健康と幸福について」

元NHKアナウンサー Tokyo2020パラリンピック 千葉 絵里菜さん

北海道岩見沢高等養護学校 曳田 和樹 さん

特別講演２             22日(日) 12:30-13:30 第1会場（樹林）

司会：横井 裕一郎（北海道文教大学）

「障がいのある娘と家族から見た健康と幸福について～さわこのじてん～」

今 佐和子さんのお母さん 今 美幸さん



教育講演 (共催：北海道千歳リハビリテーション大学)           22日(日) 9:00-10:30 第1会場（樹林）

司会：森 満（北海道千歳リハビリテーション大学特任教授、札幌医科大学名誉教授）

「子どもと家族の健康と幸福」

ハーバード大学公衆衛生大学院 教授 Ichiro Kawachi

シンポジウム１              21日(土)15:40-17:10 第1会場（樹林）

司会：樋室 伸顕（札幌医科大学）

「小児理学療法研究者が健康と幸福について考えていること」

東京都立大学 儀間 裕貴

大分大学 萬井 太規

畿央大学 信迫 悟志

福島県立医科大学 楠本 泰士

シンポジウム２    22日(日)10:40-12:10 第1会場（樹林）

司会：中 徹（アール医療専門職大学リハビリテーション学部）

「小児理学療法士が健康と幸福について考えていること」

福井県総合福祉相談所障がい者支援課 辻 清張ああ

舞鶴支援学校 春田 大志あ

リニエ訪問看護ステーションキッズ世田谷 川野 晃裕あ

秋田県立医療療育センター 佐藤 理枝子



評価尺度セミナー     21日(土)12:30-13:30 第2会場
（流星）

「健康と幸福を測定する評価尺度」

1．評価尺度の特性 ～COSMIN～

札幌医科大学 樋室 伸顕

2．評価の正確性     ～妥当性～  

札幌医科大学 樋室 伸顕

3．評価の精度         ～信頼性～

埼玉県立小児医療センター 阿部 広和

4．差の意味             ～MDD、MCID～

北海道立子ども総合医療・療育センター 井上 孝仁

日本小児理学療法学会合同企画     21日(土)11:30-12:10 第2会場（流星）

「日本小児理学療法学会アンケート調査報告」

鈴鹿医療科学大学 多田 智美

特別企画：日本がん・リンパ浮腫理学療法学会合同企画       21日(土)14:10-15:40 第2会場（流星）

座長：中 徹（アール医療専門職大学リハビリテーション学部）

北原 エリ子（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

「小児がんの理学療法～現状と課題～」

シンポジスト

滋賀医科大学医学部附属病院 飛田 良－

旭川医科大学病院 岡村 綾子

埼玉医科大学 高倉 保幸

コメンテーター

札幌医科大学附属病院 宮城島沙織

子ども発達サポートセンターあゆみ園 田中あゆみ

司会：中 徹（アール医療専門職大学リハビリテーション学部）



企業プレゼン１ 22日(日)10:40-11:10 第2会場（流星）

「デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療における

小児期からの理学療法の重要性 ～DMD患者さんの豊かな生活を目指して～」

日本新薬株式会社

企業プレゼン２     22日(日)11:20-12:20 第2会場（流星）

「子どものリハビリを主体的に！デジリハの紹介と体験タイム」

株式会社デジリハ

次期大会長挨拶・閉会式  22日(土)13:40-14:10   第1会場（樹林）



発表演題プログラム



 

 

 

 

10 月 21 日 (土) 11 時 00 分～12 時 30 分 表彰候補演題１ 

座長 札幌医科大学 医学部公衆衛生学講座 樋室 伸顕 

O-1-1 公立の児童発達支援事業所における初診時主訴の特徴と専門職に求められる知識―10 年間の後方視的全例調査―                          

福島県立医科大学 楠本 泰士 

O-1-2 デュシェンヌ型筋ジストロフィーマウスモデルに対するジストロフィンタンパク補充は運動機能改善に作用する 

京都大学 iPS 細胞研究所、京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 吉岡 クレモンス紀穂 

O-1-3 肢体不自由特別支援学校とリハビリテーションセンター双方向の児童生徒の情報提供とその有用性の検証 

中川の郷療育センター 診療部リハビリテーション課 宮本 清隆 

O-1-4 脳室周囲白質軟化症患者における計数の課題の結果と視覚的注意能力の関係 

兵庫県立リハビリテーション中央病院 リハビリ療法部、神戸大学大学院 保健学研究科 清水 俊行 

O-1-5 当センターにおける小児肝移植術後患者の退院後の粗大運動発達経過と周術期因子の検討 

国立成育医療研究センター リハビリテーション科 笹尾 丞子 

O-1-6 脳性麻痺児・者の歩行効率に関する要因-歩容異常の影響- 

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター リハビリテーション療法部 こども理学療法科、 

国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 石本 壮星 

 

10 月 21 日 (土) 12 時 30 分～14 時 00 分 表彰候補演題２ 

座長 九州栄養福祉大学 奥田 憲一 

O-2-1 定型発達児における bimanual coupling 効果と微細運動技能との関係 

畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター、畿央大学大学院 健康科学研究科 信迫 悟志 

O-2-2 重症心身障がい児（者）向け呼吸機能評価スケール開発への取り組み 

聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 聖隷おおぞら療育センター リハビリテーション部 大曲 正樹 

O-2-3 極低出生体重児における退院前の APIB と修正 1 歳 6 か月の発達指数の関係 

姫路赤十字病院 リハビリテーション科 藤本 智久 

O-2-4 Ullrich 型先天性筋ジストロフィーの病態改善を目指した細胞移植治療法の確立～移植用細胞源の検討～ 

京都大学 iPS 細胞研究所 臨床応用部門 櫻井研究室 後藤 萌 

O-2-5 内側股継手長下肢装具により歩行機能が改善した上位腰椎二分脊椎症の一例 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 リハビリテーション室 亀山 啓博 

O-2-6 3～12 歳児における歩行中の関節運動パターンの発達 

札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部 宮城島 沙織 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 21 日 (土) 11 時 00 分～12 時 30 分 ポスター演題１ 早産・低出生体重 

P-1-01 低出生体重児における発達遅延を予測する Dubowitz 神経学的評価カットオフ値と乳児期の粗大運動発達の関係 

札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部 宮城島 沙織 

P-1-02 修正 36 週で慢性肺疾患と診断される極低出生体重児の Dubowitz 神経学的評価スコアの特徴 

国立成育医療研究センター リハビリテーション科、東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 峯 耕太郎 

P-1-03 超・極低出生体重児の発達遅延を予測する修正 6 ヶ月時のアルバータ乳幼児運動発達検査法のカットオフ値 

札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部 佐藤 優衣 

P-1-04 当院 NICU における理学療法実施の有無が中等度および後期早産児に与える影響 

小田原市立病院 リハビリテーション科 佐藤 隆一 

P-1-05 極・超低出生体重児の入院期間と理学療法評価の関連 

鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部 成瀬 健次郎 

P-1-06 訪問看護ステーションにおける医療的ケアのない極低出生体重児の発達支援の取り組み 

Tama ステーションなる訪問看護事業 理学療法士 川島 瞳 

P-1-07 Hammersmith 乳幼児神経学的検査と新版 K 式発達検査を行った品胎早産超低出生体重児に関する報告 

長野県立こども病院 リハビリテーション技術科 西川 良太 

 

10 月 21 日 (土) 11 時 00 分～12 時 30 分 ポスター演題１ 重症心身障害 

P-1-08 重症心身障害児・者の LIFE と身体組成値の関連性の検討～LFCS を用いた生活機能分類ごとの比較～ 

国際医療福祉リハビリテーションセンター なす療育園 リハビリテーション課 小笠原 悠人 

P-1-09 定量的超音波測定法を用いた重症心身障害児・者における骨密度と運動機能、服薬状況、身体組成との関連性 

国際医療福祉リハビリテーションセンター なす療育園 菅野 航生 

P-1-10 重症心身障害児・者に対する超音波画像評価による気管横径の特徴と影響する要因について 

社会福祉法人 札幌緑花会 大倉山学院 渡會 雄基 

P-1-11 重症心身障害児(者)の横隔膜移動距離と姿勢との関連について 

国際医療福祉大学大学院 石野 智香 

P-1-12 セミファーラー位が重症心身障害児(者)の呼吸機能に及ぼす変化 

はながしま診療所、障がい福祉サービス事業所はながしま 田代 峻一 

P-1-13 施設入所する重症心身障害者の生活機能 

横浜医療福祉センター港南 リハビリテーション課 小島 賢司 

P-1-14 重症心身障がい児・者における骨格筋量・筋質と肺炎発症との関連－縦断観察研究－ 

国立病院機構 和歌山病院 リハビリテーション科 田實 裕嗣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 21 日 (土) 11 時 00 分～12 時 30 分 ポスター演題１ 装具・支援工学 

P-1-15 脳症後遺症を呈した症例ー高校卒業後の生活に向けた短下肢装具の選定ー 

熊谷総合病院 富樫 希望 

P-1-16 当院外来リハビリにおける神経発達症児に対する足底装具療法の現状 

第２北総病院 リハビリテーションセンター 戸村 菜々美 

P-1-17 理学療法介入と座位保持装置等の環境調整により「介助のしやすさ」が変化した脳性麻痺児の一症例：症例報告 

北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課 加藤 久幸 

P-1-18 独歩を獲得した健常幼児の発達状況と靴の形状の関係 

東京工科大学 医療保健学部 高木 健志 

P-1-19 未独歩に対して、改良成人歩行器が有効であったプラダ―ウィリー症候群小学 2 年生の一例 

苫小牧市福祉部発達支援課 苫小牧市こども通園センターおおぞら園 楠 拓也 

P-1-20 デジタルツールの導入が放課後等デイサービスにおける支援の質に与える影響 

株式会社デジリハ 仲村 佳奈子 

P-1-21 視覚関連の症状がある児童に対するアイトラッカーを用いたデジリハアプリでの介入効果 

株式会社未来企画 アスノバ 放課後等デイサービス 吉野 ゆい 

 

10 月 21 日 (土) 11 時 00 分～12 時 30 分 ポスター演題１ 多職種連携 

P-1-22 重度な障がいをもつ子どもに対して多職種で連携した５年間の取り組みと児の変化 

社会福祉法人こぐま福祉会こぐま学園 こども支援部 中村 祐樹 

P-1-23 我が国における理学療法士と特別支援教育に携わる教員との連携・情報共有に関するスコーピングレビュー 

重症児デイサービスあすか 中谷 知矢 

P-1-24 明石市立特別支援学校における学校理学療法士の役割 ―教育現場での医療的な支援について― 

明石市立明石養護学校 森田 捷平 

P-1-25 神奈川県立特別支援学校における医療的ケアの現状と理学療法士の役割 

神奈川県立平塚支援学校 連携グループ 川野 神奈 

P-1-26 神奈川県立特別支援学校の自立活動医事相談事業における外部専門家の役割と課題 ～自立活動担当者との連携～ 

神奈川県立総合療育相談センター 福祉医療部 原 正樹 

P-1-27 小・中学校における肢体不自由児の体育授業参加への関わり ～合理的配慮提供に向けた理学療法士の役割分析～ 

横浜市教育委員会事務局 学校教育企画部 特別支援教育相談課（横浜市特別支援教育総合センター） 竹田 智之 

P-1-28 放課後等デイサービスでの多職種連携における理学療法士の役割について 

株式会社 H＆H リハテーラー横浜 長谷川 大和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 21 日 (土) 11 時 00 分～12 時 30 分 ポスター演題１ 整形外科疾患・染色体異常 

P-1-29 自宅退院が可能となった重症型骨形成不全児の姿勢保持 

東京大学医学部附属病院 リハビリテーション部 伊藤 智絵 

P-1-30 Ponseti 法による先天性内反足治療の中でマニピュレーションを理学療法士が担当した１症例 

千葉こどもとおとなの整形外科 リハビリテーション科 堀川 廉 

P-1-31 生後 6 ヶ月で上肢リーチング動作が出現した 13 トリソミー児の一症例 

福島県立医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 阿部 純平 

P-1-32 居宅訪問型児童発達支援から通所の療育へ移行することができた 13 トリソミー児の報告 

（一社）はなぶさ会 多機能型児童発達支援ルームあすたむ 松本 慎平 

P-1-33 ダウン症児へのインソール治療に対する 1 年間の足アーチ高率の変化と使用開始月齢の関係 

山口県済生会下関総合病院 リハビリテーション科 上條 貴弘 

P-1-34 ドルフィン・アシステッド・セラピーの効果～10、18 番染色体異常症 10 歳男児の症例を通じて～ 

医療法人社団のびた みくりキッズくりにっく、医療型特定短期入所まんまる 石田 輝也 

 

 

10 月 21 日 (土) 12 時 30 分～14 時 00 分 ポスター演題２ 神経筋疾患 1 

P-2-01 遺伝子治療を行った脊髄性筋萎縮症 I 型の症例の呼吸障害への対応 

医療法人かがやき 総合在宅医療クリニック 味岡 祐美 

P-2-02 遺伝子治療を行った脊髄性筋萎縮症Ⅰ型の一症例報告 －運動機能獲得の経過に着目して－ 

獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科 塚本 栞 

P-2-03 薬剤治療を受けた脊髄性筋萎縮症患児の運動機能の変化 ―薬剤治療は理学療法目標を変化させるー 

獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科 長谷川 三希子 

P-2-04 脊髄性筋萎縮症Ⅱ型患者における呼吸機能の長期経過 

国立病院機構北海道医療センター リハビリテーション部 福本 幹太 

P-2-05 脊髄性筋萎縮症Ⅰ型（人工呼吸器使用）症例への姿勢保持アプローチの効果～実用的なリフター使用のために～ 

東京小児療育病院 リハビリテーション部 理学療法科 鈴木 みほ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 21 日 (土) 12 時 30 分～14 時 00 分 ポスター演題２ 神経筋疾患 2 

P-2-06 デュシェンヌ型筋ジストロフィーマウスに対する細胞移植治療効果を最大化し得るトレーニング条件の至適化 

京都大学 iPS 細胞研究所 臨床応用研究部門、京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻 三木 麻有甫 

P-2-07 ジストロフィン蛋白の完全欠損を呈した Becker 型筋ジストロフィー患者の歩行可能期の理学療法と装具の検討 

札幌医科大学大学院 保健医療学研究科理学療法学・作業療法学専攻 広崎 蒼大 

P-2-08 メロシン欠損型先天性筋ジストロフィー児に対して，関節拘縮と脊柱側弯の予防が重要と感じた 2 症例 

大館市立総合病院 リハビリテーション科 齋藤 嘉彰 

P-2-09 先天性筋強直性ジストロフィーに対する理学療法経験―コロナ禍における Family-Centered Care の実践― 

滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部 加藤 くるみ 

P-2-10 気管切開術後の在宅呼吸リハビリテーションにより well being が向上した福山型先天性筋ジストロフィーの 1 例 

訪問看護ステーションひより 山田 早紀 

P-2-11 化学療法関連末梢神経障害を呈した幼児例に積極的運動療法が奏功した一例 

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 リハビリテーション部 清水 梨奈 

P-2-12 啼泣や反り返りにより座位保持が困難であった FOXG1 症候群の一例に対する理学療法経過 

三重県立子ども心身発達医療センター リハビリテーション科 栗谷 彩 

P-2-13 デュシェンヌ型筋ジストロフィーマウスに対する iPS 細胞由来筋幹細胞移植と筋収縮トレーニングの併用効果 

京都大学 iPS 細胞研究所 竹中（蜷川） 菜々 

 

10 月 21 日 (土) 12 時 30 分～14 時 00 分 ポスター演題２ 在宅・地域・理学療法管理 

P-2-14 在宅における医療的ケア児の位置的頭蓋変形の発症状況と運動発達との関連 

東京医療学院大学 保健医療学部リハビリテーション学科、ベビーのための訪問看護ステーションベビーノ 内尾 優 

P-2-15 小児地域リハビリテーションの実現に向けた子ども食堂の取り組み 

つくば公園前ファミリークリニック 井坂 友哉 

P-2-16 児童における健康関連 QOL と食に関する QOL・睡眠状況の学年別の違いと項目間の関係―福島子どもコホート調査― 

福島県立医科大学 楠本 泰士 

P-2-17 パラスポーツ体験を目的とした親子入院の活動報告 

北海道立旭川こども総合療育センター リハビリテーション課 堤崎 宏美 

P-2-18 小児訪問リハ初学者のための講習会の考案  ～オンデマンド講義の効果と今後の課題～ 

医療法人財団はるたか会 長島 史明 

P-2-19 居宅訪問型児童発達支援事業開始後 4 年間の経過と課題報告 難病や脳腫瘍の子どもの地域移行と理学療法実践 

子ども発達さぽーとセンターあゆみ園 田中 あゆみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 21 日 (土) 12 時 30 分～14 時 00 分 ポスター演題２ 症例報告 

P-2-20 急性横断性脊髄炎に対し早期リハビリ介入し歩行獲得に至った 1 例 

藤田医科大学岡崎医療センター リハビリテーション部 稲森 遥 

P-2-21 失調症状を呈する小脳炎患児に対し、急性期から外来までの集中的な介入にて ADL の改善ができた症例 

一宮市立市民病院 リハビリテーション室 松葉 建太 

P-2-22 胸髄損傷を呈する幼児に対する、課題志向型トレーニングの実践 

医療法人和光会 山田病院 リハビリテーション部 滝谷 佳紀 

P-2-23 難治頻回部分発作重積型急性脳炎を発症した患者への理学療法介入とリスク管理 

札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部 笹川 古都音 

P-2-24 早期に治療を開始した学童期の抗 NMDA 受容体脳炎患者への理学療法介入：症例報告 

亀田総合病院 リハビリテーション室 石原 怜奈 

P-2-25 難治性てんかん性脳症患者に対し,歩行練習の手段を検討した一症例 

東浦平成病院 リハビリテーション科 辻田 愛恵 

P-2-26 運動量の確保と食事療法にて小児肥満の改善に至らなかった症例 

医療法人社団雪嶺会 東京リハビリ整形外科クリニックおおた 外来リハビリテーション科 佐々木 優太 

 

10 月 21 日 (土) 12 時 30 分～14 時 00 分 ポスター演題２ 家族・学校 

P-2-27 ランドセル症候群の児童の歩行と走行の特徴 ―福島子どもコホート調査― 

福島県立医科大学 楠本 泰士 

P-2-28 当訪問看護ステーションにおける Family-Centered Care の実践状況 

リニエ訪問看護ステーション キッズ世田谷 川野 晃裕 

P-2-29 障害児家族の医療における意思決定及び満足度に対し医療従事者の言動が与える影響 

株式会社デジリハ 仲村 佳奈子 

P-2-30 特別支援学校の学校健診での予防活動の取り組み ～5 年間介入による健診内容の報告～ 

医療法人菊野会 菊野病院 総合リハビリテーション部 年神 翼 

P-2-31 理学療法士の帯同に伴う修学旅行参加による脊髄損傷児の日常生活活動の状況と心理面の変化 

明野中央病院 リハビリテーション部 鞭馬 貴史 

P-2-32 人工呼吸器を装着した小児の小学校入学支援 

熊本大学病院 小児在宅医療支援センター 大場 蕗子 

P-2-33 障害児の養育家庭におけるエンターテインメントを通じた自主トレーニングが療育ストレスへ与える影響 

株式会社デジリハ 加藤 さくら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 22 日 (日) 10 時 30 分～12 時 00 分 ポスター演題３ 発達障害 

P-3-01 シャフリングベイビーの粗大運動の獲得と行動特徴～自閉スペクトラム症とダウン症候群に着目して～ 

横浜市西部地域療育センター 伊東 祐恵 

P-3-02 思春期児童の発達障害の有無における姿勢制御の比較 -動的，静的条件を用いて- 

株式会社奏音 いろは訪問看護リハビリステーション、株式会社奏音 Think Tank 部 前重 壮寿 

P-3-03 自閉スペクトラム症児における縄跳び動作の運動学的特性 

平谷こども発達クリニック、福井医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 栗田 梨渚 

P-3-04 日本人自閉スペクトラム症児における発達性協調運動症の併存状況及び DCDQ と M-ABC2 の関連について 

北里大学大学院 医療系研究科 米山 優里花 

P-3-05 精神運動発達遅滞児でコミュニケーション対象者の違いがもたらす脳機能ネットワークの差異についての検証 

大阪赤十字病院附属大手前整肢学園 リハビリテーション課、京都橘大学大学院 健康科学研究科 山内 良祐 

 

10 月 22 日 (日) 10 時 30 分～12 時 00 分 ポスター演題３ 発達障害―症例報告 

P-3-06 オンラインビデオ通話での運動介入により自閉症スペクトラム症児の前転運動の目標が達成された事例 

PAPAMO 株式会社 へやすぽアシスト 宇田 紗彩 

P-3-07 オンラインビデオ通話での運動介入により運動の苦手さがある児童の運動目標の達成された事例 

PAPAMO 株式会社 へやすぽアシスト 堂面 勝哉 

P-3-08 両手動作と体幹強化プログラムを通して，非利き手の不器用さの改善を目指した一症例 

リニエプラッツかみのやま 佐藤 奏枝 

P-3-09 発達性協調運動障害を呈し短縄跳び技能低下した症例の経験 

熊谷総合病院 石野 愛実 

P-3-10 眼球運動トレーニングによってバランス能力が向上し転倒が減った協調運動障害の一症例 

金沢こども医療福祉センター リハビリテーション科 多賀 咲帆 

P-3-11 発達の遅れに対し自発性を重視した介入を実施し独歩獲得に至った一症例 

北九州市立総合療育センター 訓練科 理学療法係 東 周平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 22 日 (日) 10 時 30 分～12 時 00 分 ポスター演題３ 脳性麻痺 

P-3-12 生体電気インピーダンス法を用いた脳性麻痺児の筋量計測の検証 

秋田県立医療療育センター リハビリテーション部、秋田大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 理学療法学講座 仲村 真哉 

P-3-13 痙直型脳性麻痺児の座位から立位動作時における運動学的特性に関する文献レビュー 

順天堂大学大学院 保健医療学研究科 城井 麻美子 

P-3-14 本邦における脳性麻痺児に対するリハビリテーションの目標指向型介入の認知度に関するアンケート調査 

横浜療育医療センター リハビリテーション課 杉本 路斗 

P-3-15 脳性麻痺患者における Posture and Postural Ability Scale と PEDI の関係性 

まちだ丘の上病院 リハビリテーション科 石田 優樹 

P-3-16 脳性麻痺児における介助のしやすさに関連する因子の特定：システマティックレビュー 

北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課、札幌医科大学 医学部公衆衛生学講座 井上 孝仁 

P-3-17 本邦における脳性麻痺児に対するリハビリテーションの目標設定に関するアンケート調査 

北海道医療大学 リハビリテーション科学部 理学療法学科 大須田 祐亮 

P-3-18 本邦における脳性麻痺児に対するリハビリテーションの介入に関するアンケート調査 

千葉県立保健医療大学 健康科学部リハビリテーション学科 堀本 佳誉 

P-3-19 脳性麻痺を呈する子どもの抑うつ傾向の調査―多施設共同研究 

日本バプテスト病院 リハビリテーション科 浅野 大喜 

 

10 月 22 日 (日) 10 時 30 分～12 時 00 分 ポスター演題３ 脳性麻痺―症例報告 

P-3-20 同時入園し目標指向型集中リハビリテーションを実施した学齢期の 2 症例～HABIT-ILE の報告～ 

千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーション治療部 小児療法室 第２理学療法科 小川 智美 

P-3-21 重度脳性まひ児に対する頭部サスペンションシステムの継続した使用による頭部コントロールの変化について 

四天王寺和らぎ苑 大嶋 志穂 

P-3-22 生活支援に的を絞った学童期の脳性麻痺児の単独リハビリ入所を経験して 

岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター リハビリテーション課 理学療法係 杉本 恵 

P-3-23 学齢期の痙直型両麻痺児における成長に伴う運動・ADL 機能の改善経過について-外来リハビリを通した症例- 

千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーション治療部 小児療法室 第 2 理学療法科 千葉 彩加 

P-3-24 CO-OP を参考にした子ども参加型理学療法の試み ～ぼくはケーキがつくりたい～ 

名古屋市中央療育センター 診療相談係 前多 千春 

P-3-25 理学療法の過程で Shared Decision Making を行い、ボツリヌス療法導入に至った脳性まひ児の一例 

一般財団法人 倉敷成人病センター リハビリテーション科 渡邊 多佳子 

P-3-26 COPM と SMART モデルにて目標共有し，入浴動作が自立した学童期脳性麻痺児の一例 

船橋二和病院 リハビリテーション科 髙木 秀明 

P-3-27 2 年 6 ヶ月間の神経筋電気刺激に有効性を認めた青年期の片側性痙性脳性まひ児の一例 

ボバース記念病院 リハビリテーション部 島 恵 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 22 日 (日) 10 時 30 分～12 時 00 分 ポスター演題３ 成人期 

P-3-28 成人脳性麻痺者の低体重および過体重、骨粗鬆症、サルコペニアの割合と粗大運動能力分類システムごとの特徴 

札幌医科大学大学院 保健医療学研究科 理学療法学・作業療法学専攻 佐藤 優衣 

P-3-29 成人の痙直型両側性脳性麻痺に対する手足の画像を用いた心的回転課題による運動イメージの特徴について 

東京西徳洲会病院 リハビリテーション科 髙田 琳 

P-3-30 体重増加により歩行能力が低下した成人脳性麻痺に対する訪問リハビリでの関わり 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 リハビリテーション科 仲村 我花奈 

P-3-31 運動機会が減少した GMFCS レベルⅤの脳性麻痺者への姿勢ケア～風に吹かれた股関節変形への効果について～ 

北海道済生会小樽病院 みどりの里 機能訓練課 近藤 健 

P-3-32 機能的電気刺激を併用した立ち上がり練習の即時効果 －脳性麻痺患者の運動単位発火頻度による検討－ 

社会医療法人北斗 十勝リハビリテーションセンター リハビリテーション部、社会医療法人北斗 十勝リハビリテーションセン

ター 先進リハビリテーション推進室、北海道文教大学 リハビリテーション科学研究科 安部 千秋 

P-3-33 成人期脳性麻痺の問題点：運動量、活動量低下による体重増加や身体機能の低下に対しての取り組み 

社会医療法人 北斗 十勝リハビリテーションセンター リハビリテーション部 間地 伸吾 

P-3-34 脳性麻痺患者の就学期および卒業後の身体活動量の変化とその要因―学校と通所施設の利用に着目した事例考察― 

国立病院機構西新潟中央病院 平岡 司 

P-3-35 中高齢の脳性麻痺者における運動障害の重症度間での体幹･下肢筋の筋量および筋内非収縮組織の比較 

高崎健康福祉大学 保健医療学部理学療法学科 正木 光裕 

 

10 月 22 日 (日) 12 時 00 分～13 時 30 分 ポスター演題４ 発達・運動科学 

P-4-01 General Movements 可聴化の試み 

東京都立大学 大学院人間健康科学研究科 儀間 裕貴 

P-4-02 乳児期初期における Movement toward midline と姿勢推定の関連 

東京都立大学大学院 人間健康科学研究科、Mahidol University Faculty of Physical Therapy Sermpon Nisasri 

P-4-03 幼児の行動特性と運動能力との関係 

宝塚医療大学 保健医療学部 成田 亜希 

P-4-04 ヒト胎児の胎動計測方法に関する文献レビュー 

東京都立大学大学院 人間健康科学研究科、リニエ訪問看護ステーションキッズ世田谷 根本 清香 

P-4-05 定型発達児における追視や注視を行うゲーム施行中の眼球運動 

福島県立医科大学 保健科学部 理学療法学科 高橋 恵里 

P-4-06 7～12 歳の定型発達児における運動学的分析による縄跳び動作の特性 

大分大学大学院 福祉健康科学研究科健康医科学コース 黒木 尭稀 

P-4-07 健常若年成人の位置的頭蓋変形と運動パフォーマンスにおける左右差との関連 

東京医療学院大学 保健医療学部リハビリテーション学科 内尾 優 

P-4-08 肢体不自由者における物品の掴み方を通した上肢の動作遂行能力と上肢骨格筋構造の関係 

広島都市学園大学 健康科学部 リハビリテーション学科 石倉 英樹 

P-4-09 10 か月児の乳幼児健康診査調査票を用いたひとり歩き獲得の予測 

高知リハビリテーション専門職大学 理学療法学専攻 重島 晃史 

 

 



 

 

10 月 22 日 (日) 12 時 00 分～13 時 30 分 ポスター演題４ 術後理学療法 

P-4-10 股・膝関節の整形外科的選択的痙性コントロール手術後における足関節への影響について 

佐賀整肢学園こども発達医療センター リハビリテーション部 前田 伸也 

P-4-11 独歩可能児の SDR 術後経過 -粗大運動能力改善に関わる術前要因の検討- 

沖縄南部療育医療センター リハビリテーション課 小野 泰輔 

P-4-12 選択的脊髄後根切断術後に一期的多部位手術を行った脳性麻痺児の移動機能の変化 

松本 菜々恵 

P-4-13 痙性対麻痺児に対する髄腔内バクロフェン療法とロボットスーツHAL®での歩行練習を併用した集中的介入の報告 

長野県立こども病院 リハビリテーション技術科、長野県立こども病院 ニューロケアセンター 西川 良太 

P-4-14 歩行可能な脳性麻痺児に対する下肢筋腱解離術後の関節可動域，粗大運動能力の経年変化 

青森県立あすなろ療育福祉センター 診療部医療科 川原田 里美 

P-4-15 重症心身障がい児の側弯症手術により生じた腰椎の矯正と術後に生じたシーティングの傾向に関する調査 

長野県立こども病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科 佐藤 紗弥香 

P-4-16 小児難治性てんかんに対する機能的大脳半球離断術後の理学療法経験 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 身体リハビリテーション部 松永 彩香 

 

10 月 22 日 (日) 12 時 00 分～13 時 30 分 ポスター演題４ 心疾患・がん 

P-4-17 先天性心疾患患児の術後早期離床・リハビリテーションにおける中止・中断に影響する要因 

北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課 金田 直樹 

P-4-18 感覚運動発達に遅れと偏りを有する拡張型心筋症児への発達支援の一症例 

北海道立子ども総合医療・療育センター 古俣 春香 

P-4-19 当センターにおける先天性心疾患患者に対する心臓リハビリテーション導入の試み-成人一症例の経過報告- 

大阪母子医療センター リハ・育療支援部門 陽川 沙季 

P-4-20 当法人における小児がんに対する理学療法の現状と課題～スタッフアンケートからの検討～ 

医療法人財団はるたか会 長島 史明 

P-4-21 当法人における小児がん患者のリハビリテーションの現状と課題 ～利用者の特徴からの検討～ 

医療法人財団はるたか会 小林 明弘 

P-4-22 当院 PICU における早期離床・リハビリテーション加算前後の身体機能評価の比較 

静岡県立こども病院 診療支援部リハビリテーション室 北村 憲一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 月 22 日 (日) 12 時 00 分～13 時 30 分 ポスター演題４ 評価尺度 

P-4-23 療育現場で未就学児の粗大運動機能を評価する簡易な「サーキットチェックリスト」の開発 

株式会社 Ecold  Zeidan Hala 

P-4-24 脳性麻痺患者における Posture and Postural Ability Scale の信頼性と妥当性の検討 

東京都立大学大学院 人間健康科学研究科理学療法科学域、相模原療育園 木村 優希 

P-4-25 歩行可能な脳性麻痺患者の立位姿勢の特徴 -Posture and Postural Ability Scale を用いた検討- 

大分療育センター 眞柴 知穂 

P-4-26 小児の理学療法介入における COPM の有用性の検討 

医療法人社団雪嶺会 東京リハビリ整形外科クリニックおおた 外来リハビリテーション科 佐々木 優太 

P-4-27 痙攣重積型急性脳症を呈した児に対し GMFM 及び COPM を用いた症例 

神奈川県総合リハビリテーションセンター 理学療法科 仲山 玖未 

P-4-28 Goal Attainment Scaling を用いた脳室内出血後水頭症児への座位活動と移動支援の取り組み 

社会福祉法人 高邦福祉会 柳川療育センター 療育部 リハビリテーション室 菊次 幸平 

P-4-29 低酸素脳症後の慢性期の女児に対して問題点の抽出にＧＭＦＭを使用した事例 

神奈川県総合リハビリテーションセンター 理学療法科 浅井 朋美 

P-4-30 応用歩行の向上を目標とし包括的に歩行機能評価を用いて理学療法介入を行った脳性麻痺児の一症例 

中川の郷療育センター リハビリテーション課 脇 遼太朗 



講演抄録

学術大会長講演

特別講演

シンポジウム

評価尺度セミナー

特別企画

企業プレゼン



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 【ステートメント】 

 本年、当学会では、一般社団法人の責任として、ステートメントを表明した。その中で、学会の持つ重要な使

命として、「すべてのこどもと家族の健康および社会参加による豊かな生活体験のために、ICF の概念を尊重し

た、小児理学療法実践の礎となる学術活動の発展を使命とする。」と明言し、その補遺として、以下の点を明記し

ている。 

1. 小児理学療法は理学療法を基盤として、こどもと家族のニーズに応じた形ですべてのこどもの生涯発達と日

常生活支援及びその家族の well being（健康と幸せ）を援助する行為全般を指す。 

2. その行為は、家庭生活を中心として、医療、福祉、教育、行政、レジャー、社会参加等の多くの場面で行わ

れる。 

これらの意向の中には、我々が醸成してきた理学療法学という学問の今後の方向性に関する強い意思表示が含ま

れている。 

 私が理学療法士となったこの 40 年の間、「障害の克服」を至上命令とした時代、「卓越した技術」が子どもた

ちやご家族を取り囲んでいた時代、「エビデンスの登場」により、治療にパラダイムシフトが起こった時代、そし

て今や「エビデンスの集積」により、ガイドラインを構築する時代へと進んできた。このようなフェーズを経験

してきた中で、子どもの理学療法を担ってきた我々は、何を考え、どのようなスタンスで社会からの要請に応え

て来たか、さらに今後、どう応えるべきか、今一度、考えてみたい。 

【ICIDH と ICF の影響】 

 「障害の克服」や「卓越した技術」が子どもたちやご家族を取り囲んでいた時代、運動機能の向上への関心は

高く、特定の治療技術を身に着けること、その技術を磨くことが何よりも優先していた。1980 年に発表された

ICIDH（国際障害分類）は、疾患の要素が機能障害、能力障害、社会的不利として捉えられており、障害がもた

らす不利益に注目するため、当時の理学療法介入の意思決定の拠り所となる点が多々あったが、ICF へと発展し

た時点で、健康に関する着眼を求められ、生活全般と人生などの環境、社会的要因を考慮することが求められる

ようになった。 

【子どもの理学療法における健康と幸福】 

健康と幸福はどの時代においても、絶対的な人の願いである。この普遍的で「無条件な願い」である健康と、「人

生の目標」である幸福に対し、理学療法はどのようなスタンスで子どもたちやご家族に寄り添い支援してきたの

か。さらに具体的に言うならば、子どもの理学療法は、彼らの健康を維持、向上するためにどのように貢献して

きたか、理学療法士は子どもやご家族の幸福を意識しながら仕事をしてきたか。私の講演では、時代背景や価値

観の変遷などを考慮し、その検証をしながら、これからの時代の理学療法学という科学が、健康と幸せに向かっ

て何が出来るのか、何をやらねばならぬかを提起し、社会への貢献につなげる契機にしたいと考えている。 

 学術大会長講演 

「子どもと家族の 

健康と幸福のための理学療法学」 

21 日(土) 9:50-10:50 第 1 会場（樹林）

 

札幌医科大学保健医療学部 

小塚 直樹 



経歴 

【略歴】 

＜学歴＞ 

1981 年 労働福祉事業団九州リハビリテーション大学校卒業 

1989 年 北九州大学外国語学部卒業 

1991 年 札幌医科大学小児科学講座研究員 

2000 年 医学博士（札幌医科大学） 

＜職歴＞ 

1981 年 北九州市立総合療育センター 

1989 年 札幌医科大学衛生短期大学部理学療法学科 助手 

1993 年 札幌医科大学保健医療学部理学療法学科 講師 

1999 年 同 助教授 

2006 年 同 教授 

理学療法学科長、保健医療学部副学部長を歴任、現在に至る 

 

【所属学会・資格】 

日本理学療法学会連合（副理事長） 

日本小児理学療法学会（理事長） 

日本リハビリテーション医学会 

 日本小児リハビリテーション医学会（評議員） 

 日本小児神経学会 

 日本新生児成育医学会 

 日本重症心身障害学会 

 基礎専門理学療法士 

 神経専門理学療法士 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 「リハビリと私」 

私は小さい頃からリハビリを受けています。この機会にリハビリについて私なりに考えました。リハビリとい

えば医学的に体を良くしていくことが根本にありますが、私はリハビリの先生に精神的にも助けられて今がある

と感じています。皆さんと一緒にリハビリについて考えていければと思います。 

 

経歴 

１９９４年１１月３日生まれ、北海道帯広市出身 

生まれて間も無く肝臓の難病になり、母から肝臓をもらう生体肝移植を受ける。 

その影響かはわからないが、脳性まひ(アテトーゼ型と硬直型)と診断される。 

学生時代は地域の学校でみんなと一緒に勉強して社会性、協調性を身につける。 

大学は親元を離れて、江別・大麻にある札幌学院大学にて福祉を学ぶ。 

その後地元に帰り、特別養護老人施設で事務員兼相談として就職。 

2017 年 6 月に N H K が障害者キャスター・リポーターを公募しており、応募。159 人の中から３人に選ばれ、

東京に移住。2020 東京オリンピック・パラリンピックのためのリポーターに就任。担当競技は脳性まひなどの選

手が行うボッチャ。4 年間のリポーター業務が終わり地元に帰る。 

現在は重度訪問介護という福祉サービスでヘルパーを利用している。現在地元ラジオ局 F M J A G A にて「ちば

えりなのみんな色」のパーソナリティと S N S の発信をしている。 

帯広での目標は、障害者の人が地域で暮らすためのアドバイスや、一緒に考える自立生活センターの設立、犬を

飼育していることからインクルーシブドックカフェの開業である。 

座右の銘は「笑う門には福来る」「生きてるだけで丸儲け」 

Instagram アカウント @emery.official 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特別講演１ 

「子どもたちのパラスポーツから

みた健康と幸福について」 

21 日(土) 14:50-15:20 第 1 会場（樹林）

 

元 NHK アナウンサー  

Tokyo2020 パラリンピック 

千葉 絵里菜さん 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 私自身、障害当事者（脳性麻痺）でり、これまで道内の肢体不自由特別支援学校に勤務してきました。「健康と

幸福」という大きなテーマを頂戴しましたが、一義に肢体不自由児にとってそれは“社会と繋がりながら自己選

択自己決定ができる”ことだと私は考えます。スポーツ活動にはその要素がたくさん詰まっています。今回、私自

身の経験の一端をお話しさせていただくことで、目の前のお子さんの院外や数年後について思いを巡らせていた

だければ幸いです。 

障害のある子どもたちにとっての幸福、自立とは何か、そのために何ができるのかという普遍的問いを見つめ

直す。そんな時間にできれば嬉しく思います。 

 

経歴 

1993 年旭川市出身。低体重による出生のため、脳性麻痺となる。生後間も無く、北海道旭川肢体不自由児総合

療育センターにて、療育を受ける。2012 年北海道岩見沢高等養護学校を卒業後、自身の被教育体験が元となり、

特別支援教育に携わることを意識するようになる。 

札幌学院大学人文学部に進学し教員免許を取得。2016 年より現職。大学在学中に、車いすソフトボールに出会

い競技生活を開始。2014 年 Wheelchair softball 全米選手権（現・ワールドシリーズ）ミネソタ州日本代表 出

場。 

 また、卒業生との関わりのなかで、小児〜成人にかけての移行や地域での自立生活における諸問題について関

心をもつ。 

 

日本車いすソフトボール協会 C 級公認審判員 

 特別講演１ 

「子どもたちのパラスポーツから

みた健康と幸福について」 

 

21 日(土) 14:50-15:20 第 1 会場（樹林）

 

北海道岩見沢高等養護学校 

曳田 和樹さん 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 娘の佐和子は 3２才。よく笑う子です。聴覚、知的、肢体に重い障害があります。 

 生まれたのは北海道東端の根室市で、日本一遅い桜が咲くころでした。 

病院のベッドで私の乳房にのせた手が小さく愛らしく、赤ん坊とはこんなにかわいいものかと思いました。数か

月たつと声をたてて笑いました。 

 それが、なんだかおかしい。ふしぎな気がする。けれど初めての子でしたし、娘の笑い声を聞いては気のせい

だと無理に不安を打ち消していました。 

けれど、娘はいつまでもお座りさえできず、住んでいた根室での療育相談で、療育センターへの母子入院をすす

められ「そうか、訓練すれば歩けるようになるんだ」とそんな思いで旭川へ向かいました。 

 根室から旭川までは 370 キロ。娘を抱いて飛行機で着いた街は雪が深く積もっていました。それでも「ここへ

来たから、一ヵ月頑張ればもう大丈夫」そんな気持ちでした。 

 旭川の療育センターで「先生、佐和子は母子入院のリハビリが終わったら歩いて帰れますよね？」と私は、理

学療法士の先生に真顔でそんな質問をしました。 

私の前にいた年配の先生は、ちょっと戸惑った顔をして「まずはハイハイができるように、それからお座りがで

きないとね」と話されました。 

そんな思いから始まった日々は一つ一つ障害があることがわかり、大変なこともありました。 

目の前の人がどんなに口を動かしても、何を話しているのかわからない、すべての音が入らない。胸の内に湧き

上がる思いを、一言たりともいうことができない。そんなことを想像してみました。 

「聴こえず、知的に障害があっても何とかこの子と意思疎通をはかりたい」と、私はそんな願いを持つようにな

っていて、不思議なもので願いをはっきりさせた時に助けてくれる人たちが現れはじめました。 

室蘭聾学校に入学した娘は自分にも物にも名前があることすら知りませんでした。入学してから先生は毎日同じ

ことを繰り返し教え、一年たったころの、一年生の三学期に私が何度も読んだ絵本のページをめくって見せてい

ると、娘は絵本の中の「さ」の文字に人差し指をのばしました。そして自分の顔を指しました。次に「お」を指

して、母である私を指しました。娘は自分に名前があることを知りました。 

それから、たくさんの文字を覚えていき、物の名前と絵のついたカードをまとめたものが「さわこのじてん」で

す。 

たくさんの人たちの手を借りながら文字を覚えていき、「じてん」が作られ、彩り豊かになっていった日々のこ

と、そんなことをお話ししようと思います。 

 

 

 

 特別講演２ 

「障がいのある娘と家族から見た 

健康と幸福について～さわこのじてん～」 

22 日(日) 12:30-13:30 第 1 会場（樹林）

 

今 佐和子さんのお母さん 

今 美幸さん 



経歴 

今 美幸さん 

1959 年北海道根室市生まれ 

 室蘭市在住 

 2022 年から北海道新聞コラム欄「朝の食卓」に執筆 

  

 

今 佐和子さん 

 1991 年生まれ 32 才 

一才で脳性麻痺と診断され、身体、知的、聴覚に障害がある。北海道高等聾学校卒業後、現在は室蘭市内の通

所施設に通う 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo Tolstoy famously opened his novel Anna Karenina (1878) with the line: “Happy families are all alike; every 

unhappy family is unhappy in its own way." What Tolstoy meant is that happy families tend to look alike in terms 

of fulfilling a set of conditions such as the good health of all family members, financial security, and mutual affection 

between family members. Failure to achieve these conditions poses a threat to the stability, harmony and happiness 

of the family. Many people assume that health, financial security, and mutual affection are just a matter of individual 

effort. For example, poor families remain stuck in poverty because of irresponsible behavior; for example, if poor 

people stopped wasting money on gambling, tobacco and alcohol, they could become happier and healthier.  

Social epidemiologists tell a different story. The field of social epidemiology recognizes that there are upstream 

determinants of financial security, mutual affection between family members, and ultimately, the health of family 

members. In my talk I will introduce three major social determinants of the health and happiness of families and 

their children: (1) early education, (2) income inequality, and (3) social capital.  

 

(1) Investing in early education 

Early education (before age 3) is now recognized as one of the most uniquely powerful investments that society can 

make to improve the future success of children. Two famous randomized trials in the U.S. have shown that the 

recipients of early education (starting as young as 3 months) continue to demonstrate favorable outcomes – such 

as enrollment in college, stable marriages, higher incomes, better health – for many decades afterwards. Early 

education (as compared to later education) exerts its unique influence through strengthening executive function 

and self regulation in young children. Importantly, none of us are born equipped with these skills, yet every child is 

born with the potential to develop them. Yet despite the wealth of evidence on the benefits of early education, there 

is no society in the world which has made adequate investments in delivering free universal, high quality early 

education. Most countries spend far more on improving high school graduation rates or college enrollment than on 

early education. Investing in early education is both cost-effective and holds the promise of reducing the gaps in 

financial wellbeing and health in society. It ought to be the highest priority for politicians and governments. 

 

(2) Income inequality 

Income inequality is rising in most societies of the world due to globalization, the deregulation of markets (both 

the financial and labor markets), and the concentration of political power in the hands of the wealthy. Income 

inequality threatens the health and happiness of families because when the income gap widens between the top and 

bottom of the income distribution, it increases the amount of relative deprivation experienced by families who are 

 教育講演 (共催：北海道千歳リハビリテーション大学)     

「子どもと家族の健康と幸福」 

22 日(日) 9:00-10:30 第 1 会場（樹林）

 

ハーバード大学公衆衛生大学院 教授 

Ichiro Kawachi 



left behind. In other words, even if poor families have sufficient incomes to avoid absolute deprivation (in the sense 

of lacking sufficient income for food or shelter), they may nevertheless experience relative deprivation as a result 

of falling living standards compared to the rest of society. For example, during the COVID pandemic when schools 

closed down, children from low income families were disadvantaged because they could not afford high speed 

internet to keep up with online classrooms (even though most low income families own a smartphone).  In turn, 

relative deprivation has two effects on children’s development: (1) social comparisons – as children become aware 

of their relatively deprived status compared to other children, it has an adverse impact on their mental health and 

happiness. This tendency is especially pronounced among youth who engage in social media such as Instagram; (2) 

the scarcity tax – relative deprivation induces a scarcity mindset which is characterized by the impaired ability to 

delay instant gratification. This phenomenon is similar to the concept of present bias in behavioral economics and 

may help to explain why income inequality and poverty are so strongly correlated with substance abuse (tobacco, 

alcohol), gambling, and other health behaviors.  

 

(3) Social capital 

The third social determinant of health and happiness is the strength of social connections between family members, 

as well as between individuals and their communities. The concept of social capital is defined as the resources 

available through social connections. For example, research in social epidemiology has shown that the stock of social 

capital in a community is linked to better mental health in children as well as lower rates of child maltreatment. 

Given the worldwide increase in social isolation and loneliness, a critical part of the government’s agenda needs to 

focus on strengthening the social capital of families and communities. 

 

抄録和訳 

レオ・トルストイは小説『アンナ・カレーニナ』（1878 年）の冒頭で次のようなセリフを残しています： 「幸

福な家族はみな同じであり、不幸な家族はみなそれなりに不幸である。」トルストイが言いたかったのは、幸せな

家族は家族全員の健康、経済的安定、家族間の相互の愛情といった一連の条件を満たしているという点で似た傾

向があるということです。これらの条件が満たされないと、家族の安定、調和、幸福が脅かされます。多くの人

は、健康、経済的安定、相互の愛情は個人の努力の問題だと思い込んでいます。例えば貧困家庭が貧困から抜け

出せないのは無責任な行動のせいであり、例えば貧困層がギャンブルやタバコ、アルコールへの浪費をやめれば

もっと幸せで健康になれるはずです。 

社会疫学者はこれとは異なる話をします。社会疫学の分野では、経済的安定、家族間の相互の愛情、そして最

終的な家族の健康には上流に決定要因があることを認識しています。私の講演では、家族とその子どもたちの健

康と幸福の 3 つの主要な社会的決定要因、（1）早期教育、（2）所得格差、（3）ソーシャル・キャピタル（social 

capital）を紹介します。 

 

(1)早期教育への投資 

早期教育（3 歳まで）は、子どもの将来の成功を向上させるために社会がなし得る最も強力な投資のひとつで

あると現在では認識されています。米国で行われた 2 つの有名な無作為化試験で、早期教育（3 カ月から）を受

けた子どもは、その後何十年にもわたって大学への入学、安定した結婚、より高い収入、より良い健康状態など、

好ましい結果を示し続けることが示されています。早期教育は（その後の教育と比較して）、幼児の実行機能

（executive function）と自己制御（self regulation）を強化することによって独自の影響力を発揮します。重要な

のは、私たちの誰もが生まれながらにしてこれらの能力を備えているわけではないことです。しかし早期教育の



利点に関する証拠は豊富にあるにもかかわらず、無料で普遍的な質の高い早期教育を提供するために十分な投資

を行っている社会は世界には存在しません。ほとんどの国は早期教育よりも高校卒業率や大学進学率の向上には

るかに多くの費用を費やしています。早期教育への投資は費用対効果が高く、社会における経済的な豊かさと健

康格差の縮小が期待できます。政治家や政府にとって最優先事項であるべきです。 

 

(2)所得格差 

グローバル化、市場（金融市場と労働市場の両方）の規制緩和、富裕層への政治権力の集中により、世界のほ

とんどの社会で所得格差が拡大しています。所得格差が家族の健康と幸福を脅かすのは、所得分布の上位と下位

の間で所得格差が拡大すると、取り残された家族が経験する相対的な貧困（relative deprivation）が増大するから

です。言い換えれば、たとえ貧困家庭が絶対的な貧困（食料や住居に十分な収入がないという意味での）を避け

るのに十分な収入を持っていたとしても、社会の他と比較して生活水準が低下する結果、相対的貧困を経験する

可能性があります。たとえば、COVID の流行で学校が閉鎖されたとき、低所得家庭の子どもたちはオンライン

授業についていけるだけの高速インターネットを買う余裕がなかったため、不利益を被りました（ほとんどの低

所得家庭がスマートフォンを所有しているにもかかわらず）。 相対的貧困は、子どもたちの発達に 2 つの影響を

与えます。（1）社会的比較（social comparisons）―子どもたちが他の子どもたちと比べて相対的に恵まれない状

況にあることを自覚するようになると、精神衛生や幸福感に悪影響を及ぼします。この傾向はインスタグラムの

ようなソーシャル・メディアに親しむ青少年に特に顕著です。（2）scarcity tax―相対的な貧困は、即座に得られ

る満足感を遅らせる能力の低下を特徴とする欠乏感（scarcity mindset）を誘発します。この現象は行動経済学に

おける現在バイアス（present bias）の概念に似ていて、所得格差や貧困が物質乱用（タバコ、アルコール）、ギ

ャンブル、その他の健康行動と強く相関している理由を説明するのに役立つかもしれません。 

 

(3)ソーシャル・キャピタル 

健康と幸福の 3 つ目の社会的決定要因は、家族間や個人と地域社会との社会的つながりの強さです。ソーシャ

ル・キャピタルの概念は、社会的つながりによって利用できる資源と定義されます。例えば社会疫学の研究によ

ると、地域社会におけるソーシャル・キャピタルの蓄積は、子どもの精神的健康の向上や、子どもの虐待率の低

下につながることが示されています。社会的孤立や孤独が世界的に増加していることを考えると、政府のアジェ

ンダの重要な部分は、家族や地域社会のソーシャル・キャピタルの強化に焦点を当てる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経歴 

Ichiro Kawachi, MB.ChB., Ph.D., is the John L. Loeb and Frances Lehman Loeb Professor of Social Epidemiology 

in the Department of Social and Behavioral Sciences at the Harvard T.H. Chan School of Public Health. Kawachi 

received both his medical degree and Ph.D. (epidemiology) from the University of Otago, New Zealand. He has 

taught at Harvard since 1992. 

 

Professor Kawachi is the co-editor (with Lisa Berkman) of the first textbook on Social Epidemiology, published by 

Oxford University Press in 2000 (2nd edition published in 2014, with Lisa Berkman & Maria Glymour, and 

translated into Japanese). His other notable books include The Health of Nations (translated into Japanese as 不

平等が健康を損なう), and 命の格差は止められるか (小学館 101 新書).  

Kawachi is the Editor in Chief of the journal, Social Science & Medicine – Population Health. He is an elected 

member of the Institute of Medicine of the US National Academy of Sciences. 



「“赤ちゃんが表出するもの”を見つめて」 

 

「”運動神経がいい／わるい”からの脱却を目指して

―姿勢・運動制御の定型発達過程を理解する意義」 

 

東京都立大学大学院 

人間健康科学研究科 

儀間 裕貴 
大分大学福祉健康科学研究科 

萬井 太規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

私はこれまで，特に早産・低出生体重の赤ちゃんに対

する理学療法の実践と研究に取り組んできました．大事

にしてきたことは，赤ちゃんが今，何を感じ，何を欲し

ているかを適切に汲み取る努力をすることです．赤ちゃ

んと“対話”することは容易ではなく，刻々と変化する意

識の状態（ステート）や能動的に表出する運動・行動の

特徴を注意深く観察し，その様子を文脈に応じて理解す

ることが求められます．私は，赤ちゃんと対話をするた

めの手段として新生児行動評価法（NBAS）を学びまし

た．そして，赤ちゃんの行動特性が後の神経学的な発達

の状況と関連することを知り，NBAS を通して得られる

情報をより客観的なデータとして扱えるよう研究活動に

取り組むようになりました．また，神経学的な発達予後

をより鋭敏に捉えるとされる General Movements の観

察評価を学び，これも客観的なデータとして扱えるよう

に研究活動を継続しています．この間，“赤ちゃんが表

出するもの”の見え方が少しずつ変化していきました．

今回，研究者として貴重な登壇の機会をいただきました

が，私の根本は，赤ちゃんの気持ちを知りたい，それを

“翻訳”して赤ちゃんと養育者の愛着形成の支援ができる

ようになりたいという，いち理学療法士としての気持ち

が強いと思っています．本シンポジウムでは，研究活動

を通じて「早産・低出生体重児への理学療法介入・発達

支援の理想をどう考えるようになったか？」についてお

話ししたいと思います． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「運動神経がいい／わるい」という用語を使ったこと

はありますか？私も何気なく使ってしまう事がありま

す．しかし，運動神経は，医学用語では運動命令を伝達

する遠心性神経の総称ですし，リハビリテーション専門

職からすれば，対象者の心身機能の何が問題点なのかが

明確でない用語だと思います．「運動神経がわるい」

は，運動機能が低いことを総称して使われているように

思いますが，運動がなんか変，あるいは苦手と対象者を

安易に分類してしまう要因になってはいないでしょう

か． 

「運動神経がいい／わるい」が用いられる理由は，わ

かりやすさだけでなく，運動機能の理解不足，すなわ

ち，姿勢制御・運動制御の理解不足が関連しているよう

に思います．姿勢制御・運動制御を構成する様々な要素

（例えば，予測的制御など）の特性は，徐々に明らかに

なりつつあります．しかし，姿勢制御・運動制御の各要

素の小児期の特性や，それらの発達過程は，未だ十分に

明らかにはなっていません．「運動神経がいい／わる

い」という主観的，かつ曖昧な用語から脱却するために

は，姿勢制御・運動制御の定型発達過程に関する基礎デ

ータの構築とその理解が必要だと感じています．本シン

ポジウムでは，我々の姿勢制御・運動制御の定型発達過

程に関する研究成果を紹介しつつ，対象児の「健康と幸

福」のために姿勢制御・運動制御の定型発達過程を理解

する意義，および今後の課題について議論したいと思い

ます． 

 

 

 

 シンポジウム１ 

小児理学療法研究者が健康と幸福について考えていること 

21 日(土) 15:40-17:10 第 1 会場（樹林）

 



「疑問を解決するための研究 

―発達性協調運動障害を通じて―」 

「小児分野関係者全体の健康と幸福について  

―多種多様な研究に関わり感じること―」 

福島県立医科大学  

楠本 泰士 

畿央大学大学院健康科学研究科 

畿央大学ニューロリハビリテーション 

研究センター 

信迫 悟志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発達性協調運動障害（DCD）とは，協調運動技能の

獲得や遂行に著しい低下がみられる神経発達障害であ

り，学齢期の有病率はおよそ 5-6％とされ，男児に多

く，他の神経発達障害（ASD，ADHD，SLD）とも頻

繁に併存します．そして DCD と診断された児の 50-

70％が青年期・成人期にもその協調運動困難が残存する

とされており，DCD の病態理解と有効なハビリテーシ

ョン技術の開発は，喫緊の課題とされています．本話題

提供者は，DCD の病態として，内部モデルや自動模倣

機能といった脳機能に問題を抱えていること，視覚情報

に依存する傾向があること，運動主体感が変容している

こと，行為と結果の規則性（随伴性）の知覚が困難とな

っていることなどを明らかにしてきました．また，こう

した病態理解を背景に，閾値下振動触覚ノイズ刺激によ

る確率共鳴現象を利用した介入が，即時的に協調運動技

能を改善できることを報告しました． 

しかしながら，こうした定型発達児との比較を通じた

定型発達からの逸脱という Negative な側面の理解のみ

では，DCD を有する児の人生における健康と幸福に真

に寄与することは困難であると考えています．本話題提

供では，なぜこうした研究を実施してきたのかという経

緯も含めて，自身の研究成果を振り返るとともに，

DCD を有する児における将来を含めた健康と幸福に貢

献するための今後の研究の展望についてお話しさせて頂

く予定です． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私自身の臨床は、毎日が分からないことばかり！！か

らスタートしました。素晴らしい医師、ユニークな先輩

方の中で、できることが増える一方、調べてもわからな

い内容が日々積み重なっていきました。自身のわからな

いことは、きっと全国にもわからない人がいる。自分が

情報を発信することで、専門職の助けになる≒生み出せ

る患者さんやご家族の笑顔が増える。そう思って１年目

の夏、「これを大学院のテーマにしよう！」と臨床疑問

が固まった日の翌日が、大学院の願書締め切りだったの

は、今も忘れません。 

研究テーマは、整形外科的治療前後の機能変化→保護

者の満足度→健常者や脳性麻痺患者における機器の効果

検証→評価法の信頼性や妥当性→高齢者研究→発達障害

→TKA や骨移植などの整形外科分野→ノートテイキン

グ→喫煙やメンタルヘルス→スポーツ→学校保健→小児

がん→ゲーム機器やデバイスの効果検証など、色々と加

わってきています。雑食なのか、興味関心の幅が広いの

か、ご批判もあるかと思います。ですが、何事にもやっ

たからこそ見えてくる世界があります。これまで 90 本

ほどの論文に関わり、思うところは、研究、教育、臨

床、ビジネスの過程で考えることの共通性とそれぞれの

独自性です。 

今後やりたいことを含めて、「小児理学療法研究者が

考える、子どもと家族の健康と幸福のための理学療法

学」を皆さんとディスカッションしたいと思います。 

 

 

 シンポジウム１ 21 日(土) 15:40-17:10 第 1 会場（樹林）

 
小児理学療法研究者が健康と幸福について考えていること 



略歴 

儀間 裕貴 

2002 年，沖縄リハビリテーション福祉学院卒業．大学病院，県立病院などで主に新生児集中治療室（NICU）でのリハビリテーシ

ョンに従事．2013 年より東京大学大学院教育学研究科特任研究員・特任助教，2017 年より鳥取大学地域学部附属子どもの発達・

学習研究センター特命講師．2020 年より現職．日本小児理学療法学会理事，日本赤ちゃん学会評議員，日本ディベロップメンタ

ルケア研究会事務局長を務める． 

 

萬井 太規 

【学歴】 

2006 年－2010 年  北海道大学保健学科理学療法学専攻 卒業 

2010 年－2012 年  北海道大学大学院保健科学院保健科学専攻修士課程 修了 

2012 年－2015 年 北海道大学大学院保健科学院保健科学専攻博士後期課程 修了 

【職歴】 

2015 年－2020 年 北海道大学大学院保健科学研究院 助教 

2016 年－現在   札幌医科大学大学院保健医療学研究科理学療法学第一講座 訪問研究員 

2017 年－2020 年 北海道大学病院リハビリテーション部 理学療法士（併任） 

2020 年－現在   大分大学福祉健康科学部理学療法コース 講師 

2022 年－現在   札幌医科大学大学院保健医療学研究科 非常勤講師 

 

信迫 悟志 

理学療法士免許取得後，畿央大学大学院健康科学研究科博士課程修了（博士[健康科学]）。医療法人順心会順心病院，大津赤十字

病院・大津赤十字志賀病院，摂南総合病院，東大阪山路病院で 15 年間，脳損傷疾患，整形外科疾患の成人リハビリテーションに

従事。加えて大阪府某市教育委員会理学療法巡回事業で特別支援学級に在籍する子どもたちへのリハビリテーションに従事し，

2019 年 4 月より現職 畿央大学ニューロリハビリテーション研究センター 兼 大学院健康科学研究科 准教授。専門は，神経理学

療法，小児理学療法，ニューロリハビリテーション，神経科学，発達科学。現在は主に，成人の高次脳機能障害（失行）と小児の

神経発達障害（DCD）のメカニズム解明とニューロリハビリテーション研究に従事。 

 

楠本 泰士 

2008 年東京都立保健科学大学卒業後、南多摩整形外科病院に入職、脳性麻痺や脳卒中患者の理学療法、児童発達相談事業に携わ

る。2013 年東京工科大学に入職後、2021 年より現在に至る。 

日本小児理学療法学会理事、日本支援工学理学療法学会・日本小児リハビリテーション医学会評議員、理学療法学編集委員を歴任 



こどもの権利と補装具制度 子どもと家族の健康や幸福のための理学療法 

－学校教育の立場から－ 

福井県総合福祉相談所 

障がい者支援課 

辻 清張 

京都府立舞鶴支援学校  

春田 大志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一昨年、定年を迎えた。身体障害者更生相談所に勤務

して２年目になる。更生とは「もとの良い状態にもどる

こと」で更生相談所の英訳は rehabilitation consulting 

center なんだそうだ。もっと早く知る機会があったらい

いなぁと感じていたので、冒頭で紹介した。  

業務内容は雑多で結構忙しい。補装具の判定業務もそ

のひとつだ。補装具は「身体障害者、身体障害児及び難

病患者等の失われた身体機能を補完又は代替し、かつ、

長期間にわたり継続して使用される道具であり、身体障

害者の職業その他日常生活の効率の向上を図ることを目

的として、また、身体障害児については、将来、社会人

として独立自活するための素地を育成・助長すること等

を目的として使用されるもの」と定義される。 

また、身体障害児の補装具費支給については「心身の

発育過程の特殊性を十分考慮しつつ、心身機能の維持、

向上、日常生活の改善に寄与することが期待できる等の

医学的観点から判断するとともに、生活環境等の諸条件

を総合的に考慮する必要がある」とある（補装具費支給

事務取扱指針）。 

眼鏡は“見え”を、補聴器は“聞こえ”を、そして姿勢保

持具は“支え”を補う道具である。どの道具も身体機能を

補完することで使用者の「〇○したい」を支えている。

その提供は合理的配慮の下に行われ、自己決定に基づい

た主体的な生活を営む権利を支えていることを忘れずに

いたい。 

今回、こどもの権利と補装具制度について私見を交え

て話そうと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小児理学療法のパラダイムシフト、医学モデルから社

会モデルへ、養護・訓練から自立活動へ、特殊教育から

特別支援教育へなど、障害のある子どもを取り巻く医療

と教育の在り方や枠組みは、ここ数十年で大きく変わっ

てきています。医療と教育は、資格や業務に違いはあり

ますが、子どもと家族の健康や幸福のために取り組む方

向性は同じであり、令和３年１月の中教申「令和の日本

型学校教育」でも、これからの特別支援教育の在り方の

ひとつとして、省庁をまたいでの取組である「切れ目な

い支援の充実」の必要性が示されています。特別支援教

育において、医療と教育との連携・協働に期待されるの

は、医学的な知見や成果を特別支援教育に生かしていく

こと、教師の専門性の向上や、子どもたちの幼児期から

の切れ目のない支援に繋げていくことです。医療の側か

らみると、リハ室での理学療法だけでは達成が難しい子

どもたちの活動や参加を、教育との連携・協働でマネー

ジメントすることができます。本シンポジウムでは、手

技的なことやハウツー、個人の運動機能や感覚機能にの

み焦点を当てた報告ではなく、医療と教育の視点からみ

た、子どもの可能性を最大限に伸ばすためのエビデンス

に基づいた自立活動について、令和３・４年度、京都府

教育委員会が取り組んだ、文部科学省委託事業「ICT を

活用した自立活動の効果的な指導の在り方の調査研究」

をもとに、話題提供をしたいと思います。 

 

 

 

 

 シンポジウム２ 22 日(日) 10:40-12:10 第 1 会場（樹林）

 
小児理学療法士が健康と幸福について考えていること 



障がい児家族の「やりたい」を支援する

Familink*の実践報告 

スポーツの視点から子どもと 

家族の健康と幸福について考える 

リニエ訪問看護ステーション 

キッズ世田谷 

Familink*共同代表 

川野 晃裕 

秋田県立医療療育センター  

佐藤 理枝子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

障がいとともに生きる子ども達の生活は，自宅や学

校，療育施設に限定され，多様な環境に触れる機会が少

なくなるとされている．これは，医療的ケアの準備や外

出先のバリアフリー状況の確認，おむつ替えスペースの

確保など外出に多くのハードルがあることが一因として

考えられる．そのため，医療的ケアや介助を必要とする

子どもたちの家族は，日常的な外出にも困難さを感じる

ことも多く，「家族みんなで出かける」という当たり前

の活動が難しくなる傾向がある． 

Familink*(ファミリンク)は，2017 年に千葉県内の理

学療法士・作業療法士 4 名で発足した有志団体である． 

医療的ケアや介助を必要とする子どもたちの家族

(Family)が外出や遊び，情報など様々なことにつながる

(Link)場所として，日々の生活がより楽しく豊かなもの

になることを目指し，「家族が当たり前に経験すること

を当たり前にできるきっかけの場となれば」という想い

で活動している． 

これまで，サポーター(ボランティア)の協力のもと，

室内遊園地や遊覧船，いちご狩り，登山など県内外のお

出かけ先で様々な経験ができるイベントを開催してき

た．また 2018 年には福祉フェスタとして，様々な遊具

を使った遊びのイベントも開催した．今回は、小児理学

療法士が健康と幸福について考え実践している取り組み

として当団体の活動を紹介し，皆様の地域での余暇活

動・家族支援の一助になればと考える． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 理学療法士を目指すきっかけとして、“スポーツに関

わる仕事がしたい”そんな風に思った方は私自身も含め

て少なくないのでは、と思います。臨床現場でスポーツ

に直結する治療経験が乏しいものの、機会があればサポ

ートしてみたいという思いがあり、子どもたちとスポー

ツを楽しむための活動を始めました。また、障がいを持

つ子どもたちと関わる中で、“パラスポーツは興味があ

るけれど、スポーツ分野の専門知識がなければ難しい気

がする”そんな声もよく耳にします。自身も同じように

ハードルの高さを感じながら手探りで始めた活動が徐々

に発展し、近年は、医療スタッフを中心にスポーツを支

援する団体を立ち上げ、助成金を活用しながら各種イベ

ントを企画・運営することにチャレンジしています。 

その名は“スポーツで笑顔の輪を広げるプロジェクト” 

子どもたちの笑顔は宝物です。一般のスポーツ団体と協

働してイベントを行うことで、幅広い方々に対し障がい

を持つ子どもたちをサポートする機会を創出できればと

思っています。スポーツを通した子どもたちへの関わり

は、どんな領域で働いている理学療法士にも実はとても

身近で、日常の臨床場面となんら変わりない側面を持つ

ことを共有し、全国に仲間の輪が広がることを願いま

す。本シンポジウムでは、活動内容を具体的に紹介しな

がら皆様と意見を交わすことで、「子どもたちの健康と

幸福」について深めることが出来たら幸いです。 

 

 

 

 

 シンポジウム２ 

小児理学療法士が健康と幸福について考えていること 

22 日(日) 10:40-12:10 第 1 会場（樹林）

 



略歴 

辻 清張 

金沢大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業 

1983 年 4 月 ボバース記念病院勤務 （大阪市） 

1985 年 1 月 福井県入職 福井県小児療育センターに理学療法士として勤務 

       (1986 年から 2005 年まで県立病院小児科兼任、NICU に従事) 

2007 年 4 月 福井県こども療育センター（建替時に名称変更）相談・訓練課主任 

2012 年 4 月 同課長 

2018 年 4 月 福井県こども療育センター通園指導課課長 

2019 年 4 月 同センター地域支援課課長 

2022 年 3 月 福井県を定年退職 

2022 年 4 月 福井県再任用 福井県総合福祉相談所に理学療法士として勤務 

       ＊身体障害更生相談(補装具・更生医療)と福祉人材育成研修を担当 

        現在に至る 

 

春田 大志 

2000 年 3 月、京都大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業 

2000 年 京都府立向日が丘養護学校 

2010 年 京都府立宇治支援学校開校準備室 

2011 年 京都府立宇治支援学校 

2023 年 京都府立舞鶴支援学校 

 

川野 晃裕 

2013 年      埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科 卒業 

2013 年～2018 年 千葉県千葉リハビリテーションセンター  

2017 年      ボランティア団体 Familink* 共同代表（現在に至る） 

2018 年～2020 年 独立行政法人国際協力機構（JICA） 青年海外協力隊 ウズベキスタン共和国派遣 

2020 年      リニエ（旧 東京リハビリ）訪問看護ステーションキッズ世田谷（現在に至る） 

 

佐藤 理枝子 

2010 年  札幌医科大学 保健医療学部 理学療法学科卒業 

2010 年  北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課  

2011 年～ 秋田県立医療療育センター リハビリテーション部 

 



札幌医科大学 医学部公衆衛生学講座 

樋室 伸顕 

埼玉県立小児医療センター 

阿部 広和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．評価尺度の特性 ～COSMIN～ 

評価尺度を使うとさまざまな現象や概念を測定することができます。理学療法評価で測定する対象は健康や幸

福ですから、評価尺度は血圧計や X 線撮影などと同様に科学的な測定手段の 1 つであり、高い正確性と精度が求

められます。その正確性と精度が評価尺度の特性（psychometric property）と呼ばれる妥当性（validity）と信頼

性（reliability）です。近年、評価尺度の特性は COSMIN ガイドラインに従って解釈することが推奨されていま

す。わかりづらい妥当性や信頼性といった言葉を COSMIN に基づいて説明します。 

 

2．評価の正確性   ～妥当性～ 

評価尺度を使って評価するとき、どのくらい正確に評価できていますか？例えば、Timed Up and Go テストは

歩行能力の評価法ですが、バランス、下肢筋力も評価することができると考えられています。つまり何をどれく

らい評価できるか（できないか）、すなわち妥当性を知ることは適切な評価尺度の選択や正確な結果の解釈を可

能にします。また、この評価尺度ではここまではわかるけど、これ以上のことは言えないかもしれない、これと

関連するからこういう仮説が成り立つかもしれない、など臨床・研究でのさまざまな判断に役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．評価の精度 ～信頼性～ 

 評価尺度を使って評価するとき、どのくらいの精度で評価できていますか？信頼性には、同じ評価者（評価票）

が複数回評価しても評価結果が安定している評価者内信頼性（intra-rater reliability）と再テスト信頼性（test-

retest reliability）、別の評価者が評価しても似たような結果が得られる評価者間信頼性（inter-rater reliability）が

あります。複数回の評価の結果が完全に一致する評価尺度は存在しません。何に起因する違いをどれくらい許容

するのか、その一致度の指標は結果の解釈に影響を与えます。臨床・研究で安心して評価尺度を使用するために

必要な知識です。 

 

 評価尺度セミナー 

健康と幸福を測定する評価尺度 

21 日(土) 12:30-13:30 第 2 会場（流星）

 



北海道立子ども総合医療・療育センター 

札幌医科大学 医学部公衆衛生学講座 

井上 孝仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．差の意味 ～MDD、MCID～ 

 評価尺度を使って評価するとき、測定値の差にはどのような意味がありますか？差や変化を見たとき、それは

測定誤差より大きいのか小さいのか（最小可検変化量 minimal detectable difference: MDD）、変化はしたけどそ

れは臨床的に本当に意味のある変化なのか（臨床的に重要な最小変化量 minimal clinically important difference: 

MCID）を判断できなければ、子どもの成長・発達や理学療法の効果がわかりません。臨床・研究で差や変化を

正確に判断するために必要な知識です。 

 

 

 

 

 臨床や研究では必ず評価尺度を使用します。本セミナーが、自信を持った評価尺度の選択、測定、結果の解

釈につながる手助けになれば幸いです。 

 

略歴 

樋室 伸顕 

2000 年札幌医科大学保健医療学部理学療法学科卒業後、障害児施設、重症心身障害児者施設、整形外科クリニックなどを経て、

2010 年札幌医科大学大学院保健医療学研究科修了、2013 年同医学研究科修了。博士（医学）。2013 年より札幌医科大学医学部公

衆衛生学講座助教、2015 年より同講師、2022 年より現職 

 

阿部 広和 

平成 22 年 北海道文教大学人間科学部理学療法学科 卒業 

平成 24 年 札幌医科大学大学院保健医療学研究科 博士課程前期 修了 

平成 24 年 埼玉県立小児医療センター 保健発達部 入職 

 

井上 孝仁 

2016 年 北海道文教大学人間科学部理学療法学科 卒業 

2018 年 札幌医科大学大学院保健医療学研究科 博士課程前期 修了 

2018 年 医療法人ひまわり会 札樽病院 

2019 年 現職 

 評価尺度セミナー 

健康と幸福を測定する評価尺度 

21 日(土) 12:30-13:30 第 2 会場（流星）

 



鈴鹿医療科学大学 

多田 智美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、背景と目的 

本邦における学齢児への支援は，従来，障害の有無にかかわらず通院通所による外来支援が基本とされてきた

が，外部専門家を導入することを文科省が推奨していることもあり，学校への訪問支援，あるいは学校をベース

にした支援への期待が高まっている。そこで本学会では 2022 年度事業として「教育機関への理学療法士介入に

関するアンケート調査」を実施した。調査の目的は，以下の３つである。 

①小児期理学療法における学齢期の支援に理学療法士による支援の質と量の調査を行う 

②学齢期理学療法の実態(実施内容、対象など)を明確にする 

③学齢期理学療法における学校を現場とした理学療法士の現状の課題を明確にする 

このうち，第一次調査として①，②を，第二次調査として③を明らかにすることを目的に実施した。 

 

２、調査実施方法 

 本調査は 2022 年度日本小児理学旅法学会調査事業のとして実施した。 

<調査実施体制＞ 

日本小児理学療法学会 

 研究責任者  小塚直樹（理事長 札幌医科大学） 

 総括責任者  多田智美（理事 鈴鹿医療科学大学） 

研究分担者(50 音順) 

 井上和弘  （理事，北海道立子ども総合医療・療育センター） 

神谷 猛  (理事，豊橋市民病院) 

 北原エリ子 (理事，順天堂大学附属順天堂医院) 

 木元 稔  (理事，秋田大学大学院) 

 儀間裕貴  (理事，東京都立大学) 

 楠本泰士  (理事，福島県立医科大学) 

中 徹   (理事，アール医療専門職大学) 

中林美代子 （理事，新潟県はまぐみ小児療育センター） 

日浦伸祐  (理事，大阪発達総合療育センター南大阪小児リハビリテーション病院) 

松﨑哲治  (理事，夫婦岩病院) 

藪中良彦  (理事，大阪保健医療大学) 

横井裕一郎 (理事，北海道文教大学) 

横山美佐子 (理事，北里大学) 

<調査対象> 

日本運動器理学療法学会，日本スポーツ理学療法学会，日本神経理学療法学会，日本地域理学療法学会，日本

予防理学療法学会，日本小児理学療法学会のメーリングリストに登録している理学療法士  

 

 日本小児理学療法学会合同企画 

「日本小児理学療法学会アンケート調査報告」 

 

21 日(土) 11:30-12:10 第 2 会場（流星）

 



＜調査方法＞ 

・第一次調査 上記学会メーリングリスト参加者に対して Google Form による調査を実施 

・第二次調査 第一次調査時に協力意思を表明したものに対してメール配信にて実施 

 なお，第二次調査に関しては株式会社ネオマーケティングに委託した。 

＜調査期間＞ 

・第一次調査 2022 年 10 月 15 日～11 月 31 日 

・第二次調査 2023 年 1 月 19 日～2 月 17 日 

＜配信および回収＞ 

・第一次調査 配信：おおよそ２万 回収：712 

・第二次調査 配信：507  回収：210 

 

３、調査結果 

 得られたデータは短銃集計を行い，必要に応じてクロス集計を行った。また，自由記載に関してはユージロー

カルエキストマイニングツール（https://textmining.userlocal/jp/)にて頻出単語を分析し検討した。今回は学齢

期および学校教育への支援の実施に関する現状と課題を報告する。 

 

倫理的配慮 本調査委は日本理学療法士協会倫理審査委員会（承認番号 ER04-002）の承認を受けたうえで実施

しています。 

COI 本調査における開示すべき利益相反はありません。 

 

 

 

略歴 

2013 年~日本理学療法士協会 日本小児理学療法分科学会 運営幹事 

2015 年~2020 年日本理学療法士協会 学校保健・特別支援教育理学療法部門 運営幹事 

2021 年~一般社団法人日本小児理学療法学会 理事 



滋賀医科大学医学部附属病院 

飛田 良 

 

 

 

 

近年、がん医療は格段の進歩を遂げ、小児がん患者の５年生存率は 70〜95%に達している。その医療が進めら

れる中で、どの過程においても最高の QOL を保つための予防的・回復的・維持的・緩和的リハビリテーション

の実践が求められており、理学療法士へのニーズも高まっている。小児がんサバイバーが増加している現在、生

活の場でのリハビリテーション継続の必要性も高まり、病院医療と在宅医療、保育・教育の場との連携が求めら

れている。治癒が困難な 20〜30 %の小児がん患者に対しては、機能維持へのアプローチとともに、患者・家族

のニーズに合わせた QOL 向上への緩和的リハビリテーションの観点が求められている。 

 小児がんの患者・家族にとってより有用な理学療法が提供されるためには、医療機関、福祉施設等の理学療法

士が現状を認識し、今後の課題について議論する必要があると考え、日本がん・リンパ浮腫理学療法学会（現研

究会）との合同シンポジウムを企画した。血液腫瘍、脳腫瘍、骨軟部腫瘍に精通するエキスパート理学療法士を

シンポジストに迎え、小児がん患者に対する理学療法の現状と課題について議論したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、小児がん医療の進歩により治療成績は飛躍的に向上している。特に、最も多い白血病の一部病型では長

期生存率が 90%に到達している。しかし一方で、治療の多くが半年以上にわたる入院期間を要し、さまざまな身

体的および心理社会的苦痛を経験する。それらに対し、理学療法を含めた身体活動が、単に体力低下予防や改善

だけでなく、心理社会的発達に重要な役割を果たすことは明白であり、海外では‘00 年代以降、治療中や治療後

の身体活動に関する研究が散見されるようになったが、それらの多くが研究対象や介入の時期や内容およびアウ

トカムにバラつきがあり、未だエビデンスに足る内容ではないことが指摘されている。本邦では、我々が行った

全国小児がん診療施設におけるリハビリテーションの実態調査により、エビデンスの不足だけでなく症例に関す

る施設間での情報共有や相談、研修会などの教育体制が不足していることが浮き彫りとなった。今後は関連学会

など、組織をまたいだ活動が重要となり、エビデンス構築のためにも標準化されたアウトカムに基づく多施設共

同研究の実施が望ましいと考える。 

今回は、”血液腫瘍患者に対する理学療法”をテーマに、当院における実践状況について、復学支援や多職種連

携チーム内での理学療法士の役割、血液腫瘍患者を対象とした臨床研究、そして昨年結成した多施設共同研究コ

ンソーシアム（JPCRC）の活動についてご紹介したい。 

 

 

 

 特別企画：日本がん・リンパ浮腫理学療法学会合同企画        

「小児がんの理学療法～現状と課題～」 

 

21 日(土) 14:10-15:40 第 2 会場（流星）

 



旭川医科大学病院 

岡村 綾子 

埼玉医科大学 

高倉 保幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小児脳腫瘍患者とその家族への継続的な地域支援の重要性について考える 

近年、医療の発展により小児がん患者の生存率は向上し、小児がん経験者は増加傾向にあります。小児がん

患者は、身体的、心理的、社会的な課題を抱えながら治療後も生活をしていきます。なかでも小児脳腫瘍は 10

万人に 1 人と稀な疾患であり、年齢や発生部位、種類により治療法や予後が大きく異なることが特徴で、脳機

能障害や合併症が生じるリスクが高く身体機能や ADL に支障をきたすことがあります。発達途上にある子ども

にとって、退院後の長期的なフォローアップを多職種で連携し支援していく必要があります。 

当院は、日本最北端の小児がん診療施設として北海道の北・東側地域の小児がん患者を受け入れており、一

番遠くて 300km ほど離れた地域から来ることもあります。当院へ通院困難な例も多く地元の病院で支援を受け

ることになりますが、地域によってはリハビリスタッフがいない、また、いたとしても小児がんのリハビリの

経験がないこともあります。そのため、退院前にオンラインで子どもや家族を含めた多職種カンファレンスを

開催しており、関わる者すべてが子どもの理解を深められるよう情報共有をしていますが、継続的に支援する

にはまだ不十分と考えています。 

シンポジウムでは、事例を通してリハビリでの取り組みを紹介し、地域支援の差がないシステム構築のた

め、皆様の体験や取り組みなど共有したいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私が以前に勤めていた癌研究会附属病院（現がん研有明病院）は、小児に好発する骨肉腫を代表とする骨軟部

肉腫の手術件数が最も多い病院であった。小児の骨軟部肉腫では、広範な侵襲に伴う機能低下は顕著であったが、

適応能力は高く、似たような手術をする大人に比べて遙かに高い活動性が得られる。例えば、大腿四頭筋の完全

切除を伴う人工膝関節で再建患者でも、術後数ヶ月で杖なし歩行が自立する者が多い。 

しかし、医療者の目から見れば、高い活動能力が得られたと喜んでも、子供の視点からは、心身機能低下や脱毛

などに強いコンプレックスを感じ、友達と同じように公園で遊んだり、スポーツをしたりすることができず、心

身の成長が得られる大切な成長期に学校を長期に欠席し、友達との交流も限られてしまうことの影響は大きい。 

そこで、手術を行って 5 年が経過し無病である子供たちや成長した若者を集めてセラビ会という患者会を結成

し、食事会を行ったり、夏には人が少ない港で海遊びとスキューバダイビングを兼ねた海ツアーを計画したりし

てきた。人前に手術した手足をさらすことなど考えられなかった者達も、同じような境遇の者たちと一緒であれ

ば海に入ることができ、夜遅くまで笑い声が絶えない大好評の企画となり、毎年続けて開催していた。 

 本ンポジウムでは、術後の理学療法からこのような活動を紹介するとともに、気付いた点や注意点をお話しし

たい。 

 特別企画：日本がん・リンパ浮腫理学療法学会合同企画        

「小児がんの理学療法～現状と課題～」 

 

21 日(土) 14:10-15:40 第 2 会場（流星）

 



略歴 

飛田 良 

2010 年に畿央大学（奈良県）を卒業後、現職の滋賀医科大学医学部附属病院に入職。非常勤雇用の 5 年間は、主に心臓リハビリテ

ーションを中心とした内部障害理学療法に携わる。常勤昇格を機に、当院初の小児科専属セラピストとなり、主に小児がん・新生

児を中心に日々診療に当たっている。 

 

岡村 綾子 

2010 年 3 月 北海道千歳リハビリテーション学院 理学療法学科 卒業 

2010 年 4 月〜2015 年 3 月 社会医療法人北斗 北斗病院  

2015 年 4 月〜2015 年 9 月 旭川市役所子育て支援部 愛育センターわかくさ学園  

2015 年 10 月〜      旭川医科大学病院  

 

高倉 保幸 

1984 年 国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院卒業。同年から癌研究会附属病院でがんの理学療法を 15 年間実践。  

1999 年 埼玉医科大学総合医療センターリハピリテーシヨン科統括責任者としてがんを含めた臨床業務を実践。  

2007 年 埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科教授 

2014 年 同学科長、現在に至る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMD（デュシェンヌ型筋ジストロフィー）の疾患概要、臨床経過、その中のリハビリテーションの現状の位

置づけと今後の課題、弊社の DMDリハビリテーションに対する取り組みをご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どものリハビリに活用できるデジタルリハビリツール「デジリハ」の活用事例と、簡易体験会を開催しま

す。 

 企業プレゼン１ 

デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療における 

小児期からの理学療法の重要性  

～DMD患者さんの豊かな生活を目指して～ 

 

日本新薬株式会社 

21 日(土) 10:40-11:10 第 2 会場（流星）

 

 企業プレゼン２ 

子どものリハビリを主体的に！デジリハの紹介と体験タイム 

 

株式会社デジリハ 

21 日(土) 11:20-12:10 第 2 会場（流星）

 



発表演題抄録



 

 O-1-1  表彰候補演題１

公立の児童発達支援事業所における初診時主訴
の特徴と専門職に求められる知識　―10年間の
後方視的全例調査―
○楠本 泰士 1)，髙橋 恵里 1)，高木 健志 2)，
松田 雅弘 3)，新田 收 4)

1) 福島県立医科大学
2) 東京工科大学
3) 順天堂大学
4) アール医療専門職大学

【はじめに、目的】
児童発達支援は、地域の中核となる公立の児童発達支援事業所
や支援センターと、地域に点在する民間の支援事業所がある。
診断名の有無にかかわらず、公立事業所が初回の発達相談の場
となることが多いが、保護者の相談内容である主訴や地域にお
ける児の特徴などの情報は極めて少ない。公立事業所での相談
内容が明らかになれば、支援事業全般の療育方針や専門職が学
ぶべき知識がより明確になる。
本研究では、都内中規模都市の公立発達支援事業所を利用した
方の初診面談時の相談内容 (主訴)の特徴を明らかにし、診断名
の有無により専門職に求められる知識に違いがあるかを明らか
にすることを目的とした。
【方法】
2013～2022年の10年間で某公立の発達支援事業所にて、初診
面談を行った総件数は1245件だった。初診面談時に相談した
い内容 (主訴)を、面談シートに自由記述にて保護者に回答いた
だき、児の月齢、性別、診断名、センター利用の紹介元を調査
した。主訴の記載があった1241件を分析対象とし、記述内容
を質的記述的分析方法を用いて分析した。その際、文脈に沿っ
て意味を最小限の言葉で補い、コードとして抽出した。質的記
述的分析の分析作業は、実施経験のある研究者2名が行い、複
数回の修正後に研究者1名がカテゴリー表の最終版を完成させ
た。
対象を診断名有り群 (122名)、無し群 (1119名)に群分けし、t
検定、カイ二乗検定、フィッシャーの正確確率検定にて検討し
た。また、従属変数を診断名の有無の2群、独立変数を性別、
年齢、各主訴とし、ロジスティック回帰分析 (強制投入法)にて
検討した。統計処理にはIBM SPSS Statistics Ver.27を使用し、
有意水準を5％とした。

【結果】
月齢の平均値 (標準偏差)は、診断名有り群、無し群の順に、
38.6(16.7)ヶ月、41.1(17.9)ヶ月と差はなかった (p=.144)。
初診時の主訴の自由記述は、内容から、137のコードが抽出さ
れ、13のカテゴリーにまとめられた。カテゴリーを「　」、全
件数の割合を (　)に％で示す。カテゴリーは、「言語発達」
(43.9)、「保育、就学相談」(15.4)、「多動、不注意」(13.9)、
「発達全般」(13.6)、「行為の問題」(13.4)、「コミュニケー
ションの問題」(13.2)、「療育相談」(12.7)、「情緒の問題」
(10.1)、「運動発達」(8.5)、「摂食の問題」(3.1)、「精神発達
」(2.5)、「感覚の偏り」(1.2) 、「視機能」(0.2)で、全カテゴ
リーで診断の有無による差はなかった。
回帰分析の結果、性別、月齢、発達全般が抽出された。オッズ
比 (95%信頼区間)は性別が1.573 (1.056-2.343)、月齢が0.988 
(0.976-1.000)、発達全般が0.421 (0.200-0.886)だった。

【考察】
初診時の主訴は、「言語発達」が43.9％と最も相談件数が多く、
「運動発達」は8.5%だった。児童発達支援に関わる専門職は、
運動発達の知識だけでなく、言語や発達全般に関する幅広い知
識や地域の保育、就学体制に関する総合的な知識が必要と考え
られる。
診断名の有無には、性別、月齢、「発達全般」が関連していた。
オッズ比より、専門職は、診断名の無い児には「発達全般」に
関する内容を考慮しながら、情報提供を意識していく必要性が
示唆された。
【倫理的配慮】本研究は福島県立医科大学倫理審査委員会の承
認を得て実施した。対象者にはオプトアウトにて本研究内容を
周知した。本研究への協力を断っても、何ら支障のないことを
書面にて伝えた。

 O-1-2  表彰候補演題１

デュシェンヌ型筋ジストロフィーマウスモデル
に対するジストロフィンタンパク補充は運動機
能改善に作用する
○吉岡 クレモンス紀穂 1,2)，竹中（蜷川） 菜々 1)，
後藤 萌 1)，三木 麻有甫 1,2)，青山 朋樹 2)，
櫻井 英俊 1)

1) 京都大学iPS細胞研究所
2) 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻

【はじめに、目的】デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、
小児期に発症し、筋力低下や易疲労症状が進行する難治性筋疾
患である。DMD遺伝子の変異と、それに伴うジストロフィン
タンパクの欠損が病因であることはよく知られているが、筋線
維変性と筋機能低下に至る分子機序についてはまだ十分に解明
されていない。そこで、本研究では、DMDマウスモデルに対
してジストロフィン発現が正常な細胞を移植し、筋組織にジス
トロフィンを補充する実験手法を用いて、ジストロフィン補充
がDMD筋の運動機能に及ぼす効果を評価することと、ジスト
ロフィン欠損に起因するＤＭＤ病態の分子機序を明らかにする
ことの2点を目的とした。

【方法】ジストロフィン補充がDMDマウスの運動機能 (筋力と
疲労耐性)に及ぼす効果を正確に評価するため、運動機能評価
法の新規確立を目指した。筋力は、麻酔下のマウスの下腿後面
に経皮的電気刺激を加えて足関節底屈を惹起し、その際に検出
される最大等尺性収縮時トルク値 (MCT)で評価した。筋疲労耐
性は、9m/分で15分間の平坦トレッドミル走行を負荷し、その
前後でのMCTの下がり幅で評価した。上記2種類の運動機能評
価は、4週に1回 (13週齢(wo)、17wo、21wo)の頻度で、5 wo
の時点で腓腹筋に健常筋芽細胞を局所投与したDMDマウス 
(DMD移植群)、未処置のDMDマウス (DMDcon群)、野生型マウ
ス (WT群)の３群に対して実施された。さらに21woでの機能評
価後、筋サンプルを採取し組織学解析を実施した。

【結果】全ての評価時点において、DMD群ではWT群と比較し
てMCTが優位に低下していた。一方、DMD移植群とDMDcon
群との比較では、統計学的に有意な差は認められなかった。組
織学解析では、DMD移植群の腓腹筋で全筋線維のうち平均し
て約10％の筋線維でジストロフィンが補充されていた。さらに、
相関分析により、ジストロフィン補充率がMCT値と正の相関関
係にあることが示され、ROC分析では、ジストロフィン補充率
10％が、重度の筋力低下を防ぐのに十分な閾値であることが示
された。疲労耐性評価では、DMD移植群でDMDcon群と比較し
て、21wo時点において有意な改善が見られた。また、相関分
析の結果、疲労耐性とジストロフィン補充率との間には有意な
相関は認められず、補充率が低くとも疲労耐性は有意に改善さ
れることが示された。組織学解析では、DMD移植群において
遅筋線維の占める割合が他の2群と比較して有意に増加してい
た。さらに、ＤＭＤ移植群について同一筋サンプル内での単一
筋線維ごとのミトコンドリア活性を比較したところ、ジストロ
フィン陽性線維では陰性線維よりも有意にミトコンドリア活性
が向上していた。

【考察】DMDマウスでは、10％のジストロフィン補充率で、
重度の筋力低下を防ぐ効果が発揮されることが示された。さら
に、DMD筋にジストロフィンが補充されると、酸化型筋線維
が優先的に再生され、ミトコンドリア活性が有意に向上するこ
とにより、補充率の如何を問わず疲労耐性が有意に改善される
ことも証明された。
【倫理的配慮】本研究はCiRA動物実験委員会の承認(計23-196)
を受け実施した。



 O-1-3  表彰候補演題１

肢体不自由特別支援学校とリハビリテーション
センター双方向の児童生徒の情報提供とその有
用性の検証
○宮本 清隆 1)，楠本 泰士 2)，加藤 愛理 1)，
脇 遼太朗 1)，飯田 佐代子 3)，成田 晶子 3)，
西塚 裕人 3)，松本 優子 3)，森 裕輔 3)，竹脇 真悟 4)

1) 中川の郷療育センター 診療部リハビリテーション課
2) 福島県立医科大学 保健科学部理学療法学科
3) 埼玉県立越谷特別支援学校
4) 埼玉県立宮代特別支援学校

【はじめに、目的】
肢体不自由特別支援学校 (以下，支援学校)ではリハ職を活用す
る動きがあるがその連携は十分に進んでいない。特に外来リハ
の範囲内で連携を図る場合，時間的な制約から教員と定期的に
話し合いの場を持つことは難しい。支援学校と医療機関との間
に児童生徒 (以下，児)の成長につながる効率的で効果的な連携
方法の構築が求められている。本研究は支援学校と当院との間
で児の目標・課題・取り組みについての情報を相互に提供し，
その有用性について検証した。
【方法】
対象は当院外来PTを利用する支援学校の在籍児34名の教員24
名とPT3名である。調査期間は2022年2月から1年とした。PT
から評価の要約，カナダ作業遂行測定 (COPM)による目標，プ
ログラムを記載した「PT目標シート」を，教員から「個別の教
育支援計画・個別の指導計画」 (以下，支援・指導計画)を相互
に提供した。提供後， PT及び教員から記名式質問紙を用いて
児34名分のアンケート調査を行った。得た結果を，児の所属，
横地分類，目標の分類，COPMの変化量で項目分けし，各項目
に対し「PT目標シート」及び「支援・指導計画」の有用性を４
件法にて，共同意思決定 (SDM)について2件法にて調査した。
SDMについてのアンケートは，「日本語版SDM-Q-Doc」を参
考に作成した (以下，SDMQ)。SDMQについてPTと教員間でカ
イ二乗検定にて検討した。COPMの変化量についてウィルコク
ソンの符号順位検定にて検討した。統計処理にはEZR(v1.61)を
使用した。
【結果】
アンケートの回収率は「目標シート」79％，「支援・指導計画
」100％， SDMQはPT100％，教員68％だった。児の所属は，
小学部62％，中学部23％，高等部15％だった。横地分類は重
症者55％だった。目標の分類は，心身機能のこと56%，家庭の
こと41%，学校のこと3％だった。COPMは，低下もしくは変
化なしが29％，1点向上が24％，2点以上向上が48％となり，
遂行度，満足度ともに有意な改善がみられた (<0.05)。「PT目
標シート」及び「支援・指導計画」についてほとんどが「有用
である，今後も活用していきたい」との回答だった。SDMQは
「方法についての比較検討」でPTより教員で有意に高かった。
教員は全質問で「当てはまる」が高かったがPTは「選択肢を伝
えること」と「方法についての比較検討」で低かった。
【考察】
結果から「PT目標シート」及び「支援・指導計画」の有用性が
確認された。COPMは作業遂行に対し，本人及び保護者が内容
の決定や成果の評価に積極的に参加することができる，とされ
ている。今回，COPMを評価する過程でSDMが行われ，効果的
な取り組みが実践されたことで有意な改善が得られたと考えら
れる。今回の対象に重症者が多くPTでは心身機能の維持を目標
として継続的に取り組んでいたためSDMQの「新たな選択肢を
提示」や「方法についての比較検討」で低かったと考えられる。
目標の分類は，学校のことがほとんどなかった。学校の取り組
みにPTを活用すれば，学校での目標達成の可能性は高まり，家
庭への波及効果が示唆される。
【倫理的配慮】本研究の説明と協力依頼を学校長に行った。ま
た各担任教員には本研究の説明文書，質問紙調査への協力依頼
の文書，質問紙を返信用封筒とともに同封し保護者を通じて渡
した。説明文書には，質問紙調査への回答・返答をもって研究
への参加に同意が得られたものとすること，また，学術的公表
を予定していることも明記した。ヘルシンキ宣言に基づき，児
童生徒本人及び保護者には口頭で十分に説明を行い，書面にて
研究参加の同意を得た。なお，本研究は，福島県立医科大学倫
理委員会の承認を得ている (2022-038)。

 O-1-4  表彰候補演題１

脳室周囲白質軟化症患者における計数の課題の
結果と視覚的注意能力の関係
○清水 俊行 1,2)，代田 琴子 1)，平松 奈実 1)，
西尾 祥子 1)，越智 貴則 1)，野村 龍雅 1)，
大坪 英一 1)，山﨑 美邑 1)，稲葉 智洋 1)，
大西 巧真 1)，三浦 靖史 2)

1) 兵庫県立リハビリテーション中央病院 リハビリ療法部
2) 神戸大学大学院 保健学研究科

【はじめに、目的】
脳室周囲白質軟化症 (periventricular leukomalacia以下，PVL)
患者は，運動麻痺以外に視知覚障害を合併することが報告され
ている．近年，視知覚障害の一部である視覚的注意障害の合併
も疑われているが，その実態は明らかではない．本研究はPVL
患者の視覚的注意能力と計数の課題の関係を検討することで，
視知覚障害の一端を明らかにすることを目的とした．
【方法】
対象はPVLと診断されたPVL群14例 (年齢14.3 ± 5.5歳，BMI 
17.7 ± 4.0kg/ⅿ2，粗大運動能力尺度GMFM-66 98.7 ± 50.3
点) と対照群のアテトーゼ(dyskinetic cerebral palsy以下, DCP) 
群7例 (14.9 ± 2.9歳，17.8 ± 3.6 kg/ⅿ2，59.6 ± 56.2点)で
あり，両群間に有意差は認められなかった．被検者選択基準は，
両眼開放下の視力がTeller acuity cardsⅡ(Stereo Optical)で0.1
以上，提示した課題を理解し口頭や指差しで解答できる者とし
た．計測はTobii Pro TX300 Eye Tracker (Tobii Technology)を
用い，課題を画面に表示して行った．課題は同時に5つの図形
が表示される視覚的注意課題である①特徴ベース注意課題
(Gakken WAVES)，②オブジェクトベース注意課題(Gakken 
WAVES) を採用し，正答数を算出した．さらに③合同で同色な
正方形を2から9まで順に増やし，それを目視で数える課題(以
下，計数の課題)を実施した．
統計学的方法として，両群において対応のないt検定を実施し，
PVL群においては③計数の課題と①特徴ベース注意課題，②オ
ブジェクトベース注意課題の関係をピアソンの積率相関係数を
用いた．さらに③PVL群を計数の課題で5つまでの図形しか数
えられなかったU5-PVL群と6以上数えられたO6-PVL群に分け，
両サブグループにおいて①特徴ベース注意課題，②オブジェク
トベース注意課題の正当数をそれぞれ比較した．有意水準は5
％とし，解析にはR version 4.3.0を使用した．
【結果】
両群の比較において，①特徴ベース注意課題 (PVL群2.4 ± 0.9
点，DCP群3.0 ± 0.0点，p=0.022)，②オブジェクトベース注
意課題 (PVL群2.4 ± 0.6点，DCP群3.0 ± 0.0点，p=0.0057)，
③計数の課題 (PVL群6.6 ± 2.6点，DCP群9.0 ± 0.0点，
p=0.0058)に有意差が認められた．またPVL群において，③計
数の課題と①特徴ベース注意課題 (r= 0.86, p=0.000082)，②
オブジェクトベース注意課題 (r= 0.81, p=0.00049)に相関関係
が認められた．さらにPVL群をサブグループに分けて比較した
結果，①特徴ベース注意課題 ( U5-PVL群1.4 ± 0.9点, O6-PVL
群2.9 ± 0.3点, p=0.018)，②オブジェクトベース注意課題 ( 
U5-PVL群1.8 ± 0.5点, O6-PVL群2.8 ± 0.4点, p=0.0040)に有
意差が認められた．
【考察】
本研究結果より，PVL患者はDCP患者と比べて視覚的注意能力
が低下し，画面上に表示された合同で同色の図形を区別するこ
とが困難であること，より多くの図形を数えられる者は視覚的
注意課題の正当数が多いことが明らかとなった．さらに今回の
視覚的注意課題は画面上に5つの図形が同時に表示される課題
であり，計数の課題で5つまでの図形しか数えられなかったサ
ブグループの方が有意に視覚的注意課題の正当数が少なかった
ことから，視知覚課題を行う場合は本人が数えられる図形の数
よりも少ない図形で評価するのが望ましいのではないかと考え
られた．
【倫理的配慮】本研究は当院倫理委員会にて承認を受けた(承
認番号：1805)．またヘルシンキ宣言に則り，代諾者及び被検
者に研究の目的と内容，被検者の利益と不利益を説明し，自由
意思により書面にて研究参加に同意を得た上で計測を行った．



 O-1-5  表彰候補演題１

当センターにおける小児肝移植術後患者の退院
後の粗大運動発達経過と周術期因子の検討
○笹尾 丞子，峯 耕太郎，阪本 靖介，上出 杏里

国立成育医療研究センター リハビリテーション科

【はじめに】
小児肝移植術の対象児は、手術に伴う長期入院や術後管理等か
ら、粗大運動の発達が阻害されるリスクがあり、その影響は、
長期的な身体機能や健康全般にも影響を及ぼすとされている。
当院では、小児肝移植術対象となった全例に、術後早期から介
入を行い、退院後の発達経過についてもフォローを開始してい
るが、術後の粗大運動発達経過には個人差を認めており、先行
研究で示されているような周術期因子との関連はまだ明らかと
なっていない。
【目的】
当センターにて、肝移植術の対象となった乳幼児の退院後の粗
大運動発達について調査し、それらに関連する入院中や周術期
の要因を分析し、どのような支援が必要とされるかを検討する
こと。
【方法】
本研究は後ろ向き縦断研究である。当センターにて、2019年
10月から2022年6月に肝移植術を施行し、手術前/退院時/退院
後3ヶ月に理学療法士が粗大運動発達評価を行った児を対象と
した。粗大運動発達評価には、アルバータ乳幼児運動発達検査
を用い、先行研究より、退院後3ヶ月の運動発達が10％ランク
未満を遅滞群、以上を正常群とした。診療録から原疾患、性別、
葛西術有無 (回数)、各評価時期の身長・体重・BMI、およびそ
れらのZスコア、アルブミン値、入院時PELDスコア、手術前後
の入院期間と合計の入院期間、手術後PICU入室期間、挿管期間、
手術日より理学療法士による座位/腹臥位練習開始までの日数、
手術前/退院時の運動発達評価を背景因子として抽出した。背
景因子の比較のため統計解析には、対応のないt検定、
Mann-WhitneyのU検定、X２検定を用い、統計学的有意水準を
5％とした。
【結果】
対象24例 (退院後3ヶ月時点の平均月齢：12.0±2.6ヶ月、男児
：11名)の、退院後3ヶ月時の運動発達について遅滞群 (16名)
と正常群 (8名)で背景因子の比較を行うと、退院後3ヶ月時の体
重Zスコア (遅滞群：-2.3±1.7SD、正常群：-0.8±0.9SD、P＝
0.04)、肝移植術に伴う合計入院期間 (遅滞群：51.2日［
40.8-62.0日］、正常群：36.8日［30.0-41.5日］、P＝0.01)、
手術日より理学療法士による座位練習開始までの日数 (遅滞群
：5.6日［4.0-7.3日］、正常群：3.0日［1.8-4.0日］、P＝
0.04)、腹臥位練習開始までの日数 (遅滞群：32.8日［
24.8-37.3日］、正常群：21.3日［16.3-22.0日］、P＝0.01)に
有意な差を認めた。
【考察】
先行研究では、肝移植術対象児の40%にサルコペニアを呈する
と述べられており、本研究においても、退院後３か月の体重Z
スコアに有意な低下を認め、サルコペニアの臨床症状である体
重減少を示していると考えられた。また、入院の長期化や、理
学療法士による早期からの粗大運動発達支援を目的とした座位
や腹臥位練習の介入の遅延が、退院後の粗大運動発達に影響を
与える可能性があるが、その要因については、さらなる背景因
子の検討が必要だと考えられた。また、症例数が少ないために、
交絡因子の検討ができず、今後、さらなる症例数の増加、また
長期的なフォローを行い、必要な支援の検討が必要だと考えら
れる。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき行った。デー
タの解析にあたっては匿名化を行い、取り扱いの際には漏洩が
ないよう配慮して行った。また、国立成育医療研究センターの
倫理委員会によって承認(倫理番号2023-054)された。

 O-1-6  表彰候補演題１

脳性麻痺児・者の歩行効率に関する要因-歩容異
常の影響-
○石本 壮星 1,2)，糸数 昌史 2)

1) 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター リ
ハビリテーション療法部　こども理学療法科
2) 国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科

【はじめに、目的】
学齢期以降に歩行・粗大運動能力を維持していても成人期にな
り歩行・粗大運動能力が低下した脳性麻痺 (CP)の症例を目にす
る．WalleらによるとCP児は健常児と比較し歩行中のエネルギ
ーコストが高く，歩容異常が歩行効率低下に関連すると報告し
ている．木元らはCP児を対象に，Total Heart Beat Index 
(THBI)にて心拍数から歩行効率を算出し，歩容分類が片側肢で
も正常範囲内に入っていると歩行効率が良いと報告している．
しかし，歩容異常の部位と歩行効率との関係は明らかになって
いない．本研究はCP児の歩行効率を説明する要因を明らかにす
るため，歩容・バランス・歩行持久力などのパラメータとの関
連について検討した．
【方法】
対象はGMFCS LEVELⅠ・ⅡのCP児・者33名 (平均年齢14.8±
6.7歳)とした．対象者は腕装着型光学式センサーを着用し，片
道30mの歩行路を6分間歩行 (6MD)実施し，その動作映像を前
額面と矢状面から記録した．歩行効率の指標としてTHBI (歩行
中の総心拍数/総歩行距離)を算出し，歩容はEdinburgh visual 
gait scoreを使用した．副次的パラメータとして，最大ステッ
プ長テスト (MSL)とBerg Balance Scaleを実施した．THBIは，
先行研究を参考に健常児のTHBI下限値 (2.13beat/m)以下をカ
ットオフと設定して歩行効率の高低で2群に分類した．統計手
法は，歩行効率の高低による差は対応のないt検定または
Mann-WhitneyのU検定 (EVGS・BBS・MSL・6MD)を用いた．
THBIと各歩行パラメータおよびTHBIとEVGSの各項目との関連
は，ステップワイズ法による重回帰分析で解析した．統計ソフ
トはSPSS Statics Version28.0を用い，有意水準は5％とした．
【結果】
歩行効率の高い群は，低い群と比較してTHBI，EVGS，BBS，
MSL，6MDは有意に高い値であった．THBIに関連する因子と
して，EVGSとBBSの項目が選択された．さらに，THBIを従属
変数，EVGSの各項目を独立変数とした重回帰分析の結果，3分
で立脚相の踵挙上,遊脚終期の膝関節角度,遊脚相における足部
クリアランス,6分で立脚相の踵挙上,遊脚終期の膝関節角度,遊
脚相における最大膝屈曲角度が選択された.
【考察】
本研究の結果から，CP児・者の歩行効率に影響する要因として
歩容異常およびバランス能力が選択された．NandyらはCP児・
者の異常な歩行パターンは不安定な姿勢制御を伴い，歩行効率
とバランス能力との関連性を示唆している．THBIと関連があ
る歩容の項目として，立脚相の踵挙上と遊脚終期の膝関節角度
が選択された．立脚相における踵離地の遅延は対側歩幅の短縮
に関連し，早期の踵挙上は重心の前方移動を制限することにつ
ながることから，踵挙上のタイミングが歩行効率に影響する妥
当な要因であると考える.また，遊脚終期の膝関節角度はステッ
プ長の減少と初期接地の膝屈曲角度の増加に関連していること
から，歩行効率との関連が大きい要因であることを示している．
本研究の結果は，CP児の歩行効率の改善を目的とした介入の結
果分析に有用であり，歩行効率改善を目的としたアプローチと
して歩容とバランス能力に着目した治療戦略の必要性を改めて
示すものである．
【倫理的配慮】本研究は国際医療福祉大学研究倫理審査委員会
にて承認後 (承認番号：22-Ig-243)対象と保護者には口頭と書
面で説明し,承諾を得て実施した.



 O-2-1  表彰候補演題２

定型発達児におけるbimanual coupling効果と微
細運動技能との関係
○信迫 悟志 1,2)，大住 倫弘 1,2)，中井 昭夫 3)，
森岡 周 1,2)

1) 畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター
2) 畿央大学大学院 健康科学研究科
3) 武庫川女子大学 子ども発達科学研究センター

【目的】Bimanual coupling (BC)効果とは，片手で直線を描き
ながら同時にもう片方の手で円を描くと，直線が楕円形に歪む
現象のことであり，これは片方の手で円を描く運動プログラム
が，もう片方の手で直線を描く運動プログラムに影響するため
である．したがって，BC効果の減少は，両手を同時に別々に操
作する能力が高いことを表す．BC効果は6歳児で既に強くみら
れ，子ども (6歳，10歳)から成人 (20-30歳)にかけて減少する
ことが分かっているが (Piedimonte et al., 2014)，子どもにお
けるBC効果と微細運動技能との関係を調べた研究は皆無である．
そこで本研究では，定型発達児を対象にBC効果がどのような微
細運動技能と関連しているかについて調査した．
【方法】定型発達児56名 (平均年齢±標準偏差：9.5±2.3歳，
範囲：6-13歳，男児29名，右利き49名)が本研究に参加し，BC
課題と微細運動技能テストを完了した．BC課題には，利き手で
反復して直線を描く片手条件，利き手で直線を描きながら同時
に非利き手で反復して円を描く両手条件があった．タブレット
PCによって計測された利き手による直線軌道から両条件の楕円
化指数 (ovalization index: OI値)を算出した．OI値が減少するほ
ど，直線軌道が円形に変形する歪みがないことを表した．また
両手条件のOI値から片手条件のOI値を減算することでBC効果
を算出した．微細運動技能には，Movement Assessment 
Battery for Children-2nd editionのManual dexterity testを使用
し，利き手運動技能，非利き手運動技能，両手協調運動技能，
利き手運筆技能，総合の標準化得点を各微細運動技能の指標と
した．統計学的検討として，BC効果の有無を確認し，年齢を制
御変数とした各OI値と各微細運動技能の偏相関分析を実施した．
【結果】両手条件のOI値は，片手条件のOI値と比較して，有意
に増加した (t(55)=-10.028，p<0.001)．偏相関分析の結果，片
手条件のOI値と利き手運筆技能 (r=-0.296，p=0.028)，両手協
調運動技能と両手条件のOI値 (r=-0.271，p=0.045)，およびBC
効果 (r=-0.313，p=0.020)との間に，それぞれ有意な相関関係
を認めた．
【考察】先行研究と一致して，6-13歳児におけるBC効果が確
認された．6-13歳児において，両手条件におけるOI値および
BC効果の減少，すなわち両手を同時に別々に操作する能力の向
上と両手協調運動技能の向上との間には，重要な関係性がある
ことが示された．
【倫理的配慮】本研究は，所属施設の研究倫理委員会で承認さ
れた後に，ヘルシンキ宣言に基づき，個人情報の管理には十分
配慮して実施した (承認番号：R4-41)．対象児とその保護者に
は，事前に本研究の目的，方法，参加期間，いつでも参加を撤
回できること，不利益がないこと，プライバシーの保護，学会
・論文における公表について，文書による説明を行い，署名に
よる同意を得た．

 O-2-2  表彰候補演題２

重症心身障がい児（者）向け呼吸機能評価スケ
ール開発への取り組み
○大曲 正樹 1)，南野 初香 2)，原品 結衣 1)，
松井 香菜子 1)，浅井 明美 1)，鈴木 里枝 1)，
熊谷 有加 1)，内山 圭 1)，河合 美早 1)，
天野 美乃里 1)，木部 哲也 3)

1) 聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院 聖隷おおぞ
ら療育センター リハビリテーション部
2) 聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院 小児科
3) 聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院　聖隷おお
ぞら療育センター 小児科

【はじめに，目的】
我が国の重症心身障がい児 (以下重症児)の数は増加傾向にあり，
呼吸器感染症が主要な死亡原因として挙げられている．そのた
め呼吸状態の適切な評価は，呼吸器感染症の予防に重要であり，
呼吸状態の変化を詳細に捉える評価スケールの開発が必要であ
る．
本研究の目的は，重症児の呼吸状態を詳細かつ簡便に評価が可
能な新しい評価スケールの開発と，その信頼性，妥当性の検討
を目的とすることである．
【方法】
重症心身障害児施設の入所者を対象とした．全118例の入所者
から強度行動障害によりリハビリ介入がない16例の高齢者を除
外し，102例 (平均36.6歳，超重症児 (者)・準超重症児 (者)判
定基準 (以下超重症児判定基準)スコア平均16.9点)を対象とし
た．評価項目は診療記録を後方視的に調査し，呼吸器疾患の入
院リスク因子や，超重症児判定基準など先行研究より選択した．
本研究では身体機能 (年齢，横地分類，入院歴，摂食状況，呼
吸器感染症治療歴，発熱歴)，呼吸機能 (側弯，可能な姿勢，
SpO2値，唾液の貯留，聴診・触診所見，咳嗽力，嚥下機能)，
呼吸ケアの必要度 (吸引回数，ドレナージ回数，人工呼吸器，
パルスオキシメータ，酸素，吸入器，排痰機器，BVMの使用状
況)の3領域を各8項目，合計24項目を調査した．各項目は0か
ら3までの4段階のリッカート尺度を用いて症状，重症度，能力
等を階層化し，最良0点，最重症を72点にスコア化した．その
総合点と超重症児判定基準との相関関係から開発したスケール
の妥当性を検討した．
各評価項目，総合点の検者間信頼性の検討には重み付けカッパ
係数と級内相関係数ICC (2，1)を使用した．妥当性の検討には
Spearmanの順位相関係数を用いた．統計学的有意水準は5％と
した．
【結果】
各評価項目の重み付けカッパ係数は0.930～1.0，総合点の級内
相関係数ICC (2，1)は0.995であり，検者間の信頼性が確認さ
れた．また超重症児判定基準との間に有意な相関関係 
(rs=0.85)が認められ，開発したスケールの妥当性も確認された．
超重症児判定基準により18段階に階層化された対象者を，開発
した評価スケールでは41段階に階層化が可能であった．
次に総合点と各評価項目との相関関係を検討した結果，咳嗽力，
吸引回数，パルスオキシメータの使用状況，ラ音の状況，摂食
状況，触診所見，ドレナージ可能姿勢等は特に高い相関関係を
認め，呼吸状態の重要な指標であることが示唆された．一方，
発熱の回数のみ有意な相関関係を認めなかった．また年齢は負
の相関関係を認めた．
【考察】
開発した評価スケールの信頼性と妥当性が示唆された．また超
重症児判定基準と比較し，より詳細に呼吸機能を評価すること
が可能であった．総合点と相関関係を認めない項目等について
は修正が必要と考えられた．
本研究の成果は，重症児の呼吸機能を簡便かつ詳細にスコア化
することが可能になったことである．経時的なスコアの変化か
ら呼吸機能を捉え，重症度に応じた適切なケアを提供すること
が可能となることで，呼吸器感染症予防に寄与する可能性があ
る．今後は評価項目の再検討や，対象者を増やして検討してい
く．
【倫理的配慮】本研究はオプトアウト方式を用いた後方視的研
究である．研究の実施に際して，聖隷三方原病院倫理委員会で
承認を得た (承認番号：第 22－51号)．



 O-2-3  表彰候補演題２

極低出生体重児における退院前のAPIBと修正1歳
6か月の発達指数の関係
○藤本 智久 1)，皮居 達彦 1)，田中 正道 1)，
久呉 真章 2)

1) 姫路赤十字病院 リハビリテーション科
2) 姫路赤十字病院 小児科

【はじめに】
近年,NICU・GCU入院中の児に対して理学療法士が介入してい
る施設も増えてきている．当院でもNICU・GCU入院中の極低
出生体重児に対して,フォローアップの一環として,退院前に早
産児行動評価 (APIB：Assessment Premature Infant Behavior)
を実施し外来にて新版K式発達検査2001を用いて評価している．
APIBとは,NBAS (ブラゼルトン新生児行動評価)とSynactive 
Theoryを基にしてAlsにより開発された新生児の神経行動能力
と発達状況を検査する評価法の一つである．今回,極低出生体重
児の退院前のAPIBのシステムスコアと修正1歳6ヶ月時の新版
Ｋ式発達検査の発達指数 (DQ)を調査し,その関係について検討
したので報告する．
【対象と方法】
対象は,2019年8月から2022年1月までに当院NICU・GCUに入
院した極低出生体重児のうち,退院前にAPIBを実施でき,退院後
のフォローアップで修正1歳6ヶ月時の新版Ｋ式発達検査を実施
することができた児21例 (男児10例,女児11例,平均出生週数
29.1±3.0週,平均出生体重1144.5±235.5g)である．なお退院
前の頭部MRIで低酸素性虚血性脳症 (HIE)や脳室周囲白質軟化
症 (PVL)等の神経学的異常を認めた児は除外した．方法は,まず
退院前 (平均39.1±1.3週)に実施したAPIBのシステムスコア (1
～9で9が最も脆弱)．また,修正1歳6ヶ月時 (平均18.0±0.9ヶ月
)の新版Ｋ式発達検査のDQを算出した．そして,APIB各システム
スコアと新版Ｋ式発達検査のDQについて関係があるかを検討
した．APIBはAPIBプロフェッショナルによって実施,スコアリ
ングされ,新版K式発達検査も同一PTが実施し,P-M (姿勢－運動)
領域,C-A (認知－適応)領域,L-S (言語－社会)領域と全領域のDQ
を算出し検討した．尚,統計学的検討は,スピアマンの順位相関
係数 (ρ)を用いて検討し,危険率p<0.05 を統計学的有意とした．
【結果および考察】
APIBシステムスコアと修正1歳6ヶ月時のDQの相関を見ると,自
律神経系,運動系,状態系,注意相互作用系,自己調整系のスコアで
は,状態系と自己調整系のシステムスコアの一部においてDQと
有意な正の相関を認めた (ρ＝0.44～0.64, p<0.05)．これは,退
院前のAPIBにおいて覚醒状態や自己調整力が高いほどDQが低
いという矛盾を示していた．そこで,自律神経系と状態系,注意
相互作用系,自己調整系のシステムスコアの差に注目し,再度DQ
との相関を検討した結果,一部に有意な負の相関を認めた (ρ＝
-0.46～-0.71, p<0.05)．これは,特に方位反応 (orientation)の場
面で自律神経系と状態系,注意相互作用系,自己調整系の乖離が
大きい児ほど発達指数が低いことを示していた．つまり,自律神
経系が弱く呼吸・循環の不安定性や振戦・驚愕等の神経系の脆
弱さを示しながら,覚醒状態が高く,ぐずったり,過覚醒をしめし
ているような児では,発達指数が低かったということを示してい
る．これらより,それぞれのサブシステムは協調しながら発達し
ていくことの重要性を示しており,自律神経系が弱いときにしっ
かりと休めていない児では,発達に注意が必要であることを示唆
しているのかもしれない．
【倫理的配慮】対象児の保護者には,入院中および外来でのフォ
ローアップおよび情報の取り扱いについて,紙面および口頭にて
説明し,同意を得て実施した．尚,本研究は,姫路赤十字病院 倫理
委員会の承認を得ている (承認番号：2021-04)．

 O-2-4  表彰候補演題２

Ullrich型先天性筋ジストロフィーの病態改善を
目指した細胞移植治療法の確立～移植用細胞源
の検討～
○後藤 萌，竹中 菜々，吉岡 紀穂，三木 麻有甫

京都大学iPS細胞研究所 臨床応用部門　櫻井研究室

【はじめに、目的】
Ullrich型先天性筋ジストロフィー(UCMD)は、生後間もなく筋
力の低下を呈し、筋萎縮や近位関節の拘縮、遠位関節の過伸展
などが特徴的な症状と見られる先天性筋ジストロフィーの1つ
であり、COL6A1、COL6A2、 COL6A3の遺伝子の変異によっ
て正常なⅥ型コラーゲン (COL6)が産生されないことが原因で
発症する。しかし、現在UCMDに対しては対症療法的治療が一
般的で、有効な根治治療法は未だに確立されていない。そこで、
我々はCOL6を含めた様々な因子を分泌することで知られてい
る間葉系間質細胞 (MSC)に着目し、UCMDに対する新規治療法
の確立を目指し研究を進めてきた。当研究所では、多能性幹 
(iPS)細胞からのMSC(iMSC)の作成に成功し、さらにそれらを
UCMDモデルマウスの骨格筋へ移植することでUCMD筋組織中
にCOL6が補充され、骨格筋再生不全の病態が改善されること
を証明した (Takenaka-Ninagawa et al., 2021)。また、MSCは
成体の様々な組織から収集可能であるが、その中でも骨髄由来
MSC (BM-MSC)や脂肪由来MSC(Ad-MSC)については既に臨床に
おいて様々な疾患の治療に使用されている。そこで、本研究で
はUCMDモデルマウスにBM-MSCと Ad-MSCを移植し、その際
にもCOL6の補充がされiMSCと同等のUCMD病態改善効果が発
揮されるか否か、治療効果を比較検討し、UCMD治療の為に最
適な移植用細胞源を明らかにすることを目的とした。
【方法】
オスUCMDモデルマウス (5週齢～8週齢)の左前脛骨筋 (TA)に
BM-MSC、Ad-MSC、 iMSCをそれぞれ培養液中に懸濁して移植
した。同時に対照実験として、右TAには培養液のみを注入し
た。移植1週間後と12週間後にそれぞれのTA筋組織を採取して
凍結薄切切片を作製し、蛍光免疫染色及びシリウスレッド染色
を実施して各群間で比較した。
【結果】
移植後1週間では、総面積に占めるCOL6陽性面積の割合は、
BM-MSC移植群が他2群よりも有意に高かった。筋線維総数に
占めるCOL6陽性線維 (COL6に完全に囲まれた筋線維)の割合は、
iMSCとBM-MSCを移植した群が、Ad-MSC移植群よりも有意に
高かった。しかし、再生筋線維数の割合ではiMSC移植群が他2
群と比較して有意に高かった。移植後12週間では、COL6陽性
面積の割合は、iMSCとBM-MSCを移植した群でAd-MSC移植群
よりも有意に高かった。COL6陽性線維数の割合は、BM-MSC
移植群では他の2群よりも有意に高かった。一方で、線維化領
域を示すシリウスレッド陽性領域の割合についても、BM-MSC
移植群で他の2群よりも有意に高かった。
【考察】
BM-MSCとAd-MSCも、UCMD筋に移植された際、12週間生着
することが確認できた。しかし、COL6の補充領域については、
BM-MSCとiMSC移植群の2群が同程度に大きく、筋再生不全の
病態改善効果についてはiMSCが最も優れていた。加えて、
BM-MSC移植群では顕著な線維化領域の拡大が認められ安全性
が懸念されることから、移植用細胞源として治療に使用するこ
とは難しい。以上の結果から、iMSCがUCMDに対する移植用細
胞源として最も適していることが示唆される。今後は、UCMD
に対するiMSC移植治療の臨床応用を目指し、移植対象筋の選
定や移植時期、具体的な移植方法を含めさらなる研究を進める。
【倫理的配慮】本研究は京都大学動物実験委員会の審査を受け
実施した (承認番号:計23-196　計23-197)。



 O-2-5  表彰候補演題２

内側股継手長下肢装具により歩行機能が改善し
た上位腰椎二分脊椎症の一例
○亀山 啓博 1)，北原 エリ子 1)，渡部 幸司 1)，
池野 充 3)，田中 弘志 4)，渡邉 篤優 5)，藤原 俊之 1,2)

1) 順天堂大学医学部附属順天堂医院 リハビリテーション室
2) 順天堂大学医学部附属順天堂医院 リハビリテーション科
3) 順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科・思春期科
4) 心身障害児総合医療療育センター 整形外科
5) 東名ブレース株式会社

【はじめに,目的】
上位腰椎二分脊椎症患者に対する歩行練習は,骨の健康や身体活
動の促進を目標としてReciprocating-Gait-Orthosis(RGO)や骨盤
付き長下肢装具(HKAFO)等が適用され実践されてきた
(Wilson,2020).成人高位対麻痺患者においては内側股継手装具
(MSH-KAFO) の有用性を示す報告があるが (鈴木,2005),小児患
者では報告がみられない.今回,歩行に意欲がある上位腰椎二分
脊椎児に対し,HKAFOおよびMSH-KAFOを使用して歩行練習を
行い,比較検討したため報告する.
【方法および症例報告】
症例は脊髄髄膜瘤術後(L3/4),脳室腹腔シャント術後,キアリ2型
奇形(神経圧迫解除術),水腎症・急性腎不全による尿管皮膚瘻増
設後の11歳男児. ADLはFunctional Independence Measure for 
Children 92点, Pediatric Evaluation of Disability Inventory尺度
化スコア(標準誤差)セルフケア71.7(1.9),移動57.3(2.1),社会的
機能63.2(1.5).知能指数は田中ビネー知能検査102.
移動は4歳から車椅子自走. 歩行練習は6歳時にHKAFOで開始.7
歳にRGO,8歳2ケ月にHKAFO股関節屈曲フリー設定による練習
開始.9歳11か月で体幹装具併用MSH-KAFOにて練習開始.
変形は体幹側弯,右股関節脱臼を認め,徒手筋力テスト(右/左)は
股関節屈曲1/2,内転1/2,伸展1/1,外転1/1,膝関節伸展3/3,足関
節背屈1/1で8歳時から著変なし.評価項目は最長歩行距離,10m
歩行速度,主観的アウトカムGlobal Rating of Change Scale(GRC)
とした.8歳2ヶ月～10歳8ヶ月までのHKAFO歩行と,10歳9ヶ月
～11歳のMSH-KAFO歩行を比較した.
【経過および結果】
HKAFO歩行は開始時平行棒内自立,1ヶ月後に歩行器歩行が50m
可能となった.ロフストランドクラッチ(以下LC)歩行は介助を外
すことが難しく,2年後10歳3ヶ月時に10ｍの監視歩行が可能と
なった.10ｍ歩行速度は2分59秒.10歳5ヶ月時のＬC歩行は軽介
助にて最長歩行距離79.6ｍ,10歳7ヶ月時の10m歩行速度は1分
31秒.
MSH-KAFOでのLC歩行は開始した10歳9ヶ月時より監視にて
89.2mの歩行が可能.10m歩行は1分17秒. GRCは+1(少し歩きや
すくなった)であった.11歳7ヶ月での10m歩行は1分1秒で速度
はさらに改善した.
【考察】
HKAFOは右下肢遊脚時にはさみ足となりやすく,膝内側が接触
するため介助が必要であったが,MSH-KAFOは股継手が内側にあ
るため立脚相・遊脚相ともに股関節内転が回避され,両側立脚相
が安定したと推察した.そして早期の監視長距離歩行を実現し
,10m歩行速度の改善も認めたと考える.
上位腰椎二分脊椎児の実用的移動手段は車椅子であり,歩行練習
の意義については議論すべき点がある(芳賀,2009)が,積極的な
歩行練習を行った群の車椅子移乗自立の割合が高く,骨折回数や
褥瘡が少ない(Mazur,et al.1989)との報告があり,児の希望に合
わせて一定期間に歩行練習を行うことは意義があると考える.麻
痺レベルに加え,知的能力,平衡機能,変形,体重など様々な要因を
考慮して装具の検討を行う必要があるが, MSH-KAFOは上位腰
椎二分脊椎患者に対する装具選択肢の一つとなるとことが示さ
れた.
【倫理的配慮】本報告はヘルシンキ宣言に基づき,対象者とその
保護者に口頭と書面で趣旨・内容を説明し,承諾を得ている.

 O-2-6  表彰候補演題２

3～12歳児における歩行中の関節運動パターン
の発達
○宮城島 沙織 1)，萬井 太規 2)，佐藤 優衣 1,3)，
広崎 蒼大 3)，小塚 直樹 3)

1) 札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 大分大学 福祉健康科学部理学療法コース
3) 札幌医科大学大学院 保健医療学研究科

【はじめに，目的】
運動の発達や成熟を評価する上で歩行能力の定型的な発達過程
を理解することは重要である．自然に近い小児の歩行を評価す
るためには，AI技術を用いたマーカーレスモーションキャプチ
ャやビデオによる歩行分析が臨床において採用しやすい．しか
し，歩行分析の際に指標になるような幼児期からのデータは我
が国では報告されていないのが現状である．本研究の目的は，
3～12歳児における歩行中の関節運動パターンの発達を明らか
にすることとした．
【方法】
3～12歳の定型発達児92名を対象とした．対象は3-4歳25名，
5－6歳28名，7－8歳20名，9歳以上19名の4群に割り当てた．
対象者は，裸足にて6mの直線歩行路を快適速度で歩行するよ
うに指示された．27個の反射マーカーを貼付し，三次元動作解
析システムおよび床反力計にて，歩行中の運動学的データを記
録した．解析範囲は，中間の4mの内，最初の踵接地から１歩
行周期とした．矢状面における股・膝・足関節の関節運動の時
系列データを算出した．統計解析は，多変量分散分析を用い，
支持脚と遊脚相それぞれの各最大屈曲および伸展関角度，踵接
地時の足関節角度を各年齢群で比較した．危険率は5％とした．
【結果】
踵接地時の足関節角度は各群間に有意な主効果が認められた 
(p = 0.03)．多重比較の結果，3-4歳群が7－8歳群より有意に大
きかった (p = 0.04)．支持脚と遊脚相それぞれの各関節の最大
屈曲および伸展関角度において，年齢間に有意な主効果は認め
られなかった．関節運動パターンは，足関節にて，3－４歳群
ではほぼ全例で足関節は0度からやや背屈位で接地し，その後
の底屈運動が見られない．5－6歳群で接地後の底屈運動を認め
るようになるが，個人差が大きかった．足関節運動は，9－12
歳群でほぼ成人と同様のパターンとなった．
【考察】
3～12歳児における歩行中の股・膝関節運動は各年齢群で同様
のパターンを示すことが明らかとなった．これらは既に報告さ
れているような成人の関節運動パターンとも類似している．一
方，足関節運動においては，3－4歳群では多くが背屈位で踵接
地し，7－8歳群と有意差を認めた．関節運動の時系列データを
見ると9歳以降に成人のようなパターンとなることが明らかと
なった．これはVictoria Lら (2006)の過去の報告と一致してい
る．足関節運動は効率的かつ円滑な歩行に貢献する．踵接地時
の衝撃吸収後，足関節が速やかに底屈運動を行うことで前方へ
の推進力を生み出すロッカー機能は5－6歳頃から発達し，9歳
以降に成熟する可能性が示唆された．本報告は我が国の幼児期
からの歩行中の関節運動パターンを明らかにした初めての報告
であり，今後臨床や研究において活用されることを期待する．
【結論】
股・膝関節は3－4歳から成人と同様のパターンを示し，足関節
運動は9歳以降に成人同様のパターンとなる．
【倫理的配慮】対象者およびその保護者には事前に，口頭と書
面で本研究の目的，実験手順，考えられる危険性を十分に説明
し，署名にて同意を得た．なお，本研究は所属機関の倫理委員
会の承認を得て，実施された (承認番号：28-2-52，F200016)．



 P-1-01  早産・低出生体重

低出生体重児における発達遅延を予測する
Dubowitz神経学的評価カットオフ値と乳児期の
粗大運動発達の関係
○宮城島 沙織 1)，佐藤 優衣 1)，笹川 古都音 1)，
鎌塚 香央里 1)，坂井 拓朗 2)，五十嵐 リサ 2)，
小塚 直樹 3)

1) 札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 札幌医科大学附属病院 産科周産期科
3) 札幌医科大学 保健医療学部理学療法学科

【はじめに、目的】Dubowitz神経学的評価法は予定日付近にお
ける神経行動発達をよく反映しているとされ、児の全体像把握、
理学療法介入のスクリーニングとして活用されている。低出生
体重児を対象とした本評価法の予後予測能は不十分とされてい
るが、乳児期の粗大運動発達の経過との関係について詳細に検
討した報告は稀である。本研究の目的は、Dubowitz神経学的評
価法のカットオフ値を算出し、発達予後予測能および乳児期の
粗大運動発達との関係について検討することである。
【方法】対象者は2012年1月1日から2020年12月31日までに
当院にて出生し、医師より理学療法評価介入の依頼のあった児
とし、脳性麻痺やダウン症など神経疾患および染色体異常の診
断がある児、転居などを理由に当院の発達フォロー外来を終了
した児は除外した。診療情報は、カルテ記録より全て後方視的
に収集した。周産期情報および発達の経過として、出生体重、
在胎日数、人工呼吸管理期間、酸素療法期間、予定日頃の
Dubowitz新生児神経学的評価のトータルスコア、修正6ヶ月時
および12ヶ月時のアルバータ乳幼児運動発達検査法 (以下、
AIMS)の下位項目およびトータルスコア、修正1歳6ヶ月時の新
版K式発達検査法 (以下、新版K式)のDevelopmental Quotient 
(DQ)を収集した。神経学的予後として、修正1歳6ヶ月時の新
版K式においてDQ85未満であった場合を発達遅延ありとして、
発達遅延を予測するDubowitz新生児神経学的評価のカットオフ
値をReceiver Operating Characteristic  (ROC)曲線にて算出した。
また、算出されたカットオフ値により2群に分類し、出生体重、
在胎日数、人工呼吸器による管理期間、酸素療法期間、粗大運
動発達の経過として、修正6ヶ月時と修正12ヶ月時のAIMSにつ
いて、２群間で比較を行った。統計処理ソフトはR (ver. 4.2.1)
を用いた。危険率は5％とした。
【結果】対象者は90名で在胎週数、出生体重は、中央値 (四分
位範囲)で29.4 (26.9-31.1)週、1,104 (884-1,333)g、男女比は
45：45であった。ROC曲線によるDubowitz新生児神経学的評
価のカットオフ値は31.5点、感度38.1%、特異度84.0%、陽性
的中率38.2%、陰性的中率33.3%、AUCは0.59を示した。カッ
トオフ値に満たない群では、在胎週数が有意に短く、人工呼吸
管理期間が有意に長かった (p < 0.01)。修正6ヶ月時と修正12
ヶ月時のAIMSでは、２群間で有意差は認めなかった。
【考察】Dubowitz新生児神経学的評価による発達遅延の予後予
測能は低く、すでに報告されているものと同様の結果であった。
一方でカットオフ値によって２群に分類し、周産期情報を比較
すると未熟性と関連のある在胎週数、人工呼吸管理期間におい
て有意差を示した。この結果から、Dubowitz新生児神経学的評
価は予定日頃の児の成熟度を反映している可能性が示唆された。
しかし、乳児期の粗大運動発達の経過には、2群間で差が見ら
れなかった。したがって、Dubowitz新生児神経学的評価は乳児
期の発達経過との関連性は低いことが予想されるため、予定日
頃の児の成熟度評価として活用することが望ましいことが考え
られた。
【倫理的配慮】本研究は、当院の臨床研究倫理審査委員会の承
認を受け、観察研究として行った(承認番号332-153)。なお、
拒否機会を設けた情報公開を行った。

 P-1-02  早産・低出生体重

修正36週で慢性肺疾患と診断される極低出生体
重児のDubowitz神経学的評価スコアの特徴
○峯 耕太郎 1,2)，儀間 裕貴 2)，笹尾 丞子 1)，
矢島 侑実 1)，丸山 秀彦 3)，諫山 哲哉 3)，
上出 杏里 1)

1) 国立成育医療研究センター リハビリテーション科
2) 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科
3) 国立成育医療研究センター 新生児科

【はじめに、目的】
極低出生体重児 (VLBW)は神経学的障害のリスクが高いとされ，
ハイリスク児としてフォローアップ健診の対象とされている．
また，慢性肺疾患 (CLD)はVLBWの合併症として多い疾患であ
り，従来の定義では日齢28での酸素投与の有無で診断されるが，
修正36週での呼吸補助の方法による診断は，在胎期間の個体差
も考慮されており，より合理的であると考えられている 
(Jensen EA, 2019)．CLDの罹患は中・長期的な発達予後に悪影
響を及ぼすとする報告も多い (Cheong JLY, 2018)が，より早期
の新生児の神経学的発達との関連に着目した報告は少ない．本
研究の目的は，修正36週でCLDと診断されるVLBWのDubowitz
神経学的評価 (Dubowitz評価)のスコアの特徴を明らかにするこ
ととした．
【方法】
デザインは後ろ向きコホート研究とした．対象は2017年1月～
2021年12月に当院の新生児集中治療室に入院したVLBWのう
ち，先天異常を有する児は除外し，修正37～42週の時点で
Dubowitz評価を実施した児とした．診療録より基本情報 (性別，
在胎期間，出生時の身長・体重・頭囲)，合併症 (修正36週での
CLD，症候性動脈管開存症，脳室内出血，脳室周囲白質軟化症，
敗血症，壊死性腸炎，消化管穿孔，治療を要する未熟児網膜症
)の有無，Dubowitz評価のスコア (トータル，6つのカテゴリー，
34の評価項目)を抽出した．なお本研究におけるCLDとは，修
正36週時点で酸素投与または呼吸補助を必要とするものと定義
した．対象をCLDの有無により2群に分け，基本情報と合併症
の有無，Dubowitz評価スコアの群間比較をするために，t検定，
Mann-WhitneyのU検定，χ2検定を行った．また，従属変数に
Dubowitz評価のトータルスコアを，独立変数に性別，在胎期間，
出生体重，CLD，症候性動脈管開存症，脳室内出血または脳室
周囲白質軟化症，敗血症，壊死性腸炎または消化管穿孔，治療
を要する未熟児網膜症の有無を投入して重回帰分析を行った．
統計学的有意水準は5％とした．
【結果】
124例のVLBWが対象となり，そのうちCLD群は56例であった．
基本情報では，CLD群において在胎期間，出生時の身長・体重
・頭囲が有意に小さく，合併症の有無では症候性動脈管開存症，
敗血症，治療を要する未熟児網膜症の発症割合が有意に高かっ
た (p<0.01)．Dubowitz評価のトータルとカテゴリースコアに
は群間で有意差は認めず，評価項目では姿勢，膝窩角，頭部ラ
グのスコアにおいて，CLD群で低値の頻度が有意に高かった (
多重比較後 p<0.05)．重回帰分析の結果，有意な項目として抽
出されたのは，性別 (B=2.14, p<0.01)，出生体重 (B=0.004, 
p<0.05)，敗血症の有無 (B=3.27, p <0.01)であった．
【考察】修正36週でCLDと診断されるVLBWのDubowitz評価ス
コアを検討した結果，筋緊張カテゴリーの一部の項目に有意差
がみられたが，トータルやカテゴリースコアにはみられなかっ
た．Dubowitz評価は，評価時点での児の神経学的成熟度をよく
反映すると報告されている (儀間，2015)．本研究の結果は，
修正37～42週におけるDubowitz評価のスコアには，CLDの影
響よりも出生体重などの神経成熟学的要因が強く反映されてい
る可能性を示唆した．
【倫理的配慮】本研究は人を対象とする医学系研究に関する倫
理指針に則り，当院倫理員会にて承認された．対象者における
研究参加の同意と撤回権に関しては，オプトアウトにて対応し
た．



 P-1-03  早産・低出生体重

超・極低出生体重児の発達遅延を予測する修正6
ヶ月時のアルバータ乳幼児運動発達検査法のカ
ットオフ値
○佐藤 優衣 1)，宮城島 沙織 1)，笹川 古都音 1)，
鎌塚 香央里 1)，坂井 拓朗 2)，五十嵐 リサ 2)，
小塚 直樹 3)

1) 札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 札幌医科大学附属病院 産科周産期科
3) 札幌医科大学 保健医療学部理学療法学科

【はじめに、目的】本研究の目的は、発達遅延の有無を予測す
る修正6ヶ月時のアルバータ乳幼児運動発達検査法 (以下、
AIMS)のカットオフ値を検討し、発達遅延、神経発達症と診断
される児の早期発見、早期介入の一助とすることである。また、
算出されたカットオフ値により2群に分類し、周産期情報や修
正12ヶ月時のAIMSの特徴を検討した。
【方法】対象者は2012年1月1日から2020年12月31日に当院
にて出生した超・極低出生体重児とし、脳性麻痺やダウン症な
ど神経疾患および染色体異常の診断がある児、転居などを理由
に当院の発達フォロー外来を終了した児は除外した。診療情報
は、カルテ記録より全て後方視的に収集した。周産期情報(出
生体重、在胎日数、人工呼吸管理期間、酸素療法期間、予定日
頃のDubowitz新生児神経学的評価のトータルスコア)および発
達の経過(修正6ヶ月および12ヶ月時のAIMSの下位項目および
トータルスコア、修正1歳6ヶ月時の新版K式のトータルスコア)
を収集した。発達遅延の有無は、新版K式発達検査の
Developmental Quotient (DQ)85未満 (以下、新版K式条件)およ
び実際に発達遅延、神経発達症の診断 (疑いを含む)がされてい
ること (以下、診断条件)の2条件とした。発達遅延を予測する
AIMSのカットオフ値を算出するため、Receiver Operating 
Characteristic (ROC) 曲線での分析を行い、感度、特異度、カ
ットオフ値、陽性的中率、陰性的中率およびROC曲線下面積 
(AUC：area under curve)を算出した。また、算出されたカット
オフ値により2群に分類し、周産期情報、発達の経過を2標本t
検定もしくはMann-Whitney U 検定にて比較した。統計処理ソ
フトはR (ver. 4.2.1)を用いた。危険率は5％とした。
【結果】対象者は71名 (在胎日数199.9±23.0日、出生体重
1029.6±297.2g、男女比34：37)であった。ROC曲線の結果
は、新版K式条件の場合、カットオフ値は28点，感度38.7%，
特異度82.5%，陽性的中率36.5%，陰性的中率36.8%、AUCは
0.59、診断条件では、カットオフ値は27点，感度54.1%，特異
度76.5%，陽性的中率39.5%，陰性的中率28.6%、AUCは0.65
を示した。また、診断条件にてROC曲線から算出されたカット
オフ値以上の群は、未満の群と比較し、周産期情報に有意な差
は認められず、修正12ヶ月のAIMSにおいてprone、standingの
項目で有意に高値を示した (ともにp<0.001)。
【考察】診断条件における修正6ヶ月時のAIMSのカットオフ値
は、新版K式条件よりも感度、特異度ともに高く、より有益な
基準となり得る可能性がある。これは、新版K式における
DQ85未満は、一般的に発達遅延とされるが、実際は診断がつ
いていない場合やDQ85以上であっても発達遅延、神経発達症 (
疑い含む)と診断される児もいることが影響したと考えられる。
さらに、修正6ヶ月時のAIMSにて、28点を下回る場合は、12
ヶ月時の粗大運動発達、特に腹臥位、立位において低値を示す
ことから、より注意深いフォローアップを要する可能性が示唆
された。
【倫理的配慮】本研究は、当院の臨床研究倫理審査委員会の承
認を受け、観察研究として実施した (承認番号332-153)。なお
拒否機会を設けた情報公開を実施した。

 P-1-04  早産・低出生体重

当院NICUにおける理学療法実施の有無が中等度
および後期早産児に与える影響
○佐藤 隆一 1)，小澤 哲也 1)，出岡 有希 1)，
長田 きらら 1)，新山 祐貴 1)，霜田 直史 1,2)，
渡邊 玲子 3)，小郷 寛史 4)

1) 小田原市立病院 リハビリテーション科
2) 東海大学医学部 専門診療学系リハビリテーション科学
3) 小田原市立病院 NICU病棟
4) 小田原市立病院 小児科

【はじめに、目的】近年、早産児の中でも最も割合を占める中
等度早産児および後期早産児 (以下MLPT)の予後について関心
が高まっており、その成熟度に差があるとの報告も増えてきて
いる。今回当院は、2021年1月から新生児集中治療管理室 (以
下NICU)に対して理学療法士が介入するにあたり実施の有無で
MLPT児にどのような影響を与えるのかを検討した。
【方法】本研究は後向き観察研究である。対象は2020年７月
～2023年6月まで当院NICUに入院された187例のうち中等度 (
在胎32週以上、34週未満で出生)および後期早産 (在胎34週以
上、37週未満で出生)児を対象とした。またその中から，脳疾
患、染色体異常や遺伝子疾患などを含む先天性疾患のある児、
転院などで最終転帰の確認ができない児を除外した45例とした。
2020年7月～2021年12月までを理学療法未実施群 (以下未実
施群)24例、2021年1月～2023年6月までを理学療法実施群 (
以下実施群)21例として出生時妊娠週数、出生時体重、出生時
身長、アプガースコア (以下AP；１分/５分)、退院時週数、退
院時体重、在院日数を比較検討した。
尚、在院日数、出生時体重、退院時体重は対応のあるｔ検定、
その他はMann‒Whitney U testで統計処理を行い群間比較し
た。
【結果】出生時妊娠週数 (未実施群 vs 実施群)33.6w±1.1day 
vs 34.1 w±1.2day、出生時体重1745.8±189.4g vs 1768.3±
158.1g、出生時身長41.8±1.9㎝ vs 41.9±1.6 cm、AP1分7.4
±1.2 vs 7.2±1.8、AP5分8.8±0.8 vs 9.1±0.7、退院時週数
38.3w±1.1day vs 38.1w±0.8day、退院時体重2342.8±
240.8g vs 2298.4±225.0g、在院日数34.1±11.9日vs 29.2±
7.7日といずれの項目においても有意な差を認めなかった。
【考察】今回はMLPT児に着目して理学療法の実施、未実施が
退院時の体重増加や在院日数の短縮までの結果を得ることはで
きなかった、しかし、脳性麻痺を発症していない早産児が粗大
運動能力と微細運動能力の障害に遭遇する頻度が高く、有病率
は軽度から中等度の障害で約40％、中等度の障害で約20％と
の報告もされ大きな問題の一つと考えられている。今後は、外
来でフォローアップし理学療法実施、未実施による影響を問い
たいと考えている。
【倫理的配慮】使用したデータの研究目的の利用については，
株式会社girasolの同意と小田原市病院倫理委員会の承認を得て
いる。



 P-1-05  早産・低出生体重

極・超低出生体重児の入院期間と理学療法評価
の関連
○成瀬 健次郎 1)，和田 崇 1)，三浦 真澄 2)，
尾﨑 まり 1,3)

1) 鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部
2) 鳥取大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター
3) 鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション科

【目的】
新生児集中治療室 (Neonatal Intensive Care Unit：NICU)に2ヵ
月以上長期入院する新生児の約6割が低出生体重児である。低
出生体重児のうち極・超低出生体重児は未熟な臓器や器官系の
機能不全による合併症が生じやすく、NICU入院中は合併症の
治療が必要となる。染色体異常、神経筋疾患、脳血管疾患は
NICUでの入院を長期化させる因子だが、それらの疾患を除外
しても極・超低出生体重児は入院が長期化することを臨床で経
験する。本研究は、染色体異常、神経筋疾患、脳血管疾患の診
断がない極・超低出生体重児に対する理学療法評価が入院期間
に関連するか調査した。
【方法】
研究デザインは後方視的観察研究である。対象は鳥取大学医学
部附属病院周産期母子医療センターNICUで2018年2月から
2021年11月までにリハビリテーションを受けた出生時体重が
1,500g未満の極・超低出生体重児である。退院までに染色体異
常、神経筋疾患、奇形症候群、脳室周囲白質軟化症、脳室内出
血、低酸素性虚血性脳症と診断された児を除外した。対象の基
本情報、周産期情報、入院日数、ポジショニング用具の使用日
数をカルテから情報収集し、周産期情報として分娩の種類、ア
プガースコア、呼吸器疾患などの合併症を調査した。理学療法
評価は初回介入時と退院時の評価結果を用いた。新生児自発運
動評価 (General Movements：GMs)はWrithing Movementsま
たはFidgety Movementsを定型発達、それ以外を非定型発達に
分けた。Modified Ashworth Scale (MAS)は頸部 (屈曲・伸展・
回旋)、上下肢 (屈曲・伸展)を評価した。スピアマンの順位相
関係数を用いて入院日数と各変数との関連を解析した。有意水
準は5%とした。
【結果】
対象は30名 (男児15名、女児15名)で極低出生体重児が12名、
超低出生体重児が18名であった。極・低出生体重児の各変数の
中央値は在胎週数が29週2日、出生時身長が32.1cm、出生時体
重が940gであった。入院期間中央値は75日 (四分位範囲：
61.8日－124.8日)であり、極・超低出生体重児の入院期間と有
意な正の相関を示したのは、ポジショニング用具の使用期間 
(r=0.729)、退院時の頸部伸展に対するMAS (r=0.512)、退院時
GMs (r=0.680)であった。有意な負の相関を示したのは出生時
の身長(r=-0.500)、体重 (r=-0.626)、在胎週数 (r=-0.504)、5分
値のアプガースコア (r=-0.495)であった。
【考察】
本研究の結果から、極・超低出生体重児に対する理学療法評価
の一部が入院日数と有意に相関することが示された。出生時の
身長、体重が小さい、在胎週数が短い、5分値のアプガースコ
アが低いことはNICUに入院する極・超低出生体重児にとって
長期入院の因子となる可能性がある。また、極・超低出生体重
児が姿勢を保持できるようになるまで時間を要することや頸部
伸展の筋緊張亢進、異常な自発運動がみられるという発達的特
徴を持っている可能性が示唆された。
【倫理的配慮】本研究は鳥取大学医学部倫理審査委員会の承認
を得て行った (承認番号：No.22A173)。

 P-1-06  早産・低出生体重

訪問看護ステーションにおける医療的ケアのな
い極低出生体重児の発達支援の取り組み
○川島 瞳 1)，辻 悦子 1)，荒川 依子 1)，
伊藤 百合香 2)，梶原 厚子 2)，岡崎 薫 3)

1) Tamaステーションなる訪問看護事業 理学療法士
2) Tamaステーションなる訪問看護事業 看護師
3) 東京都立小児総合医療センター 新生児科

【はじめに】
極低出生体重児の神経学的合併症の頻度は未だ高く、その早期
発見とフォローアップのためのシステム作りは重要な課題であ
る。しかしながら、フォローアップに関しては出生した医療機
関や小児専門病院の比重が大きい。地域での療育支援の体制は
各都道府県や地域間での格差が大きく、支援の充実が図られて
いるとは言い難い。近年、訪問看護・リハビリテーションにお
いて医療的ケアを要する児への支援は退院後早期から導入され
ている。一方で、医療的ケアのない極低出生体重児に関しての
介入報告は少ない。極低出生体重児を含むハイリスク児は未熟
性を抱えながら育つため、授乳や病気にかかりやすいなど育て
にくさもあり、母親の育児不安は高い。また発達面の問題の発
生頻度も高いことから療育上の問題が生じやすいと報告されて
いる。今回、近隣の総合周産期母子医療センターである東京都
立小児総合医療センターと連携の元、訪問看護ステーションに
おけるハイリスク児への育児支援・発達支援の機会を得たので
ここに報告する。
【対象】
2021年9月～2023年3月までに訪問看護依頼があった極低出生
体重児のうち医療的ケアのない8名 (在胎週数27.8±3.4週、出
生体重901±327g)。
【方法】
診療記録や共有ツールの記録、家族との連絡ツールから、紹介
理由、相談内容、困りごと、支援内容について後方視的に調査
した。
【結果】
訪問開始時期：修正0ヵ月～修正5ヵ月。訪問頻度：平均2.1回/
週。紹介理由：健康観察、発達フォロー、育児支援(100%)、反
り返る(50%),定頸が遅い(12.5%)。相談内容：排便ケア (87.5%)、
哺乳・離乳食(75%)、体重増加 (62.5％)、皮膚トラブル (50%)、
漠然と発達のことが不安(100%)、遊び方が分からない(75%)。
困りごと：反りやすい、過敏、低緊張、身体が硬い等の身体の
扱いにくさ (100％)、泣いてしまうので1日中抱っこ(37.5％)。
支援内容：看護では授乳や離乳食の栄養面の相談、排便ケア、
皮膚トラブルに対してオイルマッサージ、保湿ケア。理学療法
では、ポジショニング、ストレッチ、運動発達の促進、発達段
階に合った遊びの提供、臥位・座位環境の支援、食事環境の支
援、装具療法。療育センターへの移行や保育園入園にあたり情
報提供。
【考察】
外来フォローでは見えずらい育児の不安や困り感、家庭での支
援の必要性を知ることが出来た。ほぼ全例に身体の扱いにくさ、
反りやすさ、発達がゆっくり、離乳食の姿勢環境の困り感があ
った。訪問ではより生活に密着した育児支援・発達支援ができ
るので、ニーズに沿った、具体的で個別性の高い支援を行うこ
とができる。理学療法士及び看護師の協働による遊び方や離乳
食の進め方、環境面のアドバイスを通して、家族の不安軽減に
努め、育児を楽しむ一助となっていると考える。子どもたちが
地域の中で育っていけるよう保育園や療育機関への情報提供も
有益と考える。ハイリスク児のフォローアップは、子ども達の
生活している地域ぐるみでの支援体制が求められている。その
1つとして訪問看護・リハビリテーションが担える役割の可能
性を見つけた。
【倫理的配慮】所属施設の承認を得るとともに、ヘルシンキ宣
言に則り、個人が特定できないよう個人情報の扱いに配慮した。



 P-1-07  早産・低出生体重

Hammersmith乳幼児神経学的検査と新版K式発
達検査を行った品胎早産超低出生体重児に関す
る報告
○西川 良太 1)，佐藤 紗弥香 1)，川尻 美和 1)，
田中 明里 2)，三澤 由佳 3)

1) 長野県立こども病院 リハビリテーション技術科
2) 長野県立こども病院 新生児科
3) 長野県立こども病院 リハビリテーション科

【はじめに，目的】
当院では早産低出生体重児に早期から神経学的評価を行い，定
期的なフォローアップを行なっている．新生児期には修正37～
42週にGeneral Movements評価(GMs)とHammersmith新生児神
経学的検査(HNNE)を実施し，修正3ヵ月にもGMsを実施．修正
6ヵ月・1歳6ヵ月・3歳では新版K式発達検査 (K式検査)を実施
している．この度 Hammersmith乳幼児神経学的検査(HINE)の
日本語版が使用可能となり，修正3ヵ月でも定量的な評価が実
施可能となった．今回，品胎早産超低出生体重児に対して，修
正3ヵ月でのGMsとHINE，修正6ヵ月でのK式検査とHINEを実
施したため報告する．
【方法および症例報告】
症例は3絨毛膜3羊膜品胎と診断され，在胎24週3日に緊急帝王
切開で出生．3症例とも呼吸窮迫症候群，慢性肺疾患あり，出
生直後から挿管・人工呼吸器管理された．
<第1子>出生体重572g，Apgar Score(APS)1/5/6．修正29週3
日に抜管し非侵襲的陽圧換気(NPPV)に変更するも，無呼吸発作
頻発し再挿管．その後も抜管試みるが乳児期の抜管困難と判断
され，修正45週3日に気管切開術施行．転院時は呼吸器(自発換
気モード)と人工鼻を併用．PT介入は修正39週2日より開始．
<第2子>出生体重660g，APS1/3/5．修正30週2日に抜管し
NPPV管理に変更．酸素需要は継続したが，修正41週3日から
微量の酸素投与に変更し，修正45週1日に呼吸補助は終了した．
PT介入は修正38週6日より開始．
<第3子>出生体重642g，APS2/5/6．修正29週3日に抜管する
も，気道閉塞があり再挿管．その後も抜管試みるも管理困難で
挿管管理続いたが，修正32週3日に抜管，NPPV管理に変更し，
修正40週3日に呼吸補助は終了した．PT介入は修正38週4日よ
り開始．
転院前の脳MRI評価では全員異常なし．修正3ヵ月評価は修正3
ヵ月4～10日に実施．修正3ヵ月15日に全員で転院し，修正4
ヵ月3日に自宅退院．修正7ヵ月2日に当院にて修正6ヵ月評価
を実施した．
【結果および経過】
<第1子>新生児期のGMs・HNNEは挿管中で実施できず．修正3
ヵ月評価・GMs：Fidgety+，HINE：45.5点．修正6ヵ月評価・
K式検査：姿勢運動(PM)83/認知適応(CA)93/言語社会
(LS)85/Total89，HINE：67.5点．
<第2子>修正37週4日ではGMs：Poor Repertoire(PR)，HNNE：
18点．修正3ヵ月評価・GMs：Fidgety+，HINE：56.5点．修正
6ヵ月評価・K式検査：PM77/CA90/LS75/Total84，HINE：68
点．
<第3子>修正37週4日ではGMs：PR，HNNE：24.5点．修正3ヵ
月評価・GMs：Fidgety+，HINE：59点．修正6ヵ月評価・K式
検査：PM75/CA67/LS81/Total73，HINE：70.5点．
【考察】
第1子は第2・3子より修正3ヵ月のHINEは低く，Romeoらの早
産児のカットオフ値である53点より低いが，修正6ヵ月ではカ
ットオフ値の62点より高くなり，新版K式も3症例の中で最も
高い数値であった．修正3ヵ月で発達が遅れていても，成長と
ともに児の発達は大きく伸びる可能性が示唆されるため，フォ
ローアップが重要だと考えられる．今後はこれらの症例の経過
をフォローするとともに，さらに多くの症例で評価を重ねてい
き，修正3・6ヵ月でのHINEとK式検査との関連性を検討し，発
達障害リスクなどの検出が可能かなどを明らかにしたいと考え
る．
【倫理的配慮】本症例報告について，ヘルシンキ宣言に基づき，
対象者および保護者に対して，目的や内容，撤回の自由と個人
情報に関する十分な説明を行い，書面にて同意を得た．
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重症心身障害児・者のLIFEと身体組成値の関連
性の検討～LFCSを用いた生活機能分類ごとの比
較～
○小笠原 悠人 1)，菊池 芹佳 2)，渡邉 観世子 3)

1) 国際医療福祉リハビリテーションセンター　なす療育園 
リハビリテーション課
2) 秋津療育園
3) 国際医療福祉大学 保健医療学部　理学療法学科

【はじめに、目的】
重症心身障害児・者(以下、重心児)は、大島分類を用いること
で知的・運動機能の全体像が把握できるが、呼吸・循環機能や
姿勢等の情報は不十分である。これらに対し、重心児の詳細な
生活機能評価法のLife Inventory to Functional Evaluation(以下、
LIFE)と従来よりも細分化した生活機能分類のLife Function 
Classification System(以下、LFCS)が開発された。それらを利
用し機能ごとの心身機能の差を知ることで、重心児を細分化し
個々に沿った理学療法介入が可能となる。併せて、筋量や栄養
状態を把握することは運動プログラムを詳細に決定できる要素
となる。以上より本研究では、LFCSのレベル間でLIFEの生命維
持機能と姿勢運動のスコアの差および身体組成の比較を行った。
またLIFEのスコアと身体組成との関連を明らかにした。
【方法】
当施設を利用する重心児34名(男性：17名、女性：17名、年齢
：25.1±10.5歳、2～43歳)を対象としLIFE (Version0.5.5)の
PartⅠとPartⅡを評価した。またLFCS (Preliminary Version)を
用いてレベル1～6に分類した(レベル1：5名、レベル2：9名、
レベル4：5名、レベル5：6名、レベル6：9名)。身体組成評価
にはIn Body S10を使用し、Body Mass Index(BMI)、体脂肪率、
Extracellular Water/Total Body Water(ECW/TBW)、Phase 
Angle(PhA)、Skeletal Muscle Mass Index (SMI)の計測値を抽出
した。解析はLFCSのレベル間でのLIFEのPartⅠとPartⅡのスコ
アと身体組成値の差をKruskal-Wallis検定、LIFEのPartⅠとPart
Ⅱの各スコアと身体組成値との関連性をSpearmanの順位相関
係数にて検討した。
【結果】
LFCSのレベル間でのLIFEの差はPartⅠではLFCSレベル1と５(p
＝0.03)，6(p<0.01)、レベル2と5(p＝0.03)，6(p<0.01)、Part
Ⅱではレベル1と5(p<0.01)，6(p<0.01)で有意差が見られた。
LFCSのレベル間での身体組成値は、SMIでレベル2とレベル
6(p<0.01)にて有意差が見られた。LIFEのPartⅠとPartⅡのそれ
ぞれのスコアと身体組成値との相関は、PartⅠではPhA(ρ＝
0.41)、SMI(ρ＝0.57)との有意な正の相関が認められ、体脂肪
率(ρ＝－0.37)とECW/TBW(ρ＝－0.38)との有意な負の相関
が認められた。PartⅡでは、SMI(ρ＝0.56)との有意な正の相
関が認められ、体脂肪率(ρ＝－0.53)とECW/TBW(ρ＝－
0.67)との有意な負の相関が認められた。
【考察】
LFCSによる分類で抗重力位保持が可能で呼吸機能の問題の少
ないレベル1・2よりも気管切開や人工呼吸器管理で寝たきりの
レベル5・6の対象者でLIFEの各Partの合計値が低い傾向を示し
た。これにより、抗重力位保持の可否に加え呼吸管理の方法が
心身機能に影響する可能性があると考えられる。また、LFCS
にて心身機能が低いレベルの重心児は、SMIが有意に低下して
おり抗重力位保持には筋量維持が重要となると考えられる。身
体組成との関連性では、両Partで体脂肪率とECW/TBW、SMI
が関わっており、心身機能を捉えるには、栄養状態と筋量の関
わりが大きいことが示唆された。また、PartⅠでは、PhAとの
関係性も見られた。重心児の心身機能を捉えるうえで、呼吸状
態や姿勢保持機能、筋量・栄養状態を評価することは個々の状
態に沿った理学療法介入のために重要となる。
【倫理的配慮】本研究は国際医療福祉大学倫理審査委員会の承
認を受けている(承認番号：21-Ig-39、21-Io-13)。
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定量的超音波測定法を用いた重症心身障害児・
者における骨密度と運動機能、服薬状況、身体
組成との関連性
○菅野 航生 １)，小笠原 悠人 1)，菊地 優斗 2)，
小野 紋奈 2)，渡邉 観世子 3)

1) 国際医療福祉リハビリテーションセンター なす療育園
2) 国際医療福祉大学　保健医療学部 理学療法学科　学部生
3) 国際医療福祉大学　保健医療学部 理学療法学科

【はじめに、目的】
重症心身障害児・者(以下、重心児者)は、運動量の低下や抗て
んかん薬の服用などにより、骨折発生率が高いことが報告され
ている。骨折による活動量の低下は機能低下に繋がるため、骨
折の予防は重心児者において重要であり、そのリスクを把握す
ることは、運動強度の設定やプログラムを考える上で必須であ
る。骨折のリスクを把握する指標として骨密度があり、これは、
運動機能や服薬状況、筋量や栄養状態などの身体組成と関連す
ると言われているが、重心児者での検討は不十分である。以上
より、本研究では、当施設の重心児者の骨密度の特徴について、
運動機能の違いや服薬状況、筋量や栄養状態などの身体組成か
ら明らかにすることを目的とした。
【方法】
対象は当施設の入所者25名とした (男性：13名、女性：12名、
30.8±8.9歳、16～62歳)。対象者の情報としてカルテより骨
粗鬆症に対する治療薬、抗てんかん薬使用の有無、立位保持の
可否を収集した。
骨密度の測定方法は定量的超音波測定法で端座位姿勢にて測定
した。骨密度は同年齢および同性の対象者の基準値に対する値
のZ偏差値を解析の対象とした。身体組成については、骨格筋
指数のSkeletal Muscle mass Index (以下、SMI)、体水分量や栄
養状態の指標であるExtracellular Water/Total Body Water(以
下、ECW/TBW)、Phase Angle(以下、PhA)を体成分分析装置
(In Body S10)にて計測した。Z偏差値について骨粗鬆症に対す
る治療薬、抗てんかん薬使用の有無、立位保持の可否による違
いをMann-WhitneyのU検定にて比較した。またＺ偏差値とSMI、
ECW/TBW、PhAとの関連をSpearmanの順位相関係数にて検討
した。
【結果】
Z偏差値は平均が-3.79であり全対象者が負の値を示していた。
また、Z偏差値は立位保持の可否において有意差を認め
(p=0.001)、立位保持が不可能な群において低値を示した。一
方で、骨粗鬆症に対する治療薬と抗てんかん薬使用の有無では
それぞれ有意差を認めなかった。Z偏差値と身体組成の関連性
では、SMIとの間に有意な正の相関(ρ＝0.65、p = 0.001)、
ECW/TBWとの間に有意な負の相関を認め(ρ＝-0.47、p 
=0.02)であった。一方で、Z偏差値とPhAとの間には有意な相
関は認めなかった。
【考察】
重心児者において、骨密度は全体的に著しい低下を認めた。特
に、立位保持不可能な対象者では低値を示した。要因として、
骨のリモデリングが立位保持を行うことで促進されたことが考
えられる。そのため、立位に関わる要素の筋量は骨密度が高い
ほど高値であることや筋量の主な成分である体水分を示す
ECW/TBWは骨密度が高いほど低値という関連性も立位保持能
力に影響するものと考えられる。一方で、今回の結果では、骨
粗鬆症に対する治療薬と抗てんかん薬の使用による影響と栄養
状態との関連性は不明確であった。服薬に関しては、本研究の
対象者25名のうち6名で骨粗鬆症に対する治療薬を服用し、25
名のうち24名で抗てんかん薬を服用しており、対象者数の差が
大きく比較が困難であったと考えられる。また、抗てんかん薬
の種類や服薬量、服薬回数の違いも関連要因であると考えられ
るため、今後詳細に検討する必要性があると思われる。
【倫理的配慮】本研究は、国際医療福祉リハビリテーションセ
ンターなす療育園の施設長の許可を得て実施している。
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重症心身障害児・者に対する超音波画像評価に
よる気管横径の特徴と影響する要因について
○渡會 雄基 1)，横井 裕一郎 2)，松岡 審爾 2)

1) 社会福祉法人 札幌緑花会 大倉山学院
2) 北海道文教大学 医療保健科学部 リハビリテーション学
科 理学療法学専攻

【はじめに、目的】
重症心身障害児・者 (以下，重症児・者)の呼吸障害は多岐にわ
たり，様々な要因が絡み合い複雑である．その中に，気管の病
態や舌根沈下，下顎後退などの上気道狭窄・閉塞，さらには気
管に問題があると考えられる．健常児・者においては，気管の
大きさに影響する要因の検討はされているものの，重症児・者
を対象とし，気管の大きさに影響する要因について検討してい
る報告はない．そこで本研究の目的は，重症児・者の気管横径
の特徴を明らかとし，健常者との違いについて検討することと
した．
【方法】
対象は，当施設を利用する大島分類1～4に該当する重症児・者
とし，除外基準は気管切開，24時間人工呼吸器を使用，超音波
測定部位に皮膚トラブルがある，不随意運動等により測定が困
難とした．健常者の除外基準は，損傷を伴う呼吸器疾患や気管
病変の既往があるとした．気管横径の測定肢位は背臥位，頸部
中間位に保持した．測定方法は，触診にて甲状軟骨，輪状軟骨
を識別し，輪状軟骨の下端にプローブを短軸方向に当て，超音
波画像を2回取得し気管横径を測定した．超音波画像から気管
横径を測定する際は，乱数表を作成しランダムに測定した．統
計解析には，2回測定した平均値を使用した．統計解析は，目
的変数を気管横径，説明変数を年齢，性別，身長，頸部周径と
して，ステップワイズ法による重回帰分析を実施し，各対象群
で比較，検討した．有意水準は危険率5%とした．
【結果】
本研究には，重症児・者21名 (平均年齢32.9±16.1歳，男性11
名，女性10名)，健常者は，33名が参加し，その中の1名が除
外基準に該当したため，健常者32名 (平均年齢32.2±16.6歳，
男性22名，女性10名)の計53名が対象となった．重症児・者の
障害属性は，CP 16名，脳炎後遺症3名，脳外傷後遺症1名，染
色体異常1名であった．気管横径の平均値は，重症児・者13.3
±1.4mm，健常者15.1±2.1mmであった．ステップワイズ法
による重回帰分析の結果，重症児・者では身長 (P<0.001，標
準偏回帰係数：β=0.64)と頸部周径 (P=0.001，β=0.46)が説
明変数として残り，気管横径に対して有意に影響があることが
示唆された．健常者では性別 (P<0.001，β=0.63)と年齢 
(P=0.004，β=0.30)が説明変数として残り，気管横径に対して
有意に影響があることが示唆された．
【考察】
気管横径に対して影響する要因は，重症児・者では身長と頸部
周径，健常者では性別と年齢となり，異なっていることが明ら
かとなった．重症児・者の障がい特性を考慮すると，身長・頸
部周径への影響因子として栄養摂取状態が考えられる．加えて，
頭部保持能力などの運動機能の影響が考えられる．発達過程に
おいては，感染症や消化器症状，誤嚥が気管の炎症・ダメージ
を招くことで気管横径に影響を与えている可能性が考えられる．
このように，障がいが重度であるほど，気管横径が狭小化する
可能性が考えられる．そのため，栄養摂取状態，生活場面に応
じた姿勢・呼吸管理，運動機能向上を目指した介入が重要であ
ると考えられる．今後は，重症児・者の重症度による要因や発
達過程において縦断的に捉える必要がある．
【倫理的配慮】本研究は，北海道文教大学研究倫理審査委員会
ならびに社会福祉法人札幌緑花会大倉山学院倫理委員会による
審査，承認を得て実施した (北海道文教大学承認番号：第
03009号)．対象者が健常者の場合は，本人に書面および口頭
で説明し，対象者が重症児・者の場合は，ご家族または後見人
に書面および口頭で説明し，書面にて同意を得て実施した．
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重症心身障害児(者)の横隔膜移動距離と姿勢との
関連について
○石野 智香，糸数 昌史，小笠原 悠人，渡辺 玲菜

国際医療福祉大学大学院

【はじめに、目的】
重症心身障害児(者)の特徴として、寝たきりの状態が多い、変
形や拘縮を伴うことが多い、痰の吸引が必要であり、肺炎や気
管支炎を起こしやすいとされている。また、重症心身障害児(
者)は骨格系の変形による胸郭変形や横隔膜の運動制限が生じ
やすく、呼吸機能の低下が示唆される。今回、横隔膜のみで呼
吸を行った場合の肺活量は一般的に予想肺活量の70％であると
いわれているため、重症心身障害児(者)の横隔膜に着目した。
現在、行われている呼吸機能検査ではスパイロメータによる検
査が定着しているが、重症心身障害児(者)では重度の知的障害
のため、言語によるコミュニケーションを使用した検査は困難
である。そのため、非侵襲的で身体の表面から内部を測定する
ことができる超音波診断装置を使用し、横隔膜の移動距離を評
価できないかと考え、研究を行った。今回の研究では重症心身
障害児(者)の姿勢と横隔膜の動きの関係性を明らかにし、呼吸
機能に対する影響を検討することを目的とした。
【方法】
対象者は重症心身障害児(者)17名(男性10名女性7名、年齢21.7
±11.2歳、身長1.33±0.19m、体重29.3±9.8kg)とし、測定肢
位は背臥位、両側臥位、腹臥位とした。超音波診断装置
(VolusonE8)、コンベックス型プローブ3.5Hzを使用し、右肋骨
弓下斜走査法を用いて計測した。先行研究に基づき、Bモード
で肝臓、腎臓、胆嚢をランドマークに横隔膜位置を同定し、M
モードで安静呼気から最大吸気時の横隔膜移動距離を安静時呼
吸5回分測定した。基礎情報として年齢、性別、身長、体重、
心拍数、呼吸数、動脈酸素飽和度、脊柱変形角度 (cobb角、胸
郭扁平率)を得た。統計処理としてデータの正規性の検定は
Shapiro-wilk検定、各姿勢の横隔膜移動距離の変化はフリード
マン検定、多重比較としてダービン＝コノバー法を使用した。
横隔膜移動距離と体格・胸郭形状・バイタルサインとの関連性
の検討にSpearmanの相関分析、脊柱変形の特徴および脊柱変
形の程度による横隔膜移動距離の差の検定にマンホイットニー
のＵ検定を使用した。統計ソフトはSPSS version 22.0を用い、
有意水準は５％とした。
【結果】
各姿勢の横隔膜移動距離の中央値は腹臥位 0.28cm、背臥位 
0.79cm、右側臥位 0.64cm、左側臥位 0.57cmであり、腹臥位
での横隔膜移動距離が有意に低値であった (p<0.05)。各姿勢で
の横隔膜移動距離と体格・胸郭形状・バイタルサインとの有意
な関連性は認められなかった。脊柱変形は胸部Ｃ字側弯が4名、
Ｓ字側弯が12名であった。S字側弯の中で胸部側弯50°未満が
6名と50°以上が6名であり、脊柱変形の特徴および脊柱変形
の程度の群間における横隔膜移動距離には有意な差は認められ
なかった。
【考察】
重症心身障害児(者)は背臥位、左側臥位、右側臥位と比較して
腹臥位での横隔膜移動距離が低下していた。これらは前胸部の
圧迫によりポンプハンドル機能が働かず、他の姿勢と比較して
腹臥位の横隔膜移動距離が低下したのではないかと考えた。各
姿勢での横隔膜移動距離と体格・胸郭形状・バイタルサインに
有意差がみられなかったことから重症心身障害児(者)の横隔膜
動作には姿勢による影響が強いと考えた。
【倫理的配慮】国際医療福祉大学大学院倫理審査委員会の承認
を得た(承認番号：22-lg-196)
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セミファーラー位が重症心身障害児(者)の呼吸機
能に及ぼす変化
○田代 峻一 1,2)，東　 菜奈子 1,2)，米倉　 照代 1,2)，
澤田　 一美 1)

1) はながしま診療所
2) 障がい福祉サービス事業所はながしま

【はじめに、目的】
重症心身障害児(者) (以下、重症児(者))の呼吸障害に対する健康
管理は生命維持機能と直結した重要な課題である。呼吸姿勢管
理では腹臥位系姿勢の有用性が多く報告されているが、その他
の選択肢も必要である。セミファーラー位(以下、SF位)は背臥
位に比べ腹部臓器による横隔膜圧迫が軽減され、慢性閉塞性肺
疾患ではリラクゼーション効果や呼吸困難感の軽減が報告され
ているが、実際に重症児(者)に呼吸管理目的で使用した報告は
見受けられない。今回、重症児(者)に対しSF位の呼吸機能への
影響を評価したため、考察を加えて報告する。

【方法】
当通所事業所を利用され、呼吸管理を行っている大島分類1の
重症児(者) 9名(16～46歳、中央値30歳、四分位範囲24.5-33.5
歳)を対象とした (背臥位で唾液誤嚥等の不利益がある者は除外
した)。評価項目は①経皮的動脈血酸素飽和度(以下、SpO2)②脈
拍③呼気時間④横隔膜筋厚変化率(以下、ΔTdi％)。背臥位/SF
位15度/SF位30度をそれぞれ30分実施し動画撮影を行った。①
SpO2②脈拍はモニター(DSL-80001:フクダ電子)より1分ずつの
平均値を使用。③呼気時間は動画低速再生より、各姿勢25分経
過以降の胸郭運動を視覚的に評価し1/100秒単位で15回計測。
④ΔTdi％は超音波画像診断装置(vscan extend: GEヘルスケア
ジャパン)で側弯凸側の中腋窩線上第8・9肋骨部(Zone of 
apposition)から横隔膜運動を10回撮影。吸気/呼気終末時の横
隔膜筋厚を画像解析ソフトImage Jで各5回計測し、最大/最小
値を除く3回の平均値を使用、(吸気筋厚-呼気筋厚)/呼気筋厚×
100から算出した。評価時のポジショニングは枕とクッション
を使用し股関節/膝関節軽度屈曲位、計測はすべて同一検者が
実施した。統計解析は一元配置反復測定分散分析、多重比較に
はTukey法、統計ソフトはJSTATを使用し有意水準5％とした。

【結果】
SpO2は15度で増加1例、30度で減少が3例みられた(p<0.01)。
脈拍は15度以上で減少が4例(p<0.05 1例、p<0.01 3例)、30度
で減少が2例みられた(p<0.01)。呼気時間は15度以上で増加が
3例(p<0.01 )、30度で増加が3例(p<0.05 1例、p<0.01 2例)、
15度以上で減少が2例みられた(p<0.01 )。ΔTdi％は15度以上
で増加が3例(p<0.01 )、30度で増加が1例(p<0.01 )、30度で減
少が1例(p<0.01 )みられた(計測不可2例あり)。

【考察】
緊張が高い筋肉はリラックスした状態に比べ数倍の酸素消費が
あるとされ、リラクゼーション肢位により呼吸補助筋の過剰な
活動を抑制することは重要である。今回の対象者では、SF位で
脈拍減少や呼気延長する例が多くみられ、リラクゼーションに
寄与した可能性がある。また2例でSpO2低下や呼気時間短縮な
どネガティブな変化がみられ、この2例は普段から上体を起こ
す姿勢をあまり好まれない傾向があり、それを支持する結果と
なった。呼吸障害を有する重症児(者)へのSF位はリラクゼーシ
ョンや呼吸管理姿勢として有用である可能性があり、個別性に
応じた配慮は必要だが、日常生活を安楽に過ごすための選択肢
として活用できるものと考える。
【倫理的配慮】本研究は、はながしま診療所倫理審査委員会の
承認を得て実施した。対象者には口頭と文書で研究内容と個人
情報の取扱い、参加の有無に関わらず不利益のない旨などを十
分に説明し、同意の署名を得て実施した。
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施設入所する重症心身障害者の生活機能
○小島 賢司 1)，中村 拓人 2)

1) 横浜医療福祉センター港南 リハビリテーション課
2) 神奈川県立保健福祉大学 リハビリテーション学科　作業
療法学専攻

【背景】重症心身障害とは多様な障害像であり,生涯にわたり包
括的な支援が求められている. 理学療法士は重症心身障害者を
支援する代表的な専門職であり, 理学療法実践においても心身
機能のみならず日常生活への参加を支援することが求められて
いる. 近年参加に焦点を当てた多くのリハビリテーション研究
が出版されており, 参加に影響を与える要因の特定や, 参加に焦
点を当てた介入の開発が行われている. これらの研究のほとん
どは海外で行われた研究であるものの, 我が国でもICFに根ざし
た測定ツールであるLife Inventory to Functional Evaluation 
for Individuals with Severe Motor and Intellectual Disabilities (
以下 LIFE)の開発が進められており, 参加に焦点を当てた研究の
基盤が整備されつつある. そこで本研究では, LIFEを用いて以下
２つの研究疑問を調査することとした. (1)施設入所する重症心
身障害者の参加の状況を記述する. (2)彼らの心身機能と活動が
重症心身障害者の参加をどの程度予測するかどうかを検証する.
 

【方法】横断研究を実施した.対象は富田分類の基準に合致する
20歳以上の重症心身障害者とし,重症心身障害者施設Aの５つの
異なる病棟から便宜的にサンプリングした. 各参加者を担当し
ている理学療法士によってLIFEが実施され, カルテから人口統
計学的情報が収集された. 全対象者のLIFEの「Part IV :生産的活
動場面における参加」のスコアを従属変数とし, LIFE「Part I : 
生命維持機能」「Part II : 姿勢と運動」「Part III :日常生活活動
場面における機能的活動」および人口統計学的情報を説明変数
として重回帰分析を実施した.有意水準は5％とし, 分析には
SPSS25.0を用いた.

【結果】56名からデータが収集された. 内訳は男性31名,女性
25名であり, 年齢の中央値は31歳(SD:11.5), 入所歴は6年
(SD:2.3)であった. 富田分類1の参加者が77%, 2の参加者が14％
, 5の参加者が7％, 6の参加者が2%であった. 全参加者のLIFEス
コアの中央値は, Part1で52%(SD:19) ,Part2で22%(SD:24),Part3
で11%(SD:5),Part4で15%(SD:7)であった. 重回帰分析の結果は
年齢の標準化係数が-.278, 性別が.240, 入所歴が. 097, Prat1が
.651, Part2が.140, Prat3が.015であり,年齢とPart1のスコアの
みが有意であった. R2乗値は.347であった.
【結論】本研究の参加者は生命維持機能や姿勢・運動機能に比
べてLIFEの参加に関する項目では個人差が小さかったことから
, 心身機能に関わらず参加の機会が保障されていた可能性があ
る. また, 入所施設においては, 認知機能や運動機能といった機
能よりも, 生命維持機能が参加制限と関連していた. このことは
, 生命維持機能の重要性を示唆している. 一方で, LIFEの参加に
関する項目には医療的ケアの必要性に関する項目が多く含まれ
ており, この測定ツールの内容妥当性が十分に検証されていな
いことを考慮する必要がある. また, 本研究では環境に関する変
数が未測定であり, R2乗値が高くなかったことを考慮すると, 参
加における環境の重要性を指摘する多くの先行研究と同様に,環
境が重要な予測因子であった可能性がある. 今後は環境的側面
にも考慮した調査を行うことで, より包括的に重症心身障害者
の参加を理解することができる. 
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に沿った研究であり当
法人の倫理審査員会にて承認を得た (2023-5-29).対象者へは本
人または代理人に同意を得て,個人が特定されないよう配慮した
.
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重症心身障がい児・者における骨格筋量・筋質
と肺炎発症との関連－縦断観察研究－
○田實 裕嗣 1)，福元 喜啓 2)，南 弘一 3)，
井下 兼一郎 1)，野田 知秀 1)，芝﨑 嘉寿緒 1)，
薗畑 勇佑 1)，坪井 直人 1)，日根野谷 昇 1)

1) 国立病院機構　和歌山病院 リハビリテーション科
2) 関西医科大学 リハビリテーション学部
3) 国立病院機構　和歌山病院 小児科

【はじめに、目的】
重症心身障がい児・者 (以下，重症児・者)は肺炎を含む呼吸器
感染症を合併しやすいことが知られており，死亡原因の主な一
つとされている。高齢者において骨格筋量の低下は肺炎の発症
や再発に関連していることが報告されている。重症心身障がい
児・者においても骨格筋量が低下しているため，肺炎を発症し
やすいことが考えられるが，渉猟しえた限りではこれらの関連
性を調べた研究は見当たらない。そこで本研究は重症児・者の
骨格筋量および筋質が肺炎の発症に及ぼす影響を検討すること
を目的とした。
【方法】
対象者は当院へ入院している重症児・者74名(男/女：48/26名，
平均年齢：43.4±17.8歳)とし，ベースライン評価時に肺炎を
発症している者は除外した。ベースラインの評価として診療録
より気管切開の有無，人工呼吸器使用の有無，栄養摂取状態 (
経口，経鼻経管，胃瘻または腸瘻，持続注入)，側弯の有無，
アルブミン値，リハビリテーションによる1ヶ月あたりの平均
離床時間，過去1年間の肺炎発症の有無，身体属性として年齢，
性別，BMI，身長，体重の情報を得た。骨格筋量・筋質の測定
は超音波画像診断装置を用いて行い、上腕二頭筋，大腿四頭筋，
腹直筋，内・外腹斜筋，腹横筋の筋厚と筋輝度を評価した。ベ
ースラインから半年間のフォローアップ期間に，肺炎を発症し
た者を肺炎群(n=23，男/女：17/6，平均年齢40.3±20.2歳)，
発症しなかった者を非肺炎群(n=51，男/女：31/20，平均年齢
44.8±16.5歳)とした。統計解析として，ベースラインにおけ
る群間比較をχ2検定またはマン・ホイットニーのU検定にて
行った。また肺炎の発症に関連する要因を抽出するため，従属
変数として肺炎の発症を，独立変数として群間比較にて有意差
を認めた項目を投入したロジスティック回帰分析を行った。統
計学的有意水準は5％未満とした。
【結果】
群間比較の結果，気管切開の有無(p=0.019)，栄養摂取状態 
(p<0.002)，過去1年間の肺炎発症の有無 (p=0.001)，内腹斜筋
筋厚 (p=0.032)において有意差を認めた。一方で他の項目にお
いては群間による差を認めなかった。ロジスティック回帰分析
の結果，肺炎の発症には過去1年間の肺炎発症 (オッズ比：
4.54，p=0.026)と内腹斜筋筋厚 (オッズ比：0.008，p=0.025)
が有意な関連を示した。
【考察】
重症児・者における肺炎の発症には内腹斜筋筋厚と過去1年間
の肺炎の有無が関連していた。腹斜筋群は腹直筋よりも強く呼
気に影響していること，特に内腹斜筋は呼吸需要が増加する状
況で腹腔内圧を調節することが報告されている。そのため，内
腹斜筋の筋量低下は咳嗽やくしゃみなどの気道クリアランスの
低下につながり，肺炎のリスクを高めている可能性があると考
えられる。以上より、重症児・者の肺炎発症は内腹斜筋の筋厚
減少によって予測できることが示唆された。
【倫理的配慮】本研究は，和歌山病院倫理審査委員会の承認を
得て実施した (承認番号：04-1)。また，すべての被験者の家族
または成年後見人に本研究の趣旨および内容について口頭およ
び文書で説明し，自由意思による参加の同意を書面により得た。
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脳症後遺症を呈した症例ー高校卒業後の生活に
向けた短下肢装具の選定ー
○富樫 希望，羽鳥 航平，横山 浩康

熊谷総合病院

【はじめに】
急性脳症後遺症は、筋緊張異常や知的障害により姿勢保持能力
や移動能力に異常をきたす事がある。予後として、歩行獲得後
も関節拘縮や筋力低下をきたし、歩行能力維持が課題となり運
動療法と共に装具療法を行う。今回、高校卒業を控える脳症後
遺症の症例を担当し、生活で必要となる装具の選定について以
下に報告する。

【方法】
症例は年齢10代、女性、特別支援学校に通学中。１歳４か月で
発症、11歳で短下肢装具付靴型装具 (以下旧装具)を作成。旧装
具は金属支柱付きで、足部補正が少ない装具である。足長の成
長が少なく、靴部分を残し金属支柱のみ修理を行い使用。当院
でのリハビリテーションは3年前より開始。初回、寝返り・起
き上がり・あぐら床座位自立。起立・立位保持・歩行は一人介
助。両足部外反扁平変形、足関節背屈制限あり。左足関節背屈
－3°、右足関節背屈0°である。立位も、左足底全面接地困難。
主に車いす生活で、場所により後方一人介助にて歩行。知的障
害より簡単な指示理解可能だが意思の訴えに困難さあり。当院
でも旧装具を使用し起立・歩行練習を実施。学校での活動時間
や、歩行練習の際も使用。しかし、内転筋群優位の歩容が目立
ち、外反扁平変形の助長で外転筋群の筋出力低下が見られた。
2年半前に外転筋の筋トレと足部変形防止も兼ねて、左外側ウ
ェッジ、両足ヒールアップした短下肢装具付靴型装具 (以下現
装具)を作成。完成直後、歩行時股関節外転外旋と後方重心あ
り。精神的緊張で、バランスを崩す場面にて身体硬直あり。プ
ログラムとして関節可動域練習、腹臥位姿勢保持練習を行い、
歩行時前方ステップ促しとして、手すり把持での起立・立位練
習と、手引き歩行練習を実施。

【結果】
介入後1年程でステップ改善と歩行介助量軽減が可能。足関節
背屈可動域は介入開始時と比べ著変なし。現装具は足部前方荷
重可能となり、ステップ円滑となった。元々恐怖心が強く、現
装具への適応にも時間を要したが、2人介助で段差昇降練習も
可能。徐々に使用頻度が増加した。しかし、身長・体重の増加
とイベントや環境変化にて、歩行への恐怖心が出現。右母趾の
深爪による傷も重なり、現装具着用困難な期間が1か月程あっ
た。傷の治癒後、現装具で歩行練習を再開したが、後方重心が
多く歩行困難となった。家族介助も困難となり、現装具の着用
機会減少。現在、現装具はリハビリのみで使用。家族より日常
生活で使用できる装具の希望あり、高校卒業後の生活でも着用
できる新しい装具の選定をすることになった。

【考察】
歩容改善と関節可動域維持目的の装具作成し、歩容改善と生活
場面にて使用可能となったが、現在は装具の使用頻度が減少。
背景として、前方荷重促進目的のヒールアップが、成長による
足部前方への荷重増加にて恐怖心に繋がったと考える。また、
精神的ストレスも身体状況に影響を与えていたと考えられる。
今回の結果として、精神的安定のある装具と身体的改善を目的
とした装具を比較し、本症例は前者の方が生活場面での使用が
見込めると考えた。この結果をもとに、今後は精神面を考慮し
た装具を作成したいと考えている。
【倫理的配慮】本報告は当院の規定に基づき、個人を特定でき
ないよう配慮し、研究以外の目的で患者データを利用しないこ
と。また、症例の家族に対して本報告の主旨を伝え、書面にて
同意を得た。
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当院外来リハビリにおける神経発達症児に対す
る足底装具療法の現状
○戸村 菜々美 1)，石田 悠 1)，藤本 潤 1)，
星山 伸夫 2)，鈴木 文晴 1,3)

1) 第２北総病院 リハビリテーションセンター
2) 第２北総病院附属小児リハビリテーション事業所 かざぐ
るま
3) 第２北総病院 小児科

【目的】
当院リハセンター小児理学療法外来における足底装具療法は，
以前はダウン症児が多くを占めていたが，近年はDSM-５の大
カテゴリー「神経発達症群」に該当する児の作製例が増加して
きている．現在，常勤の小児神経専門医は１名でリハ処方や薬
物療法，装具診察を実施しており，診察予約をとるのが非常に
困難な状況である．そのため，足底装具療法の相談や適応判断
に関しては，担当の理学療法士 (以下，PT)が窓口になって行わ
れている．必要性に応じて装具診察に繋げているが，PT間でば
らつきがあることや判断に迷うことも多いのが現状である．自
閉スペクトラム症 (以下，ASD)や注意欠如・多動症 (以下，
ADHD)，発達性協調運動症 (以下，DCD)などの神経発達症児の
足底装具療法の報告は少なく，その実態は明らかになっていな
い．そこで今回の研究では，当院PT部門の神経発達症児に対す
る足底装具作製の目的や時期を後方視調査し，足底装具療法の
現状を明らかにすることを目的とした．
【方法】
対象は，2023年4月時点に当院でPTを実施している「神経発
達症群」の下位診断に該当する小児195例のうち足底装具を作
製した32例 (CA範囲：2-14歳)とした．方法は，対象児を知的
能力障害 (以下，ID)併存の有無でID (＋)群とID (－)群の２群に
分類し，診療録から後方視的に性別，診断名，歩行獲得月齢，
足底装具作製目的，装具作製月齢を調査した．分析は２群間で
診断名，足底装具作製目的の比率をFisher’s exact test で比較
した．さらに，歩行獲得月齢，装具作製月齢について
Mann-Whitney’s U testにより2群間で比較し，有意水準は全
て5％とした．
【結果】
ID (＋)群は12例 (男児8例，女児4例)，ID (－)群は20例 (男児
17例，女児3例)であった．診断別では，ID (＋)群は12例全例
ASDであった (100％)．ID (－)群はASD14例 (70％)，DCD６例 
(30％)であった．足底装具作製目的は，ID (＋)群で扁平足の改
善が９例 (75％)，歩行時のバランス改善が3例 (25％)，痛みの
改善1例 (8％)，ID (－)群は扁平足の改善が13例 (65％)，歩行
時のバランス改善が９例 (45％)，痛みの改善が5例 (25％)で，
両群の比率に有意差は認めなかった (p＝.46)．歩行獲得月齢の
中央値 (四分位範囲)は，ID (＋)群が23.5 (21.3‐24.5)ヶ月，ID 
(－)群は15 (13.8‐18.5)ヶ月で，ID (＋)群は有意に歩行獲得月
齢が遅かった (p<.05)．装具作製月齢の中央値 (四分位範囲)は，
ID (＋)群は64.5 (57‐97.8)ヶ月，ID (－)群が75 (54.8‐111.3)
ヶ月で，2群間に有意差は認めなかった (p＝.47)．
【考察】
当院で足底装具療法を実施した「神経発達症群」の下位診断は
ID併存に関わらずASDが最も多く，次いでDCDで，ADHDはい
なかった．ASDやADHDにDCDが合併することが多いが，５歳
児健診で指摘されているように，ASDはADHDに比べて閉眼立
位・片脚立位など下肢の協調運動やバランス能力に問題がある
ことが報告されている．歩行獲得月齢はIDを併存すると有意に
遅かったが，ID (－)群でも足底装具作製に至った症例は多く，
下肢の協調運動やバランス能力の評価が足底装具適応を判断す
る指標になる可能性が示唆された．
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき，当院倫理委
員会の承認を得て，倫理的配慮として個人を特定できないよう
個人情報の扱いに配慮し実施した.
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理学療法介入と座位保持装置等の環境調整によ
り「介助のしやすさ」が変化した脳性麻痺児の
一症例：症例報告
○加藤 久幸，井上 孝仁，西部 寿人，井上 和広，
藤坂 広幸

北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーショ
ン課

【はじめに】
脳性麻痺は、身体機能低下と並行して日常の活動制限を認め、
介助が必要となることが多い。理学療法評価を行う上で、介助
が必要な量や動作を把握することが必要である。2014年Ward
らにより、Ease of Caregiving for Children Measure  (以下ECC)
が考案され、2023年には日本語版も翻訳されている。今回は、
ECCを用いて、介護者からみた「介助のしやすさ」の改善が示
された１症例を経験したので報告する。

【対象および方法】
対象は、混合性脳性麻痺を持つ6歳男児。機能分類では、
GMFCS：Ⅴ・MACS：Ⅴ・CFCS：Ⅴ、EDACS：Ⅳ、在胎39週3
日、 2565gにて仮死なく出生。母の困り感として、「姿勢を
保つことができず、抱っこや椅子座位、入浴時に床に座ること
など介助が大変」とのこと。身体機能としてGMFM11.76％、
頚定(+)、寝返り未、ジストニック様の筋緊張のため、感情の高
低に筋緊張が左右される。床上座位は、前方もたれ座位で安定
しやすい。座位保持装置は、リクライニング角度によって食事
中の嚥下状態が変化する。
方法は、ECCとCanadian occupational performance measure(
以下COPM)を用いて入院時と退院時 (入院２週間)に評価した。
ECCは、お子さんが安全に毎日の生活を送れるように手助けす
ることがどれくらい難しいかを保護者が記入する評価尺度であ
る。項目数は12項目で、１ (とても難しい)～5 (手助けは必要
ない)の５段階で採点。合計は最低12、最高60。尺度化スコア
は最低0、最高100で算出した。
COPMは、目標を設定し遂行度・満足度を1 (全くしていない)
～0 (とてもしている)で採点した。

【結果および経過】
ECC：入院時→退院時 (２週間)合計スコア43→49　尺度化スコ
ア46.3→54.2
変化点した項目は、就寝時の姿勢、食事中の姿勢、服の着脱、
装具着脱、入浴・身だしなみを整える、オムツ交換であった。
COPM：目標①「バギー・座位保持装置の新調と調整」は遂行
度4→10、満足度2→10と変化し、目標②「お座りができるよ
うに」は遂行度2→9 満足度2→9へと変化した。
理学療法介入は、床上座位の前方もたれ座位練習に加え、自宅
入浴時に使用するテーブルを作成し、入浴中に座っていられる
工夫をした。座位保持装置のリクライニング角度を40度にセッ
ティングすることでムセなく食事を摂ることが可能となった。

【考察】
理学療法の介入による床上座位の姿勢保持能力が向上したこと
や、座位保持装置の環境調整により生活面が変化し、筋緊張が
緩和したことで介助のしやすさが改善したと考える。
介助のしやすさが変化することで、COPMの目標の遂行度と満
足度の変化に関与したものと推察する。
今回ECCをもとに、生活に必要な介助の実態を家族と共有し、
話し合いながらアプローチしていくことの重要性を再確認し、
介助のしやすさは、生活リズムや環境面でも変化するため、そ
れらの要因に配慮して理学療法を行う必要があると考える。
今回は２週間と比較的短期的な調査であったため、今後より長
期的な視点に立ち、介入、評価を継続していきたい。
【倫理的配慮】発表にあたり、患者の個人情報とプライバシー
の保護に配慮し、家族から同意を得た。
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独歩を獲得した健常幼児の発達状況と靴の形状
の関係
○高木 健志 1)，新田 收 2)，高橋 恵里 3)，
楠本 泰士 3)

1) 東京工科大学 医療保健学部
2) アール医療専門職大学 理学療法学科
3) 福島県立医科大学 保健科学部

【はじめに、目的】
近年、幼児の足部の発達に関わる要素として、靴におけるつま
先の余裕が重要と考えられているが、日常使用している靴のつ
ま先の余裕 (以下：つま先の余裕)と乳幼児の運動発達との関係
についての研究は限られている。
本研究は、独歩可能な乳幼児の発達状況とつま先の余裕の関連
性を明らかにすることを目的とし、遠城寺式乳幼児分析的発達
検査法 (以下：遠城寺式検査)の各領域とつま先の余裕との相関
関係を検討した。
【方法】
1．対象
対象は、名古屋市某法人の複数の保育所で募集された独歩を獲
得し日常的に歩行している1-2歳の幼児とした。除外基準は、
発達障害、知的障害、神経系疾患、整形外科疾患を有する者と
した。
2．測定項目
乳幼児の発達状況を遠城寺式乳幼児分析的発達検査法を用いる
ことで評価した。本研究では、日常的に参加者の保育を担当し
ている保育士が評価を行なった。その後、実際の月齢と遠城寺
式乳幼児分析的発達検査法における各領域での発達月齢の差 (
以下：月齢差)を算出した。
つま先の余裕は、靴のサイズと足のサイズの差を算出すること
で評価した。足長の評価は股関節・膝関節が屈曲90度になる椅
子座位姿勢で行、硬い床面の上に測定面を接地させ、踵点から
足先点 (第一趾と第二趾で長い方の足趾点)を結んだ直線距離を
計測した。その後、左右の足長の平均値を算出した。靴のサイ
ズは、靴からインソールを取り出し、最後点と最前点を結んだ
直線距離を計測した。
その後、遠城寺式検査の各領域の月齢差とつま先の余裕の
Spearmanの相関係数を算出した。
【結果】
14名が対象となり，平均月齢は27.4±4.5ヶ月であった．遠城
寺式検査の月齢差は移動運動領域が－0.1±3.2ヶ月、手の運動
が－0.5±6.0ヶ月、基本的習慣が－2.0±3.3ヶ月、対人関係が
1.2±6.0ヶ月、発語が－3.0±5.5ヶ月、言語理解が－1.4±5.9
ヶ月であった。平均足長は13.5±0.8cm，平均インソール長は
14.2±1.1cmであった．つま先の余裕は0.6±1.cmであった．
遠城寺式検査の各領域の月齢差とつま先の余裕のSpearmanの
相関係数を算出した結果、移動運動の月齢差とつま先の余裕の
間にのみ有意な正の相関を認めた (rs=0.6、p=0.03)。
【考察】
本研究では独歩を獲得した幼児を対象に、遠城寺式検査の各領
域の月齢差とつま先の余裕のSpearmanの相関関係を検討した。
その結果、移動運動の月齢差とつま先の余裕の間に有意な正の
相関関係を認め、他の領域には相関関係がないことが明らかに
なった。報告により差はあるが、子供の靴においてつま先の余
裕は5～15mm程度必要とされている。本研究におけるつま先
の余裕は0.6±1.cmであり、小さい靴を履いている乳幼児が多
いことがわかる。遠城寺式の移動運動領域には「走る」「両足
で飛ぶ」といった足趾の活動が必要な項目が多く、小さい靴を
履いたことが足趾の運動発達に負の影響を及ぼし移動運動領域
のスコアが低くなったことが推察される。本研究は横断的研究
であり、発達状況とつま先の余裕の因果関係は明らかになって
いない。また、つま先の余裕が発達に及ぼす長期的な影響は明
らかになっていないため、さらなる調査が必要である。
【倫理的配慮】本研究は東京工科大学倫理審査委員会の承認を
得て実施した。ヘルシンキ宣言に基づき研究の目的および方法
を対象者の保護者に対し十分に事前説明し、研究協力の同意を
得て行った。また、本研究への協力を断っても、何ら支障のな
いことを書面にて伝えた。



 P-1-19  装具・支援工学

未独歩に対して、改良成人歩行器が有効であっ
たプラダ―ウィリー症候群小学2年生の一例
○楠 拓也，井上 あゆみ，野村 穂乃香

苫小牧市福祉部発達支援課　苫小牧市こども通園センター
おおぞら園

【はじめに、目的】
15番染色体異常が原因とされるプラダ―ウィリー症候群 (以下、
PWS)の特徴は運動及び知的発達の遅れ、筋緊張低下、摂食障
害など多岐にわたる。運動発達の遅れは乳児期に顕著で、歩行
開始後は目立たなくなることが一般的であるが、今回我々は歩
行開始が遅く、改良成人歩行器を使用し、独歩を獲得したPWS
の一例を経験したため報告する。
【方法および症例報告】
症例は当園に通園している7歳女児。出生後すぐに、PWSの診
断を受け、現在は市内特別支援学級 (肢体不自由)に就学してい
る。左股関節臼蓋形成不全を呈していたため、出生後リーメン
ビューゲル装具をしていた経過あり。また、左凸の側弯が顕著
になってきており、Cobb角は38°と側弯症の診断を受けてい
る。
小学校入学前の日常移動は、骨盤帯付ポスチャーコントロール
ウォーカー (以下、PCW)を3年間使用し、歩行していた。不安
感を訴えるようになり、小学校入学を機に歩行器を変更するこ
とになり、成人歩行器松永製作所MV-100 (以下、MV-100)を
改良し、日常において使用することとした。
【結果および経過】
小学校入学前の運動評価ではPCW使用で30ｍの歩行直線距離
で疲労感が増し、中断していた。10ｍ歩行は、25秒を要した。
入学後のMV-100を使用した10ｍ歩行は、20秒を要し、歩行速
度は増した。30ｍの直線距離においても疲労感はなく、中断せ
ずに歩行は可能だった。
入学後は当園のリハビリを月2回実施し、学内においても積極
的な歩行器使用及び全身の筋力増強トレーニングプログラムを
作成し、自立活動時間及び体育の授業内に取り入れるよう依頼
した。
小学2年生になり、独歩が可能になり、歩行器使用なしの10ｍ
歩行は、22秒を要した。
【考察】
小学校入学前におけるPCW使用時よりもMV-100での歩行速度
が増す結果となった。PCW
は、後方型歩行器に分類され、購入時の公的助成の対象であり、
利点が多くあることから脳性麻痺児などには利用者が多い。児
にとっては後方重心になりやすく、前方に重心を偏位させるこ
とへの不安感が生じるため、歩行速度は低くなったと思われる。
PCWでは方向転換時は一度持ち上げる必要があるが、前方型歩
行器として改良を加えたMV-100は、スムーズな方向転換を行
うことができ、学内における教室移動では利用しやすかったと
思われる。また、荷物を同時に運ぶことができ、教具を持ちな
がら移動できる点としては、授業への参加意欲及び自立度が高
くなったと思われる。主観的ではあるが、児自身もPCWよりも
押して歩く歩行器の方が歩きやすいとのことだった。
今後、6分間歩行や歩数を計測し、経時的に検証を行う必要が
あると考えられる。
【倫理的配慮】保護者に症例報告の趣旨および倫理的配慮につ
いて説明し、書面にて同意を得た。

 P-1-20  装具・支援工学

デジタルツールの導入が放課後等デイサービス
における支援の質に与える影響
○仲村 佳奈子

株式会社デジリハ

【はじめに、目的】放課後等デイサービス等の障害児通所支援
事業において支援の質の向上は大きな課題であり、専門職の配
置により加算が発生するなど、制度面での改善が図られている。
一方で、児童分野の経験が少ない職員が多く在籍するという課
題も指摘されており、理学療法士等の専門職が配置される際に、
いかに専門的知識を伝達していくかということが重要な視点と
なる。本調査では、デジタルツールの導入が、障害児通所支援
施設の支援の質向上という観点において、どのような影響を及
ぼし得るか検証することを目的とした。
【方法】デジタルツールとして、「デジリハ (Digital 
Interactive Rehabilitation System)」を導入している放課後等デ
イサービスの中から任意の施設を4箇所選定。理学療法士4名、
保育士1名の計5名に半構造化インタビューを実施。文字起こし
した内容について、文脈に沿って意味を最小限の言葉で補い、
コードとして抽出した。抽出されたコードは、意味的類似性に
従って分類し、カテゴリー化を行った。
【結果】対象となった4施設のうち、3施設は重症心身障害児を
対象とし、残り1施設は発達障害児を対象にサービス提供を行
っていた。各施設では、壁面やPC画面に投影したデジリハアプ
リを、集団及び個別活動において日常的に利用していた。5名
の半構造化インタビューより、＜専門性の違い・相互理解＞、
＜アセスメント及び支援方針＞、＜支援における試行錯誤＞、
＜職員間のディスカッション＞、＜働きがい及びチームワーク
＞、そして＜デジリハの特性＞に発言をカテゴライズした。特
に施設全体として、児それぞれに対するアセスメント及びそれ
に基づく支援方針の不足について課題として感じていた発言が
多く見られた。一方デジリハ導入前後の変化として、児に合わ
せていかに個別最適化した介入を提供するかについての職員間
でのディスカッション増加が報告された。また、デジリハの特
性としては、一定の難易度や設定をいつでも提供できる”再現
性”と、児の微細な動きを大きなフィードバックに変換する”
拡張性”が強調された。
【考察】本調査において、障害児通所支援施設での児に対する
個別アセスメントや、それに基づく支援の実践が大きな課題で
あることが示唆された。専門的知識は他職種や経験年数の短い
職員にとっては近寄りがたいものにもなりやすいため、いかに
分かりやすく施設全体に伝達するかを多くの専門職が苦慮して
いることが伺える。今回インタビューを行った施設においては、
デジリハの利用をきっかけに職員間での児についてのディスカ
ッションや、支援内容を試行錯誤する機会の増加が生じていた。
これには、デジタルツールとしての再現性・拡張性により、職
員が何度もアセスメント・介入という試行を繰り返すことが容
易になった点が影響していると考えられる。誰でも一定の支援
環境を提供でき、児の変化が大きなフィードバックとして得ら
れるツールの活用が、障害児通所支援事業において理学療法士
等の専門職の知識を効率的に共有し、支援の質を向上するため
の基盤となりうることが示唆される。
【倫理的配慮】本発表において、当事者間で同意を相互に得て、
実施した。
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視覚関連の症状がある児童に対するアイトラッ
カーを用いたデジリハアプリでの介入効果
○吉野 ゆい 1)，楠本 泰士 2)，仲村 佳奈子 3)

1) 株式会社未来企画　アスノバ　放課後等デイサービス
2) 福島県立医科大学 保健科学部/理学療法学科
3) 株式会社デジリハ

【はじめに、目的】
ゲーム技術は、小児患者や高齢患者問わずに、身体機能の向上
や心理的な動機付けとして有用と言われており、未就学児から
青年期まで幅広い子どもを対象とした、新しい技術を導入した
機器開発が求められている。日本では特に障害児向けに開発さ
れたリハビリテーションのためのゲーム技術に、２０２１年に
発売が開始されたＤｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　
Ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ(デジリハ)があ
る。デジリハは、一般に販売されているセンサーを基にゲーム
が作成されており、小児期から高齢期まで、リハビリテーショ
ンへの応用性は高い。今回、眼球運動の感知センサーであるＴ
ｏｂｉｉ　Ｅｙｅ　Ｔｒａｃｋｅｒ(Ｔｏｂｉｉ社製)を用いて、
３名の視覚関連の症状がある児童に対し、眼球運動を促すデジ
リハゲームを実施し、眼球運動や注意機能、日常生活に一定の
効果を得たので報告する。
【方法および症例報告】
対象は放課後等デイサービスを利用し、視覚関連の症状がある
児童３名(７～１０歳)とした。研究デザインは、ＡＢＡデザイ
ンとし、介入期には眼球運動を促すデジリハゲームを１回５～
１０分、週に２～３回実施した。ベースラインを１～２週、介
入期間を８週、経過観察期間を４週とした。評価項目は対座法
での視野検査と注意機能検査であるＴｒａｉｌ　ｍａｋｉｎｇ
　ｔｅｓｔ(ＴＭＴ)、学童期用視覚関連症状チェックリスト(Ｖ
ＡＰＣＬ)として、ベースライン、介入６週後、９週後、１２
週後の計４回実施した。
【結果および経過】
介入前のＶＳＰＣＬの総得点は平均５８．７点であり、全ての
児童がカットオフ値を越えていた。介入後は３７．７点に低下
し、日常生活での視覚関連の症状が軽減した。最も総得点が改
善した児童は５５点から２９点に変化した。また、介入後の読
み書き関連の視活動と注視関連の症状が、カットオフ値未満に
改善した児童がいた。ＴＭＴが介入前後で改善した児童は２名
であった。その内１名は、ＴＭＴーＡにおいては２２．２秒、
ＴＭＴーＢにおいては８３．４秒改善した。視野検査では３名
に眼球運動の改善があった。
【考察】
視覚関連の症状がある児童に対して、デジリハゲームを活用し
た眼球運動を８週間実施した。その結果、３名とも眼球運動の
改善があり、日常生活での視覚関連の症状が軽減した。また、
２名に注意機能の改善があった。視覚センサーを用いたことに
より、より正確な視覚からのフィードバックを得られ、効果的
な介入に繋がったと考えられる。デジリハゲームを活用するこ
とにより、日常生活での見る活動において何らかの困難を示す
状態を改善する、効果的な介入が実施される可能性が示唆され
た。
【倫理的配慮】本研究は福島県立医科大学倫理審査委員会の承
認後(承認番号：一般2022‐006)、対象者である保護者には口
頭と書面で説明し、承諾を得て実施した。本研究への協力を断
っても、今後の診療や通院には何ら支障のないこと、一度同意
した後でも同意を撤回できることを口頭と書面にて伝えた。

 P-1-22  多職種連携

重度な障がいをもつ子どもに対して多職種で連
携した５年間の取り組みと児の変化
○中村 祐樹

社会福祉法人こぐま福祉会こぐま学園 こども支援部

【はじめに】児童発達支援の目的は、子どもが充実した毎日を
過ごし、望ましい未来を作り出す力の基礎を培う為に、子ども
の障がいの状態及び発達過程・特性等に充分に配慮しながら、
子どもの成長を支援することである。今回、１歳８ヶ月より当
施設の集団療育と個別リハを利用していた男児に対して誤嚥や
変形・拘縮を予防し、健康状態を維持しながら継続的に集団療
育に参加できることを目標に多職種で連携して介入を行い、介
入開始から６歳までの児の変化と各取り組みの関連性について
後方視的研究を実施した。
【方法】症例は、水頭症、てんかん性脳症、脳性麻痺、両側性
白内障による視覚障害、知的障害(重度)を呈する１歳８ヶ月の
男児。麻痺のタイプは、痙性四肢麻痺、GMFCSレベルⅤ。運動
機能としては、未定頸、座位、寝返り不能。当施設の利用状況
は、個別リハ(PT、OT、ST )、保育での集団療育に参加。利用
開始時には、姿勢の適応性の低さ、唾液処理の難しさや食べ物
の誤嚥とそれに伴う体調不良で登園困難となる事が問題となっ
ていた。集団療育での活動を通して、好きな感覚や遊びが分か
り、これらの活動と組み合わせる中で受け入れられる姿勢が増
加し、変形拘縮予防や姿勢保持の為の道具の導入に繋がった。
誤嚥に対しても、ST と連携しながら、姿勢保持の為のウレタ
ン椅子や腹臥位クッションを作製するなどの姿勢ケアと経口摂
取量の調整、経鼻栄養の併用などの栄養摂取方法の見直しを実
施。これらの経過を踏まえた身体状況の変化についてLIFE 
(Life Inventory to Functional Evaluation )を用いて継続的な評
価を実施し、各時期の変化を明確にし、評価結果を職員間で共
有しながら支援を行った。
【結果】多職種での連携を通して、本児の健康状態が改善し、
保育活動への継続した参加が可能となった。この期間に、声か
けに笑顔で反応し、要求がみられるといったコミュニケーショ
ン面での発達や歩行器歩行や姿勢安定性の向上などの運動機能
面の発達、行事への参加や外出機会の増加などの参加の幅も拡
大した。１歳10ヶ月時と５歳８ヶ月時のLIFEの数値の変化をみ
るとPartⅠ:生命維持機能が35→40、PartⅡ:姿勢と運動が３→
24、PartⅢ:日常生活場面における機能的活動が５→７、PartⅣ
:生産的活動場面における参加が16→31となり、どの数値に関
しても高くなった。数値の変化時期をみると、誤嚥が改善し、
生命維持機能の数値が上昇した時期と同時期に姿勢と運動の数
値と参加の数値が上昇した。健康状態の改善と姿勢運動機能の
増加が生産的活動の場である保育への継続的な登園や外出機会
の増加に伴う感覚経験の積み重ねに繋がり、PartⅢ内の他者へ
の関心や要求の表出などのコミュニケーション面の発達へと繋
がった。
【結論】乳幼児期の子どもは、様々な運動感覚経験を通して発
達していく。重度な障がいをもつ子ども達にとって、この時期
に集団療育の中で、親子の関係性を構築する事や親以外の人と
の関わりの中で主体的に多様な運動感覚経験を積み重ねていく
事が総合的な発達を促進し、その後の人生における基盤を作る
上で重要となる。そのために、支援者間で連携して子どもの療
育参加をサポートする事が重要と考える。
【倫理的配慮】本報告は研究目的を対象児の保護者に対する口
頭と文章による十分な説明を行い、同意を得ています。また、
当福祉会が設置する倫理委員会の承認を得ています。



 P-1-23  多職種連携

我が国における理学療法士と特別支援教育に携
わる教員との連携・情報共有に関するスコーピ
ングレビュー
○中谷 知矢 1)，小柳 翔太郎 1)，藤本 圭司 2)，
岩本 義隆 3)，田中 亮 4)

1) 重症児デイサービスあすか
2) 国立特別支援教育総合研究所
3) 広島大学病院 診療支援部リハビリテーション部門
4) 広島大学 大学院人間社会科学研究科

【はじめに、目的】
特別支援教育に携わる理学療法士 (PT)の役割は，障害を持つ児
童生徒を対象に健康の質を向上させ，自立や社会参加に向けて
学校生活や学習の支援を行うことである。PTは教員との連携が
求められるが，PTと教員の連携に関する報告は少ない。そこで
本研究ではPTと教員との連携・情報共有について，特に手段と
内容に焦点を当て，既存の知見を網羅的に収集し，必要とされ
る研究を特定することを目的とした。
【方法】
本研究はスコーピングレビューのための報告ガイドライン 
(PRISMA-ScR)に準じて実施した。検索データベースは医中誌，
CiNii，PubMed，The Cochrane Library，PEDro，Google 
scholar，国立教育政策研究所教育研究情報データベースを使
用し，gray literatureも検索対象とした。論文は“理学療法士
”，“特別支援教育”，“連携”で検索し，2007年4月から
2023年4月の期間に「PTと教員における連携・情報共有」に
関する記載があるものを取得した。除外基準は，対象地域が日
本国外，2007年4月以前の実践内容に関する記載のみ，PTの
みが行った連携が特定できない，具体的なもしくは実践された
連携や情報共有に関する記載がない，抄録のみで本文がないも
のとした。論文選択は，2名の担当者がそれぞれ独立して行い，
意見が異なった場合は第3の担当者を交えた合議にて決定した。
情報共有の手段は，類似する内容で分類した。情報共有の内容
は，国際生活機能分類 (ICF)を参考に分類した。
【結果】
2088編の論文が抽出され，111編の重複論文を削除した。タ
イトルと抄録から１次スクリーニングを行い，76編の論文が残
り，それらを全文レビューした結果，26編の論文を対象とした。
研究デザインは観察研究が7編，質的研究が3編，総説が16編
であった。情報共有の手段については92件の記述があり，学校
訪問や会議などの「対面でのやりとり」が64.1%と最も多く，
「文書」が21.7%，「電話・メール」が6.5%であった。情報共
有の内容については447件の記述があり，「活動・参加」が
49.4%と最も多く，「心身機能・身体構造」が23.3%，「環境
」が15.0%，「実態把握・支援の方針」が9.4%，「介助方法」
が2.9%であった。また，情報共有に学校独自のツールや客観的
評価を用いた論文は11編であり，内訳はICFを基にした「学校
独自のツール」が3編，「Pediatric Evaluation of Disability 
Inventory (PEDI)」が3編，新体力テストを基にした「運動テス
ト」が3編，その他が2編であった。
【考察】
PTと教員の連携においては，ICFの「活動・参加」の情報を中
心に，学校独自のツールだけでなく，客観的評価 (PEDI，新体
力テスト)が用いられていることが明らかとなった。しかし，
特定された客観的評価の種類は少なく，情報共有する手段が「
対面でのやりとり」であるため，主観的な情報による連携が多
いと予想された。また，研究デザインでは対照群を設けた研究
や，連携が児童生徒の学校生活に寄与したかなどの効果を検証
した研究が少なく，連携の質の検討が必要であると考えた。そ
のため，今後は連携の効果検証や，特別支援教育の現場で用い
やすい客観的評価を検討する必要があると考える。
【倫理的配慮】本研究はスコーピングレビューであり，倫理的
配慮，説明と同意を必要としないことを確認の上，実施した。

 P-1-24  多職種連携

明石市立特別支援学校における学校理学療法士
の役割 ―教育現場での医療的な支援について―
○森田 捷平

明石市立明石養護学校

【はじめに、目的】
筆者は現在、兵庫県明石市内の肢体不自由児を対象とした特別
支援学校にて、内部専門家として勤務している。学校理学療法
士 (以下、学校PT)は、学校に在籍する児童生徒 (以下、生徒)の
実態把握や自立活動の指導等に関わるとともに、教職員に対し
て指導を行うのが主な役割であるが、近年は本校でも口腔・鼻
腔内や気管カニューレ内部の喀痰吸引などの医療的ケアの導入
が進み、酸素投与のみならず人工呼吸器を装着した生徒も在籍
しており、教育現場における医療的な支援の必要性が高まって
いる。本発表では、そのような状況下における学校PTの役割に
ついて、実情を交えながら報告する。
【方法】
現在、本校には全生徒36名 (小学部20名、中学部12名、高等
部4名)が在籍し、そのうち、喀痰吸引が必要な生徒は14名、学
校において人工呼吸器を装着している生徒は5名在籍している。
医療的ケアを必要とする生徒は年々増加し、研修を受けた担任
が一部の医療的ケアを担っているが、喀痰吸引の回数が多いこ
とにより授業時間を確保しづらい実情が存在する。教員は、生
徒に対して痰の貯留音を聴取し始めたらすぐに吸引している様
子がみられた。本校では、学校PTが授業中に各教室を巡回して
いるが、痰の貯留音が聴取できる生徒に対して体位ドレナージ
を行い、痰の喀出量を増加させることで吸引回数の減少を試み
ることがしばしばみられる。そこで、夏季休暇中の時間を活用
して、教員や看護師を対象に全体での研修会を開催した。具体
的な内容としては、①体表面から視認できる胸部の解剖学的位
置の確認方法、②呼吸の動きをみるポイント、③呼吸筋、呼吸
補助筋の活動およびその筋の筋緊張の見方、④手掌を使った胸
郭の柔軟性および痰の貯留部位の確認方法、⑤体位ドレナージ
を行うための適切なポジショニング方法、以上の5点を教授し
た。その後、2学期が始まってからは、対象とする生徒に合わ
せて担任とともに上記内容において生徒の状況を評価し、必要
な時には担任により体位ドレナージを行うようにした。
【結果】
担任による胸部の観察や呼吸面の評価、必要に応じた体位ドレ
ナージを行うようにした結果、1回あたりの痰の喀出量が増加
したという声や、1日の吸引回数が減少したという声が聞かれ
るようになり、授業時間の確保に繋がった。担任によって知識
や技術の習熟度に差はみられるが、呼吸面の取り組みについて
学校PTに直接助言を求める実例が増えてきた。
【考察】
痰の喀出量の増加や吸引回数の減少に繋がった要因として、教
員らが医療的な知識を習得できる機会を設けることができたの
はもちろんのこと、内部専門家として生徒の授業状況を実際に
観察できていることで、生徒の身体面での評価や経時的変化を
追いやすく、適切な体位ドレナージのためのポジショニングや
吸引のタイミングなどを適宜助言・指導できるからではないか
と考える。学校教育や学校生活についての理解がしやすく、教
員と意見を交換できやすい立場にいる学校PTとして、今回実践
した取り組みは生徒が学校生活を過ごしやすくするものだけで
なく、授業時間を確保することより教育的効果の向上に繋がる
有益な実践となった。
【倫理的配慮】本発表においては、児童・生徒の個人情報保護
に十分留意することや、発表の主旨、内容について学校長およ
び明石市教育委員会に説明し、承認を得た。



 P-1-25  多職種連携

神奈川県立特別支援学校における医療的ケアの
現状と理学療法士の役割
○川野 神奈 1)，島田 蕗 2)

1) 神奈川県立平塚支援学校 連携グループ
2) 神奈川県立三ツ境養護学校 教育推進グループ

【はじめに、目的】
学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒数は増加傾向
にある。神奈川県立特別支援学校では『医療的ケア担当教員養
成講座』を修了した「認定特定行為業務従事者 (教員)」 (以下
認定教員)が看護師と協働し医療的ケアを実施している。この
講座のうち「姿勢と呼吸について」の講座を自立活動教諭 (理
学療法士 (以下PT))が担当している。受講者の経験やそれに伴
う背景の変化、新型コロナウイルス感染症の流行等の中で講座
内容・実施方法をPT間で検討、改善しながら毎年実施してきた。
県立特別支援学校の医療的ケアの現状と、医療的ケアを必要と
する児童生徒の学校生活を支えるPTの役割について報告する。

【方法】
県立特別支援学校の、医療的ケアを実施している児童生徒の増
加傾向や、講座の内容と方法、その変遷について、資料を基に
調査した。また、医療的ケアに関わるPTの取り組みを各校PT
に聞き取り、役割を整理した。

【結果】
平成15年度、県立特別支援学校における医療的ケア承認人数
51人、実施承認ケア数60件であった。令和４年度は医療的ケ
ア承認人数が232人、実施承認ケア数は714件であった。喀痰
吸引のケアに加え、気管切開のケア、酸素療法、人工呼吸器を
使用した呼吸管理等を必要とする児童生徒も同様に増加してい
る。
PTの担当する「姿勢と呼吸について」の講座は、実技や体験の
時間を多く取り、安心安全に学校生活を送れるよう、関わり方
やリスク、喀痰吸引を実施する前にできることに重点をおいた
内容である。若手教員、肢体不自由教育部門未経験者の受講が
増加する中で動画や写真等を多く用い、呼吸のメカニズムや呼
吸機能障害、支援方法がイメージしやすい工夫を行った。新型
コロナウイルス感染症の流行禍では、オンライン講座への変更、
講座時間の短縮、実技に変えて動画資料の使用、事例検討での
グループワークを加えた。実技や体験、事例検討は、「理解と
実践に役立った」、「個人個人で違いがあることを感じること
ができた」「児童生徒の立場に自分の身を置くことで児童生徒
の気持ちを実感できた」等、受講者に好評だった。一方で、講
座全体を通し、「一回の講座では実際に行うには難しい」「ま
た研修があれば参加したい」との感想もあり、PTは各配置校で
の実際の指導・活動場面において、講座内容を個々の実態に応
じて落とし込み、実践に結び付けるための役割を担ってきた。

【考察】
児童生徒に関わる医療的ケアや支援は主として担任が行ってい
る。PTの担当する講座や日々の関わりは、担任の児童生徒への
理解を深め、支援方法を具体的に示すことで、担任を支え、児
童生徒の教育機会を確保し、充実した学校生活を送るための一
役を担っていると考える。受講者に応じて講座内容を構成し、
学校現場に即した事例や支援例を提示できること等が、学校に
常駐するPTが講座を担当する強みであると考える。
受講者の声にあるよう、実際の指導場面で生かしていくかとい
う点が課題であり、PTの日常的な関わりと共に、実践につなが
る講座を今後も検討する必要があると考える。
【倫理的配慮】平塚支援学校長の承認を得た。
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神奈川県立特別支援学校の自立活動医事相談事
業における外部専門家の役割と課題 ～自立活動
担当者との連携～
○原 正樹 1)，今井 真紀 1)，鳥巣 直子 1)，
神保 美喜 1)，中澤 充昭 1)，小玉 美津子 2)，
本杉 直子 3)，田尻 晴美 4)，武田 知仁 5)，
小泉 亜紀 1)

1) 神奈川県立総合療育相談センター 福祉医療部
2) 神奈川県立小田原支援学校 支援連携係
3) 神奈川県立茅ケ崎支援学校 支援連携グループ
4) 神奈川県立秦野支援学校 支援連携係
5) 神奈川県立えびな支援学校 連携支援グループ

【はじめに、目的】
神奈川県立総合療育相談センターは、神奈川県教育委員会から
の依頼で2003年より特別支援学校の自立活動医事相談事業(以
下医事相談)に対して理学療法士等の外部専門家の派遣を行っ
ている。神奈川県立特別支援学校では2008年より自立活動教
諭(以下学校専門職)を採用している。学校専門職が常駐してい
る中で外部専門家を活用する事業を行うのは、全国でも数少な
い取り組みである。しかし医事相談の活用の有無や活用方法は
各学校で違いがあり、学校現場レベルでの意見を抽出する機会
がほとんどなかった。そこで本研究は医事相談の実態把握とと
もに外部専門家の役割や課題について明らかにすることを目的
とした。
【方法】
調査対象は神奈川県立特別支援学校28校に在籍する学校専門職
(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士)、医事相
談担当の教育相談コーディネーター(以下Co)、教員とした。方
法は無記名のWebアンケート調査を実施した。質問内容は(1)
基本属性、(2)医事相談の実施状況に関すること(活用状況、必
要性、対象児童生徒の選び方、介入範囲)、(3)外部専門家に関
すること(活用するにあたり重要点、効果、求めること、役立
つ点、課題)であった。調査結果は全体集計及び医事相談の経
験年数(5年未満と5年以上)と職種(学校専門職とCo、教員)のそ
れぞれで比較を行った。統計処理はカイ二乗検定またはフィッ
シャー正確確率検定を行い、有意水準5％未満とした。自由記
載はカテゴリー別に整理・収束した。
【結果】
62名から回答が得られ、有効回答は60名であった。外部専門
家の必要性や効果については、全体の6割以上が肯定的な回答
だった。全体集計から外部専門家は、実態把握や指導方法など
医療面からの専門的な助言・指導、外部からの客観的な意見、
専門性の維持・向上に活用されている割合が高かった。経験年
数による比較と職種による比較では、自立活動担当者 (学校専
門職、Co、教員)の医事相談への介入範囲と連携に関する複数
の項目で回答の割合に差を認めた。
【考察】
今回の結果から自立活動担当者はチームで学校内のコーディネ
ートを行い、神奈川県の専門職活用システムの一つとして医事
相談を活用していた。医事相談における外部専門家は、自立活
動指導の充実や教員の専門性向上だけでなく、学校専門職にと
っても専門性向上や多角的な意見交換の機会として有効である
ことが示唆された。連携に関する項目は、職種や経験による個
人の考え方や学校としての活用方法の仕組みが回答の違いに影
響したと考えられる。医事相談において自立活動担当者が実態
把握、相談内容の抽出、相談後のフォローを担ってくれるため、
外部専門家の助言・指導が十分に活かされていると考える。課
題としては結果から学校の特徴や地域資源の違いにより、学校
として医事相談を活用する仕組みが整っているか十分に確認で
きなかったことが挙げられる。今後、医事相談の発展のために
は(1)活用方法を共有し、コーディネートに活かす、(2)自立活
動担当者と外部専門家が連携・協働できる関係性を築く、(3)
学校ごとに異なる医事相談の仕組みの整理、(4)医事相談の継
続が必要であると考える。
【倫理的配慮】本調査は神奈川県立総合療育相談センター倫理
委員会の承認を得た (承認番号23001)。本調査と学会発表に関
して、神奈川県教育委員会には口頭と書面で説明し、承諾を得
た。また神奈川県立特別支援学校28校の学校長と調査対象者に
は書面で説明し、アンケートの提出をもって同意を得た。
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小・中学校における肢体不自由児の体育授業参
加への関わり ～合理的配慮提供に向けた理学療
法士の役割分析～
○竹田 智之，東城 真由美

横浜市教育委員会事務局 学校教育企画部 特別支援教育相談
課（横浜市特別支援教育総合センター）

【はじめに、目的】
小・中学校に関わる理学療法士 (以下PT)は、対象となる学校の
特色やカリキュラム・マネジメントの状況等について理解をも
ちつつ、個別の指導計画の内容についても共有をした上で専門
性を発揮することが期待されている。横浜市教育委員会では、
市特別支援教育総合センター所属のPTおよび、PT資格を有す
る指導主事が、小・中学校における肢体不自由児の活動参加お
よび環境設定、施設改修に向けたアドバイスを行っている。今
回は、教育委員会のPTが外部専門職として小・中学校の肢体不
自由児の体育の授業参加に関わった複数ケースに関して、具体
的な困り感や対応、合理的配慮の提供に向けた合意形成への関
わりの状況を分析し、小・中学校での持続可能な実践に向けて
PTに求められる役割について考察することを目的とする。
【方法】
横浜市教育委員会において、2019年度から2022年度までに市
立小・中学校からの学校支援として要請があったケースのうち、
体育や関連する行事等への参加が主訴であったケースを抽出し、
その具体的な困り感と介入経過、および結果 (解決策)について
分析をした。また、小・中学校の担任教諭や特別支援教育コー
ディネーター (以下CO)に対して半構造化面接を行い、PTに期
待する役割について分析をした。
【結果】
該当ケースは４年間で18件であった。困り感の内訳としては「
①安全な運動方法、活動時間等について」18件、「②活動場所
までの移動について」11件、「③参加しやすい設定について」
15件、「④疾患に関する研修について」9件、「�その他」5
件であった。①は全ケースで困り感として挙がっており、学校
が保護者や主治医から事前に確認している禁忌動作、耐久性に
ついての再確認も多かった。②はプール学習時の移動における
相談が多く、プールまでの動線やプールサイドでの移動、入水
方法についての困り感が主となっていた。③は、運動会での徒
競走の距離設定やダンスの隊形について、また体育での球技や
器械体操等での課題分析、教具の工夫についての相談が多かっ
た。④は当該児童生徒の疾患についての研修依頼であり、特に
デュシャンヌ型筋ジストロフィーに関しての依頼が多かった。
担任教諭やCOへの半構造化面接からは「①②④については以
前よりPTの専門性に期待するイメージがあったが、③について
も効果的なアドバイスがもらえることを知った」「②③につい
て、児童生徒本人・保護者との合理的配慮に関する合意形成に
おいて、どの程度の配慮が必要なのかについてのアドバイスが
活きた」等の結果が複数得られた。
【考察】
小・中学校においては肢体不自由教育の専門性の担保に関して
センター的機能等でも対応がなされているほか、各自治体にお
いてPTの専門性を活用する動きが少しずつ進んでいる。一方で、
本研究では活動参加に向けた合理的配慮の合意形成においても、
児童生徒の運動面のアセスメントや予後予測についての知見が
必要な場面があることが示唆されている。こうした局面でPTが
専門性を発揮し、客観的な知見を示す役割を担うことで合意形
成が図りやすくなり、児童生徒の充実した学校生活に繋がる可
能性があると考えられる。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき関係者に対し本研究の
主旨、個人情報保護を遵守することを口頭および書面にて説明
し、承諾を得た。

 P-1-28  多職種連携

放課後等デイサービスでの多職種連携における
理学療法士の役割について
○長谷川 大和，中村 愛

株式会社H＆H　リハテーラー横浜

【はじめに、目的】
小児経験のある理学療法士に、放課後等デイサービスでの多職
種とのやり取りの中で、どのような知識や技術の伝達が求めら
れているのか、当社の取り組みを報告し、セラピストのいない
放課後等デイサービスの潜在的なニーズや、必要な支援などを
検討する材料とすることと、放課後等デイサービスでのセラピ
ストの役割について明確にする。
当社は、重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービスを
運営している。放課後という限られた時間で、児童指導員、看
護師、理学療法士が様々な視点で支援を行っている。
今回、預かり中に、スタッフから相談されたこと、理学療法士
からスタッフへアドバイスを行った内容についてまとめたので、
報告する。
【方法】
2023年4月1日から6月末日までに、小児経験のある理学療法
士２名が、スタッフから相談を受けた内容と、理学療法士から
スタッフへアドバイスを行った内容について記録した。記録は、
発信元 (スタッフ、理学療法士)、内容カテゴリ (運動、姿勢、
摂食介助、身体の特徴、補装具、呼吸)、詳細 (自由記載)と3つ
に分けて行った。
【対象児童】
2店舗あり、一日の預かり上限は10名。全登録児童は、約50名。
【対象スタッフ】
看護師7名、児童指導員４名
【結果】
スタッフからの相談は28件、理学療法士からのアドバイスは
21件であった。
内容カテゴリとしては①運動15件 (スタッフ発信9件)内訳：活
動 (遊びの姿勢や、活動方法に関するやりとり)7件、ROM (身
体の硬さを和らげる方法に関するやりとり)２件、介助方法 (立
ち上がり介助方法や抱っこの仕方)３件、歩行器 (歩行器の調整
)2件、歩行 (転倒リスクへの対応)１件。　②姿勢13件 (スタッ
フ発信9件)内訳:ポジショニング6件、立位台４件、座位保持装
置車いす２件、カーシート１件。　③摂食介助15件 (スタッフ
発信9件)内訳:食事介助11件、飲水介助4件　④身体の特徴３件
 (全てPT発信)新規利用者の初期評価や、呼吸状態の評価やリス
ク管理に対してのアドバイス　⑤補装具２件 (スタッフ発信1件
)補装具の適応確認　⑥呼吸１件 (PT発信)肺痰介助に関するア
ドバイス
【考察】
食事介助と活動、ポジショニングに関する相談が上位に挙がっ
た。
食事介助に関しては、一日預かり時など昼食をとるため必須の
介助である。誤嚥のリスクや摂食方法の誤学習が起きないよう
に食べさせることへのリスクを理解しているため、相談件数が
高くなっていると考える。
活動に関しては、よりよい支援を行うために、身体の特徴に関
する知識の補完や、活動のアイデアを求めていた。
ポジショニングに関しては、快適な姿勢や不快を取り除くため
の姿勢など、取らせたい姿勢をスタッフが設定することが難し
く、相談が挙がりやすかった。
身体の特徴と、呼吸に関しては、スタッフに気付きが見られて
いないリスクに関してのフィードバックとして行っていたため
理学療法士発信となっていた。
【まとめ】
放課後等デイサービスでの食事介助や活動、ポジショニングな
どの技術・知識の向上に対するニーズが多くあることが示唆さ
れた。
今後、継続していくことで、当社の多職種連携の質の変化を追
っていく。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護には十分
留意し、説明と同意などの倫理的な配慮を行ったうえで研究を
実施したこと



 P-1-29  整形外科・染色体異常

自宅退院が可能となった重症型骨形成不全児の
姿勢保持
○伊藤 智絵 １)，西坂 智佳 １)，藤原 清香 １)，
衣斐 恭介 ２)，緒方 徹 １)

1) 東京大学医学部附属病院 リハビリテーション部
2) 東京大学医学部附属病院 小児科

【はじめに】
骨形成不全症は骨の脆弱性および種々の結合組織の異常による
易骨折性を主症状とする。予後はさまざまであるが全身多発骨
折を認めた重症型骨形成不全症 (Sillence分類3型)のリハビリテ
ーション治療に関する報告は少ない。今回重症型骨形成不全症
児のリハビリテーション治療を経験したため報告をする。
【症例報告】
在胎22週にて当院を受診され、在胎31週に胎児CTにて膜様頭
蓋、多発肋骨骨折、上腕・大腿骨骨折、下腿骨の形態異常があ
り骨形成不全症の出生前診断となった。在胎38週、出生時体重
2677g、骨盤位経腟分娩で当院にて出生した。本患児の全身状
態が安定してきた出生後183日目に新生児科・小児科・整形外
科医師、看護師、理学療法士で1回目の退院支援カンファレン
スを実施した。カンファレンス結果を受け、リハビリテーショ
ン科としては主に移動面や母親の自宅での介助量軽減を目標と
して介入を開始した。
重症型骨形成不全症による頭蓋底陥入症を生じる恐れがあり、
安静度としてヘッドアップが制限されていた。しかし、入院経
過中に栄養の逆流や誤嚥を予防するため常時10-20度のヘッド
アップが必要であった。また出生後265日目より離乳食を開始
し、食事の際には30度程度のヘッドアップ姿勢が必要となった。
この際にベッド上でのずり落ち予防が必要となったが、大腿骨、
下腿骨が骨形態異常あることや易骨折性を考慮すると下肢を積
極的に支持脚とすることは困難と判断した。そこで陰圧式クッ
ション(イーコレ・ベーシック(瀧野コルク工業株式会社製))を
使用し、ヘッドアップに伴う応力が一点に集中することを避け
ながらずり落ちを回避させることができた。また発達に伴い本
患児の体動が増加していた時期でもあり、イーコレ・ベーシッ
クを使用することで寝返りも無理なく制限することができ、転
落などの恐れが減少したことで母のケアや経口摂取時のリスク
が減少した。また、自宅退院後に使用予定のベッドやバギー内
にも、必要とされる安静度としての傾斜をつけ、院内外泊で試
用しながら、両親から意見を伺い自宅で実際に使用しやすいよ
う調整した。
【結果および経過】
退院後に使用する予定のバギーやベッドを使用し院内外泊を経
たことで、退院に向けての問題点を事前に整理することができ
た。出生後312日目に訪問診療のスタッフと退院時カンファレ
ンスを実施し自宅退院が可能となった。
【考察】
骨形成不全症による骨変形や易骨折性は個別性が高く、理学療
法では骨折を生じないよう患児の表情やバイタルサイン等を確
認しながら、慎重にヘッドアップ姿勢を評価・実施することが
重要だった。また、自宅でヘッドアップ姿勢を維持することや
ベッド上でのずり落ちに対する予防策を解決するために時間を
要したため早期からの退院準備が必要であった。両親の骨折リ
スクに対する不安に対しても、院内外泊を経たことで患児のケ
アを両親のみで実施することと訪問診療のスタッフの支援のも
とで連携して実施すべきことを明確化できたことで、退院後の
生活にむけて両親の不安の払拭につながったと考える。
【倫理的配慮】対象者の家族に、口頭にてプライバシー保護に
配慮する旨説明を行い同意を取得した。

 P-1-30  整形外科・染色体異常

Ponseti法による先天性内反足治療の中でマニピ
ュレーションを理学療法士が担当した１症例
○堀川 廉，宮原 侑希，都丸 洋平，西須 孝

千葉こどもとおとなの整形外科 リハビリテーション科

【はじめに、目的】
先天性内反足に対するPonseti法による治療は90％近くの症例
で良好な成績が報告されており、足部の変形が強く残らない限
り運動発達にも大きな支障をきたさないことが明らかとなって
いる。当院では、2年前より新生児に対するPonseti法治療の中
で理学療法士 (PT)がマニピュレーションを行うとともにギプス
固定の補助を担当する取り組みを行っている。本邦においてPT
が新生児期の内反足治療の中で役割を持つことは一般的ではな
いこともあり、渉猟した限り関連する報告はない。今回、PTが
介入した上で経過を追うことのできた最初の1症例について報
告し、今後のPonseti法治療へのPT介入の意義と課題について
検討する。
【方法および症例報告】
症例は生後6日で右先天性内反足の診断を受けた男児である。
重症度評価であるPirani scoreはmidfoot contracture score 
(MFCS)1.5、hindfoot contracture score (HFCS)3.0、total 
Pirani score (TPS)4.5であった。単純X線画像では、荷重時前後
像にて距踵角(TC-AP) 15°、踵骨第5中足骨角(CM5-AP) -3°、
側面像にて距踵角 (TC-L) 20°、踵骨第1中足骨角(CM1-L) 49°、
最大背屈時の脛踵角 (TiC：DF)83°であった。マニピュレーシ
ョンでは、一方の手で踵骨には触れないように距骨頭外側を支
点とするよう把持し、もう一方の手で足趾と中足骨を把持し、
踵骨に対して前足部を回外させた状態で他動的に外転方向へ1
セット20秒間を目安として静的に伸長した。その際、舟状骨が
距骨頭の前方をゆっくりと外転し、踵骨が立方骨に押され距骨
頭の下で外転するように促した。これらは経験豊富な医師の指
導の下で行われた。また患児が十分に安心できる環境で実施で
きるように、適時母親による抱っこなどの時間を取るように配
慮した。マニピュレーション20分間とギプス固定を週1回のペ
ースで7回実施し、その後アキレス腱皮下切腱術が施行され、
デニスブラウン装具着用へと移行した。
【結果および経過】
生後約12ヵ月の時点でPirani scoreはMFCS 0、HFCS 1.0、TPS 
1.0、単純X線画像はTC-AP 34°、CM5-AP 30°、TC-L 21°、
CM1-L 8°、TiC：DF 79°と改善が見られ、動作はつかまり立
ちが可能となった。その後、21ヵ月時点の評価においては歩行
・走行・しゃがみこみ・両足ジャンプが可能であり、膝過伸展
や尖足などの異常歩行は見られなかった。
【考察】
一般診療所においては、医師の多忙な診療の中でPonseti法に
おけるマニピュレーションに十分時間をかけられないという側
面がある。そのような中において、PTの介入は患者側と医療者
側の双方にとって有益である可能性がある。今後は、PTがマニ
ピュレーションを担当した際に、医師と同等の治療成績が得ら
れるかということについて、症例を重ねて検討する必要がある。
またその中で考慮すべき点として、内反足の再発リスクに関し
てはデニスブラウン装具が正しく着用されないことが最も大き
な要因であることが報告されている。よって、装具着用のコン
プライアンス遵守に関しても、機能評価と合わせたPTによるサ
ポートが必要であると考えられた。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、保護者には本発表の
目的と意義について十分に説明し同意を得た。



 P-1-31  整形外科・染色体異常

生後6ヶ月で上肢リーチング動作が出現した13
トリソミー児の一症例
○阿部 純平 1)，小野 洋子 1)，楠本 泰士 1,2)，
飯沼 香織 1)，宍戸 啓太 1)，大内 一夫 1)，
佐藤 真理 1)

1) 福島県立医科大学附属病院 リハビリテーションセンター
2) 福島県立医科大学 保健科学部理学療法学科

【はじめに、目的】
13トリソミーは、13番目の常染色体異数性疾患であり、出生
児の約10,000～20,000に1人と言われている。先天性心疾患な
ど多彩な合併症を呈し、1年生存率は約8～10％である。生命
予後不良として、従来は積極的な治療が行われてこなかった。
しかし近年、積極的な治療により生命予後が改善するとの報告
が増加しており、長期的に理学療法士が関わる事例もみられて
いる。13トリソミー児は、精神運動発達遅滞を呈する一方、精
神発達は生涯成熟し続けるとの報告もある。しかし、運動発達
に関しての報告は少ない。今回、発達過程において生後6ヶ月
で上肢リーチング動作が出現した児を経験したので報告する。
【方法および症例報告】
在胎37週5日、体重3150ｇ、自然分娩で出生の男児。Ａpgar 
score3/8、合併症は、臍帯ヘルニア、臍腸管瘻、左多指症、耳
介低形成、動脈管開存症、肺高血圧症、気管軟化症、てんかん。
手術歴は人工肛門造設、人工肛門閉鎖術、左多指症に対し結紮
術、気管切開術。呼吸器設定SIMV、栄養は経管にて注入。眼
科は異常なし、聴覚検査は両側高度難聴。生後約12ヶ月で他院
転院。
【結果および経過】
生後約1ヶ月から12ヶ月まで5/ｗの頻度で理学療法介入を実施。
循環、呼吸状態が安定した生後3ヶ月時を初期理学療法評価と
した。非対称性緊張性頚反射、把握反射＋。固視、追視＋。音
に対する反応－。触覚刺激に対する反応＋。ハマースミス乳幼
児神経学的検査の合計スコアは20点で、特に姿勢、運動、反射
と反応の項目において低値を示した。生後4ヶ月時に両上肢で
のプレリーチングが出現。理学療法プログラムとして、四肢・
体幹ROM̶EX、マッサージ、肺理学療法、頸部回旋練習、介
助座位、上肢リーチング練習を行った。上肢リーチング練習で
は、座位保持装置を用い、体幹が安定した状態で、他動的なリ
ーチングの後おもちゃを触るという触覚刺激が入るように行っ
た。その後、自動的なリーチングを促すようにした。また、リ
ーチング練習をご家族にも指導した。環境設定として、本症例
が座位保持装置にて座位姿勢をとっている間、見える、触れる
位置におもちゃをぶら下げるように設置した。生後6ヶ月時で
は、ハマースミス乳幼児神経学的検査の合計スコアは44点で、
姿勢、筋緊張の項目において顕著に向上し、視性立ち直り反射、
体幹に働く体幹の立ち直り反射が出現した。また、頻度は少な
く、流動的だがおもちゃへの片手リーチングが出現した。
【考察】
本症例は13トリソミーであり、一般的には重度の発達遅延を呈
するが6ヶ月時にリーチング動作が出現した。要因として、一
つ目は姿勢制御機構の構築である。二つ目は、単なるリーチン
グの反復練習ではなく、触覚や視覚などの外受容感覚を適切に
利用したリーチング練習により運動感覚と外受容感覚の統合に
寄与したためと考える。上肢のリーチング動作は、動作を通じ
て環境を探索し、認知的、知覚的、および社会的発達を促進さ
せることができるため、動作獲得は非常に重要と思われる。
【倫理的配慮】発表に際しヘルシンキ宣言に基づき、対象の親
に説明し、同意を得た。

 P-1-32  整形外科・染色体異常

居宅訪問型児童発達支援から通所の療育へ移行
することができた13トリソミー児の報告
○松本 慎平 1)，毛利 雅英 2)

1) （一社）はなぶさ会　多機能型児童発達支援ルームあす
たむ
2) （一社）はなぶさ会　多機能型児童発達支援ルームあす
たむ　代表理事

【はじめに】今回、13トリソミー児に対して居宅訪問型児童発
達支援を利用し関わる機会を得た。本疾患は10,000～20,000
出生に対して１人程度の割合で発生し、１年生存率が約10％で
ある。合併症も多く、本症例は啼泣時に憤怒痙攣がみられ、数
10秒間呼吸停止を繰り返すため外出することが難しく、居宅訪
問型児童発達支援で関わることとなる。介入後1年半かけて通
所へ移行することができた。居宅訪問型児童発達支援から通所
の療育へ移行できた報告は少なく、今回制度を利用して移行が
できた症例であったため報告する。
【症例報告】本症例は33カ月女児。生育歴は在胎36週、1681
ｇにて出生。特異的顔貌及び先天性心疾患 (心室中隔欠損、大
動脈弓分枝異常)、先天性眼異常 (両白内障、緑内障)と合併症
を認めたため、染色体検査を行った結果13トリソミーと診断さ
れる。墳怒痙攣もあり、啼泣時数10秒間呼吸停止する様子がみ
られ、屋外へ外出する事へのリスクが高く、通院にも保護者の
不安感が伴っていた。その為、屋外に保護者と共に安心して出
られるように居宅訪問型児童発達支援を利用し、理学療法を週
１回の頻度で開始した。
【経過】16カ月時より発達支援を目的に介入。未定頸で仰臥位
か保護者の抱っこで日中過ごす。寝返りも可能だが、腹臥位は
10秒程度の保持時間。全盲だが音に対しては反応よく、音楽な
どを聴いて周囲の状況を感じて楽しむことができる。しかし一
定の場所に留まることへの不安もあり、座位保持装置は５秒程
度しか使用できず、食事等は抱っこ介助が基本となる。また憤
怒痙攣も度々起き、長い時には１分程度呼吸停止することもあ
った為、まずは「座位で好きなおもちゃで遊ぶ時間を増やす」
ことを目標に介入する。22カ月時、30度程度リクライニング
をかけた状態で座位姿勢をとることが可能となり、近隣をベビ
ーカーで散歩する機会が増える。また憤怒痙攣も減少し、呼吸
停止になっても10秒程度で戻ることができるようになる。１人
遊びの時間も増加し、日中保護者も安心して過ごせる時間が増
えたことから、目標も変わり「車で母親と２人で外出できる」
へと変化する。その後、27～32カ月時の間に保護者と離れる
機会を３回、約１～２時間ずつ実施。その間に母親から「通所
への意向」が聞かれるようになり、３回目の前には車のチャイ
ルドシートのポジショニングを実施し、近隣へ二人で出かける
機会を持つことができた。通所移行時には頭部保持安定し、寝
返りで周囲を探索する行動が増え、座位保持装置を使用した座
位も30分程度可能となる。車移動への保護者の不安感が軽減さ
れ、通所で過ごす時間を持つことができた。
【考察】本症例は憤怒痙攣での呼吸停止や姿勢保持の問題が外
出・通所移行を困難にしていたが、発達支援で関わる中で運動
発達の変化が現れ、それに伴い保護者の気持ちの変化が認めら
れた。また早期から在宅にて関わることでフェーズに合った関
わりを保護者と確認し、細かく現状の課題や目標を共有してい
くことで保護者の決定できるタイミングを図ることができた。
そのような積み重ねを関係機関と共有し連携することで段階を
踏んで通所へ移行することができたと考える。
【倫理的配慮】本報告はヘルシンキ宣言に基づき、対象児の保
護者には口頭・書面にて説明を行い同意を得た。
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ダウン症児へのインソール治療に対する1年間の
足アーチ高率の変化と使用開始月齢の関係
○上條 貴弘，椙田 芳徳

山口県済生会下関総合病院 リハビリテーション科

【はじめに、目的】
ダウン症児 (DS児)は関節弛緩性により生じる扁平足に対してイ
ンソールを処方されることが多いが、治療経過と効果に関する
報告は少ない。そこで、大久保らの足アーチ高測定法を用いて
使用開始前と1年後の値を比較した。また、インソールの使用
開始時期と足アーチ高率との関係性についても検討することと
した。

【方法】
対象は当院にてPT介入を行っているDS児の内、独歩を獲得し
インソール治療開始から1年以上経過した6名 (5.9歳±2.04、
男児5名、女児1名)である。効果指標として、足アーチ高測定
法により得られた値より足アーチ高率 (舟状骨高/足長×１００)
を算出し、非荷重時/荷重時の作製前/1年経過後の値について、
左右それぞれの値の差、及び変化率を算出した。統計学的検討
にはWilcoxonの符号付順位検定を用い、有意水準は5%未満と
した。また、足アーチ高率の1年間の変化率とインソール使用
開始月齢との関係をSpearmanの順位相関係数を用い検討した。

【結果】
非荷重時の足アーチ高率はインソール使用開始前/1年後の値の
変化率は右-8.33%・左-8.32%となり有意差は認めなかった (右
：p= 0.269、左：p=0.124)。荷重時の足アーチ高率は使用開始
前/1年後の値の変化率は右2.32%・左29.36%となり有意差は
認めなかった (右：p= 0.794、左：p=0.269)。インソール使用
開始月齢 (中央値29.5ヶ月、四分位範囲25.25-30.75ヶ月)と変
化率の相関係数では、非荷重時右下肢が大変弱い相関 
(rs=0.11429)、左下肢が弱い相関 (rs=0.22857)、荷重時右下肢
が弱い相関 (rs=0.28571)、左下肢が中等度の相関 
(rs=0.57143)を認める結果となった。

【考察】
効率的な歩行には足アーチの形成が重要である。多和田らによ
るとDS児の扁平足は非DS児と比べて改善されにくいとされて
いる。また、山本らによるとDS児のアーチ形成率は装具の使用
に関わらず低く、アーチの出現年齢も遅いため、独歩開始早期
からインソールの使用と継続が重要であると述べている。今回
の検討では足アーチ高率の改善は見られなかったが、アーチ高
を維持できており一定の効果があったものと考える。また、イ
ンソール使用開始月齢と足アーチ高率の変化率との相関にて特
に荷重時に認めたことから、インソールを早期から使用するこ
とでアーチ形成へ効果的な介入が可能であることが示唆された。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に則り、保護者に研究
の趣旨を説明し同意を得て実施した。
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ドルフィン・アシステッド・セラピーの効果～
10、18番染色体異常症10歳男児の症例を通じて
～
○石田 輝也 1,2)，高橋 咲希 1,2)，本田 真美 1,2)

1) 医療法人社団のびた みくりキッズくりにっく
2) 医療型特定短期入所まんまる

【はじめに】
ドルフィン・アシステッド・セラピー (以下、DAT)は動物介在
療法に水治療法、環境療法、家族療法の要素を取り入れ、身体
・精神面での治療を目的とする。今回、所属法人と健康科学財
団の共催で３泊４日のDATキャンプを沖縄県国頭郡で開催し、
計５組の家族が参加した。その中での１症例について、理学療
法士の視点から考察し報告する。
【方法】
期間：2023年７月14日～17日
対象： 10、18番染色体異常症と大動脈弁・僧帽弁狭窄症に対
する弁置換術後の10歳男児。運動機能としては装具使用下での
介助歩行が可能だが、自立した立位はできず、日常的には介助
での車椅子移動。認知コミュニケーション面では、喃語やハン
ドサインを通じて表出が可能だが不明確。単語の表出不能。
評価：イルカキャンプ前に事前評価 (GMFM、KIDSスケール、
感覚プロファイル)を行い、DAT前後での姿勢、DAT介入中の身
体面と認知面の様子を記録し、口頭での家族インタビューと紙
面によるアンケートを実施。介入内容：1日目と4日目はそれぞ
れ１回、2日目と3日目は午前午後１回の２回で計６回のDATを
実施。１回あたりDAT時間は約45分。対象児家族から、『児一
人で何かを達成してほしい』『イルカに乗ってほしい』という
要望を得たため、医師、看護師、PT、OT、ST、臨床心理士と
イルカトレーナーで協議し、最終的にイルカの腹の上に乗って
移動することを目標とした。DATではイルカ及び海と水に慣れ
るところから始め、段階的にイルカに触れることや模倣などの
活動を増やし、海中での介助量を下げ、実施する場所も海中に
設置された台の上から、足のつかない場所へと移行。DATに加
え、屋内プールを使い、防御的な過緊張を緩和するように介助
泳ぎや水中での歩行練習も実施。
【結果】
５セッション目のDATにおいて、移乗介助した上で児単独でイ
ルカの腹の上に乗り、１０m程度、海上を移動することが出来
た。またDAT後における数値面での粗大運度機能の変化はなか
ったが、姿勢面では座位と介助立位の両方で体幹の正中性が保
たれやすく、四肢屈曲での固定も緩和され、運動面でもイルカ
に会える場面ではしゃがみ込むことなくスムーズな介助歩行が
出来ていた。認知面で最初はイルカから臆病に身を引いていた
が、DAT後半では、能動的にイルカに触れ、笑顔を見せ、ジャ
ンプなどの行為に拍手をするようになった。
【考察】
DATでは、イルカという生態、海の中という特殊な環境に児を
参加させることで、これまで動物介在療法での目的とされてい
た心理療法としての側面だけでなく、外的感覚入力につながる
ことで身体機能面にも大きな影響・効果があると考えられる。
また家族へのインタビューでは、『出来ないと決めすぎていた
部分がある』と両親から発言があり、今後の生活や活動の幅を
広げるという点では家族療法の意味も大きかった。そのため今
回のDATを通して、運動療法としての効果を数値的に結びつけ
ることや環境設定の難しさには課題があるが、内容には大いに
期待ができると感じた。
【倫理的配慮】本発表はヘルシンキ宣言に基づき、患者の個人
情報とプライバシーの保護に配慮し、家族から書面にて同意を
得ました。
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遺伝子治療を行った脊髄性筋萎縮症I型の症例の
呼吸障害への対応
○味岡 祐美，藪本 保，藤井 浩史

医療法人かがやき　総合在宅医療クリニック

【はじめに、目的】
脊髄性筋萎縮症(以下SMA) とは，脊髄前角細胞の変性による筋
萎縮と進行性筋力低下を特徴とする常染色体劣性遺伝疾患であ
る．近年，新規治療法が承認され，治療が早期であればあるほ
ど運動機能に著しい向上を認めるとされているが，経過につい
て不明な点も多い．本症例は生後2ヶ月で遺伝子治療を行い，
その後の発達経過と呼吸障害への対応について報告する．
【方法および症例報告】
本症例は現在1歳11ヶ月の女児で，在胎39週2日，2790gで出
生した．1ヶ月健診で筋緊張低下を指摘され，検査にてSMA I
型(SMN1 0copy, SMN2 2copy)と診断された．生後1ヶ月26日
にヌシネルセン，2ヶ月9日にオナセムノゲン アベパルボベク
の治療が行われた．CHOP INTENDは治療前21点，治療後25点
であった．2ヶ月22日に自宅退院し，奇異呼吸を認めるが
room airで過ごし，食事は全量経口摂取可能であった．成長曲
線は身長体重ともに-1SD～-2SD間で推移した．医療的ケアと
して，必要時に口鼻腔吸引や酸素投与を行っていた．
退院後から週2回の頻度で発達促進を目的とした訪問理学療法
を開始した．重力に抗した自発運動が少ない状態であったが，
環境調整や補助する中で仰向けで足を持ち上げたり，腹臥位で
頭部を持ち上げたりする経験を増やして胸郭の発育を促した．
【結果および経過】
発達について，CHOP INTENDは生後10ヶ月41点，1歳4か月
46点，1歳7ヶ月54点，1歳5か月で実施した新版K式発達検査
(DQ)はP-M：算定不可，C-A：68，L-S：91，Total：57であっ
た．1歳6ヶ月で寝返り可能，1歳8ヶ月で手支持座位可能，腹
臥位で頭部挙上不可，定頸は不完全だが正中位でコントロール
可能となった．1歳0ヶ月で側弯 (cobb角8度)と胸郭変形を認め
たため，日常生活で使用する座位保持装置や腹臥位クッション
を導入した．
呼吸について，1歳0ヶ月にCOVID-19に感染し，その後も感染
や誤嚥性肺炎疑いによる呼吸障害が原因の入院を現在に至るま
でに6回繰り返した．4回目以降の入院は1ヶ月以上と長期化し
た．換気障害や排痰困難があり，4回目の入院で夜間の非侵襲
的陽圧換気療法 (以下NPPV)と機械による咳介助 (以下MI-E)が
導入された．
入院中，食事の時に窒息したことや誤嚥性肺炎疑いがあったこ
ともあり，呼吸状態が不安定な時には経管栄養も併用すること
があった．
【考察】
本症例は病型分類の中で最重度であるSMA I型だが座位が可能
となり，遺伝子治療によって運動機能の向上を認めたと考えら
れた．介入当初より呼吸機能の維持・改善のために胸郭の発育
促進や側弯予防を行ったが1歳の時点で側弯と胸郭変形を認め
た．その後は寝返りなど自発的な動きが増えたこと，環境調整
や腹臥位の導入によって著明な増悪なく維持されていたが，感
染等の体調不良時には呼吸状態は容易に悪化した．在宅で
NPPVやMI-Eが導入されて排痰促進や胸郭の拡張が可能となっ
たことから，変形予防や呼吸筋疲労の軽減など予防的に早期か
ら呼吸補助の導入を検討する必要がある可能性が示唆された．
また，側弯・胸郭変形による呼吸状態の悪化を防ぐためにも早
期に抗重力姿勢を促すとともに，適切な時期に姿勢保持具を検
討していく必要があると考えられた．
【倫理的配慮】症例および家族に対して，事前に目的と意義に
ついて十分に説明し，同意を得た．
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遺伝子治療を行った脊髄性筋萎縮症Ⅰ型の一症
例報告 －運動機能獲得の経過に着目して－
○塚本 栞 1)，長谷川 三希子 1)，齋藤 潤孝 1)，
北島 翼 2)，井上 建 2)，大谷 良子 2)，村上 信行 3)，
作田 亮一 2)，上條 義一郎 1)

1) 獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科
2) 獨協医科大学埼玉医療センター 子どものこころ診療セン
ター
3) 獨協医科大学埼玉医療センター 小児科

【はじめに、目的】
近年、薬剤治療により脊髄性筋萎縮症 (以下SMA)Ⅰ型の運動機
能が向上すると報告されている。しかし発達における座位・立
位・歩行の獲得可否が中心であり、その機能獲得の過程および
理学療法について詳細な報告はない。
今回、遺伝子治療薬オナセムノゲンアベパルボベクにて治療後
3年が経過した児の運動機能獲得の経過と理学療法についてま
とめ、報告する。
【方法および症例報告】
症例は4歳女児。周産期および生後1-4か月健診で異常は指摘さ
れなかった。10ヶ月で筋緊張低下が認められ、1歳0か月に 
SMAⅠ型( SMN1 0コピー/ SMN2 3コピー)と診断、1歳1か月
にオナセムノゲンアベパルボベクが投与された。
遺伝子治療を行った本児に対して、運動機能における姿勢保持
・姿勢変換・移動に関して経過をまとめた。3年の経過を、治
療前を治療前期、治療-1年を1期、1-2年を2期、2-3年を3期と
した。運動機能評価はChildren’s Hospital of Philadelphia 
Infant Test of Neuromuscular Disorder(以下CHOP INTEND)、
Hammersmith Functional Motor Scale Examination(以下
HFMSE)、Hammersmith Infant Neurological Examination 
Section2(以下HINE2)を評価した。
【結果および経過】
運動機能の獲得時期を［治療前期/１期/２期/３期］でまとめ
た。姿勢保持は［両手支持での座位/独座/両肘支持での腹臥位
/両手支持での腹臥位、四つ這い］、姿勢変換は［背臥位から
側臥位/寝返り・寝返り返り、あぐら座位⇄横座り・割座/座位
→臥位、臥位→座位/新規獲得なし (以下―)］、移動は［―/寝
返りで平地移動、座位でプッシュアップ移動/―/腹這い］であ
った。
理学療法は1歳4か月より骨盤帯付長下肢装具を用いた積極的な
立位練習の他、お風呂やプールで浮力を利用した立位の指導、
免荷型玩具を使用した下肢伸展活動を促した。また上肢の支持
性向上を図るため、装具装着下の立位にて壁を使用した腕立て
伏せ様練習や、自重をサポートし両手・肘支持での腹臥位練習
を行った。姿勢変換は、まず寝返りと寝返り返りの方法を指導
した。座位⇄臥位に関しては、はじめに座位→臥位を後方のソ
ファーに寄り掛かりながら横に倒れる方法から開始した。次に
自立へ向け、床上座位で前方に手をつきながらクッションに寄
りかかり倒れ起き上がる方法で反復して練習を行い、徐々にク
ッションの高さを低くしながら、その後自立した。移動は、腹
臥位で台車に上半身の体重を預けながら下肢を動かす練習、摩
擦が軽減する場所でプッシュアップを行いながら座位移動練習
を行った。また、軽い力で進む足漕ぎ型乗用玩具や、2歳11か
月からは自走式車椅子を使用した。
運動機能評価は治療直前/1年/ 2年/3年で、CHOP INTENDは
44/56/56/58、HFMSEは2/15/22/25、HINE2は9/16/19/20
であった。
【考察】
本症例は治療後、運動機能が緩徐に向上を認めた。疾患特有の
筋緊張低下と筋力低下により定型発達の順序とは異なるものの、
自重の調整や浮力を利用した環境で積極的に身体活動を促すと
ともに機能に合わせた方法を提示したことで、運動機能の向上
に繋がったと考える。
【倫理的配慮】　本発表に際し、患者の個人情報とプライバシ
ーの保護に配慮し、説明を十分に行い、ご家族より同意を得た。
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薬剤治療を受けた脊髄性筋萎縮症患児の運動機
能の変化　―薬剤治療は理学療法目標を変化さ
せるー
○長谷川 三希子 １)，塚本 栞 １)，齋藤 潤孝 １)，
北島 翼 ２)，井上 建 ２)，大谷 良子 ２)，荒川 玲子 ３)，
作田 亮一 ２)，齋藤 加代子 ４)，上條 義一郎 １)

1) 獨協医科大学埼玉医療センター リハビリテーション科
2) 獨協医科大学埼玉医療センター 子どものこころ診療セン
ター―
3) 国立国際医療研究センター 病院臨床ゲノム科
4) 東京女子医科大学病院遺伝子医療センター ゲノム診療科

【緒言】
近年、脊髄性筋萎縮症 (spinal muscular atrophy:以下SMA)は薬
剤治療が可能となり、特に乳児型の運動機能を大きく改善させ
る。そのため、理学療法は運動機能の促進を目的に介入する必
要がある。しかし、実臨床におけるアウトカムやマイルストー
ンは明らかになっていない。本研究は、薬剤治療後の運動機能
の変化について調べた。
【方法】
対象は、薬剤治療を開始・または実施後2年以上経過し、当院
で運動機能評価を年に1度以上実施しているSMA患児16名であ
る。運動機能評価はChildren’s Hospital of Philadelphia 
Infant Test of Neuromuscular Disorders (CHOP INTEND)、
Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE)、
Hammersmith Infant Neurological Examination Section2、
WHO Motor Milestones、Motor milestone levelsを用い、この
中から、Head controlからWalkingまでの12項目 (結果に示す)
をマイルストーンとした。マイルストーンの獲得の有無で、①
治療開始時期、②CHOP INTENDとHFMSEを初回 (治療前もし
くは当院初診)/1/２/３年後で比較した。それから③ SMN2 コ
ピー数 (2/３コピー)でマイルストーンの獲得率を比較した。
【結果】
対象の年齢は3歳0か月�15歳3か月 (5歳4か月)〔最小‐最大 (
中央値)：以下同様に示す〕、Ⅰ型15名、Ⅱ型1名、 SMN2 コ
ピー数は2/３コピー7/9名、治療開始はⅠ型が0-116 (10.5)か
月、Ⅱ型が26か月、観察期間は2年1か月‐7年2か月 (4年1か
月)、治療薬剤はヌシネルセン8名、オナセムノゲンアベパルボ
ベク2名、ヌシネルセン後オナセムノゲンアベパルボベク6名で
あった。マイルストーン獲得有/無は13/３名、①治療開始月齢
は、有で0‐29(８)か月、無で17‐117 (63)か月であった。②
マイルストーン獲得有のCHOP INTENDは、初回/１/２/３年後
が38/51/56/57点 (中央値：以下同様に示す)で、1年後以降は
50点を超えた。無は、7/17/24/30点であった。マイルストー
ン獲得有のHFMSEは、初回/１/２/３年後が3.5/12/13/19.5点
と上昇を示し、無は、0点で変化がなかった。③マイルストー
ンの獲得率 (％) (2/3コピー)は、高い順にHead 
control(100/100)、Rolling(100/100)、Sitting(80/100)、
Pivot sitting (60/88)、Sit to lying (60/88)、Shuffling (60/75)、
その後2コピーはStanding with assistance(60)、Lying to 
sit(40)、3コピーはLying to sit(75)、Crawling(63)、Standing 
with assistance(38)、 Hands-and-knees crawling(38) 、
Standing(13) 、Walking(13)であった。
【考察】
今回、薬剤治療後のSMA患児が新たなマイルストーンを獲得す
る可能性を示した。そのマイルストーンは定型発達とは異なる
SMAの特殊性を示すこと、獲得順序が  SMN2  のコピー数に
より異なること、CHOP INTENDが50点以上でマイルストーン
が獲得される可能性あることが示唆された。一方、CHOP 
INTENDが40点未満ではマイルストーンの獲得には至らず、先
行研究と一致している。しかし、薬剤治療により、年々スコア
の上昇を認め、四肢・頭部・体幹の自発運動の向上が示された。
【倫理的配慮】【倫理的配慮・説明と同意】
本研究は獨協医科大学埼玉医療センター臨床研究倫理審査委員
会の承諾を得て行い、保護者に書面を用いて研究内容と方法を
説明した (研究番号20140)。
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脊髄性筋萎縮症Ⅱ型患者における呼吸機能の長
期経過
○福本 幹太，三浦 利彦

国立病院機構北海道医療センター リハビリテーション部

【はじめに、目的】
脊髄性筋萎縮症 (Spinal Muscular Atrophy，以下SMA)は，体幹
や四肢の近位筋優位の筋萎縮と進行性筋力低下を示す下位運動
ニューロン障害である．SMAⅡ型患者は幼児期に発症し，起立
や歩行は獲得せず，発育不全による脊柱変形や呼吸不全などの
合併症が問題となる．特に呼吸障害は，呼吸筋力低下や咳嗽機
能低下などによる排痰困難などが挙げられ、呼吸器感染や呼吸
不全の増悪が死因となるケースが多い．これらの呼吸障害に対
して、NPPVの導入や呼吸理学療法が行われる．近年では，疾
患修飾薬が開発され、筋機能の改善が期待されている．今後、
疾患修飾薬の投与による様々な効果について検討されることが
予想されるが，SMAⅡ型の呼吸機能の長期的経過についての報
告は少ないのが現状である．本研究の目的は，SMAⅡ型患者の
呼吸機能と咳機能を評価し、長期経過のデータを把握すること
とした．
【方法】
本研究は，後方視的観察研究とした．対象は，当院およびNHO
八雲病院の受診歴があるSMAⅡ型患者で，20歳未満の時点で
初回評価を行っており，5年以上評価を行った者とした．評価
項目は，各年齢の肺活量 (VC) ，咳のピークフロー (CPF) ，最
大強制吸気量 (MIC) ，MICでのCPF (MIC-CPF) をカルテ記録よ
り収集した．
【結果】
5名 (男性4名，女性1名) が対象となった．対象者の初回評価時
年齢の中央値 (最小値‒最大値) は14歳 (7‒17歳)，追跡期間の
中央値は17年 (10‒21年) ，最終評価時年齢の中央値は29歳 
(25‒38歳) であった．VCは，1例 (症例A) のみ20歳以降も
2,000 ml以上を示し，他の4例は1,500 mlを下回り，13歳頃に
は既に500ml程度であった．CPFはVCと同様の傾向を示し，症
例Aは20歳以降も270 L/min程度を保っていたが，他の4例は
年齢による大きな変化はなく，100‒150 L/min程度で経過し
た．MICは，全例で年齢による変化は見られず，症例Aのみ
3,000 ml程度で経過し，3例は1,500 ml程度で経過，1例は
1,000 ml程度で経過した．MIC-CPFは全て，CPFよりも高い値
を示した．MICと同様に，年齢による増減の傾向は見られず，
症例Aのみ350 L/minを超え，他の症例はそれぞれ205‒260 
L/min，140‒220 L/min，110‒180 L/min，85‒135 L/min
の範囲で推移した．4例は追跡期間中に疾患修飾薬エブリスデ
ィ®の内服を開始したが，開始前後で全ての評価項目に明らか
な変化はなかった．
【考察】
本研究の結果は，幼少期から呼吸機能・咳機能が弱いことに加
えて，明らかなピークがなく，急激な低下もなかった．これは，
SMAⅡ型は幼児期に発症し，歩行を獲得せず運動機能のピーク
を迎えることに起因する可能性がある．SMAは発育不全により，
肋間筋の筋力低下や漏斗胸などの脊柱胸郭変形が生じ，さらに
呼吸機能・咳機能が低下するとされるが，本研究では低下は見
られなかった．これは，本研究の対象者は，NPPVが導入され，
入院期間中の呼吸理学療法や習慣的な電動車椅子の乗車により，
高い活動性を有することが呼吸機能の維持に寄与した可能性が
ある．また，エブリスディ®は2‒25歳のSMA II型患者の運動
機能改善への有効性は報告されているが，成人期の呼吸機能に
は明らかな有効性はないことが示唆された．
【倫理的配慮】　本研究は，国立病院機構北海道医療センター
の倫理審査委員会にて承認を得ている (承認番号：2023-5-2)．
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脊髄性筋萎縮症Ⅰ型（人工呼吸器使用）症例へ
の姿勢保持アプローチの効果～実用的なリフタ
ー使用のために～
○鈴木 みほ

東京小児療育病院 リハビリテーション部　理学療法科

【はじめに】脊髄性筋萎縮症 (以下SMA)I型では生後０～６ヶ
月の間に発症し、人工呼吸器が必要となる症例が多い。フロッ
ピーインファントを呈し、低下した骨間筋筋力に比して比較的
保たれた横隔膜の働きにより奇異呼吸が認められ、ベル型胸郭
や漏斗胸などの胸郭変形や未発達の原因となる1)。また、胸郭
変形により呼吸循環機能や姿勢保持能力への影響がおこりやす
い傾向がある。今回、人工呼吸器使用症例を担当し、在宅生活
におけるリフターの導入に携わる機会を得た。スリングシート
上での姿勢保持が困難であった症例に対し姿勢保持能力を促す
アプローチとポジショニング、補装具の工夫により姿勢保持能
力が向上し実用的なリフター使用が可能になった経過について
報告する。
【症例報告】SMA I型　男児　生後３ヶ月時、筋緊張低下・舌
線維束攣縮・腱反射低下・呼吸状態悪化、気管切開となり4ヶ
月～人工呼吸器装着。２歳喉頭気管分離術、胃瘻造設。　手指
の屈曲動作、足部内反を伴う足趾屈曲の随意運動可能
【経過】就学時リフター設置　フラットタイプのスリングシー
ト　背臥位が不安定になるため心拍数の上昇、酸素飽和度の低
下が見られ、背シート内にアクリル板を挿入しての使用を開始。
アクリル板の抜き差しが介助者の負担となっていた。
側臥位のポジショニングでは、短時間で心拍数が上昇するため
日常的に背臥位でいることが多く、人工呼吸器の呼気時には前
方の柔らかい胸郭が優位に膨らむことにより、肩甲骨が内転位
となり、肩甲帯部分が接触支持面とならず、頭部が不安定とな
っていた。
週１回１時間の訪問PTにおいて①背臥位で肩甲胸郭関節の可動
性を引き出し、②上部体幹の安定性に対して骨盤を安定させる、
③肩甲骨を外転方向に引き出して側臥位姿勢を保持、④側臥位
の角度にバリエーションをもたせ扁平胸郭の改善と側臥位姿勢
における頭部と眼球コントロールを促した。
日常生活の中で心拍数の上昇なく、側臥位姿勢保持が可能とな
り、側臥位の機会が増えた。PT場面では随意運動が可能な手指
の動作を目で確認出来る程に側臥位が可能となり、それを見る
ための頭部の保持、眼球運動も促すことができた。また、背臥
位で足趾の屈曲の随意運動が可能で足底接地するとそれを股関
節の内外転動作へと繋げることが可能であることから車いす乗
車時にSHBの補高で足底接地し、オープンカイネティックの動
きからクローズドカイネティックに変え、足趾の随意性を股関
節、下部体幹の安定性へと繋げられる設定とした。
【結果】介入から２年後、背臥位姿勢が安定しアクリル板がな
くてもスリングシート内で安定して頭部を保持することが可能
となり、日常的なリフターの使用が可能となった。
【考察】
SMAⅠ型では呼吸機能の維持のための呼吸理学療法、成長に伴
うROM低下の予防やポジショニングアプローチが中心となる
が、姿勢コントロールの潜在性を引き出し、それを日常に汎化
することで、リフターの実用使用が可能になったと考える。姿
勢の安定により頭部や眼球運動の向上を促すことができ、コミ
ュニケーション能力や学習へ繋げられると期待できる。
引用文献：１)藪中良彦、木元稔、坂本仁：小児理学療法学
p363(2020)
【倫理的配慮】当院の倫理委員会の承認を得ている (承認番号
：R05-02)
本人及び家族より写真等の使用については文書にて許可を得て
いる  対象者の顔写真はモザイク処理をし、個人の特定を防ぐ
他、年齢や地域など個人を推測できるような情報の提示を避け
る
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デュシェンヌ型筋ジストロフィーマウスに対す
る細胞移植治療効果を最大化し得るトレーニン
グ条件の至適化
○三木 麻有甫 1,2)，竹中(蜷川） 菜々 1)，後藤 萌 1)，
吉岡ブルジョワ クレモンス紀穂 1,2)，青山 朋樹 2)，
櫻井 英俊 1)

1) 京都大学iPS細胞研究所 臨床応用研究部門
2) 京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻

【はじめに、目的】デュシェンヌ型筋ジストロフィー (DMD)は、
ジストロフィン蛋白(Dys)の欠損により、筋の壊死と再生が繰
り返され、筋萎縮・筋力低下を引き起こす疾患である。現在、
新規治療法確立を目指した様々な研究が進められているが、我
々は「細胞移植治療」に着目し研究を進めている。これは、
DMDの骨格筋組織にDys発現が正常な骨格筋前駆細胞を移植す
ることで、DMD筋にDysを回復させるという戦略に基づいてい
る。すでに当研究室では、動物実験にて当該戦略の実現に成功
し (Zhao et al., 2020)、さらに、細胞移植前にその対象筋へ等
尺性収縮トレーニング (Tr)を負荷すると、移植細胞の生着率が
向上し、Dys陽性線維数が増大することを示唆する実験結果も
得られている。また、Dys陽性線維数の増大に伴い、運動機能
が改善するという報告もある (Godfrey et al., 2015)。そこで本
研究では、１)Tr負荷時期、２) Tr負荷量 (強度・頻度)の2点を
至適化し、移植細胞の生着効率の最大化を目指すことを目的と
した。
【方法】１)Tr負荷時期の検討：5-6週齢のDMDマウスに対し、
細胞移植の1 ・2 ・4日前にそれぞれTrを負荷する3群と、Tr非
実施群の計4群を設定した。Trは、麻酔下のマウスの下腿後面
に経皮的に電気刺激を与えて強制的に等尺性収縮を負荷するシ
ステムを用いた。負荷量については、足関節底屈トルク最大値
の40%の力を発揮するように調整した電気刺激を50回繰り返す
ものとした。細胞移植2週間後に筋組織を回収して組織学解析
を実施し、Dys陽性線維数を計測した。統計解析は、1元配置
分散分析とTukey検定を用いた多重比較を行った。
２)Tr負荷量 (強度・頻度)の検討：5-6週齢のDMDマウスに対し、
最大値40%の収縮を50回 (40%×50 Tr群)、最大値での収縮を
20回 (100％×20 Tr群)、最大値10%の収縮を200回 (10％×
200 Tr群)負荷する3群と、Tr非実施群の計4群を設定した。Tr
負荷時期は細胞移植の1日前とし、解析方法は１)と同様とした。

【結果】１)Dys陽性線維数は、1日前Tr群において最も多く、
その他の3群とのペアのそれぞれで有意差が認められた。
２)Dys陽性線維数は、40％×50 Tr群で最も多かった。40％×
50 Tr群と100%×20 Tr群、40％×50 Tr群とTr非実施群との間
で有意差が認められた。

【考察】移植1日前に40％×50回の条件でTrを負荷した際、
Dys陽性線維数が最も増大することが示された。また、Tr 2日
後以降に移植した場合には、Tr非実施群と同等数であり増大効
果は見られなかったため、Trによる移植効率促進効果は一過性
の現象であることが示された。本研究では、DMDマウスへの
細胞移植治療効果を最大化し得るTr条件の至適化に成功した。
それにより運動療法の有効性が証明されたが、移植効率促進の
メカニズムについては未だ未解明である。そこで、今後はメカ
ニズムの解明を進めることで、DMDに対する新規治療法とし
て、より安全で有効な細胞移植治療の確立を目指す。
【倫理的配慮】本研究はCiRA動物実験委員会の承認(23-196)を
受け実施した。
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ジストロフィン蛋白の完全欠損を呈したBecker
型筋ジストロフィー患者の歩行可能期の理学療
法と装具の検討
○広崎 蒼大 1)，宮城島 沙織 2)，小塚 直樹 3)

1) 札幌医科大学大学院 保健医療学研究科理学療法学・作業
療法学専攻
2) 札幌医科大学付属病院 リハビリテーション部
3) 札幌医科大学 保健医療学部理学療法学科理学療法学第一
講座

【はじめに、目的】
Becker型筋ジストロフィー (以下，BMD)やDuchenne型筋ジス
トロフィー (以下，DMD)では，進行性の筋力低下から機能障害
が生じ，徐々に活動範囲が制限される．これらの疾患では，歩
行不能となった時期より急速に体幹や四肢の変形・拘縮が進行
するため，リハビリテーション (以下，リハ)において歩行可能
期間の延長が一つの目的となる．今回，ジストロフィン蛋白の
完全欠損を呈したBMD症例の歩行能力低下の過渡期において，
歩行能力維持のため理学療法と装具療法について検討する．

【症例】
14歳男児．9歳頃より右ふくらはぎの痛みと共に歩行が困難と
なり他院を受診したところ高CK血症を指摘され，筋生検検査
のため当院が紹介された．遺伝子パネルで新規変異 (Int62 
c.9224+2T>C hemi接合)が同定され，BMDの診断となった (ウ
エスタンブロット法では，ジストロフィン蛋白完全欠損)．以
後，当院リハ外来にて隔週でのフォローを継続した．既往症に
自閉スペクトラム症がああり，BMIは26.11kg/m2と肥満傾向
であった．

【経過】
13歳8か月時点では，下肢，体幹に筋力低下があるが，上肢機
能は保たれていた．膝関節伸展 (-15°/-10°)と足関節背屈 (5°
/0°)の可動域制限，足関節内転 (50°/40°)の過可動性，軽度
の左右差を認めた．日常の移動手段は電動アシスト付きの車い
すであるが独歩は可能で，歩容は内反足歩行で側方への動揺が
大きく，全足底接地であった．6分間歩行距離は215mであっ
た．理学療法介入では下肢・体幹のストレッチ，傾斜台，有酸
素運動を行った．14歳2ヶ月では，歩行機能は保たれており，
6分間歩行距離は210mだった．しかし，静止立位保持時に左
踵部の接地が困難となった (荷重時，足関節背屈：5°/-5°)．
さらに，トゥクリアランスが低下，右立脚相での立脚側への動
揺が増加した．そのため，立位アライメント・歩容の改善を目
的として両側のタマラック継手付きプラスチック製短下肢装具
を作成した．装具装着後は左の踵接地が出現し，歩行時のトゥ
クリアランスの向上と右側への動揺性の改善が見られた．

【考察】
一般的なDMDでは，平均9歳で歩行困難，平均15歳で座位保持
が困難となる．一方で，BMDではジストロフィン蛋白の変性に
より，DMDに比べて長期の経過をたどり，高齢になるまで歩
行が自立するケースもある．本症例は，Int62の塩基置換によ
るBMDと診断され，ジストロフィン蛋白は完全欠損しているこ
とから，BMD症例の中でも比較的早い経過をたどると予想した．
歩行不能となる原因としては筋力低下のほかに下肢可動域制限
と左右差の拡大が挙げられ，DMD症患者における傾斜台を使
用した下肢可動域制限の改善は歩行速度と歩幅を改善させるこ
とが報告されている．本症例では，ストレッチに加えて傾斜台
を用いた介入を行い，歩行機能を維持することが可能であった．
しかし，立位や歩行時に左踵部接地困難を認め，それによる左
右差の拡大や下肢可動域制限の進行は，歩行不能となる時期を
早める可能性があり，装具作成に至った．アライメントや歩容
の改善により，左右差の拡大・下肢の可動域に与える長期的な
影響については，今後の経過を観察する必要がある．
【倫理的配慮】本学会で発表するにあたり，症例の保護者に対
し，個人が特定されるような情報は公開しないこと，個人の不
利益になることはないこと，同意後も撤回可能であることを口
頭と書面にて十分説明し，署名にて同意を得た．
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メロシン欠損型先天性筋ジストロフィー児に対
して，関節拘縮と脊柱側弯の予防が重要と感じ
た2症例
○齋藤 嘉彰

大館市立総合病院 リハビリテーション科

【はじめに】メロシン欠損型先天性筋ジストロフィー
(MN-CMD)は本邦では稀な疾患であり，筋力低下，関節拘縮，
脊柱側弯，呼吸障害といった臨床症状があり，理学療法が介入
すべき点は多いが，症例数が少ないこともあり本法の理学療法
に関する報告は少ない．今回MN-CMD児を2例担当したため身
体の経時的変化および理学療法の経過を報告する．
【症例報告および経過】
症例1：8歳女児．出生時CK23340IL/L．関節拘縮を認め1歳か
ら理学療法開始．1歳半で頸定，寝返りは頸部の反り返りで可
能．2歳でお座り可能．2歳6ヶ月から骨盤帯長下肢装具
(HKAFO)使用で立位訓練を開始．膝屈曲拘縮進行予防のため膝
装具を作成．4歳でずり這い，座位でのいざりが可能となった
が，座位での非対称性姿勢が出現．両下肢の屈曲拘縮が進行し
腹臥位保持や立位訓練が困難となったため筋腱解離術を施行．
自宅で装具等の使用ができず6歳で下肢屈曲拘縮が悪化し再手
術．進学に伴い電動車椅子を作成．7歳で脊柱側弯の進行に伴
い座位保持が不安定となりコルセットを作成，同時期に頸部の
不安定感が出現．現在のROMは両下肢に屈曲拘縮が軽度，四
肢近位筋のMMTは2レベル．胡座は不安定であり介助．脊柱側
弯はcobb28.3°左凸．呼吸機能検査は正常範囲．知的発達は正
常．
症例2：5歳女児．出生時CK41770 IL/L．筋緊張低下，下肢屈
曲拘縮を認め3ヶ月より理学療法開始．5ヶ月で頸定．1歳で寝
返り，お座り可能．1歳6ヶ月からHKAFO使用で立位訓練を開
始．膝屈曲拘縮進行予防のため膝装具を作成．2歳で両下肢の
屈曲拘縮が悪化し腹臥位保持や立位訓練が困難となったため筋
腱解離術を施行．2歳6ヶ月からHKAFO使用で歩行訓練を開始．
4歳で腹臥位で頭部挙上保持が可能．自宅で装具等の使用がで
きず4歳6ヶ月で拘縮が悪化し再手術．5歳でずり這いが可能．
現在のROMは両下肢に屈曲拘縮が軽度，四肢近位筋のMMTは
2～3レベル．胡座は自力で可能．脊柱側弯の兆候はなし．呼吸
機能検査は未測定．知的発達は未評価だが低下を疑う所見はな
し．
【結果】2症例ともに両下肢の腸腰筋，ハムストリングス，長
母指屈筋に短縮を認めた．関節可動域制限がなければ腹臥位や
装具使用での立位訓練が可能であった．筋腱解離術によって関
節拘縮は改善するが，自宅での姿勢ケアが行えず，2例とも関
節拘縮を再発した．下肢拘縮進行予防のために自宅での装具等
の使用や腹臥位の保持時間が重要であったが，自宅で姿勢ケア
を行うための工夫が必要であった．症例1では脊柱側弯を認め，
症状の進行とともに一度獲得した座位が自力ではできなくなっ
た．
【考察】2症例ともに背臥位や胡座で過ごす時間が多く膝屈曲
位を好む傾向にあり，姿勢と拘縮の関連が示唆された．関節拘
縮によって腹臥位や立位の姿勢をとれなくなるため，拘縮予防
および発達支援を目的に早期からの理学療法介入と姿勢ケアが
重要であると考える．生命予後の一因となる呼吸障害予防のた
めにも，関節拘縮と脊柱側弯の予防のための姿勢ケアは重要で
あり，理学療法介入が果たす役割は大きいと考える。
【倫理的配慮】演題発表に関連し，開示すべきCOI関係にある
企業などはありません．
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先天性筋強直性ジストロフィーに対する理学療
法経験―コロナ禍におけるFamily-Centered Care
の実践―
○加藤 くるみ １)，飛田 良 1)，和田 直美 2)，
山中 峻吾 2)，井出 康介 2)，尾木 祐子 3)，
西澤 侑香 4)，傍島 宏貴 4)，吉田 大輔 4)，
西倉 紀子 4)，柳 貴英 4)

1) 滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部
2) 滋賀医科大学医学部附属病院 看護部
3) 　滋賀医科大学医学部附属病院 整形外科
4) 滋賀医科大学 小児科学講座

【はじめに】
近年、NICUにおいて家族をチームの一員とし、児のケアや意
思決定への参加を促すFamily-Centered Care (FCC)の理念が重
要視されている。しかし、COVID-19感染拡大により、多くの
施設で感染対策がとられたことで、特に医療的ケア児では限ら
れた面会時間の中で、本来果たされるべき親子関係の構築より
も、医療的ケアの手技獲得を優先せざるを得ない。コロナ禍で
のFCC実践について、多発関節拘縮症合併の先天性筋強直性ジ
ストロフィー (Congenital Myotonic Dystrophy；CDM)に対す
る理学療法 (Physical Therapy；PT)を通して報告する。
【症例報告】
在胎32週6日、体重1728gで出生した多発関節拘縮症を有する
男児。合併症として、重症新生児仮死、咽頭喉頭軟化症、リン
パ管形成不全に伴う乳び胸、右難聴を認めた。
【経過】
出生直後より呼吸障害から人工呼吸器管理下となった。NICU
入室後間もなく、両側気胸を発症し胸腔ドレナージ施行、日齢
27にリンパ管形成不全からくる乳び胸を併発したため、日齢
102まで続いた。日齢32に先天性多発関節拘縮症に対しPT介
入を開始した。両側下肢は常時開排位で、内転制限、膝関節－
９０度の伸展制限、内反尖足をみとめた。介入時、鎮静管理下
でドレーン等の留置物が多く、定期評価を行いながら、主に看
護師向けのパンフレットを作成し、開排制限に対するポジショ
ニングと関節可動域運動の指導に留めた。日齢75に遺伝子検査
の結果からCDMと診断された。ドレーン抜去に伴い、日齢102
から関節可動域運動の部位を股関節から四肢全体へと変更し、
家族が参加できる内容のパンフレットへ変更した。また、鎮静
管理終了後から座位練習を開始した。咽頭喉頭軟化症による気
道障害のため、日齢137に気管切開術が施行され、日齢159の
GCU転棟後からは、看護師・母親に座位練習を指導し、PT以外
の時間でも積極的に実施された。この頃より、医療者が促さず
とも母親から自発的に児とふれ合う機会が増えた。日齢195の
一般病棟転棟から母児同室となり、両親にベビーカーの移乗お
よびシーティングの指導を行った。日齢208に医師付き添い下
で院内散歩を実施した。退院前に訪問看護やPT、保健師との地
域合同カンファレンスで担当者へ引き継ぎ、日齢227に自宅退
院となった。
【考察】
CDMは、生後４週以内の新生児期に、全身の筋緊張や筋力の低
下に加え、呼吸および哺乳障害を来たすとされる。出生直後に
生命の危機に直面することが多く、本邦ではNICUおよび乳幼
児期におけるPT介入に関する報告はない。
鎮静管理終了後早期に、肺許容量や気道クリアランスの増大、
視線を変えることによる社会相互性を育む目的で座位練習を積
極的に取り入れたことで、難渋していた在宅用呼吸器への移行
につながったものと考える。
コロナ禍における面会制限で、本症例のように長期入院を強い
られた医療的ケア児をもつ親は、面会時も医療的ケアの手技獲
得に追われ、この時期に重要な愛着形成が進みにくいことが懸
念される。その中で、本症例のようにFCCを意識したPTを医療
者間で連携しながら行うことで、療育者が主体性を持って、児
の成長や発達を感じてもらえる貴重な機会となったと考える。
【倫理的配慮】
発表にあたり、患者の個人情報とプライバシーの保護に配慮し、
家族から口頭にて同意を得た。
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気管切開術後の在宅呼吸リハビリテーションに
よりwell beingが向上した福山型先天性筋ジスト
ロフィーの1例
○山田 早紀 1)，高見 真帆 1)，古屋 真 1)，
沖 侑大郎 1,2)

1) 訪問看護ステーションひより
2) 神戸大学大学院保健学研究科

【はじめに、目的】
福山型先天性筋ジストロフィー(Fukuyama congenital 
muscular dystrophy: FCMD)は20歳頃に呼吸器感染症などで死
亡する例が多く、人工呼吸管理中の成人症例に対する長期的な
呼吸リハビリテーション(呼吸リハ)の効果を示した報告は少な
い。今回、誤嚥性肺炎を契機に20歳で人工呼吸管理となった
FCMDに対し在宅呼吸リハを行った結果、well beingが向上し
た1例を報告する。
【方法および症例報告】
本症例は21歳女性、身長: 133cm、体重: 35kg、生後まもなく
FCMDと診断された。知的発達の遅れは軽度で意思疎通は良好、
頭部保持は可能も、独座は困難で電動車いすで移動していた(
機能障害度分類: Stage VIII)。
2021年8月、初発の誤嚥性肺炎による入院を契機に在宅呼吸リ
ハを開始した。同年12月、嘔吐後の誤嚥性肺炎の際に経口挿管
となり、離脱困難のため気管切開、人工呼吸管理となった。約
1ヶ月の入院後、在宅人工呼吸、機械的排痰補助(Mechanical 
Insufflation-Exsufflation: MI-E)が処方され自宅へ退院した。退
院時のMI-E設定は呼気圧: -20cmH2O、呼気時間: 1.5秒、吸気
圧: 20cmH2O、吸気時間: 1.5秒であった。本人は発声再獲得と
祭りへの参加を、家族は発声再獲得と人工呼吸離脱を希望し、
退院翌日より在宅呼吸リハを再開した。
【結果および経過】
MI-Eに対する本人の拒否が強く、退院後1ヶ月間はバックバル
ブマスク(Bag valve mask: BVM)を使用し排痰と最大強制吸気量
(Maximum insufflation capacity: MIC)の改善を図り、退院2ヶ
月後には日中6時間の人工呼吸離脱が可能となった。スピーチ
カニューレへの変更を目標に吹き戻しを使用した呼気延長や息
止め練習、BVMとMI-Eを使用したMICの拡大を行った。退院8
ヶ月後にスピーチカニューレの練習を開始し、吹き戻しは5秒、
単語レベルの発話で同室内でのみ聴取可能な程度の声量があっ
た。退院10ヶ月後にスピーチカニューレでの外出が可能となっ
た。
退院10ヶ月後では、BVMを使用した換気では500ml程度の一
回換気量(tidal Volume: Vt)が得られたのに対して、退院時の
MI-E設定ではVt: 330ml、咳嗽時最大呼気流量(Peak cough 
flow: PCF): 85L/minと肺機能改善に対してMI-E設定が不十分と
なった。そのためPCFとMICの改善を目的に、呼気圧: -35cmH2
O、呼気時間: 1.5秒、吸気圧: 30cmH2O、吸気時間: 2.0秒に
MI-Eの設定を変更した。変更後はPCF: 116L/min、Vt: 720mL
まで改善した。また、同時期より容積式吸気訓練器を使用して
開始した努力吸気練習では一回吸気量は300ml程度であった。
退院12ヶ月後では一回吸気量450ml程度まで改善し、14秒の
吹き戻し、長文レベルの発話や歌唱が可能となった。また、排
痰練習を継続し、スピーチカニューレ装着下の自己喀痰が可能
となった結果、MI-Eを携帯せずに外出が可能となった。退院
12ヶ月後には2泊3日の旅行が可能となり、1年3か月後にはス
ピーチカニューレ装着下で祭りへの参加が可能となった。
【考察】
人工呼吸管理中の成人FCMDに対する長期的な呼吸リハは肺機
能や排痰能力を改善し、患者と患者家族のwell beingの向上に
寄与する可能性がある。FCMDへの在宅呼吸リハは、個々の課
題に合わせた対応と継続的な評価と介入が重要である。
【倫理的配慮】本報告は患者の保護者へ本発表の趣旨、内容に
ついて文書および口頭にて十分な説明を行い、書面にて了承を
得た。
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化学療法関連末梢神経障害を呈した幼児例に積
極的運動療法が奏功した一例
○清水 梨奈，大段 沙緒利

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 リハ
ビリテーション部

【はじめに】
急性リンパ性白血病の入院加療中に化学療法関連末梢神経障害
(以下, CIPN)にて歩行障害を呈した症例を経験した. 入院中は徐
々に改善が得られたものの, 退院後は変化が乏しかった. 今回, 
外来理学療法を実施した結果, 足関節の機能改善が得られ, 転倒
軽減と粗大運動機能の改善を得たので報告する.
【方法】
症例は5歳女児, 急性リンパ性白血病, 寛解導入療法中に前脛骨
筋の筋力低下をきたし,CIPNと診断された. 入院中は廃用症候群
も加わり自立歩行困難となるも, 退院時には自立歩行, 段差昇降
可能まで改善した. 退院から5か月経過したものの, 足関節内反
底屈傾向と頻回な転倒があり外来での理学療法開始となった. 
理学療法は, 1回/4週, 6か月間実施した.
プログラムは足関節ストラテジーと母趾側への荷重経験を目的
とした運動療法(平均台歩行, バランスボード・ポール立位, 片
脚立位)を実施した. 各々の課題は支持面や操作性の観点から容
易なものから始め段階的にステップアップした. 加えて道具不
要で取り組みやすい課題(かえる飛び, 後ろ歩き, 足趾ジャンケ
ンなど, 足趾・足関節運動を促す課題)をホームプログラムとし
て指導した. 来院時に課題の取り組み状況と遂行度を確認し, ポ
ジティブフィードバック後に修正点を伝え, スモールステップ
で難易度を変更した. 課題の遂行度はCOPMで確認した.
【結果】
初期評価, 足関節背屈筋力はMMT2/2, 足関節背屈可動域は他動
で膝伸展位5°/5°, 自動で膝伸展位0°/0°であり前脛骨筋の筋
力低下, 足関節背屈制限を認めた. 片脚立位時間10秒/10秒. 粗
大運動は支持なしでの起立と両足飛び可能, 走行, 連続跳び, ケ
ンケンは困難であった. 歩容はIC時foot flat, 立脚相足部内反, 外
側への下腿傾斜と骨盤の側方動揺が強く, 蹴り出しは母趾へ重
心乗らず推進力低下, Tsw時に遊脚側骨盤挙上の代償を認めた
.TUGは8.31秒. 転倒頻度は聴取にて大小問わずほぼ毎日認めた.
最終評価, 足関節背屈筋力はMMT4/4, 足関節背屈可動域は他動
で膝伸展位15°/15°, 自動で膝伸展位15°/15°と筋力, 可動域
ともに改善を認めた. 片脚立位時間1分以上/1分以上. 走行, 連続
跳び, ケンケンも可能となった. 歩容はIC時踵接地で立脚相足部
中間位, 下腿傾斜と骨盤の側方動揺はほぼ認めず立脚相安定, 母
趾で蹴り出し可能でTsw骨盤挙上の代償は改善した. TUGは
6.28秒. COPMの遂行度は常に10/10, 満足度も10/10と高い結
果であった. 転倒頻度は月2回まで減少した.
【考察】
本症例は薬剤投与終了後もCIPNの自然回復が得られなかった. 
先行研究ではCIPNに対する運動療法の効果として感覚障害や
運動障害の改善が報告されている. 今回足部に着目した運動療
法は前脛骨筋の収縮を促し, その結果として前脛骨筋の筋力増
強に繋がり, 代償にて固定されていた足関節運動の多様性を引
き出したと考える. また, 外来での理学療法の頻度が少ない中で
もより効果を得るにはホームプログラムと継続的に行える指導
の工夫が必要であり, 加えてご家族の協力が重要だと考える.
【倫理的配慮】本報告はヘルシンキ宣言に基づき倫理的配慮を
行った. 尚, 対象児および保護者への説明と同意を得ている
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啼泣や反り返りにより座位保持が困難であった
FOXG1症候群の一例に対する理学療法経過
○栗谷 彩 1)，古川 敦 1)，花房 伸子 1)，辻 紫帆里 1)，
西村 淑子 2)

1) 三重県立子ども心身発達医療センター リハビリテーショ
ン科
2) 三重県立子ども心身発達医療センター 整形外科

【はじめに】
FOXG1症候群は非典型的レット症候群の先天型で、重度の発達
遅滞、筋緊張異常、てんかん、睡眠障害、突然の啼泣、摂食嚥
下障害等を呈する希少疾患であり、理学療法(以下PT)の報告は
ほとんどない。今回、啼泣や反り返りにより生活での座位保持
が困難であったFOXG1症候群の一例に対してPTを行い、認定
こども園での活動参加や母の不安軽減に繋げられたため、入園
前後の経過に着目して報告する。
【症例紹介、方法】
6歳女児、横地分類A1。在胎41週6日、体重3742gで出生。4
か月で定頚なく反り返りあり、小頭症やMRIで脳梁の低形成・
後方部分欠損を指摘。7か月で座位困難で口腔過敏あり、11か
月で定頚なく体幹低緊張、上下肢の不随意運動を認め、PT・摂
食機能療法開始。1歳2か月でてんかん、3歳4か月でFOXG1症
候群と診断。PT開始から4歳で入園し就学に至るまでの経過を
診療録から検証した。
【経過】
PTは外来に加え、1歳8か月から家族支援や発達促進を目的に
定期的な親子入院にて行った。腹臥位で頭部挙上や上肢を前方
についた座位が数秒可能となったが、言語表出はなく啼泣や反
り返りがあった。3歳7か月、睡眠障害や日中の啼泣や反り返り
が強く家庭では食事も含め1日中抱っこやおんぶが必要となっ
た。母の負担軽減・他児との交流を目的に園への入園希望があ
ったが、園で座って生活できるか母の不安があった。そこで、
園で連続20-30分座位で過ごせるよう、啼泣せず座位で過ごす
ための評価や座位練習、環境調整を目的に、入園までの5か月
間、外来及び入院で介入を行った。
大きな音や環境変化、不眠があると啼泣しやすく、個室など静
かな環境で入院日数や前日の睡眠状況を考慮し介入内容を調整
した。座位では不随意運動をきっかけに反り返り股関節屈曲困
難となること、不快の表出が伝わらないことで啼泣し反り返り
やすかった。広い支持基底面で体幹屈曲や股関節90°以上の屈
曲を維持するよう後方から介助座位を行い、表情や声の変化を
注意深く観察し介助量を調整すると啼泣なく過ごせた。家庭で
も介助座位を取り入れると反り返っても自分で股関節屈曲でき
ることが増え、母との関わり、入院中の保育や病棟預かりなど
1日の多くの生活場面で連続15-30分座位で過ごせるようにな
った。4歳0か月には座面角度やクッション、ティルト角度を調
整した座位保持装置に30分座り食事も可能となった。入園前に
園の職員にも環境設定や介助座位の方法を情報共有した。4歳1
か月から入園し座位保持装置上での食事や座位で他児との交流
を行うことができ、さらにSRC歩行器歩行やプロンボード立位
も園に導入できた。6歳1か月には入園前より意思表出や環境適
応がしやすくなり、母の不安は軽減した。
【考察】
本症例は重度の発達遅滞を呈し啼泣や反り返りが強く座位に難
渋したが、環境設定や睡眠状況、非言語的表出などを多角的に
評価した関わりが重要であった。また、多職種や家族と連携し、
生活で股関節屈曲を維持できる介助座位を持続して行うことで
座位保持装置上の座位も安定し、園での活動参加や母の不安軽
減に繋がったと考える。
【倫理的配慮】本報告はヘルシンキ宣言に基づき、当センター
の倫理委員会で承認を得た上、家族に症例報告の趣旨および倫
理的配慮について説明し、書面にて同意を得た。
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デュシェンヌ型筋ジストロフィーマウスに対す
る iPS細胞由来筋幹細胞移植と筋収縮トレーニン
グの併用効果
○竹中（蜷川） 菜々 1)，後藤 萌 1)，
吉岡 クレモンス紀穂 1,2)，三木 麻有甫 1,2)，
櫻井 英俊 1)

1) 京都大学 iPS細胞研究所
2) 京都大学大学院 医学研究科理学療法学講座

【はじめに、目的】
デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、ジストロフィン蛋
白(Dys)が欠損することで、筋萎縮と筋力低下を引き起こす遺
伝性筋疾患の一つであり、未だに根治療法はない。そこで、
Dys発現が正常な筋幹細胞(MuSC)を移植してDys発現を補う「
細胞移植治療」が、新たな根治療法の一つとして期待されてい
る。当研究室では、健常ヒト多能性幹 (iPS)細胞から
MuSC(iMuSC)を作成することに成功し、さらに、それらの
iMuSCをDMDマウスへ移植すると、一部の筋線維でDysが補充
されることを証明した (Zhao et al., 2020)。しかしながら、移
植されて生着したiMuSCが、筋損傷などの刺激に応答して活性
化し筋再生に寄与するという「幹細胞としての機能」を、ホス
トDMD筋組織中でも維持しているのかは不明であった。また、
運動機能の改善を達成するためには、約10-30％の筋線維に
Dysを補充する必要があることはすでに分かっているが、
iMuSC移植単独でその補充率を達成することは極めて難しい。
そこで、本研究では、iMuSC移植の前後にDMD筋に対してトレ
ーニングを負荷して筋再生を誘発することで、生着後のiMuSC
の再活性化を促し、その結果としてDys補充率をさらに増大さ
せられるか検証することを目的とした。この成果は、トレーニ
ング負荷がDMDマウスに対するiMuSC移植治療を促進しうる有
効な介入手段であることを証明し、それと同時に、iMuSCの幹
細胞としての機能を証明することにもつながる。
【方法】
DMDマウスの後肢に等尺性収縮トレーニング (Tr)を負荷し、そ
の24時間後にiMuSCを腓腹筋内に直接投与した。さらに、移植
2週後には再度Trが1回 (移植後1回Tr群)、もしくは、週に一回
の頻度で4回 (移植後4回Tr群) 負荷された。Tr肢の反対側肢に
は、移植後Trは負荷されず、対照 (control)群として比較検証実
験に使用した。Trは、麻酔下のマウス下腿後面に、足関節底屈
最大トルク値の40%の力を発揮するように調整した電気刺激を
50回加えることで負荷された。移植5週後には筋組織を回収し、
Dys陽性線維及び損傷筋線維を検出するための組織学解析を実
施した。
【結果】
移植後1回Tr群は、control群と比較してDys陽性線維数が増加
する傾向にあったが、統計学的有意差は認められなかった。し
かしながら、移植後4回Tr群では、control群と比較して有意に
Dys陽性線維数が増大していた。また、Trにより、Dys陰性線
維では損傷が惹起されたが、一方で、全てのDys補充筋線維は
損傷を受けていなかったことが確認された。
【考察】
iMuSC移植後の繰り返しTr負荷により、Dys補充率が有意に増
大することが示された。この結果から、iMuSCは、少なくとも
移植後4週間は「幹細胞としての性質」を維持している可能性
が示された。さらに、DMDマウスに対するTr負荷は、iMuSC移
植によりDysが補充された筋線維を損傷することなく、移植治
療を促進させうる有効な介入手段であることも証明された。
【倫理的配慮】本研究は京都大学動物実験委員会の審査を受け
実施した(承認番号：計23-196)
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在宅における医療的ケア児の位置的頭蓋変形の
発症状況と運動発達との関連
○内尾 優 1,2)，木庭 小百合 2)，齊藤 ゆう 2)，
石沢 由香 2)，平原 真紀 2)

1) 東京医療学院大学 保健医療学部リハビリテーション学科
2) ベビーのための訪問看護ステーションベビーノ

【はじめに、目的】
乳幼児の頭蓋骨は成人とは異なり、骨と骨の固定性は低く位置
的頭蓋変形の問題を生じやすい、これらは外見だけではなくそ
の後の発達への影響が懸念されている。なかでも医療的ケア児
は臥床する時間が長く位置的頭蓋変形の進行を助長しやすい。
本研究の目的は、医療的ケア児の位置的頭蓋変形の発症状況と
運動発達との関連について調査を行うことである。
【方法】
対象の選択基準は、乳幼児専門の訪問看護ステーションである
1施設において登録されている児、除外基準は、頭蓋骨癒合症、
頭蓋骨手術、頭蓋内外傷、シャント術後の診断を受けた児とし
た。評価は、頭部変形評価、運動発達評価とした。頭部変形評
価にはArgenta分類を用い、これは位置的頭蓋変形の重症度を
評価する観察的評価であり、1(軽症)～5(重症)に分類される。
なお、本研究では分類1にも満たない場合0と定義した。運動発
達評価にはアルバータ乳幼児運動発達検査法を用いた。また、
母体、周産期の情報について診療録より調査した。解析は、対
象を頭部変形の程度に基づき、頭部変形なし群、頭部変形あり
群に分け、アルバータ乳幼児運動発達検査法の腹臥位、背臥位、
座位、立位の4項目の結果を2群間で比較した。検定にはSPSS 
Version 28を用い、有意水準は5%とした。
【結果】
解析対象となった児は51名 (平均年齢1.5±1.1歳)であり診断名
は、脳原性疾患14名、染色体異常8名、遺伝子疾患6名、早産
低出生体重児14名、その他9名であった。Argenta分類の結果
は分類0:18名/1:15名/2:14名/3:4名/4:0名/5:0名であった。解
析対象児は、Argenta分類に基づき分類0～1の変形がごく軽度
な頭部変形なし群33名と分類2～5の頭部変形あり群18名に分
類された。2群間における母体、周産期の情報、運動発達評価
を比較した結果、母体、周産期の情報については差を認めなか
った。運動発達評価において、頭部変形あり群は頭部変形なし
群に比しアルバータ乳幼児運動発達検査法の腹臥位 (5.4±5.7 
vs. 9.0±7.7)、座位 (2.9±3.2 vs. 5.3±5.1)、立位 (1.6±1.5 
vs. 4.2±5.2)の項目の点数が有意に低かった。背臥位では差を
認めなかった。
【考察】
結果より、医療的ケア児における位置的頭蓋変形は、Argenta
分類1～3と軽症例が多かったが、発症頻度は高いことが明らか
となった。 頭部変形あり群と頭部変形なし群における運動発
達の比較においては、腹臥位、座位、立位において有意差を認
めた。頭部変形は頭蓋骨に対するいずれかの側の非対称な外力
で生じることから、背臥位で過ごすことが多く腹臥位や抗重力
姿勢の運動発達が遅い児に頭部変形は生じている可能性が考え
られた。頭部変形を有するまたは予測される児には早期から腹
臥位での抱っこや遊びを行うことを推奨することが報告されて
おり、本研究結果による腹臥位の遅延はこれらの報告との関連
があることが示唆された。今後、成長に伴う変化や発達にどの
ような影響があるのかについても検討していく必要があると考
える。
【倫理的配慮】本研究は、東京医療学院大学研究倫理審査委員
会 (承認番号21-9H)の承認を得たのちに実施した。研究を開始
するうえで、同意しなくとも不利益を受けないこと、同意は撤
回できること、研究の意義や目的等を記載した同意説明文書を
対象児の代諾者である家族に渡し、文書および口頭による十分
な説明を行い、代諾者の自由な意思による同意を文書で取得し
た。
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小児地域リハビリテーションの実現に向けた子
ども食堂の取り組み
鳴海 勝太，○井坂 友哉，江藤 ひかり，中川 由佳，
中川 将吾

つくば公園前ファミリークリニック

【はじめに、目的】
小児整形外科領域でのリハビリテーションでは、子どもの発達
や運動器の改善に努めるのみならず、患者家族の様々な困りご
とに対して、必要に応じて子どもとの遊び方や課題設定などの
家族指導を行うことが必要となる。昨今では情報リテラシーの
問題があり、育児の情報はインターネット上では乱雑であり、
専門家による確かな情報から経験談まで取捨選択が難しい。そ
のことによって育児に対する不安を増加させ、親子間の関係性
構築の障害になっている例もみられる。当院では上記の問題に
対して、育児の困りごとを相談しやすい環境を提供するために
子ども食堂キッチンこんを開始した。これまでに4回実施した
内容やアンケートで得られた当事者たちの意見をまとめて以下
に報告する。
【方法】
スタッフ構成は医師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作業
療法士、公認心理師、教師、地域の子ども食堂や学習支援運営
者など専門職をボランティアで配置した。対象年齢や障がいの
有無による制限はつけていない。実施回によって子ども食堂と
他のイベントを並行して実施した。
募集方法は、1、2回目は希望者へのチラシの配布とSNSでの告
知をした。3、4回目は同様の方法と予約制をとり、定員を10
家族とした。実施内容は、参加者同士の交流、食事、離乳食相
談、発達や育児相談、イベントを実施した。参加者の滞在時間
は2時間30分～3時間である。参加費は材料費のみ徴収してい
る。これまでに実施したイベントは、室内遊具体験イベント、
離乳食や食形態相談会、ベビーバルシューレ体験会を実施した。
すべての会において専門職へ声掛けがしやすいようにパラレル
な場を設定している。
【実施内容、結果】
参加養育者年齢は平均35.17歳、こどもの年齢は平均2.39歳。
滞在時間平均は2時間45分。参加者の人数は1、2回は平均22
人、3、4回は平均15人。参加者の構成は、1家族のみ父と母、
児で参加、その他は母と児で参加していた。アンケートでは自
記式質問紙を作成して実施。参加者の満足度は高く、再訪者は
7人。参加している養育者は食事やその発達、自身の子の心配
な部分の発達についてアセスメントを求めている傾向がある。
発達変化に合わせた遊び方や課題設定の情報を欲している者が
多い。
【まとめ】
育児の諸問題に対して相談しやすい場を作るために専門職の子
ども食堂を開始した。養育者は平均35.17歳、子どもは平均
2.39歳、参加者の人数は1、2回は平均22人、3、4回は平均15
人であった。参加者は子どもの発達や育児をめぐる困りごとを
抱えている者が多く、専門職へ直接相談ができるキッチンこん
の満足度は高い。本取り組みにより育児の不安を軽減すること
につながり、養育者の養育モデルの再考や親子間の関係性構築
に促進的に働くことが考えられる。また、小児リハビリテーシ
ョンにおいて養育者の育児不安を軽減することは意義があり、
本取り組みは一助になることが示唆される。
【倫理的配慮】本調査への参加は自由意志での参加であり、参
加しない場合でも不利益を受けないこと、 参加後もいつでも
撤回でき、その場合にも不利益を受けないことを保障し、口頭
での説明、書面での同意を得られた方のみ参加者とした。 個
人情報は対象者が特定されることはないこと、厳重に保護する
ことを伝える。調査用紙は無記名で個人が特定できないように
コード化して分析した。 さらに、参加中に体調不良となった
場合には直ちに参加を中止し、適切な処置を受けられることも
伝えた。

 P-2-16  在宅・地域・PT管理

児童における健康関連QOLと食に関するQOL・
睡眠状況の学年別の違いと項目間の関係　―福
島子どもコホート調査―
○楠本 泰士，髙橋 恵里，倉澤 茂樹，田中 善信，
星 真行，柴 喜崇，岡崎 可奈子，義久 精臣

福島県立医科大学

【はじめに、目的】
近年、食育や眠育などの言葉が聞かれるように、小中学生のう
ちから、健康に気を付けることの重要性が見直されており、食
育、眠育などの多角的な調査が、将来的なけがや生活習慣病の
予防のために必要である。対策の一環で、福島市をはじめ全国
の市町村で予防的な政策が始まっているが、医療専門職の関り
は少ない。地域の小中学生を対象に健康に関連する多角的な調
査を行うことで、学年ごとの違いや項目間の関係性が明らかに
なれば、有用な予防的な関わりが実施できる。
本研究では、「福島子どもコホート調査」として福島市在住の
小学生の健康関連QOLや食に関するQOL、睡眠状況の調査を行
い、学年ごとの違いや項目間の関係性を明らかにすることを目
的とした。
【方法】
本研究は横断研究とし、福島市内の全小中学校の児童、生徒に
募集チラシを配布し、対象者を募集した。75名が参加し、分析
対象者は、データ欠損のある者、中学生、療育利用者を除外し
た53名の児童 (6～12歳)とした。
測定項目は、こどもの健康関連QOL、食に関する主観的 QOL、
睡眠調査とした。こどもの健康関連QOLは、日本語版
KIDSCREEN -27を用いた。KIDSCREEN -27は、身体的幸福感、
心理的幸福感、親子関係と家庭環境、社会的支援と仲間、学校
の5領域、計27項目からなり、5段階で回答し、高得点である
ほどQOLが高い。今回は、親子関係と家庭環境を除く4領域を
採用した。食に関する主観的QOL (SDQOL)は、4項目計4～20
点で採点し、高得点であるほどQOLが高い。睡眠調査は、小学
生版子どもの眠りの質問票を用いた。質問票は、レストレスレ
ッグズ症候群、 睡眠時呼吸障害、朝の症状、夜間中途覚醒、
不眠、日中の過度の睡眠、日中の行動、睡眠習慣、不規則・睡
眠相後退の9つの下位項目で構成され、高得点であるほど睡眠
状態が悪いことを表す。また、付随項目としてテレビや動画、
ゲームなどのスクリーンタイムの1日の平均時間を聴取した。
対象を学年によって低学年 (1、2年生24名)、中学年 (3、4年生
20名)、高学年 (5、6年生9名)の3群に分類し、一元配置分散分
析とBonferroni法による多重比較検定にて検討した。また、全
対象者で項目間の関係性をPearsonの相関係数にて検討した。
統計処理にはIBM SPSS Statistics Ver.27を使用し、有意水準を
5％とした。
【結果】
低学年と比べて高学年において、睡眠習慣が有意に低く (p＝
0.041)、スクリーンタイムが長かった (p＝0.033)。SDQOLは、
中学年と比べて高学年が低く (p＝0.040)、KIDSCREEN -27の各
項目は、学年間に差はなかった。
年齢はスクリーンタイムと0.434の正の相関、睡眠習慣と－
0.344の負の相関があり、SDQOLと相関はなかった。
KIDSCREEN -27はSDQOLと0.313～0.588の正の相関、日中の
行動と－0.357～－0.586の負の相関があった。
【考察】
今回、スクリーンタイムと睡眠習慣に相関関係はないが、低学
年と比べ高学年の児童の方が、スクリーンタイムは長いが睡眠
習慣は自立していた。KIDSCREEN -27とSDQOL、日中の行動
との相関から、こどもの健康関連QOLが高いと、食事に関する
QOLが高く、睡眠に関わる日中の行動 (問題行動)が少なくなる
可能性が示唆された。
【倫理的配慮】本研究は福島県立医科大学倫理審査委員会の承
認を得て実施した。対象者には口頭と文書にて説明し、同意を
得て実施した。本研究への協力を断っても、何ら支障のないこ
とを書面にて伝えた。
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パラスポーツ体験を目的とした親子入院の活動
報告
○堤崎 宏美 1)，齋藤 由希 1)，鳥井 智太郎 2)

1) 北海道立旭川こども総合療育センター リハビリテーショ
ン課
2) 北海道立旭川こども総合療育センター 整形外科

はじめに】
当センターでは、子どもと家族が一緒に入院する、肢体不自由
児を対象とした一般親子入院 (３～4週間)や神経発達症児やダ
ウン症児等を対象と短期親子入院 (5日間)を行なっている。
今回、2020年より新規事業として「パラスポーツ親子入院」
を実施した。当センターに通院している児童を対象に、パラス
ポーツに接する機会の少ない子どもたちや家族に対し、スポー
ツの経験や紹介を通じ、スポーツの楽しさを感じ、活動性を高
め社会参加を促すことを目的としている。今回は本事業の活動
内容とその意義について検討したので報告する。
【対象と内容】
定員5組で、小学中学年までの肢体不自由児を対象。3泊4日の
日程で、運動測定 (投球・10ｍ走)・ボッチャ・プール体験・
10ｍスラローム等のスポーツを親子で体験する。他に、整形外
科医による講義、集団保育なども行った。入院最終日には、家
族対抗ボッチャ大会を実施し表彰式を行った。退院時に参加者
にアンケートを実施した。
【活動報告】
2020年3組、2021年は4組の参加者であった。年齢は3歳～6
歳。低出生体重児や脳性麻痺、運動発達遅滞、知的障害を持つ
子どもたちで、運動レベルは、GMFCSLevel Ⅱ～Ⅲ。プログラ
ムは、個別リハを実施後、集団活動として、徒競走、スラロー
ム、玉入れ、フロアカーリング、トランポリン、ボッチャを親
子合同で行った。運動測定結果より各種目について、個々の能
力に応じた方法で行ったが、個別差が大きく、ルール理解も難
しいため、スポーツ要素を取り入れたレクレーション活動が多
かった。ボッチャ大会や表彰式を企画することで本人だけでな
く、家族・スタッフ全員で楽しみながらスポーツに取り組めた。
【考察】
通常のリハビリに加え、スポーツ活動を通じて、競争する雰囲
気や達成感を感じている様子が見られた。2年連続で参加した
児童については、歩行能力・距離の向上など運動発達の経年変
化を見ることができた。しかし、参加者が低年齢でルール理解
が乏しく、競技としてのスポーツを行うことは難しいため、ス
ポーツ要素を取り入れたレクレーションやシンプルなルールに
変更することで、楽しく取り組むことができた。また、参加者
アンケートでは、「うちの子がスポーツできると思ってなかっ
た」「参加できてよかった」「またやりたい」と高い評価を得
たことからも、ニーズの高い事業であると実感した。今後、
COPMや活動・参加に対する評価も調査していきたい。早期に
スポーツに出会えることで、チャレンジする心が育ち、子ども
たちや家族の健康や社会参加へのきっかけ等QOL向上につなが
っていくと考える。さまざまな障がいを持つ子どもたちが楽し
くスポーツに取り組める環境を整えるためにも、今後もパラス
ポーツ親子入院を発展させていきたい。
【倫理的配慮】【倫理と同意】本発表にあたり、利用児童の保
護者に説明し文書による同意を得た。
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小児訪問リハ初学者のための講習会の考案　　
～オンデマンド講義の効果と今後の課題～
○長島 史明，小林 明弘，後藤 晴美，寺原 由佳里

医療法人財団はるたか会

【はじめに】
自宅で生活し、訪問看護を受ける小児利用者数は増加しており、
訪問リハビリテーション (リハ)においても対象疾患は成人～小
児まで広がりをみせている。さらに小児医療の進歩により、人
工呼吸器など濃厚な医療を必要とする医療的ケア児が増加して
いる。しかし、卒前教育では小児疾患を学習する時間は限られ
ており、臨床で活用する知識や技術を十分に習得しているとは
いえない。そこで我々は小児訪問リハ初学者のための講習会を
考案・実施した。今回、講習会で実施したオンデマンド講義の
効果と今後の課題について検討したので報告する。
＜小児訪問リハ講習会＞
オンラインにて講義およびグループワークを2回実施、オンデ
マンドにて小児リハに関する講義動画を視聴学習する。
オンデマンド講義動画：テーマは、「発達と評価」、「疾患と
特徴」、「リスク管理」、「身体の扱い方とポジショニング」、
「呼吸と循環」、「摂食嚥下」、「補装具」、「コミュニケー
ションと遊び」、「連携」の9項目。小児リハ経験者が講師と
なり、1項目60分程度の動画を作成。動画はクラウド上で共有
し、いつでもどこでも視聴可能とする。視聴期間は2ヶ月。
【方法】
受講者に、オンデマンド講義は十分に学習することができたか
について、そう思う、ややそう思う、あまりそう思わない、そ
う思わないの4段階で回答をもとめ、その理由について回答を
例示し選択してもらった。また自由記載で講義に対する意見を
もとめた。
【結果】
回答13名 (PT9、OT3、ST1)。訪問リハ経験年数は1年未満：1
名、1年以上3年未満：8名、3年以上：4名。小児訪問リハ経験
人数は0人：3名、1人：4名、3名以上：6人。医療的ケア児の
経験人数は経管栄養の児：6名、酸素投与の児：4名、気管切開
の児：4名、人工呼吸器の児：3名、全く経験なし：6名であっ
た。
オンデマンド講義は十分に学習することができたか：そう思う
；8名、ややそう思う；4名、あまりそう思わない；1名。回答
理由について、「講義の中に自分が知りたい内容があり、とて
も勉強になった」：11名、「講義の中に自分が苦手な内容や知
らなかった内容があり、とても勉強になった」：10名、「講義
の数が多く、幅広い内容を学習することができた」：5名。自
由回答では、幅広い内容が学べたが、視聴時間や期間が短く十
分に学べなかったという意見がみられた。
【考察】
小児リハ初学者に対して、オンデマンド講義は十分に学習がで
きる内容であった。訪問リハ経験年数・小児経験人数が少ない
セラピストにとって、小児リハを学ぶ一助となると考えられた。
視聴時間や視聴期間など、より効果的な学習方法については更
なる工夫が必要になると思われた。今回、講義内容を実際の臨
床場面でどのように活用するかは、受講者自身に委ねている。
臨床場面での課題解決のためには、長期的なフォローアップや
小児訪問リハのクリニカルラダー等を検討していくことが必要
である。
【倫理的配慮】本研究は、ヘルシンキ宣言に基づき、所属機関
の倫理委員会の承認を得たうえで実施した。本研究参加者には、
研究参加時に目的、方法を説明し、同意を得た。個人情報の保
護について回答者が特定されないよう配慮した。
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居宅訪問型児童発達支援事業開始後4年間の経過
と課題報告　　　　　　　　　　　　　　　　
　難病や脳腫瘍の子どもの地域移行と理学療法
実践
○田中 あゆみ 1)，荒田 幸子 1)，野村 公子 １)，
馬場 郁子 ２)，小山 栄子 ３)

1) 子ども発達さぽーとセンターあゆみ園
2) 都倉病院訪問看護ステーション
3) 小山医院

【はじめに、目的】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2018年に新設された医療的支援にとどまらず総合的な社会的
支援への移行も視野に入れ、著しく外出困難な子どもに対して
居宅を訪問し、児童発達を提供する居宅訪問型児童発達支援事
業 (以下事業と略す)が5年目を迎える。京都府で初めて認可さ
れた当センターの個別支援計画にとり入れた理学療法実施例に
ついて述べこの制度の課題も提示する。
【方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当センターで支援介入したケースを後方視的に調査し特徴をま
とめた。
【結果】
事業申込みから開始までの期間は平均16日で最長60日であっ
た。4年間で15人が利用、診断名は、染色体異常、脳腫瘍 (ラ
ブドイド腫瘍)、脊髄性筋萎縮症、ミトコンドリア心筋症と幅
広い。
利用された子ども12人が障害認定等されていない1歳未満の低
年齢児であり、開始時未定頸・寝返り困難でAlberta Infant 
Motor Scaleスコアから同年齢児に比較し粗大運動の遅れが示
唆された。8人が低出生体重児で7人が経管栄養等の医療ケアが
必要だった。また、全体で医療ケアが必要な子どもは10人、利
用目的は感染リスクが高く外出困難なため自宅での子育て支援
と児童発達支援 (本人支援)が主だった。
家族が困難を感じていた課題は、①注入後吐き戻す (7人)②泣
く。緊張する。不機嫌でぐずる (5人)③夜眠れず生活リズムが
整わない (7人)、他には遊び方がわからない、元気に育ってほ
しいという内容もあった。理学療法士は、家族との協業による
目標設定を行い多職種で共有して介入した。
実際の症例を紹介する。
退院後、吐き戻しが続くＡさん(10ヶ月)に対して、医師・看護
師に治療状況の説明を依頼、吐き戻しの要因や呼吸状態等の確
認後、呼吸理学療法と腹部の圧迫を防ぐ腹臥位姿勢での頭部挙
上や回旋を促した。
腫瘍の治療と児童発達支援の両方が必要なＢさん (5歳)には、
学校・通所サービスへの保育所等訪問支援制度を併用して治療
期に沿って支援を統一し、神経症状からくる不快の要因の整理
と装具を使用した快適な環境設定を行い基本動作能力の向上を
図った。
2例とも過ごしやすい姿勢環境での学習と感覚遊びを行い、苦
痛を察知し解決する事で子育て上のコミュニケーションを築い
た。体調に合わせ子どもの育ちと遊びの相談会に参加してもら
い保育士と具体的な育児相談・保護者同士の情報交換の場を提
供した。状態調整系 (栄養・呼吸)が安定し、子どもが楽しく小
集団の活動に参加できたことが、保護者にとって大きな自信と
なり通所移行を助けた。
4年間で本事業を利用された子ども15人中9人が通所移行、う
ち5人は本事業と保育所等訪問支援事業の両制度を併用して地
域移行した。
【考察】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
重度な疾病のため環境の変化に弱い子どもは状態調整系が不安
定で、保育士でも不機嫌で遊びにくい状況であったが、理学療
法士も共に関わることで希望する育児生活を送れる一助となっ
た。
利用開始にあたり手続きが多く支給決定までの期間が長い。手
続きの簡素化が望まれる。また、厚労省の調査では地域に事業
のニーズがないという報告もあるが、居宅に訪問して遊びを主
軸に行う本事業は医療だけでは解決できない包括的子育ての初
期支援の一つとして有効であると考える。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、本報告の主旨や内容、
個人情報保護について、対象者のご家族に十分に説明し口頭と
書面にて同意を得た。
尚、当法人倫理審査委員会の審査・承認を得ている。
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急性横断性脊髄炎に対し早期リハビリ介入し歩
行獲得に至った1例
○稲森 遥 1)，中野 有子 2)，日高 雅大 2)，
小森 華穂 2)，平野 哲 3)，大高 洋平 3)

1) 藤田医科大学岡崎医療センター リハビリテーション部
2) 藤田医科大学病院 リハビリテーション部
3) 藤田医科大学 医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座

【はじめに、目的】
急性横断性脊髄炎による、弛緩性麻痺を呈した小児に対して、
装具作成を実施し歩行獲得に至った報告が少ない。今回は、早
期から長下肢装具を使用した立位練習を実施し、短下肢装具 (
以下、AFO)を作成し歩行獲得となった症例を経験したため、三
次元動作解析装置KinemaTracerを用いた歩行解析結果と共に
報告する。
【症例報告】
5歳女児。発症前の発達は正常発達であり、入院前のADLは自
立していた。腰痛を訴えてから歩行障害を呈し、MRIにて胸髄
に横断性脊髄炎所見があり、両下肢弛緩性麻痺、膀胱直腸障害
を認め、急性横断性脊髄炎の診断で入院となった。
【経過・結果】
第4病日から理学療法と作業療法を開始した。開始時の身体機
能は、ASIA Impairment Scale (以下、AIS)はA、Neurological 
Level of Injury (以下、NLI)はTh9、ASIAの下肢運動スコア (以
下、LEMS)はRt/Lt=0/0であった。また、起居動作、座位保持、
車椅子移乗は全介助であり、機能的自立度評価法 (WeeFIM 
:Functional Independence Measure for Children)の運動項目は
33/91点であった。
第9病日、骨盤帯付き長下肢装具 (HKAFO)や内側股継手付き長
下肢装具 (Primewalk)を使用し立位・歩行練習を開始した。第
45病日より、徐々に左右AFOを使用した立位・歩行練習を組み
入れるようにし、第68病日にPCW(Posture Control Walker)と
左右AFOを使用し歩行は近位監視レベルとなった。
第91病日、AISはC、NLIはTh9、LEMSは7/7となり、筋緊張は
ハムストリングス、下腿三頭筋、内転筋群がMAS１と下肢痙縮
を認め、WeeFIMの運動項目は77/91点ととなった。歩行は、
キャスター付き４輪歩行器と左右AFOを使用し修正自立にて可
能となった。また、同日三次元動作解析装置を使用し歩行計測
を実施したところ、左右の膝関節屈曲位歩行、左右の内側ホイ
ップ、左下肢優位のクリアランス不良を認めた。第117病日、
両側ロフストランド杖と左右AFOで自宅退院となり、以降、更
なる歩行改善・獲得に向け外来リハビリ継続となった。
【考察】
小児の横断性脊髄炎に対する症例報告は少なく、早期より、機
能回復に応じた適切な課題難易度でリハビリ介入を行なったこ
とが、順調な歩行獲得やADL向上に繋がったと考えられる。ま
た、歩行分析において、主観的な評価で歩容の特徴を捉えるこ
とは可能であるが、三次元動作解析装置による客観的な評価を
行うことで、より正確かつ定量的に評価をすること可能であっ
た。歩行障害の要因を定量的に評価したことで、今後の理学療
法介入に向けた問題点の抽出や患者との改善点の共有が可能と
なると考えられる。
【倫理的配慮】本人及び保護者には、ヘルシンキ宣言に基づき
本発表の趣旨を口頭及び紙面にて説明し同意を得た。
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失調症状を呈する小脳炎患児に対し、急性期か
ら外来までの集中的な介入にてADLの改善がで
きた症例
○松葉 建太，伊藤 将平

一宮市立市民病院 リハビリテーション室

【はじめに、目的】
小脳炎に対するリハビリテーション介入は、併存する無言症に
対しての言語聴覚療法介入が散見される程度で、理学療法介入
の効果や経過報告は乏しい現状にある。今回、発症早期から無
言症に加えて失調症状を呈している症例に対し、基本動作練習
・バランス練習などの理学療法や家族に対するセルフトレーニ
ング指導を行うことによって自宅退院可能となり、外来リハビ
リテーションの継続によって保育園に通園再開できるADLを獲
得することができたため報告する。
【症例紹介】
症例は5歳女児。X-3病日に39度の発熱と嘔吐を認め、X-2病日
に発熱が持続し、腹痛が出現したため前医を受診された。X病
日、朝と夜間に同様の発作があり前医にて痙攣重積発作と診断
され、当院へ転院となった。採血結果は軽度炎症反応の上昇を
認めた。頭部MRIにて両側中小脳脚、脳梁膨大部に拡散強調像
高信号が認められ、小脳炎と診断された。
【結果および経過】
X+1病日から3日間のステロイドパルス療法が開始され、X+5
病日には上半身を起こす程度の自動運動が可能となったが、コ
ミュニーションは首振りでYes/Noによる表出のみ可能であっ
た。X+6病日に理学療法評価を開始した。無言症を呈しており、
興味関心のある話題をもとに関係性を作りながら実施した。身
体機能では、筋力は体幹屈曲MMT：2、頭頚部屈曲MMT：3と
低下を認め、Scale for the assessment and rating of ataxia 
(SARA)： 28点と運動失調を認めていた。ADLはWeeFIM：47
点 (運動22点、認知25点)であった。X＋9病日より歩行練習を
開始したが、独歩では上肢の筋緊張が高く、後方重心、股関節
周囲の動揺が認められた。そのため理学療法以外の時間にも膝
立ち姿勢で遊ぶことや膝歩きなどを家族指導しセルフトレーニ
ングを導入した。X+10病日に歩行器歩行30mが見守りにて可
能になった。X+12病日にはSARA：14.5点と失調症状の改善を
認め、X+13病日に10m歩行自立 (10’81秒)、階段昇降も手す
りを使用し見守りで可能となった。WeeFIM：92点 (運動60点、
認知32点)と改善を認め、X+14病日に自宅退院となった。退院
後も週2回の外来リハビリテーションを継続し、X+25病日には
保育園へ通園再開となり、X+27病日に10ｍ歩行が8’35秒、
家庭内で自発話も増えるなど無言症の改善を認めた。X+34病
日に外来でのリハビリテーションが終了となった。
【考察】
今回、失調症状を呈した小脳炎患児に対して理学療法と家族指
導を行い、急性期から外来までの集中的な介入にてADLの改善
を図ることができた。小脳炎においては運動失調や無言症を合
併することもあり、経時的な評価を効果判定に理学療法介入す
ることや小児理学療法実施中は本人に加えて家族への指導が重
要と考えられる。また小脳炎後の機能低下においては遷延する
ことも報告されており、退院後のフォローアップが重要と考え
られる。本症例においても入院中から家族に対してのセルフト
レーニング指導を行い、外来移行後も継続的に介入をすること
ができたことがADL改善に寄与したと考えられる。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言にもとづき、保護者に対し症例
報告の目的、公開方法、協力と取り消しの自由、個人情報の管
理について説明した。その後、保護者より発表を行う同意を得
た。
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胸髄損傷を呈する幼児に対する、課題志向型ト
レーニングの実践
○滝谷 佳紀 1)，塩津 裕康 2)

1) 医療法人和光会　山田病院 リハビリテーション部
2) 中部大学 生命健康科学部

【はじめに、目的】
今回、胸髄損傷を呈した幼児の「杖で立てるようになりたい」
などの目標達成にむけた実践の機会を得た。そこで、残存機能
を生かし、目標を達成する為、課題志向型トレーニングの実施
を検討した。二分脊髄・脳性麻痺児に対する課題志向型トレー
ニングは活動・参加レベルでの効果が報告されている為、肢体
不自由及び、慢性的に症状が継続するという共通点がある胸髄
損傷児においても有効と考え、特にCognitive Orientation to 
daily Occupational Performance (CO-OP)を参照し、介入効果を
考察することを目的とした。
【方法】
5歳3ヶ月女児、第4～5胸髄損傷。ASIAはグレードA、介入頻度
は、2～3回／月 (40分／回)であった。
目標設定のために児・母と面接評価を実施した結果、①両杖を
用いた立位保持時間 (初回時目標は12秒)、母のニードであるセ
ルフケアの意識づけとして②傷の確認、③ストレッチ (②・③
初回時目標は1ヶ月に16回)の3点を目標とした。加えて、目標
達成スケーリング (GAS)を用いて児・母と目標の明確化・段階
づけを行った。①立位保持時間は9回の介入を実施し、②傷の
確認・③ストレッチの実施は3ヶ月間自宅内で実施・記録した。
CO-OPの特徴である、認知ストラテジーの使用、ガイドされた
発見、可能化の原理を基盤とした関わりを実践し、児の問題解
決スキルの促しを行った。
遂行の質評価は、遂行の質評定スケール (PQRS)および時間・
回数を記録した。加えて、立位保持時間に関しては、CO-OP実
施前後の変化を視覚分析によって正の介入効果が推論された場
合にNon-overlap of All Pairs (NAP)を用いて効果量を測定した。
【結果】
GASの変化は①立位保持時間、②傷の確認、③ストレッチの実
施の全てにおいて－2から+2へ変化した (Tスコアは74.5点)。
立位保持時間は介入前後でPQRSが1点から10点、時間が6秒か
ら517秒と変化した。またNAPによる効果量は1.00 (SE=0.03, 
95%CI [1.00, 1.00])であった。傷の確認・ストレッチの実践は
PQRSが1点から10点と変化し、実施回数は1回から18回と変化
した。
【考察】
CO-OPは自己効力感を促進するという報告がある。加えて、自
己効力感が身体活動量の増加に影響を及ぼすとの報告もある。
立位保持の実践では、児が主体的に取り組み、児自身の認知ス
トラテジーの使用による問題解決が出来たことで自己効力感を
得たと考えられる。また、保護者より「訪問リハビリ時の立位
練習を意欲的に取り組むようになった」「食事・余暇時に立位
台で過ごしたいと言うようになった」との発言も聞かれた。以
上より、本症例に対する介入は、自宅内における立位での活動
を促し、立位保持時間の増加に繋がったと考えられる。
傷の確認・ストレッチの実践では、保護者が自宅内でCO-OPの
関わりを実践できたことに加え、実際の生活場面で実施したこ
とで、問題解決スキルを促進し、目標達成に繋がったと考えら
れる。
【倫理的配慮】本症例は未成年であり、保護者に本報告の説明
を行い、書面及び口頭にて同意を得た。
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難治頻回部分発作重積型急性脳炎を発症した患
者への理学療法介入とリスク管理
○笹川 古都音 １)，宮城島 沙織 １)，佐藤 優衣 １)，
小塚 直樹 ２)

1) 札幌医科大学附属病院 リハビリテーション部
2) 札幌医科大学 保健医療学部理学療法学科

【はじめに】
難治頻回部分発作重積型急性脳炎とは、極めて難治かつ頻回の
焦点発作を特徴とする原因不明の疾患である。この度、回復過
程における激しい体動やてんかん発作に対し、理学療法介入中
のリスク管理に難渋した一例について報告する。
【症例】
症例は12歳女子。身長158cm、体重52kg、BMI20.8kg/m2で
あった。X日より発熱、X＋5日目に間代性痙攣を認め救急要請
された。前医へ入院後も痙攣発作が持続し、翌日、当院ICUに
転院搬送、深鎮静、呼吸器管理となった。投薬加療継続され、
X＋21日気管切開施行、X＋22日より理学療法介入開始、X＋
23日一般病棟へ転棟した。
【経過】
理学療法介入開始時、JCS10～20、随意運動はなかった。X＋
26日より手を動かす動きがあり、X＋32日にはベッド柵に足を
かけるなど危険な体動が増えた。安全確保のためベッド周囲の
環境調整を行い、離床はギャッジアップ座位に留めた。X＋43
日、呼吸器離脱。声かけに笑顔が見られるようになった反面、
突如、起き上がり座ろうとするなど体動が激しさを増した。ベ
ッド上での取り組みに限界があり、転落防止に体幹ベルトを追
加したティルト・リクライニング式モジュール車椅子を用いて
車椅子乗車を開始した。移乗には四肢を突っ張る、蹴る、大声
を出すなど激しい抵抗があり、複数名の介助を要した。X＋45
日には訓練室にて、療法士複数名で座位やサドル付き歩行補助
器を利用した歩行練習を開始した。発語も増え言葉のやり取り
が可能となったが、全般性注意障害、感覚性失語が認められた。
X＋65日には独歩獲得、ADLは改善したが、衝動的な行動が多
く見守りは必須だった。またこの頃、理学療法介入終了後のて
んかん発作が頻回となった。主治医と相談の上、介入時間を夕
方から日中に、場所を訓練室から病室へ変更し経過観察とした。
X＋84日より訓練室での介入を再開した。周囲へ次々と声をか
ける、尿意切迫で突如走り出すなど、行動制御できず常に注意
が必要だった。移動時は腕組み、運動は床上でのストレッチや
筋力トレーニング、逃走予防に吊り下げ式の免荷装置を使用し
た歩行とした。X＋101日、訓練室内でてんかん発作あり、意
識消失、息止めありチアノーゼが認められた。痙攣発作時の対
応を主治医、病棟と再確認し、紙面にまとめ周知した。また、
予め対応に必要な物品を揃え、運動は発作発生時の転倒転落に
備えた内容に変更、発作の兆候を見落とさないよう、より一層
の注意を払った。その後も介入中の発作は続いたが、発作出現
に伴う怪我はなかった。身体機能は回復したが、てんかん発作、
高次脳機能障害は残存した。X＋115日に地域、学校含めた多
職種カンファレンスを行い、X＋131日自宅退院、X＋155日よ
り復学した。
【考察】
主治医、病棟、他療法士と緊密な連携をとることで、様々なリ
スクに対応しながら、回復に合わせた運動量を確保し続けた。
その結果、薬剤調整終了時には通学に十分な身体機能を獲得し
ており、早期復学が叶った。学校へ通うことは思春期の患者に
とって、学習面だけでなく社会性を学ぶ点においても非常に重
要と考える。
【倫理的配慮】本学会で発表するにあたり、症例の保護者に対
し、これまでの診療記録を振り返り報告をまとめること、個人
が特定されるような情報は公開しないこと、発表にあたり新た
に行う治療や介入、評価などはないこと、個人の不利益になる
ことはないこと、発表当日まではいつでも撤回可能であり同意
撤回により、今後当院での加療を受ける上でいかなる不利益も
被らないことを書面を用いて十分に説明した。検討期間を設け
た後、同意書への署名、捺印をもって同意を得た。なお、演題
発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはない。
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早期に治療を開始した学童期の抗NMDA受容体
脳炎患者への理学療法介入：症例報告
○石原 怜奈，根岸 悠理，彦田 直，小柴 輝晃，
藤田 雅子

亀田総合病院 リハビリテーション室

【はじめに、目的】
抗N-methyl-D-aspartic acid receptor脳炎(以下,抗NMDA受容体
脳炎)は,2007年Dalmauらによって提唱された卵巣奇形腫に随
伴する傍腫瘍性脳炎であり,自己免疫性脳炎の一つとされている
.Titulaerらは集中治療室(以下,ICU)入室の必要性がないことと早
期治療が予後良好因子と報告している.今回,ICUに入室した学童
期の抗NMDA受容体脳炎症例を経験した.本報告では入院中の理
学療法介入の経験について報告する.

【方法】
症例は身体的に健康な学童期の10歳代女性.X日,意識障害や異
常行動を伴う精神症状を発症し,症状発症3日目に抗NMDA受容
体脳炎の診断となり入院.発症9日目より理学療法開始.理学療法
開始時,Glasgow Coma Scale11点(以下,GCS), modified Ranking 
Scale5(以下,mRS),Barthel Index0点(以下,BI)であった.

【結果】
入院同日に左卵巣腫瘍摘出術とステロイドパルスを実施.発症6
日目から免疫療法を開始した.統合失調様症状や精神症状などが
強く持続的鎮静と身体拘束を行っていたが,発症9日目にてんか
ん発作と持続的鎮静に伴う徐脈により全身状態の管理が難しく
なりICU入室.発症16日目に人工呼吸器管理となった.発症25日
目に人工呼吸器から離脱しICU退室,一般床転床となった.発症
104日目に自宅退院となり,発症120日目に復学した.鎮静剤は発
症3日目から25日目まで使用した.二次治療として発症15日目
と43日目にシクロホスファミドを投与した.
理学療法としてICU入室中は二次的合併症予防目的に介入.ICU
退室後は動作能力に応じて段階的に運動療法を実施した.ICU入
室後は鎮静剤増量の影響でGCS3点,ICU退室時の発症25日目は
GCS10点,mRS5,BI0点.発症34日目にGCS15点,mRS4,BI45点に
改善.発症45日目に無杖歩行自立しmRS3,発症59日目に
mRS2,BI100点となり身体的な問題は概ね改善.その後,発症68
日目にmRS1となった.なお,発症94日目に評価した児童向けウ
ェクスラー式知能検査において合成得点が視空間指標78点,処
理速度指標78点であり,視空間認知や処理速度の低下は残存し
ていた.

【考察】
Dalmauらは抗NMDA受容体脳炎の治療は,腫瘍の早期摘出と免
疫療法の併用が最も有効であると述べている.Titulaerらの報告
では中央値で腫瘍摘出までの期間1か月,免疫療法開始までは21
日と報告している.本症例は発症3日目に腫瘍摘出を行い,発症6
日目から免疫療法を開始しており,早期治療が行われたと言える
.また,Titulaerは予後良好因子の一つとしてICU入室の必要性の
がないことをあげている.DuanらはmRSを用いた予後調査にお
いてmRSは0-1(軽度),2-3(中等度),4-5(重度)として分類している.
本症例はICU入室時mRS5であったが,退院時mRS1で良好な転機
となった.これは,早期治療と二次治療を受けたことが要因と考
えている.
今回、抗NMDA受容体脳炎患者の予後調査と比較しながら理学
療法を実施することを経験した. 自験例のみではあるが機能的
自立度をmRSで定期評価しながら段階的に介入することの必要
性を学んだ.
【倫理的配慮】本演題はヘルシンキ宣言に基づき倫理的配慮を
行った.発表にあたり,患者の個人情報とプライバシーの保護に
配慮し,十分に説明し症例家族から書面にて同意を得た.
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難治性てんかん性脳症患者に対し,歩行練習の手
段を検討した一症例
○辻田 愛恵

東浦平成病院 リハビリテーション科

【はじめに】重度心身障害者は,基礎疾患に加え,成長に伴いさ
まざまな二次障害を引き起こす場合が多い.本症例においても,
二次的障害の影響で運動機能の低下が生じ,これまで出来ていた
介助歩行が困難となった.姿勢管理と筋緊張,二次的障害増悪の
リスクに配慮しながら,歩行練習の継続ができるよう検討した.

【方法】対象は,難治性てんかん性脳症により重度の心身障害と
知的障害をもつ20歳の女性.大島の分類2(座れる/IQ20以下).16
歳時より,当院での理学療法を開始.ADLは全介助レベルで,トイ
レまでの移動は介助歩行,下衣操作は立位にて介助で行っていた。
また,歩行器にて歩行練習を行っていた.18歳時に食事摂取困難,
呼吸機能低下,てんかん発作にて入退院を繰り返し,19歳時に当
院でのリハビリを再開するも,介助歩行は困難であった.保護者
からは,「立位,歩行の練習は継続したい」との希望が聞かれた.
これに対し,短下肢装具で脚長差を整えた状態での立位練習を開
始.立位保持が安定したところで歩行練習へのステップアップを
試みた.

【結果】粗大運動能力尺度(GMFM):9,粗大運動能力分類システ
ム(GMFCS):レベルⅤ.理学療法再開時,左凸の側彎(Cob角:50°),
骨盤左前方回旋位の変形,右股関節後方亜脱臼あり.下肢長は
,SMD右:76㎝,左:79㎝で脚長差3㎝,関節可動域はSLR右：60°,左
:45°,足関節背屈右:0°,左:-5°.立位練習開始時,重心は左下肢優
位で右下肢への荷重が困難で,左下肢反張膝が出現していた.右
下肢への荷重を誘導しながら立位練習を繰り返し行うことで,中
間位での立位保持が可能となったため,歩行器での歩行練習を開
始したが,自発的な下肢振出しは困難であった.そこで,免荷式リ
フトを使用して歩行練習を行うと,良姿勢での自発的な下肢の振
り出しを促すことができ,保護者の希望でもある歩行練習を継続
することができた.

【考察】脳性麻痺患者に対する筋力増強練習の重要性が示唆さ
れる中、GMFCSレベルⅣ,Ⅴの脳性麻痺児は一般的な抵抗運動
が困難な場合が多く,本症例も立位や介助歩行といった運動の中
で筋力増強練習を行ってきた.この為,本症例が運動能力を維持
していく為には,立位,歩行練習の継続が重要であった.症例は介
助歩行を獲得したが,成長に伴い下肢,体幹の変形が出現し,変形
した肢位での立位,歩行を学習していたと考えられる.これに加
え,入院での長期臥床による筋力低下や変形の増悪,てんかん発
作による脳への影響,栄養状態の低下等が重なり,介助歩行が困
難となった.変形等の姿勢に対し,短下肢装具で脚長差を整え立
位練習を繰返し行うことで,新しい姿勢での立位保持を学習でき
た.歩行器での歩行練習は,現在の本症例には負荷が大きく困難
で,無理に歩行練習を行えば股関節の脱臼や変形の増悪を招く恐
れもあった.免荷式リフトを使用して歩行練習を行うことで,適
切な負荷量の中で歩行練習が行え,自発的な下肢のステップが出
現し,歩行練習を継続することができた.
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき,対象者には研究の内容
を説明した上で同意を得ており,当院の倫理委員会による承認を
得た上で実施した.
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運動量の確保と食事療法にて小児肥満の改善に
至らなかった症例
○佐々木 優太 1)，中島 卓也 1)，依田 奈緒美 1)，
楠本 泰士 2)，真野 英寿 3)

1) 医療法人社団雪嶺会　東京リハビリ整形外科クリニック
おおた 外来リハビリテーション科
2) 福島県立医科大学 保健科学部理学療法学科
3) 昭和大学病院江東豊洲病院 リハビリテーション科

【はじめに】
近年,小児肥満の割合は増加しており,大きな問題となっている.
小児肥満は成人肥満に繋がりやすく,学童期肥満で4割,思春期肥
満で7割が成人肥満に移行するとされ,幼児期からの対応が重要
とされている.肥満治療では運動療法・食事療法を併用し,生活
習慣の改善が必要とされ,3歳から5歳までの児では1日3時間の
運動が推奨されている.しかし今回,小児肥満児に対して運動量
の確保と食事療法を行ったが,十分な改善に至らなかった症例を
担当したため報告する.

【症例紹介】
症例は保育園に通う5歳の男児である.吸引分娩で37週,2846g
で出生し,３歳時に言葉の遅れと体重増加を気にされ,月１回の
療育施設利用を開始した.カウプ指数が19.2,成長曲線における
体重の標準偏差(SD)値が+2.0SD以上であったことから小児肥満
と運動発達遅滞と診断され,当院にて週１回40分の理学療法を
開始した.介入期間は3歳9ヶ月より１年10ヶ月間であった.指示
理解良好で,運動が大好きで活発に動いており,何にでも一生懸
命取り組む性格であった.Thomas test・SLR testより,腸腰筋・
ハムストリングスの短縮が認められ,立位姿勢は骨盤前傾位・腰
椎過前彎が顕著であった.甘い物が嫌いであるが,白米が大好き
で成人女性と同等以上に食べていた.おかずはあまり食べないと
のことで,運動療法と共に食事指導を重点的に行った.

【経過と結果】
初回介入時に食事を出す順序の変更を提案したところ,おかずを
きちんと食べるようになり,白米を食べる量は減少した. 理学療
法は股関節周囲筋のストレッチと全身運動を促すレジスタンス
トレーニングとした.腸腰筋の短縮と筋出力の未熟さ(MMT3レ
ベル)に加え,腹筋群の収縮が持続的に困難で,本人はおなかの力
の入れ方がわからないと発言していた.骨盤の多様な動きを必要
とするHip walkなどは困難で、運動時の骨盤前傾位・腰椎過前
彎の姿勢修正は難しかった.
介入初期は3ヶ月で身長が2.4cm伸び,体重は0.8kg減少し,順調
にウェイトコントロールができていたが,体調を崩すことが多く
,胃腸炎や新型コロナウイルスにより体重減少とその後増加を繰
り返すようになり,介入後期ではカウプ指数が22.2と増加した.
農林水産省が推奨する食事バランスガイドに基づき,1週間の食
事内容をモニタリングしたが,偏食や過食の傾向はみられなかっ
た.週6日以上運動を行っていたことから予測される活動代謝量
は1761kcalであり運動量は充足していた.

【考察】
本症例は運動量の確保と食事療法の併用は出来ていたが,肥満改
善には至らなかった.体調不良による体重増減頻度の影響もある
が,一番の要因は, 運動時の骨盤前傾位・腰椎過前彎が常態化し,
骨盤周囲の動きが不足したことにより,運動時の筋使用に偏りが
生じていたことであると.そのためハムストリングスの柔軟性低
下,腸腰筋・腹部筋力の未熟さに繋がっていると考える.
小児では過度な食事制限はせず,必要量の栄養素を摂取し,身長
の伸びに合わせた体重維持が重要視される.特に発達障害児・発
達遅滞児では,食事や活動に偏りがあることが多く,将来的な肥
満リスクが高くなっている.運動量の確保も重要だが,動作の質
的な改善も必要となると考える.
【倫理的配慮】本症例はヘルシンキ宣言に則り,発表を行うにあ
たり,個人情報保護への配慮,協力を断っても今後の診療や通院
には一切の支障がないこと,対象者・その保護者に口頭と書面で
説明し,承諾を得た.
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ランドセル症候群の児童の歩行と走行の特徴　
―福島子どもコホート調査―
○楠本 泰士，髙橋 恵里，浅尾 章彦，遠藤 康裕，
小俣 純一，横塚 美恵子，矢吹 省司，神先 秀人

福島県立医科大学

【はじめに、目的】
小学生の約3 割が、ランドセルを背負って痛みを感じたことが
あり、ランドセル症候群 (Backpack syndrome：BS)が懸念され
ている。BSとは、自身の身体に合わない重さや大きさのランド
セルを背負ったまま長時間通学することによる身体と心の不調
を意味する。2018年のセイバン社による2000組の調査では、
1週間のうち最も重い日の荷物の平均重量は4.7 kg、2022年の
フットマーク社による1200組の調査では、ランドセルと荷物
の平均の重量は4.28 kgと報告されている。BSの児童の心身機
能や荷物の有無による歩行、走行の特徴が明らかになれば、小
学生への予防的関りが可能となる。
そこで本研究では、福島市内の小学生のBSの児童の足部機能と
荷物の有無による歩行、走行の特徴を明らかにすることを目的
とした。
【方法】
本研究は横断研究とし、福島市内の全小中学校の児童、生徒に
募集チラシを配布し、対象者を募集した。75名が参加し、分析
対象者は、データ欠損のある者、中学生、療育利用者を除外し
た51名の児童 (6～12歳)とした。通学時の肩腰痛、現在の肩腰
痛の有無を調査し、対象を通学時と現在に肩腰痛の有る児をBS
と定義し、その他を対照群とし、2群にて分析を行った。
測定項目は、フットプリントを用いて足幅、外反母趾角、座位
と立位でのアーチ高率、足指筋力測定器 (竹井機器工業社製)を
用いた足趾把持力、Gait up (Gait up SA社製)を用いて歩行・走
行の速度、ストライド長、ケイデンス、踵接地角度、足底の離
床角度とした。歩行・走行は、10m歩行テストと同様の設定で
16mの直線歩行路にて2回測定し、平均値を分析に用いた。歩
行速度は快適速度、走行速度は最大速度とした。今回は、何も
背負っていない歩行・走行と、セイバン社の調査を基に6kgの
重さにしたランドセルを背負った歩行・走行の計4種類を測定
した。
2群間の違いをt検定、カイ二乗検定、フィッシャーの正確確率
検定、一般化線形混合モデル (GLMM)およびBonferroniの多重
比較検定にて検討した。統計処理にはIBM SPSS Statistics 
Ver.27を使用し、有意水準を5％とした。
【結果】
BS群は15名 (29.4%)、対照群は36名 (70.6%)で、2群間で年齢
や足部機能に差はなかった。GLMMの結果、歩行と走行の速度
にて、ランドセルの有無に主効果があったが、走行時のみBSの
有無とランドセルの有無に交互作用が確認された。歩行のスト
ライド長は主効果と交互作用はなかったが、走行のストライド
長ではランドセルの有無に主効果があり、交互作用が確認され
た。歩行と走行共に、踵接地角度、足底の離床角度は、ランド
セルの有無に主効果があった。
BS有り群の走行ではランドセルの無し、有りの順に、平均速度
は3.57、3.27 m/sec、平均ストライド長は2.15、1.93 m、BS
無し群の平均速度は3.35、3.31 m/sec、平均ストライド長は
1.89、1.83 mだった。
【考察】
全対象におけるBSの割合は、先行研究に類似していたBSの2群
間で、明らかな足部機能の差はなかったが、ランドセル有りの
歩行走行で、立脚期のパラメータが変わること、ランドセル有
りの走行では、BSの有無にて速度やストライド長は変化が異な
ることが示唆された。
【倫理的配慮】本研究は福島県立医科大学倫理審査委員会の承
認を得て実施した。対象者には口頭と文書にて説明し、同意を
得て実施した。本研究への協力を断っても、何ら支障のないこ
とを書面にて伝えた。
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当訪問看護ステーションにおける
Family-Centered Careの実践状況
○川野 晃裕

リニエ訪問看護ステーション キッズ世田谷

【はじめに，目的】
Family-Centered Care(以下FCC)は，小児リハビリテーションに
おける最良の実践とされている．FCCは主に共有・尊重・協働
の3側面が重要視され，その実践状況を評価するツールとして
Measure of Processes of Care(以下MPOC)がある．MPOCは，
家族が記載するMPOC-20とサービス提供者が記載する
MPOC-SPがあり，両者間のケアに対する認識の比較が可能で
ある．本邦におけるFCCの実践報告は，NICU等急性期は散見さ
れるが，在宅医療における報告は見当たらない．
そこで，今回MPOC-20・SPを用いて，当訪問看護ステーショ
ン (以下当事業所)におけるFCCの実践状況を分析することにし
た．
【方法】
MPOCは過去1年間のサービス提供状況から，各項目を1(全く
あてはまらない)～7点(非常によくあてはまる)，0点(該当なし)
で回答する．MPOC-20の質問項目は「励ましと協力」「全般
的な情報提供」「子どもに関する情報提供」「対等で包括的な
関わり」「尊重と支え」の5領域，MPOC-SPは「思いやり」「
全般的な情報提供」「子どもに関する情報提供」「敬意ある対
応」の4領域に分類される．
当事業所の利用者家族にMPOC-20，当事業所スタッフに
MPOC-SPの記載を依頼し，各項目・領域の平均点，標準偏差
等を求めた．
【結果】
MPOC-20は149/151枚(回収率98％)を回収した．回答者は母
親(98%)が多く，利用者の年齢は0～21歳(平均7.44±4.02歳)で
あった．５領域の得点は「励ましと協力」6.13±1.16点，「全
般的な情報提供」4.53±1.96点，「子どもに関する情報提供」
4.85±1.92点，「対応で包括的な関わり」6.19±1.15点，「
尊重と支え」6.07±1.30点であった．
MPOC-SPは13/13枚(100％)を回収した．職種の内訳は看護師
5名，PT4名，OT2名，ST2名であった．臨床経験年数は5～23
年(平均9.92±4.73年)で，小児分野の経験は1～18年(平均7.77
±4.15年)であった．4領域の得点は，「思いやり」4.43±1.40
点，「全般的な情報提供」3.57±1.56点，「子どもに関する情
報提供」3.60±1.68点，「敬意ある対応」4.93±1.35点であ
った．
【考察】
MPOC-20では，先行研究と同様に「励ましと協力」「対等で
包括的な関わり」「尊重と支え」の平均得点は6点台と高値で
あった．これらより当事業所は尊重・協働の側面は十分に実践
できていると考えられた．
一方で，「全般的な情報提供」「子どもに関する情報提供」の
平均得点は3～4点台と低値で，先行研究と同様の結果であった．
特に「全般的な情報提供」では他の親との接点のつくり方や地
域サービスの情報提供が「十分ではない」と感じる家族が多く，
スタッフも不十分であると感じていた．
MPOCを用いることは施設の強みや改善点を知ることに繋がる．
今後当事業所ではより良い「全般的な情報提供」の方法を多職
種で検討していきたい．
【倫理的配慮】対象者に口頭にて説明を行い，データ利用の同
意を得た場合のみ記載を依頼した．評価用紙は無記名であり個
人情報やプライバシー保護には十分に配慮した．また本研究は
リニエR研究倫理委員会にて承認を得た (承認番号2060)．
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障害児家族の医療における意思決定及び満足度
に対し医療従事者の言動が与える影響
○仲村 佳奈子

株式会社デジリハ

【はじめに、目的】長い歴史の中で医療従事者は障害という概
念に大きな影響を与えてきている。多くの先行文献より、医療
従事者が障害者を自己決定が困難なケアの受給者であると位置
づけ、自律性を制限してきたことが指摘されている。これは、
医療におけるパターナリズムや、障害の個人モデル等といった
形で整理され、批判及び改善の対象ともなっている。さらに障
害児を育てる保護者に医療従事者が与える影響も懸念され、共
同意思決定の重要性が注目されつつある。本研究では、日本国
内において医療従事者の言動や、障害児を育てる保護者にとっ
てどのような影響を与えるか、探索的に検討する。
【方法】本研究の対象は先天性疾患を有する児の母親5名とし
た。ライフコースに沿った半構造化面接を実施した。ライフコ
ースは出生／診断／就学前／就学前後／現在の5つに分類し、
それぞれの期間に分けて質問を行った。インタビュー内容につ
いては文字起こし後、文脈に沿って意味を最小限の言葉で補い、
コードとして抽出した。抽出されたコードは、意味的類似性に
従って分類し、カテゴリー化を行った。また、当事者の視点を
十分に研究に活かすため、インタビューは2セッション行われ、
2セッション目には1セッション目で得られた内容について参加
者とインタビュアー間でディスカッションしながらフィードバ
ックを受けた。
【結果】母親の年代は全て40代、児の平均年齢は8歳であった。
5名中4名は、身体・知的障害を重複して有しており、特別支援
学校に在籍している。また、3名は日常的に医療的ケアが必要
であった。ライフコースの中で、特に出生・診断の時期におい
て多くの発言が見られた。同時期における医療従事者に対する
印象はポジティブなものが大半であり、感謝の意が多く述べら
れた。一方で、医療・ケアにおける意思決定について、日常的
に参加していると答えたのは1名のみであった。さらに、大半
の参加者は医療従事者を”先生”と呼び、医療従事者の発言を
非常に重くとらえていると答えた。医療従事者の実施する治療
内容に細かに質問をしたり、場合によっては意を唱えることに
は大半の参加者が抵抗感を示した一方、医療従事者と丁寧に質
問・回答のプロセスを繰り返してきた母親は、自身の知識や決
断に対し自信を持てるようになったと答えた
【考察】本研究において、多くの母親は医療従事者に対しポジ
ティブな印象を持ち、受けてきた医療についても満足度は高い
ことが伺えた。一方で、医療従事者と対等な関係を築き、意思
決定を促されてきたかという問いに対しては否定的で、母親の
主観的な満足度と共同意思決定が必ずしも関連しないことが示
唆された。これは、医療従事者の方針や意見が、障害児の母親
に与える影響力が大きいことを示している。適切な情報提供を
行うことは大前提であるが、そのうえで障害者・家族の自律な
意思決定を支援することも医療従事者にとって重要な役割であ
る。本人・家族が治療に満足しているか、という1点のみで医
療従事者が自身の治療の質の良し悪しを決定するのではなく、
いかに意思決定を促せているかという視点でも自身を省みるこ
とが重要である。
【倫理的配慮】本研究において、参加者は書面と口頭にて説明
がなされ、書面にて同意を受けている。またUniversity of 
Leeds, School of Social Scienceの倫理委員会にて承認を受けて
いるものである。
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特別支援学校の学校健診での予防活動の取り組
み ～5年間介入による健診内容の報告～
○年神 翼 １)，下畠 千恵 １)，小山 尚宏 １)，
地原 千鶴 ２)

1) 医療法人菊野会　菊野病院 総合リハビリテーション部
2) 医療法人菊野会　菊野病院 リハビリテーション科

【はじめに、目的】
学校保健での健診は早期の運動器の健康に対する教育・指導や
運動器疾患・障害の予防の発見の目的があり専門職の介入の必
要性が言われている。また特別支援学校では障害の重度・重複
化・多様化が進んでおり児童生徒の自立した社会参加には外部
の専門家や関係機関との密接な連携を図った指導内容・方法が
必要であるとされている。小児理学療法の終了目安は歩行獲得
や就学が多い。当院でも就学を機に理学療法終了となることも
多い。しかし、終了後に成長期を迎え脊柱側弯等運動器疾患が
出現し理学療法を再開することも少なくない。そのため学校保
健領域での予防的な介入の必要性を感じていた。2017年より
当院リハビリテーション科医師が特別支援学校の校医となり医
師より健診への帯同依頼があり介入に至った。今回2018年～
2022年度の5年間の健診内容、理学療法士の取り組みや今後の
課題について報告する。
【方法】
5年間で健診を受けた生徒のべ490名を対象とした。健診は年4
回で1学期に3回 (小学部・中学部・高等部で1回ずつで全生徒
を対象)、3学期に1回実施した。1学期は運動器健診の医師の補
助 (関節可動域や姿勢・動作評価等)や評価結果に応じて生徒へ
の運動指導を実施、運動指導はパンフレットを作成し事前に教
員へ説明を行った。その際、運動器疾患等病院受診が推奨され
る生徒を医師とともに判断した。また3学期は健診後の状態確
認や困りごと等希望者に対しての健康相談であり生徒・保護者
・教員の困り感への対応を行った。健診時は校医、養護教諭、
担任教諭、理学療法士が参加し随時相談し意思決定を行った。
【結果】
5年間でのべ生徒490名中156名、全体の32％が病院受診促し
となった。受診促しの内容は脊柱側弯疑いが154名であった。
受診促し者は小学部・中学部・高等部と学部間での著明な差は
なかった。
【考察】
脊柱側弯等運動器疾患の疑いにより病院受診を促した生徒が全
体の32％と多く認めた。運動器疾患の早期発見や障がいの状態
や特性に合わせた運動・生活指導等を早期に行うことができ、
予防や重症化予防に繋げることができたと考える。脊柱側弯症
は一般的に小学部高学年から中学生時期に多いが、学部間での
著明な差はなかった。健診結果として小学部で片脚立位保持困
難等姿勢の保持の苦手さ、高等部では指床間距離検査で床に指
が着かないことやしゃがみ込み困難等体の硬さを指摘する生徒
が多くいた。そのため、生徒ごとでの個別的な運動指導や身長
の伸び等成長に応じて対応するため定期的・継続的な介入の必
要性を感じた。また今回の取り組みで教員との顔の見える関係
性が作れ、学校での自発的な取り組みもみられた。内容として
運動パンフレットを使用したクラス全体での運動実施や自立活
動への応用、個別での運動内容をまとめた冊子を各家庭へ配布
し継続的な運動の支援等が挙げられる。理学療法士の学校健診
への介入により運動器の問題に対して早期から治療・予防がで
きる雰囲気作りの一助となったと考える。今後は地域の学校へ
予防活動の紹介を行い地域全体 (普通学校や他特別支援学校)の
活動となれるよう関係性作りを進める必要があると考える。
【倫理的配慮】　個人情報・プライバシーの保護に配慮し、発
表に際して特別支援学校校長また施設長の承諾を得た。
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理学療法士の帯同に伴う修学旅行参加による脊
髄損傷児の日常生活活動の状況と心理面の変化
○鞭馬 貴史，今村 香奈，谷口 直也，指宿 立

明野中央病院 リハビリテーション部

【はじめに，目的】
当院では，約6年間，脊髄損傷児 (以下，SCI児)を治療している．
新型コロナウイルスの国内感染防止策の緩和により，修学旅行
が企画された．修学旅行の効果は，ポジティブ感情， 
well-being等の精神状態を高めることが示されている (Uysal et 
al., 2016)．理学療法士 (以下，PT)が帯同しSCI児が修学旅行へ
参加した際の，日常生活活動 (以下，ADL)や，修学旅行前後の
Well-beingの変化を調査した報告は少ない．
本研究の目的は，SCI児が修学旅行へ参加することによる，
Well-beingの変化を調査し，PTが修学旅行に参加する意義を明
らかにすることである．
【方法および症例報告】
本症例は，当院外来リハビリテーションに通う10歳代の女児で
ある．幼児期に交通事故により第2胸椎脱臼骨折を受傷，SCIと
診断された(Frankel分類：A， ASIA分類：A)．修学旅行は，1
泊2日でPT2名にて同行．複数回，小学校教員とミーティング
を行い，導尿時間や班行動計画の情報を共有，身体機能に応じ
て修正した．身体評価として，Vital signs (血圧，脈拍，体温)
を3時間毎の導尿時に評価した．さらに，Well-beingの評価と
して，The PERMA-profilerを修学旅行参加の1週間前後にて実
施した．The PERMA-profilerとは，5つの領域から包括的に
Well-beingを捉えることができる測度である(Butler J & Kern 
M, 2016)．また，屋外ADLの状況をカメラで記録した．
【結果および経過】
Vital signs平均値は，収縮期血圧：102.8mmHg，拡張期血圧
61.8mmHg，脈拍：97.4bpm，体温：36.9℃で，修学旅行中に
異常値は認めなかった．屋外ADLの課題として，導尿時間，急
勾配な坂・段差があげられた．The PERMA-profiler (Total 
score修学旅行前/後)は，ポジティブ感情 (15/12)，関係性 
(13/17)，愛情心 (25/30)，意味・意義 (0/4)，達成 (20/16)で，
ポジティブ感情および達成の下位尺度以外は点数が増加した．
【考察】
修学旅行でPTが，班行動を把握し介助を行い，友人と同様のア
ミューズメントを利用させることができた．屋外ADLでは，特
に導尿時間が課題であがった．女性胸髄損傷者は開脚での導尿
が必要であり，トイレ内環境により時間を有した可能性がある．
胸髄損傷レベルの屋外の自己導尿獲得は，デバイス使用および
患者の個人特性により可否は分かれることを報告している (仙
石ら，2006；Kriz J et al., 2014)．ゆえに，移動時間やトイレ
環境に応じて間欠式バルーンカテーテル等を検討する必要があ
る．Well-beingは，修学旅行後で加点する傾向を示したが，ポ
ジティブ感情，達成項目で減点する結果となった．達成は，修
学旅行後で得点が高まり肯定的な反応が促されると報告されて
いるが (Miyakaw E & Kawakudo A, 2019)，パフォーマンスの
期待が大きい程，否定的な反応となることが示唆されている 
(Scanlan et al., 2005)．今回の修学旅行では，想定より介助が
多く，自身の信頼感の損失，受動的な行動により，否定的な感
情反応が促されたことが要因と考えられた．
本症例報告より，障がいのある児が修学旅行へ参加することで
Well-beingを高める可能性が示唆された．またPTが参画するこ
とで，有意義な活動を提供できる可能性がある．
【倫理的配慮】
本研究は，明野中央病院倫理委員会の承認を得た．症例に本研
究の目的，方法と参加する自由意志及び権利について，文書と
口頭で説明を行ない書面にて同意を得た．
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人工呼吸器を装着した小児の小学校入学支援
○大場 蕗子，小篠 史郎

熊本大学病院 小児在宅医療支援センター

【はじめに、目的】平成25年の学校教育法施行令の改正により、
障害の状態や本人の教育的ニーズ等を踏まえ、総合的な観点か
ら就学先決定を行うよう改められた。また、令和3年6月に「医
療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の成立に
伴い、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、国、地
方公共団体等の責務が明らかにされた。現在、小学校に入学す
る医療的ケア児が増加傾向にある。小児在宅医療支援センター
 (以下、当センター)は医療的ケア児の入学支援等を行っており、
今回、24時間気切下人工呼吸器を装着した小児の小学校入学支
援を通し、地域の教育委員会 (以下、教育委員会)や学校と連携
した事例を報告する。

【方法および症例報告】支援開始時、対象児は5歳。現病歴は
ミトコンドリア病で既往に低酸素脳症あり。医療的ケアは、人
工呼吸器管理、吸引、排痰補助装置、胃ろう注入、導尿 (月1回
程度)、てんかん発作時の坐薬挿入。身体機能は、重症心身障
がい児であり随意運動は眼球運動可。自発呼吸はほぼ無し。
ADL全介助。

【結果および経過】入学1年5カ月前、両親は教育委員会に小学
校入学希望であることを伝達。支援者より相談があり、入学1
年2か月前に母と面談し当センターの支援開始。入学1年1カ月
前に教育委員会が自宅訪問し状況を把握、母より当センターが
支援することを教育委員会へ伝達し了承を得た。入学11カ月前
に教育委員会・保健師・当センターにて会議を実施。教育委員
会内での協議の末、小学校入学決定。それに伴い、教育委員会
・学校・保健師・当センターにて会議を行い、連携し準備を進
めていくことになった。その後、看護師配置や必要物品・書類
の確保、体制整備等の課題に対する準備のため、共に特別支援
学校や他学校、他地域の教育委員会へ見学や情報収集に行き協
議や、関係機関との会議を開催しながら入学準備を進めた。看
護師は、対象児が通所している事業所からの派遣の1名と町の
直接雇用の1名の計2名の配置となった。また、緊急時対応マニ
ュアル作成や災害備蓄物品の確保などの体制整備を行った。入
学直前には学校看護師向け・全教員向けの実技研修会を開催し、
学校全体で支援する体制を整えた。入学後、元気に登校し勉強
を頑張り、お友達や先生と交流を深めている。当センターは、
学校訪問や質問への対応等にて支援・連携を継続している。

【考察】入学準備を進める中で、様々な課題が次々に生じた。
しかし、その都度話し合い、共に先進事例である他学校や他地
域の教育委員会から情報収集をすることで対応していった。共
通認識を持ち、多職種の視点から情報を得るためには、同行す
ることが大変重要と考える。今後は、地域の中に医療的な視点
から助言を行える人材を育成していくことが課題である。また、
様々な児童生徒の入学に備え、更なる体制整備が必要である。
【倫理的配慮】本報告について、保護者へ説明し同意を得た。
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障害児の養育家庭におけるエンターテインメン
トを通じた自主トレーニングが療育ストレスへ
与える影響
○加藤 さくら 1)，仲村 佳奈子 1)，楠本 泰士 2)

1) 株式会社デジリハ
2) 福島県立医科大学 保健科学部

【はじめに】障害児の主たる養育者、特に母親のストレスレベ
ルが高いことは多くの研究で報告されている。筆頭演者 (以下
演者)は神経筋疾患をもつ児の母親であり、生活の中でも特に
自宅での自主トレーニング (以下自主トレ)にストレスを感じて
いた。今回はデジタルアート・センサーを活用した「デジリハ
」の利用をきっかけに、自主トレにおけるエンターテインメン
トの重要性を認識するに至ったため、当事者の視点から考察を
行う。
【方法および症例報告】演者は次女 (13歳、福山型筋ジストロ
フィー)を養育する4人家族の母。次女は特別支援学校及び放課
後等デイサービスに週5で通い、拘縮や変形予防のために訪問
リハビリテーションや音楽療法 (各月2回)を受けつつ、幼少期
より各施設の専門職より指導された手指や下肢のストレッチの
自主トレを実施してきた。実施中の次女は「ヤダ」「痛い」等
のネガティブな表出を示すことが多く、保護者である演者も非
常にストレスであった (10段階で記録した自覚的ストレス度は
7̃8/10)。また、次女は疾患の特性上次女自身出来ないことが
増えていることを自覚している様子で、様々な活動に対しイラ
つく様子が見られていた。
【結果および経過】
11歳時に自宅にて初めてデジリハを利用した際、普段と違い次
女本人から「やりたい」という発言がよく聞かれた。表情にも
活気が見られ前向きな反応であった。拘縮のためセンサー操作
が出来ない場面もあったが、手の角度や位置を試行錯誤しなが
ら取り組む様子に、母である演者は「本人がやりたくないこと
を無理やり行わせる罪悪感」を抱かずに済んだと感じた。また、
次女は普段様々な活動に対し消極的なことが多かったので、自
身の身体機能と向き合って試行錯誤する姿に胸を打たれた。
それ以降、自主トレにおいて、次女本人が身体を動かしたくな
るエンターテインメント性をもった絵具遊びや、ペンシルを活
用したタブレット操作等の活動やアプローチを積極的に取り入
れるようにした。結果、次女が自ら主体的に「やりたい」と活
動に向き合ってくれるため、無理なく苦手な手指の動き等を引
き出す機会を増やすことが出来た。また、「デジリハしやすく
なるようにストレッチしようね」という形で説明すると、苦手
なストレッチについても了承が得られ、嫌がらずに実施できた。
これにより、保護者としての演者自身の養育ストレスも軽減が
見られた (自覚的ストレス度2)。
【考察】
ペアレント・トレーニングの重要性は多く示されているが、次
女のような重複障害をもつ児に対しての自主トレ方法について
も、多様なアプローチが示されるべきと考える。ストレッチや
筋力強化など機能に直接アプローチする方法も重要だが、間接
的であっても本人が主体的に継続できるエンターテインメント
性の高い活動を取り入れることが、家庭での継続においては最
重要な要素の1つであろう。今回は、デジリハを導入したこと
をきっかけに保護者である著者の自覚的な療育ストレスの低下
が見られたが、そのようなアプローチが自主トレにおける家族
の療育ストレス解消や、親子間の信頼関係にまで影響を与える
可能性がある。
【倫理的配慮】本発表において、当事者間で同意を相互に得て、
実施した。
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シャフリングベイビーの粗大運動の獲得と行動
特徴～自閉スペクトラム症とダウン症候群に着
目して～
○伊東 祐恵

横浜市西部地域療育センター

【はじめに、目的】
運動発達遅滞児の理学療法において、粗大運動の獲得過程にシ
ャフリングを行う児(以下、シャフリングベイビー)が存在する。
シャフリングベイビーには、歩行獲得後に自閉スペクトラム症
(以下、ASD)の診断や感覚の問題を伴う場合があるとされる
(Okaiら2021、伊東ら2020)。一方で、ダウン症候群(以下、
DS)のシャフリングベイビーにおいてもASD傾向を認められる
ことが多いと報告されている(齋藤ら2016)。しかし、シャフリ
ングベイビーとASDの関係について、基礎疾患の有無が粗大運
動の獲得時期や行動特徴に影響を及ぼすかを比較した報告はな
い。本研究では、中枢性疾患や染色体異常など基礎疾患のない
運動発達遅滞(以下、MD)児とDS児にそれぞれ着目し、ASDの
有無による粗大運動の獲得時期と行動特徴の違いについて明ら
かとすることを目的とした。
【方法】
対象は、2016年8月までにA療育センターの小児科を受診し、
2004年4月2日から2014年4月1日に出生した10学年のシャフ
リングベイビーのうち、①MD児15名と②DS児25名とした。
方法は、診療録より(1)粗大運動(定頸・寝返り・座らせ座位・
ひとり座位・ずり這い・手膝這い・シャフリング・つかまり立
ち・伝い歩き・ひとり立ち・歩行)の獲得時期、(2)行動特徴、
(3)ASDの臨床診断の有無について後方視的に調査した。分析は、
各群をASDの有無により分け、粗大運動の獲得時期を対応のな
いt検定で比較した。SPSSversion20.0を用い、有意水準は5％
未満とした。粗大運動の獲得時期は、在胎週数が37週未満は修
正月齢を用いた。
【結果】
①MD児15名のうち、ASD児が8名(53.3％)、非ASD児が7名
(46.7％)であった。対応のないt検定より、座らせ座位・つかま
り立ち・伝い歩き・ひとり立ち・歩行において、非ASD児の獲
得時期が有意に早かった。行動特徴は、MD群のASD児4名は手
足や身体の感覚過敏がみられ、2名は腹臥位を嫌がっていた。
また、非ASD児の1名は足底過敏があり、靴を嫌がっていた。
一方で、②DS児25名のうち、ASD児が9名(36％)、非ASD児が
16名(64％)であった。対応のないt検定より、寝返り以外の粗
大運動は有意差がみられなかった。行動特徴は、DS群のASD児
2名は手足の過敏がみられ、非ASD児の1名は足底接地を嫌がっ
ていた。
【考察】
本研究のシャフリングベイビーにおいて両群ともASDを診断さ
れた割合は、ASDの有病率2.6％(Kimら2011)より高いことから
先行研究と同様にシャフリングとASDの関連が示唆された。行
動特徴は、両群とも手足など感覚過敏を伴う児が存在し、シャ
フリングの一要因であったことを考える。また、各粗大運動の
獲得時期は、MD群は非ASD児の方が早く獲得しており、DS群
は寝返り以外の獲得時期に差はみられなかった。これは、基礎
疾患のないMD群は、粗大運動の獲得にこだわりなどASDの特
性が影響を与えた可能性があるが、DS群は身体面に低緊張を伴
いやすく精神面は頑固さを伴う児がいることから、ASD以外に
疾患由来の特徴が影響していたことを推測する。これらより、
シャフリングはASDの早期兆候の一つとして考えられるが、染
色体異常など基礎疾患を伴う場合は疾患に由来した影響も関係
していたことを推察する。
【倫理的配慮】本研究は、横浜市リハビリテーション事業団研
究倫理委員会に承認されている。個人情報とプライバシーの保
障については、対象児 とその家族の情報が個人を特定されて
明らかになることがないように調査を行った。また、得られた
データはID番号で管理し、個人が特定できないように配慮した。
 (承認番号：yrs0107)



 P-3-02  発達障害

思春期児童の発達障害の有無における姿勢制御
の比較 -動的，静的条件を用いて-
○前重 壮寿 1,2)，植田 健稔 1,3)，下地 千織 1)，
白井 若奈 1,2,4)，伊藤 詩奈 1,2)，伊藤 香織 1,2,4)，
室下 明子 2)，森川 敦子 1,2)，飯田 忠行 5)

1) 株式会社奏音 いろは訪問看護リハビリステーション
2) 株式会社奏音 Think Tank部
3) 株式会社奏音 発達支援ルームふぁそら
4) 株式会社奏音 発達支援ルームらしど
5) 県立広島大学 保健福祉学部　理学療法学科

【はじめに、目的】
日本では，発達障害と診断された者の数 (推計値)は481千人と
されている1)。発達障害児において，運動をはじめとする課題
の要求レベルや複雑性が増すと運動計画や協調運動に問題がみ
られ，学校で困難感や劣等感を感じ自己肯定感が低くなる。そ
して運動に関連して姿勢制御にも影響している。これらを予防
する意味でも，発達障害の有無における姿勢不良，姿勢制御の
差を明らかにし，姿勢不良を改善するリハビリテーションのア
プローチが重要だと考える。そこで，本研究では，思春期児童
の発達障害の有無における姿勢制御について，姿勢分類，理想
的姿勢の入力 (イメージ，理解)・出力 (再現)，身体測定値と静
的・動的 (聴覚・ジャンプ動作)条件で測定した重心動揺解析値
をもとに姿勢制御の特徴を明らかにした。
【方法】
対象は，児童発達支援事業所に通う発達障害 (以下，DD)児10
名 (平均12.5±0.5歳)および 地域サッカークラブに所属する定
型発達 (以下，TD)児37名 (平均13.5±0.5歳)とした。身体的特
徴として，身長，体重，BMI，関節弛緩性，四肢周径，握力，
膝伸展筋力を測定した。姿勢の入力と出力では，入力は画像か
ら一番良い立位姿勢を選ばせ，出力は姿勢分析器 (高田ベッド)
を用いた矢状面の立位姿勢を撮影し，比較した。静的・動的 (
聴覚・ジャンプ動作)条件の比較では，重心動揺としてフォー
スプレートSS-FP40AOを用いて，開眼 (楽な姿勢，良い姿勢)，
閉眼 (楽な姿勢)，聴覚，ジャンプ動作の5条件で立位姿勢を30
秒間測定した。統計処理は，姿勢の入出力の比較はカイ二乗検
定，身体特徴の比較は一元配置分散分析，Kruskal-Wallis検定，
Welch検定を用いた。重心動揺解析値の各条件での群間比較は
Kruskal-Wallis検定，群内での各条件間の比較はFriedman検定
を用い，多重比較はBonferroni法を用いた。
【結果】
身体特徴において，DD児群で握力と膝伸展筋力がTD児群より
有意に低かった。姿勢の入出力は，DD児とTD児群で有意差は
なく，両群ともに約半数は再現において不良姿勢であった。開
眼 (良)，閉眼，聴覚，ジャンプ動作条件でDD児の重心動揺が
有意に大きかった。 両群で開眼 (楽)より閉眼および聴覚条件で
重心動揺が有意に大きく，DD児群のみ開眼 (良)条件での重心
動揺が有意に大きかった。
【考察】
DD児において理想的姿勢に対する認識はあり，再現ができた。
静的・動的立位保持における重心動揺はTD児より大きかった。
DD児の姿勢制御は感覚運動特性による影響があることが示さ
れ，今後，学校環境等を考慮した個別支援の介入をおこなって
いく必要があると考えられる。
【引用文献】
厚生労働省：平成28年生活のしづらさなどに関する調査結果の
概要：P5，平成30年
【倫理的配慮】本研究は県立広島大学の研究倫理委員会の承認
 (承認番号：第１９ＭＨ０５４号)を得たものであり，対象児・
保護者には研究協力にあたって書面および口頭にて説明を行い，
書面での同意を得て行ったものである。

 P-3-03  発達障害

自閉スペクトラム症児における縄跳び動作の運
動学的特性
○栗田 梨渚 1,2)，藤田 和樹 3)，菅野 智也 4)，
川端 香 3)，小林 康孝 3)，平谷 美智夫 1)

1) 平谷こども発達クリニック
2) 福井医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻
3) 福井医療大学大学院 保健医療学研究科
4) 福井医療大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 理
学療法学専攻

【はじめに､目的】
自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder:ASD)は､社会
性･対人関係の障害や反復的な行動を主症状とする発達障害で
あるが､その多くに運動の苦手さが併存する｡ASD児の基本的
な運動技能については､姿勢制御の低下や両側協調性の障害が
報告されており､上下肢の協調的な活動が要求される縄跳びの
苦手さも指摘されている｡縄跳びは学校体育の教材として取り
入れられているが､ASD児の縄跳び動作の苦手要素に着目した
報告は少ない｡本研究ではASD児と定型発達(Typical 
Development:TD)児の前跳び動作を解析し､ASD児の縄跳び動
作の特性を明らかにすることを目的とした｡
【方法】
対象は7～9歳のASD児(7歳2名､8歳1名)とTD児(7歳2名､9歳1
名)それぞれ3名｡Bruininks-Oseretsky Test of Motor 
proficiency Second Edition Short Formにおける標準スコアは､
ASD児35-62(3例の範囲)､TD児56-72であった｡三次元動作解
析装置には､VICON-NEXUS(赤外線カメラ8台､VICON社製)と
床反力計(AMTI社製)を用いた｡赤外線反射マーカーの貼付位置
はPlug-in Gait Full Body Modelに準じて計39箇所に貼付した｡
対象者は水着を着用し､室内空間にて視線を固定したうえで前
跳びを連続20回以上実施した｡測定したマーカー座標データは
Woltring Filter(10Hz)に通し､床反力データはlow-pass 
Butterworth filter(25Hz)に通した｡次に､開始と終わりの各5
回を除いた連続する5回(1周期:足先接地～足先接地)を解析区間
として加算平均した｡動作時の身体中心(CoM)の変動係数(CV)
および下肢関節の可動範囲とCVを算出し､ASD児とTD児で比
較した｡
【結果】
CoMのCVについて､左右方向はASD児0.67-0.82､TD児
0.68-0.81､前後方向はASD児0.53-0.79､TD児0.45-1.21､垂
直方向はASD児0.04-0.20､TD児0.03-0.04であった｡左股関節
内外転のCVは､ASD児0.64-1.54､TD児0.31-1.23､右股関節
はASD児0.42-1.92､TD児0.18-0.32であった｡左膝関節屈伸の
可動範囲はASD児27.7-78.1､TD児28.1-44.0､右膝関節はASD
児52.8－66.9､TD児23.6－55.4であった｡
【考察】
ASD児はTD児に比べて膝関節屈伸の可動範囲や股関節内外転の
変動が大きい傾向があった｡ASD児は感覚入力の処理と調節が
困難であり､同年代のTD児と比較して運動の感覚的側面に対
する低反応や過反応を示す｡そのため､ASD児は前跳び動作に
おいて下肢の動きが一定ではなく､膝関節屈曲角度を過剰に調
節する可能性がある｡その結果､縄を跳び越える際に膝が深屈
曲すると考えられる｡これは､ASD児における垂直方向CoMの
変動の大きさにも関連している可能性がある｡
【倫理的配慮】本研究は､新田塚医療福祉センター倫理審査委
員会の承認を得た(承認番号 新倫2022-30号)｡ヘルシンキ宣言
に基づき、対象児とその保護者に対し、本研究の目的および方
法、参加の撤回、フ�ライハ�シー保護、成果の公表について、
口頭および書面にてインフォームドコンセントを得た。
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日本人自閉スペクトラム症児における発達性協
調運動症の併存状況及びDCDQとM-ABC2の関連
について
○米山 優里花 1)，横山 美佐子 2)，瀧川 涼太 1)，
神谷 俊介 3)，中井 昭夫 4)

1) 北里大学大学院 医療系研究科
2) 北里大学 医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法
学専攻
3) 北里大学 医学部精神科学
4) 武庫川女子大学 教育研究所／大学院臨床教育学研究科

【はじめに、目的】自閉スペクトラム症(Autism Spectrum 
Disorder: ASD)の子供たちに、発達性協調運動症
(Developmental Coordination Disorder: DCD)と呼ばれる身体的
な不器用さ、協調運動の困難さが併存することが知られている。
DCDとは協調技能の獲得や遂行が年齢や学習の機会に比べて明
らかに劣っており、そのことが日常生活の活動に支障をきたし
ているという神経発達症のひとつである。国際推奨では、
Developmental Coordination Disorder Questionnaire(DCDQ)、
Movement Assessment Battery for Children-second 
Edition(M-ABC2)がエビデンスのあるDCDのアセスメントとさ
れている。しかし、本邦ではDCDの認知度が未だ低く、その現
状やASD児におけるDCDの併存状況、DCDQとM-ABC2の関連に
ついても十分には検討されていない。本研究は、日本人ASD児
におけるDCDの併存状況および、DCDQとM-ABC2の関連につ
いて明らかにすることを目的とする。
【方法】対象は、本大学病院精神科に通う5歳から15歳のASD
児22名。保護者に対しDCDQ日本語版を実施し、運動機能測定
を希望した児に対してM-ABC2を行った。検討にはDCDQの総
得点とM-ABC2の合計点および標準得点を用いた。Nakaiら
(RIDD,2011)の日本人6,330名における年齢・男女別のDCDQ総
得点の平均値と標準偏差から-2SD、M-ABC2の合計点の5パー
センタイル以下をDCD併存のカットオフ値とした。正規化され
たDCDQの総得点のSD値とM-ABC2の合計点、標準得点との関
連をPearsonの積立相関係数を用いて検討した。統計学的解析
にはEZRを使用した。
【結果】22名のASD児は、男児20名、年齢6-15歳、中央値11
歳とほとんどが男児であり、その内11名でM-ABC2を実施した
(男児11名,年齢6-13歳,中央値11歳)。ASD児におけるDCDの併
存割合は、DCDQ総得点で-2SD以下の児が32%、M-ABC2で5パ
ーセンタイル以下の児は55%であった。DCDQ総得点と
M-ABC2の合計点および標準得点において、有意な相関はみら
れなかった(それぞれr=0.519,p=0.12.r=0.609,p=0.062)。
【考察】本邦のものを含めた先行研究の結果と異なり、本研究
ではASDにおけるDCDの併存状況は比較的低く、DCDQと
M-ABC2の相関は見られなかった。症例数が少ないこと、
DCDQは保護者から見た日常での困難さを評価しており、個別
検査であるM-ABC2の各課題に比べより高度で複雑な協調の項
目を含んでいることなどが要因と思われる。今後、更に症例数
を増やし、DCDQの下位項目とM-ABC2の下位検査との関連な
ど含め、詳細に検討していく必要がある。
【倫理的配慮】本大学医学部・病院倫理審査委員会の承認を得
た(承認番号：B21-139)
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精神運動発達遅滞児でコミュニケーション対象
者の違いがもたらす脳機能ネットワークの差異
についての検証
○山内 良祐 1,2)，牟禮 努 1)，小寺 晶子 1)，
木村 あずさ 1)，大角 しずか 1)，池尻 生実 2)，
伊藤 大輝 2)，村田 伸 2)，兒玉 隆之 2)

1) 大阪赤十字病院附属大手前整肢学園 リハビリテーション
課
2) 京都橘大学大学院 健康科学研究科

【はじめに、目的】
精神運動発達遅滞児 (以下、児)に対するリハビリテーションに
おいては、児のモチベーションを引き出すことが重要とされ、
その向上には適切な声かけが必要であると報告されている。こ
れまで、コミュニケーション時の脳活動領域として、ウェルニ
ッケ野等を中心とした言語領域が報告されているが、一方で声
かけを行う他者の違いにより脳神経活動領域に違いを認めるこ
とも報告されている(山内ら,2023)。さらに前頭極や帯状回等
を中心とした共感に関わる脳内ネットワークも関与する。その
ため、言語発達が未熟な児では、対象者の違いでコミュニケー
ションを遂行する脳機能処理過程に差異が生じており、双方の
理解や共感のための戦略を変化させることが必要となる可能性
が考えられる。そこで本研究の目的は、コミュニケーションを
図る対象者の違いにより、児の脳内ネットワークがどのように
変化するのかについて検証し、リハビリテーションにおけるコ
ミュニケーション能力の基盤形成を図る上で必要な心的要素を
明らかにすることを目的とした。
【方法】
対象は、当院の通院患者のうち、精神運動発達遅滞の診断を受
けている者７名 (男児4名、女児3名：平均年齢4.9±2.9歳)を対
象とした。声かけの条件は、母 (母条件)もしくはセラピスト 
(PT条件)が児に声かけを行う二条件とした。声かけ内容は両条
件とも、カウント、名前等の日頃のリハビリの際に用いる内容
とした。評価は児が声かけに反応している際の脳波活動を計測
した。計測は、ポリメイトMP6000 (ミユキ技研社製)を用いて
国際10-20法に準じ頭皮上脳波(19部位)からサンプリング
1024Hzにて導出した。解析として、バンドパスおよび眼電位
除去処理によりノイズ処理された脳波データに対して脳機能イ
メージングフィルターeLORETA解析を行った。本解析にてICA
周波数分析を実施し、脳機能ネットワークを算出同定した。
【結果】
解析の結果、PT条件では、前頭葉におけるβ波減衰、後頭葉に
おけるθ波減衰、頭頂葉におけるα波減衰、β波増幅の同期的
なネットワーク活動を認めた。一方、母条件では、前頭葉にお
けるθ波、α波及びβ波増幅、頭頂葉におけるα波増幅の活動
を認めた。
【考察】
PT条件の結果から、児にとってのセラピストの声かけは、注意
や集中を高めることを示す後頭葉θ波減衰および頭頂葉α波減
衰と、注意や行動制御に関与する前頭葉β波減衰と頭頂葉β波
増幅から「認知－行動制御」の協応的なネットワーク活動を高
める可能性が示唆された。一方、母条件の結果は、児のリラッ
クス状態を示す前頭葉α波活動増幅と、行動発現に向けた前頭
葉β波活動増幅から「情動－実行機能」の協応的なネットワー
ク活動を高める可能性が示唆された。以上より、同言語内容に
よる声かけにおいても、母親は児の情動や能動的な理学療法へ
の取り組みをサポートする要素を持ち、セラピストは認知機能
や運動能力を制御促進させるための要素を有する可能性が示唆
された。声かけ時の脳内ネットワークを評価することは、児自
身がコミュニケーションを通じて捉える他者への心的要素を捉
えることを可能にし、効果的な理学療法への一助となる可能性
を示唆した。
【倫理的配慮】本研究は、京都橘大学研究倫理委員会 (承認番
号:20-39)の承諾を得て実施した。対象者とその保護者には書
面と口頭にて十分に説明を行い、同意を得て実施した。



 P-3-06  発達障害―症例報告

オンラインビデオ通話での運動介入により自閉
症スペクトラム症児の前転運動の目標が達成さ
れた事例
○宇田 紗彩 1)，堂面 勝哉 1)，後藤 颯人 1)，
橋本 咲子 1)，楠本 泰士 2)

1) PAPAMO株式会社 へやすぽアシスト
2) 福島県立医科大学 保健科学部　理学療法学科

【はじめに、目的】自閉スペクトラム症 (以下ASD)はコミュニ
ケーションの困難やこだわり、常同行動が行動の特性として見
られる神経発達症の1つである。ASDには運動の障害である発
達性協調運動障害が頻繁に併存し、粗大、微細運動、姿勢制御
の問題があると言われている。運動の障害は日常生活や学校で
の活動への参加に支障をきたすことが示唆され、支援の必要性
があると考えられる。また、昨今では新型コロナウイルス感染
症の影響もあり、オンライン等での遠隔の支援ニーズを聞く機
会が増えている。今回、オンラインビデオ通話での運動への介
入により、本児が目標にした「前転運動」の目標を達成する事
例が得られたので報告する。
【方法】対象はASD、軽度知的障害の診断がある10歳女児。親
御様の主訴としては運動の不器用さや参加の難しさ、疲れやす
さなどが挙がった。初回面談日 (X日)より8か月の間、月2回オ
ンラインでの理学療法士が担当するレッスンに参加した。介入
は母親とカナダ作業遂行測定 (以下COPM)を用いて設定した目
標に沿って、オンラインかつ自宅内で取り組めるメニューの実
施、ホームプログラムの提案を行った。
【結果】X日に行った面談時に母親と共に「前転できるように
なる」を目標として設定した。遂行度、満足度はそれぞれ1、2
であった。介入初日は前転をするための準備姿勢を取ることも
難しく、回転の際には頭頂部が床に接地し回転することが難し
かった。介入時は動画を用いてメニューを提示し、重点的に行
たいものはスロー再生や動画を細切れにした。その結果、X+4
か月の介入後に行った面談では遂行度、満足度はそれぞれ7、8
に向上した。しかし回転後の起き上がりが難しく、目標を継続
し、回転を早くすることを意識した練習や上体起こしなど体幹
の筋力トレーニングで継続的に介入を実施し、X+7か月に行っ
た面談では遂行度、満足度はそれぞれ9、9に向上した。
【考察】本症例ではオンラインビデオ通話での理学療法士の介
入により、前転運動のCOPMの向上が見られた。本症例は動作
のイメージをすることの困難さから、メニュー動画の提示の工
夫で、動作のイメージができ、COPMの向上に繋がったと考え
られる。X+4か月以降は体幹の筋力トレーニングなどの介入を
加え、起き上がりの際にタイミングよく体幹を収縮することが
できるようになった。また、毎回のレッスン前に週に複数回自
宅練習をする様子があり、試行回数も確保することもできた。
ASD児は、集団での指示行動の困難さがあり、オンライン環境
は、個別でサポートでき、動画やスロー再生などその児にあっ
た方法で提示することができる。また、自宅のため周囲を気に
せず、運動に参加しやすくなることもある。本症例においても、
理学療法士が本児にあった運動のメニュー提供と提示の工夫に
より目標の運動への参加機会が増え、運動学習が進んだと考え
られる。オンラインビデオ通話を用いた運動面への介入事例は
少ないが、オンラインならではの提示の工夫や環境設定により、
参加機会の増加や成功体験を積む機会の提供ができることが示
唆される。
【倫理的配慮】本報告は当社の規定に基づき、個人を特定でき
ないよう配慮し、研究以外の目的で患者データを利用しないこ
ととした。また、症例の家族に対して本報告の趣旨を伝え、ウ
ェブ上のフォームにて同意を得た。

 P-3-07  発達障害―症例報告

オンラインビデオ通話での運動介入により運動
の苦手さがある児童の運動目標の達成された事
例
○堂面 勝哉 1)，後藤 颯人 1)，宇田 紗彩 1)，
橋本 咲子 1)，楠本 泰士 2)

1) PAPAMO株式会社 へやすぽアシスト
2) 福島県立医科大学 保健科学部 理学療法学科

【はじめに、目的】
令和4年の文部科学省の調査で、小・中学校の普通級に在籍す
る児童のうち8.8%が学習面又は行動面で著しい困難を抱えてい
ることが示された。学習や行動面の障害のある児童の中には協
調運動の課題が併存することが多いことも指摘されており、運
動の困難さにより日常生活や学校での活動への参加に支障をき
たすことから運動面の支援の必要性が示唆される。また、昨今
は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、オンライン等での
支援のニーズを聞く機会が増えてきている。今回、オンライン
ビデオ通話を使った運動への介入により、児童が設定した目標
を達成する事例が得られたので報告する。

【方法および症例報告】
対象は普通級へ通学中の6歳女児。現在診断はついていないが
親御様より「落ち着きがなく、習い事で座っていられない」「
運動全般があまり得意ではない」「友達よりできなくて泣いて
しまった」などが挙げられていた。初回面談日 (X日)より6か月
の間、月2回オンラインで理学療法士が介入を行った。介入は
母親とカナダ作業遂行測定 (以下COPM)を用いて設定した目標
に沿って、オンラインかつ自宅内で取り組めるメニューの実施、
ホームプログラムの提案を行った。

【結果および経過】
X日に行った面談時に母親と「①縄跳びを10回」「②跳び箱を
3段」「③自転車を補助輪なし乗る」を目標として設定した。
それぞれの遂行度、満足度は①が2、5、②が6、7、③が1、1
で平均遂行度3.0、平均満足度4.3であった。縄跳びは一回のみ
で連続飛びが難しい、跳び箱は3段を大人のサポートがで跳べ
ることもある、自転車はサドルを跨ぐことはできるがも漕ぐこ
とが難しい状況であった。X+6か月の介入後に行った面談時に
はそれぞれの遂行度、満足度は①9、9②10、10、③10、10で
平均遂行度9.7、平均満足度9.7に向上した。縄跳びは連続40回、
跳び箱は4段、自転車は自立で漕ぐことができた。また、本児
より「高い段の跳び箱を飛びたい」「あや飛びをやりたい」な
どの次の目標を要望する様子も見られるようになった。

【考察】
本症例ではオンラインビデオ通話での理学療法士による運動の
介入により、設定した目標のCOPMの向上が見られ、本児から
次の目標を要望するなど運動に対して前向きになる様子が見ら
れた。介入は縄跳びから開始された。縄跳びは上肢の回旋運動
や跳躍、縄に合わせた協調運動が必要と言われている。本症例
は初めにタオル等を用いた協調的な動作練習など縄跳びに必要
な動作の要素を分解し、少しずつ成功体験を積むための介入を
行った。その結果、苦手な運動への参加機会が増え、縄跳びの
COPM向上に繋がったと考える。また、本児からの運動へ意欲
的な発言や週3回以上のホームプログラム実施など習慣的に運
動をする機会が増え、一つの目標の成功体験が運動に対しての
意欲向上や習慣化したことで他のCOPMの向上に繋がったと考
える。オンラインビデオ通話を用いた運動介入は、児童ごとに
あった運動の機会を提供することで成功体験を積め、日常生活
での運動機会を増やし、困難な運動の改善に繋がることが示唆
される。
【倫理的配慮】本報告は当社の規定に基づき、個人を特定でき
ないよう配慮し、研究以外の目的で患者データを利用しないこ
ととした。また、症例の家族に対して本報告の趣旨を伝え、ウ
ェブ上のフォームにて同意を得た。



 P-3-08  発達障害―症例報告

両手動作と体幹強化プログラムを通して，非利
き手の不器用さの改善を目指した一症例
○佐藤 奏枝

リニエプラッツかみのやま

【はじめに、目的】
今回，放課後等デイサービスを利用している子どもの保護者か
ら非利き手の不器用さに関しての相談を受ける機会があった．
そこで，対象児の日常生活で非利き手の不器用さを感じる場面
を明らかにし，体幹を使う活動と両手を使用する活動を取り入
れることで，非利き手の不器用さの改善を図ることを目的とす
る研究を行ったため報告する．
【方法】
対象は週１回放課後等デイサービスを利用する，発達障害の診
断を持つ小学３年生の男児１名とそのご家族．方法は①介入前
評価としてビーズ通しと片脚立位時間の測定を実施．介入プロ
グラムとして週１回の個別療育の時間にトランポリンキャッチ
ボールと両手連続円運動を実施．トランポリンキャッチボール
は対象児に１分間トランポリンを跳んでもらいながら，キャッ
チボールを行った．両手連続円運動は左右の手に鉛筆を持ち，
同時に円を外回り・内回りそれぞれ１分間書き続けてもらった．
介入期間終了後に再度ビーズ通しと片脚立位時間の測定を実施．
②ご家族には対象児の利き手を確認するため，大久保らの日本
語版FLANDERS利き手テストを記入していただいた．また，日
常生活においてどの動作で非利き手が気になるかについて質問
用紙を用いたアンケートに回答いただき，介入期間後も同様の
アンケートを記入していただいた．
【結果】
介入前評価では片脚立位保持可能時間が左右ともに１５秒未満，
右片脚立位時間は１０秒未満であった．ビーズ通しは左手でビ
ーズを持って紐に通す際に，右手でビーズを持つ時より２０秒
以上時間がかかり，途中左右の手の役割が入れ替わる様子が見
られた．介入前にご家族に記入いただいたアンケートより，日
常生活の中で食事の場面，特に左右で異なる動きが必要な時に
非利き手の不器用さが気になるということがわかった．計４回
の介入では，両手連続円運動では１回目と４回目を比較して左
右ともに円を大きく書くようになり，左手は１回目では円の形
を書き続けることが難しかったものの，４回目では右手の動き
につられることも減り，円の形を書き続けることができるよう
になった．介入後評価では片脚立位が左右ともに１５秒以上保
持可能であった．ビーズ通しは左手でビーズを持った際の時間
が２０秒近く速くなった．しかし，介入後にご家族に記入いた
だいたアンケートより，非利き手の不器用さの改善を感じてい
ただくことはできなかった．
【考察】
介入前評価の片脚立位時間が短いことからバランス能力の低さ
があり，ビーズ通しの結果から非利き手の不器用さがうかがえ
た．両手連続円運動より両手間の協調運動が向上，トランポリ
ンを用いた介入により体幹機能も向上したことで，非利き手の
巧緻性の向上につながったと考えられる．今後は生活場面での
実用性につなげるために左右交互の両手動作や左右の役割が異
なる両手動作に関するアプローチとより日常生活場面を想定し
た介入も行っていきたい．
【倫理的配慮】本研究に対して，対象児とそのご家族に口頭と
紙面で説明を行い，同意を得た．また，株式会社リニエR倫理
委員会の承認を得た． (承認番号：２０３６)

 P-3-09  発達障害―症例報告

発達性協調運動障害を呈し短縄跳び技能低下し
た症例の経験
○石野 愛実，羽鳥 航平，横山 浩康

熊谷総合病院

【はじめに】発達性協調運動障害(以下、DCD)児にみられる運
動機能の緩慢さや不正確さ、不器用さは日常生活や学業成績に
影響を与えるとされる。本症例は、対象児家族から「短縄跳び
」に関して相談があり、介入開始となった。相談から初診(X日
)までの期間で短縄跳びが獲得できていたが３ヶ月後には短縄
跳びの技能低下が観察された。今回は、発達性協調運動障害を
呈し、短縄跳びの技能低下を示した症例の経験を報告する。
【症例報告】初診時、普通級へ就学中の７歳男児、自閉症・発
達性協調運動障害。既往歴に川崎病・冠動脈瘤があり、４歳頃
には運動制限があった。現在、理学療法･作業療法介入し、頻
度は１回/週。協調運動障害評価目録とJapanese Sensory 
Inventory Revised(以下、JSI-R)使用して評価した。身体機能は、
腹部低緊張で下肢の柔軟性が低く、両足関節背屈制限(右＜左)
があり内反足傾向。筋力は腹筋・背筋ともにMMT２～３。四
つ這い位やバードドック等の姿勢保持は困難。上下肢の位置覚
や手の巧緻性、運動企画、前庭覚を中心に低下がみられた。
JSI-Rの結果では前庭感覚はYellow、ほかの項目はGreenであっ
た。
【経過】X日の短縄跳びの観察では、縄回しは両肩関節軽度外
転位(右＞左)・肘関節は軽度屈曲が出現。縄回しの速度に左右
差があり左上肢優位に動作する。跳躍は、両脚で踏切、前足部
で着地して膝を屈曲させリズムをとっている。開始位置からの
ズレも少なく、連続試行回数は最大で８回。介入は、ストレッ
チ、筋力増強運動、バランス練習を中心に評価と並行して実施。
X＋３ヶ月の観察では、縄回しと跳躍の技能低下がみられた。
回数を重ねると縄回しの速度も徐々に加速し、連続動作が困難
となった。練習中、連続でできないことが嫌になり途中でやめ
てしまうことがあった。対象児自身は短縄跳びへの意欲は低く、
短縄跳びの練習もX日以降、自宅や病院含めてあまり行えてい
なかった。
【考察】DCD児の運動スキル獲得には、定型発達児よりも時間
を要することが報告されている。短縄跳びのような運動スキル
の学習は、手続き記憶に分類され獲得した動作は失われにくい
と考えられている。本症例は、DCD児の運動スキルの獲得の特
性から短縄跳びの獲得には時間を要することが推測された。ま
た、X日での段階では「短縄跳びの動作をなんとなく掴めた」
という状態であったと推察する。運動スキルの習熟度は高くな
く、身体の運動要素を調整でき始めた学習の初期状態で手続き
記憶として保存されていなかったことが考えられる。加えて、
短縄跳びへの意欲も低いため練習に対してモチベーションも保
てていなかった可能性がある。今回の介入は、短縄跳び動作を
獲得できていたと考えていたためフォローが不十分であった。
さらに、対象児自身の短縄跳びへの意欲も低く、動作練習に対
する動機付けも不十分であったと考える。今後の介入は、「縄
回し」・「跳躍」それぞれの運動要素を段階的に練習し「短縄
跳び」の反復練習により動作の再獲得を目標とする。
【倫理的配慮】本報告は当院の規定に基づき、個人を特定でき
ないよう配慮し、研究以外の目的で患者データを利用しないこ
ととした。また、症例の家族に対して本報告の趣旨を伝え、書
面にて同意を得た。
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眼球運動トレーニングによってバランス能力が
向上し転倒が減った協調運動障害の一症例
○多賀 咲帆，遠藤 壮馬，佐々木 弘之

金沢こども医療福祉センター リハビリテーション科

【はじめに、目的】
転びやすさを主訴に理学療法を開始した協調運動障害の男児に
対して、動的バランストレーニングに加えて眼球運動トレーニ
ングを行ったところ、バランス能力が向上し転倒が減った症例
を経験したため、経過とともに報告する。
【方法および症例報告】
症例は、地域小学校普通級に通学する6歳2ヶ月の小学1年生の
男児である。「転びやすい」、「転んだときに手をつけない」
という母の主訴から来院し、協調運動障害と診断され理学療法
(PT)を開始した。運動発達歴は定頸2か月、寝返り6か月、座位
8か月、四つ這い11か月、つかまり立ち1歳1か月、伝い歩き1
歳2か月、独歩1歳4か月であった。理学療法開始時点での片脚
立位保持時間は最大10秒であった。全体像として、PTで運動
課題を行っている間でも他児やおもちゃに気を取られやすいこ
とや、セラピストが母と話している間にじっと座っていること
が困難な様子が見受けられた。父母から、「音読でどこを読ん
でいるのか分からなくなることがある」、「ショッピングセン
ターなどを歩いていると周りのものに気を取られて転ぶことが
多い」ということが聞かれた。
期間は約6か月間、1回40分、2週間に1回の頻度でPT介入を全
12回行った。介入5回目までは動的バランストレーニング(一本
橋、はしごまたぎなど)を行っていたが、転びやすさに変化は
聞かれなかった。介入6回目に眼球運動評価を行ったところ、
輻輳の困難さと頭部と眼球を独立して動かせない様子や、注視
や追視自体は可能だが、途中で目線が別の方向へ向いてしまう
様子がみられた。そこで、７回目に眼球運動トレーニングを指
導し、ホームプログラムとして家で行ってもらい、トレーニン
グを行った日をカレンダーに記録してもらった。行ってもらっ
た内容は、眼球を1：左右に動かす、2：斜めに動かす、3：上
下に動かす、4：円をえがく、5：寄り目にする、の5項目とし
た。7回目以降のPTは、40分のうち眼球運動トレーニングを
10～15分行い、残りの時間で動的バランストレーニングを行
った。
【結果および経過】
片脚立位保持時時間は、介入7回目10秒、8回目10秒、9回目
31秒、10回目22秒、11回目20秒、12回目(最終)40秒に向上
した。眼球運動では、輻輳の困難さに変化はなかったが、上下
左右の方向に頭部と独立して眼球を動かせるようになった。ま
た、眼球運動課題中に、目線が別の方向に向くことが減り、注
視や追視の持続時間が延びた。母からは「転ぶことが減った」
との話が聞かれた。
【考察】
今回、症例に眼球運動トレーニングを追加して介入を行ったこ
とで、頭部と眼球の分離運動が可能となり、眼球運動の制御の
能力も向上した。頭部と独立して眼球を動かせるようになった
ことで、眼球を動かしても頭部の位置が安定し、バランス能力
が向上したことが考えられる。また、眼球運動は注意機能を評
価する指標として用いられている。眼球運動の制御能力が向上
したことで、注意機能が向上し転倒の回避に注意を向けること
ができるようになったことが考えられる。眼球運動トレーニン
グと動的バランストレーニングの併用はバランス能力の向上と
転倒の軽減につながる可能性があることが示唆された。
【倫理的配慮】対象児と対象児の保護者に症例報告の趣旨・個
人情報保護について十分に説明し同意を得た。
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発達の遅れに対し自発性を重視した介入を実施
し独歩獲得に至った一症例
○東 周平

北九州市立総合療育センター 訓練科 理学療法係

【はじめに、目的】
乳幼児への早期介入において家族の関与や目標指向，子ども自
身が能動的に学習するための課題設定，最小限の徒手介入は重
要な要素と考えられている．今回，発達の遅れに対し自発性を
重視した介入を実施し独歩獲得に至った一症例について報告す
る．
【方法および症例報告】
症例は運動発達の遅れと強いかんしゃくを主訴に1歳時に当セ
ンターを紹介され理学療法外来 (外来)が開始された．運動発達
歴は頚定4ヵ月，座位6ヵ月，寝返り7ヵ月，腹這い11ヵ月であ
った．1歳時の遠城寺式乳幼児分析的発達検査 (遠城寺)は移動
運動7ヵ月，手の運動8ヵ月，社会性10ヵ月，Alberta Infant 
Motor Scale (AIMS)は総スコア38であった．初回の外来では母
の膝に座り人と場所を警戒する様子がみられ，セラピストが近
づくと啼泣した．そこで，児から離れて母と遊ぶ様子を見守り，
児が母の膝から下り腹這いで玩具に向かって移動した後に声掛
けすると，児が手に取った玩具の受け渡しを繰り返すことがで
きた．また，問診より，腹這いを獲得するまで自ら動いて物に
触れることがなく移動が非常に少なかったとの情報を得た．こ
れらのことから，児にとって安心できる環境の中で，自発的に
移動する動機付けを行うことが重要だと考えた．家庭での関わ
りとして，腹這いで大人の脚を乗り越え四つ這いを促すこと，
四つ這い位の視線の高さに玩具を置き上方への注意を促しつか
まり立ちへと誘導することを伝えた．外来頻度は月1回とした．
【結果および経過】
その後３回の外来では外来時間の半分で啼泣し児の発達を観察
することが困難であったため，外来頻度を週1回へ変更した．
すると，次の外来から警戒する表情はみられるも啼泣せず，問
診上の家庭での様子と同じ運動や遊びがみられるようになった．
理学療法介入は，身体への徒手介入は転倒のリスク管理に留め，
玩具の受け渡しや，操作が成功した際の称賛の声掛けなど，遊
びを介したコミュニケーションを重視した．玩具は発達段階と
児の嗜好を考慮して選択し，自発的な移動につながる玩具の配
置を考え環境を設定した．そして，つかまり立ちから床に座る
ことが可能な台の高さや，つかまり立ちで数分間遊んだ後に玩
具の位置を移動させると伝い歩きの頻度が増加することなど，
設定の工夫により児は移動能力を発揮することを母に示し家庭
での実践を依頼した．また，玩具棚から関心のある物を選択し
たり，室内を自由に移動して部屋中を探索したり，児が自身で
行動を決定する機会を設けた．母からは家庭での実践と児の行
動変化の報告を受け，積極的に関わる様子を確認した．
児は１歳7ヵ月で独歩を獲得した．この時の遠城寺は運動と社
会性が1歳2ヵ月，AIMSは総スコア57であった．母からは昔と
は性格が変わったように積極的に移動するようになったという
回答を得た．
【考察】
今回の介入では外来頻度の変更が大きな転機となった．外来で
は，児が安心できる場を提供し，能力を発揮し得る環境設定を
行うことが重要であり，それは家庭における家族の関与の向上
に寄与するものと考える．
【倫理的配慮】症例の家族へ本報告の趣旨と内容，個人情報の
取り扱いを説明し，同意を得た．
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生体電気インピーダンス法を用いた脳性麻痺児
の筋量計測の検証
○仲村 真哉 1,2)，木元 稔 1,2)，川野辺 有紀 1)，
三澤 晶子 3)，坂本 仁 3)

1) 秋田県立医療療育センター リハビリテーション部
2) 秋田大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 理学療法学講
座
3) 秋田県立医療療育センター 診療部

【はじめに、目的】
脳性麻痺 (cerebral palsy；CP)児は同年齢の典型発達 (typically 
developing；TD)児よりも筋量が減少しているとされる。筋量
の減少は筋力に加え、粗大運動能力とも関連するため、重要な
評価指標の一つである。
筋量の計測には、得られた値に体格が影響することを考慮する
必要がある。特にCP児は同年齢のTD児と体格が異なるため、
筋量の値の解釈に注意を要する。筋量計測に使用される生体電
気インピーダンス法は、骨格筋指数 (skeletal muscle mass 
index；SMI)と細胞外水分比 (extracellular water / total body 
water；ECW/TBW)を計測でき、これらは体格差の影響を軽減
して筋量の指標となるとされている。粗大運動能力が低いCP児
はTD児よりも、さらにCP児内でも粗大運動能力が低い症例で
は、SMIが低く、ECW/TBWが高くなる可能性がある。しかし、
CP児とTD児のSMI、ECW/TBWの比較検証は未だなされていな
い。
本研究の目的は、CP児の筋量と体格に関連があるか、また体格
の影響が小さい筋量の指標であるSMIとECW/TBWはCP児の筋
量が減少していることを示すかを明らかにすることとした。
【方法】
被験者は35名 (CP児19名、TD児16名)とし、粗大運動能力で3
つのサブグループに分け、軽度CP群 (粗大運動能力分類システ
ム (gross motor function classification system；GMFCS)level 
I-II)、重度CP群 (GMFCS Ievel III-V)、TD群とした。InBody S10
を使用し、体格指数 (body mass index；BMI)、筋量、SMI、
ECW/TBWを求めた。統計解析は、CP児の体格と筋量の相関関
係を分析するためにPearsonの積率相関係数を算出した。3つの
サブグループの比較を実施するために、多重比較法 
(Bonferroni法)を用いた。有意水準は5%とした。
【結果】
CP児のBMIと筋量に有意な相関関係が存在した (r= 0.72、p< 
0.001)。
SMIは、軽度CP群 (4.8 kg/m2)と重度CP群 (3.2 kg/m2)はTD児 
(6.1 kg/m2)よりも有意に減少した (軽度CP；p= 0.030、重度
CP；p< 0.001)。さらに重度CP群は軽度CP群よりも有意に減少
した (p= 0.009)。
ECW/TBWは、軽度CP群 (38.6%)と重度CP群 (39.9%)はTD児 
(38.0%)よりも有意に増加した (軽度CP；p= 0.042、重度CP；p
< 0.001)。加えて重度CP群は軽度CP群よりも有意に増加した (p
< 0.001)。
【考察】
本研究においてCP児はBMIと筋量に有意な正の相関関係があっ
た。これは体格が異なる個人間では筋量を単純に比較すること
が難しいことを示す。
一方、CP児のSMIは健常児よりも有意に低値であり、逆に
ECW/TBWは有意に高値であった。さらに粗大運動能力で比較
すると、重度CP児は軽度CP児よりもSMIが有意に低値であり、
ECW/TBWは有意に高値を示した。SMIとECW/TBWは体格の
影響を受けにくくSMIが低値、ECW/TBWが高値を示すと筋量
の減少が生じているとされている。そのため、CP児はTD児よ
りも筋量が減少し、CP児内においても粗大運動能力が低いほど
筋量が減少している可能性が示唆された。
本研究の知見は、CP児とTD児の筋量を比較する際に単純な筋
量のみを比較するのではなく、SMIやECW/TBW等の指標も比
較する必要性を示すものである。これら指標を改善する方法は
今後の検討が必要である。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき、所属機関の
倫理委員会の承認を得て実施した (承認番号：2023-3)。研究
開始前に対象者とその保護者に口頭及び文書で研究の説明を行
い、文書で同意を得た上で実施した。
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痙直型脳性麻痺児の座位から立位動作時におけ
る運動学的特性に関する文献レビュー
○城井 麻美子 1)，松田 雅弘 2)

1) 順天堂大学大学院 保健医療学研究科
2) 順天堂大学 保健医療学部

【はじめに、目的】
痙直型脳性麻痺児(CP児)を対象とした研究では歩行に関する文
献は数多くみられるが、座位から立位動作(STS：sit to stand)に
関する研究は多くない。しかし、STSは移乗動作などで日常生
活の多くの場面で必要な重要な動作である。したがって、STS
の自立の有無、介助量の程度は介護者の負担を大きく変える要
素の一つとなる。本研究は、現在までに研究されてきたCP児の
STSの運動学的特性と、今後の研究課題を明らかにすることを
目的とした。
【方法】
PubMedを論文データベースとして用い、「cerebral palsy」
and「stand」and「sit」の検索式にて検索を行った。得られた
結果から、検索結果の重複があるものを除外した。「動作の分
類(patternizing)」、「運動学的特性(kinematics and kinetics)」
について述べているものを抽出し、研究の目的に直接的に関係
しない文献を除外した。抽出した文献の記述内容のみを客観的
に把握するため精読した内容を検討した。
【結果】
方法に記載した検索式で文献検索を行った結果、121件が該当
した。その中からSTS動作について述べている文献は43件であ
った。得られた文献を分類すると、運動の特徴、装具やテーピ
ングを用いた文献、椅子の高さなどの環境設定の文献、理学療
法やトレーニングの介入を行っている文献、バランスや姿勢制
御に関する文献、STS動作の能力からの予後予測に関する文献
に分類できた。方法に記述した方法にて分析対象として得られ
た文献は、運動の特徴について述べている文献7件のうち5件で
あった。そのなかで今回の研究目的と合致するのが、STSの動
作のパターン化を行っている文献が1件あり、同一著者による
先行研究も精読した。該当の文献と先行研究の２つの共通点と
しては、STSの動作を座位から離床と離床から立位の２段階に
分けていること、観察された動作からCP児のSTS動作の特徴を
分類していることであった。CP児のSTS動作の特徴として、体
幹を前傾するグループと前傾しないグループの２つに分類して
いた。また、STS動作時の運動学的特徴について述べている文
献が4件該当し、多くの文献で、定型発達児(TD児)と比較して
STS動作の遂行時間の延長、CP児のSTS動作中の股関節屈曲増
大、最大骨盤角度の増大、膝伸展モーメントの減少、動作遂行
時間の延長が挙げられた。
【考察】
CP児のSTS動作の特徴として、股関節屈曲や体幹前傾などが挙
げられることから、これらで動作の代償を行っていると考えら
れる。また、代償動作によって動作の効率低下が考えられるた
め、動作時間の延長の要因の一つと考える。さらに、両麻痺CP
児の特徴として膝関節の急な伸展が挙げられていたことから、
動作時の筋活動をさらに研究する必要がある。
CP児のSTS動作に関する研究は少なく、分野が多岐に渡ってい
た。さらに、CP児の運動学的特徴は歩行に関して多いものの、
STS動作そのものについての文献は、あまり見られなかった。
また、文献ではCP児のSTS動作のTD児との違いについて先行文
献をもとに推測していたが、筋電図などを使用していないため、
運動学的特徴に加えて筋活動も明らかにすることで、今後のリ
ハビリテーションの知見になり得ると考える。
【倫理的配慮】人を対象とした研究ではないため倫理的配慮が
生じないが、著作権、盗用、剽窃などの倫理問題 (出版・公表
に関する倫理)は生じるため、その点に関して配慮して文献を
まとめた。
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本邦における脳性麻痺児に対するリハビリテー
ションの目標指向型介入の認知度に関するアン
ケート調査
○杉本 路斗 1)，堀本 佳誉 2)，大須田 祐亮 3)，
佐藤 一成 3)

1) 横浜療育医療センター リハビリテーション課
2) 千葉県立保健医療大学 健康科学部リハビリテーション学
科
3) 北海道医療大学 リハビリテーション科学部理学療法学科

【はじめに、目的】
子ども・家族と共同で目標設定を行い、どのような活動を中心
に介入すべきかを決定する介入は、様々な名称が用いられてい
るが、その共通点は、子どもと親が協力して機能的な目標を設
定すること、子どもが機能的な目標に内在する運動の問題を積
極的に解決すること、目標とする課題を実際の生活環境の中で
繰り返し構造的に練習することであり、Goal Directed 
Training (GDT)とまとめられている。本研究では、本邦での
GDTに関する認知度を検証するためアンケート調査を実施した。
【方法】
本研究は「本邦における脳性麻痺児に対するリハビリテーショ
ンの実践に関するアンケート調査」の一部である。研究対象は
小児関連施設に所属する、理学療法士 (PT)、作業療法士 (OT)、
言語聴覚士 (ST)とした。調査内容は、複数のシステマティック
レビューおよび文献検索により抽出したGDTに関する介入法で
ある、goal-directed therapy、task-oriented therapy、
functional therapy、family-centered functional therapy、
child-focused therapy、context-focused therapy、Cognitive 
Oriented to daily Occupational Performance (CO-OP)を対象と
して、これらの介入について「よく知っている」を5点、「全
く知らない」を1点として点数表記することとした。フリード
マン検定を用いて7つの介入の認知度を比較した。また、クラ
スカルウォリス検定を用いて各介入に対するPT、OT、ST間の
認知度を比較した。
【結果】
研究に同意を得られたのは23施設、167名のセラピスト (PT 
83名、OT 51名、ST 33名)であり、回答率は49.6％であった。
認知度は、goal-directed therapyは全セラピストの中央値は1点
 (四分位範囲1点-2点)、task-oriented therapy は1点 (1点-2点)、
functional therapyは2点 (1点-3点)、family-centered 
functional therapy は1点 (1点-3点)、child-focused therapyは1
点 (1点-2点)、context-focused therapyは1点 (1点-1点)、
CO-OP は2点 (1点-3点)であった。フリードマン検定の結果
p<0.05であったが、事後検定の結果、各介入間の認知度の差は
認められなかった。クラスカルウォリス検定の結果、全ての介
入法でp<0.05であったが、事後検定の結果、各セラピスト間の
認知度の差は認められなかった。
【考察】
子どもと親が協力して機能的な目標を設定する介入であるGDT
について、Novakらは、GRADE システムによる推奨度の高さ
を報告している。GDTが実施されない理由の一つとして、系統
立てた知識の伝達が行われていないことが挙げられている。本
邦でも、GDTに関する介入の認知度は低いものであった。しか
し、有意ではないものの、functional therapy、CO-OPの認知度
の中央値は2点「少し知っている。名前のみ知っている。」で
あった。この2つの介入については、その内容に関して翻訳さ
れた書籍が出版されており、認知度に影響を与えていると考え
られた。今後、GDTが本邦で実施されるために、系統立てた知
識の伝達が必要であると考えた。
【倫理的配慮】本研究は、千葉県立保健医療大学倫理委員会の
承認を受け実施した。リハビリテーション部門責任者宛に本研
究に関する資料を送付し研究協力に同意が得られた場合は、オ
ンラインにて同意をした旨と、施設情報 (各療法士数)に関する
回答を無記名で頂いた。同意を得られた施設のセラピスト全員
に、同様の資料を回覧して頂き、各個人に同意の得られた場合、
無記名でのオンラインベースのアンケート調査に協力をして頂
いた。
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脳性麻痺患者におけるPosture and Postural 
Ability Scaleと PEDIの関係性
○石田 優樹 1)，楠本 泰士 1,2)，木村 優希 3,4)，
儀間 裕貴 3)

1) まちだ丘の上病院 リハビリテーション科
2) 福島県立医科大学
3) 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科理学療法科学域
4) 相模原療育園

【はじめに、目的】
脳性麻痺 (以下、CP)患者の日常生活動作 (以下、ADL)が制限さ
れる一因として姿勢障がいやアライメント不良がある。しかし、
臨床で簡易的に姿勢を評価できる尺度が無く、姿勢とADLの関
係について着目した報告は少ない。姿勢の評価尺度には
Posture and Postural Ability Scale (PPAS)があり、本学会にて
日本語版PPASの信頼性や妥当性を報告予定である。PPASは背
臥位、腹臥位、座位、立位の各姿勢にて、姿勢能力 (どのよう
な運動が可能か)と姿勢の質 (前額面と矢状面の静的アライメン
トなど)を観察する。ADLの評価尺度にはPediatric Evaluation 
of Disability Inventory (PEDI)があり、脳性麻痺患者のADL評価
として、多くの研究で信頼性や妥当性、反応性が報告されてい
る。今回、PPASとPEDIを用いて姿勢能力や静的アライメント
とADLの関係の特徴を明らかにすることを目的とした。
【方法】
対象は東京と神奈川の小児関連の2施設に通院しているCP患者
37名 (26.4±15.8歳、GMFCSレベルⅠ：5名、Ⅱ：10名、Ⅲ：
7名、Ⅳ：9名、Ⅴ：6名、痙直型両側性麻痺：31名、痙直型片
側性麻痺：1名、アテトーゼ型：1名、失調型：2名、混合型：
1名)とした。PPASは姿勢能力をレベル1～7 (レベル1が最低、
レベル7が最高)で採点し、姿勢の質は前額面および矢状面から
頭部・体幹・骨盤・下肢のアライメントや体重分布など計6項
目を「対称・中間位 (1点)」または「非対称・正中からの逸脱 
(0点)」で評価し、合計はそれぞれ最高6点となる。PEDIは移動
とセルフケアの項目とし、各項目の機能的スキルと介助者によ
る援助尺度の尺度化スコアを算出した。PPASとPEDIの各項目
の関係性をSpearmanの順位相関係数を用いて検討した。
【結果】
PPASとPEDIの相関係数の結果をPPASの姿勢能力、姿勢の質 (
前額面)、姿勢の質 (矢状面)の順に示す。移動の機能的スキル
は、背臥位は0.74、0.66、0.58、腹臥位は0.74、0.67、0.62、
座位は0.86、0,71、0.74、立位は0.82、0.73、0.69であった。
移動の介助者による援助尺度は、背臥位は0.75、0.54、0.52、
腹臥位は0.75、0.52、0.56、座位は0.79、0.62、0.68、立位
は0.70、0.60、0.61であった。セルフケアの機能的スキルは、
背臥位は0.76、0.55、0.51、腹臥位は0.76、0.55、0.61、座
位は0.73、0.59、0.64、立位は0.70、0.59、0.57であった。
セルフケアの介助者による援助尺度は、背臥位は0.73、0.48、
0.45、腹臥位は0.73、0.48、0.55、座位は0.69、0.55、0.61、
立位は0.62、0.56、0.53であった。
【考察】
今回、PPASとPEDIのスコアはいずれも中程度以上の相関関係
を認めた。PEDIとの相関係数はいずれの姿勢においても、姿勢
能力が姿勢の質 (前額面)、姿勢の質 (矢状面)よりも高い傾向に
あった。静的アライメントなどを評価する姿勢の質よりも、姿
勢能力がADLと強い関連をもつ可能性が示唆された。
【倫理的配慮】本研究は東京都立大学荒川キャンパス研究倫理
委員会 (承認番号：22037)の承認後、対象者と代諾者には口頭
と書面を用いて研究の概要を十分に説明し、同意を得た上で実
施した。本研究への協力を断っても、今後の診療や通院には何
ら支障のないこと、一度同意した後でも同意を撤回できる旨を
口頭と書面にて伝えた。
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脳性麻痺児における介助のしやすさに関連する
因子の特定：システマティックレビュー
○井上 孝仁 1,2)，和泉 裕斗 1)，樋室 伸顕 2)，
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大西 浩文 2)

1) 北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーシ
ョン課
2) 札幌医科大学 医学部公衆衛生学講座

【はじめに、目的】脳性麻痺 (Cerebral palsy: CP)児の介助のし
やすさは介助者の身体的・心理的健康に影響を与えるため重要
な問題である。介助のしやすさは子どもが日常生活活動を安全
に送れるように手助けすることの難しさを表しており、多くの
因子が相互に関連している。先行研究では介助のしやすさは介
護負担に影響を及ぼす下位概念であると示されている。したが
って、介助のしやすさは介護負担よりもCP児と家族の生活に密
接に関連しており、理学療法による直接的な介入の対象となる。
しかし、介助のしやすさと介護負担の概念はしばしば混同され
て考えられてきた。そのため介助のしやすさにどのような因子
が関連しているのかは整理されていない。そこで本研究では、
CP児の介助のしやすさに関連する因子を明らかにするためのシ
ステマティックレビューを行った。

【方法】検索データベースはPubMed, CINAHL, MEDLINE, 
Web of Science, Cochrane Libraryとした。レビューは
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses (PRISMA)のガイドラインに従って行われた。ま
た、レビューのプロトコルはPROSPEROに登録した 
(CRD42022359355)。取り込み基準は、原著論文、査読付き
雑誌に全文掲載された論文であること、CP児またはその親や主
な介助者を対象としていること、介助しやすさを測定している
こと、観察研究であることとした。除外基準は、ケースレポー
トやシステマティックレビュー、または介助のしやすさが測定
されていないものとした。各論文における介助のしやすさの関
連因子を抽出し、内容の類似した因子ごとにカテゴリー化を実
施した (子どもの因子、介助者・家族の因子、外的・社会経済
的因子)。

【結果】33,096論文が検索され、重複した論文、原著論文で
ないものを削除した。一次スクリーニングでタイトルと抄録か
らスクリーニングし85の論文が残り、二次スクリーニングで全
文をレビューした結果31の論文が採用され、33種類の因子が
特定された。子どもの因子として、粗大運動機能、上肢機能、
コミュニケーション機能、体幹機能、呼吸筋力、両手動作機能、
年齢、体重、知的障害、体脂肪、機能的自立度、微細運動、健
康関連QOL、疼痛、バランス能力、感覚処理、股関節脱臼、視
覚障害、麻痺の分布、子どもの数が特定された。介助者・家族
の因子として、年齢、遊びや余暇活動に参加するための介助者
の援助、日常生活におけるタスクの量、BMI、痛み、抑うつ、
健康関連QOL、身体的健康、心理的健康、不安、時間的プレッ
シャー、介助に関連する身体的動作、学歴が特定された。外的
・社会経済的因子は特定されなかった。

【考察】本研究は全ての言語で書かれた研究論文を対象として
いないという限界はあるが、介助のしやすさに関連する因子が
明らかになった。CP児の介護負担に関連する因子を検討した先
行研究と比較すると、介助のしやすさには子どもの身体機能に
関連する因子がより多く関連していることが明らかになった。
また、介助のしやすさと外的・社会経済的因子との関連を検討
した報告は少なく、今後明らかにしていく必要がある。
【倫理的配慮】該当せず。
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本邦における脳性麻痺児に対するリハビリテー
ションの目標設定に関するアンケート調査
○大須田 祐亮 1)，堀本 佳誉 2)，杉本 路斗 3)，
佐藤 一成 1)

1) 北海道医療大学 リハビリテーション科学部　理学療法学
科
2) 千葉県立保健医療大学 健康科学部 リハビリテーション
学科
3) 横浜療育医療センター リハビリテーション課

【はじめに、目的】子どもとその家族が重要と考える日常活動
に参加できる動作戦略を考案するという考え方に基づいたリハ
ビリテーションでは、療法士は子どもと家族と共同で目標を設
定することが重要となる。しかし、臨床現場では目標設定の過
程が一貫した方法で実施されていないことが指摘されている。
そこで、本研究では脳性麻痺児に対するリハビリテーションの
目標設定に関する調査を行い、実態を明らかにすることを目的
とする。
【方法】小児関連施設に所属する理学療法士 (PT)、作業療法士
 (OT)、言語聴覚士 (ST)を対象にアンケート調査を行った。聴
取内容は目標設定に関する教育経験、目標設定を行う際に使用
している法則、統一された方法とマニュアルの有無、目標設定
を行う際の評価尺度、目標設定に関する知識と実施に関する自
信、目標設定に関与する人物、目標設定の共有とした。結果は
単純集計およびクロス集計により分析を行った。抄録には文字
数の関係上、単純集計の結果のみ記載した。
【結果】研究参加に同意が得られたのは23施設、167名の療法
士 (PT 83名、OT 51名、ST 33名)であり、回答率は49.6％であ
った。養成校や卒後教育、職場での目標設定に関する教育経験
があるとの回答は71％であった。使用している法則はSMART
が最も多く14％であった。病院内・施設内で統一された目標設
定の方法とマニュアルやルールの有無に関してあると回答した
のは共に8％であった。使用している評価尺度はGMFM 42％、
PEDI 16％、COPM 15％、GAS 7％であった。知識と実施に関
する自信がないと答えたものはそれぞれ34％、28％であった。
目標設定に関与する人物については母、本人、父の順で多く、
それぞれ84％、75％、68％であった。また目標設定について
は同職場セラピストとの間で84％、医師や看護・介護職員との
間で89％が定期的または不定期であるが共有していると回答し
た。
【考察】子どもと家族が目標設定に関与していると回答した割
合が高く、子どもと家族と共同で目標を設定していることが推
測された。目標設定に関する養成校や卒後教育などでの教育経
験の割合も高く、認識度も高いと考えられた。目標設定の過程
が一貫した方法で実施されていない点は、先行研究と同様の結
果であった。Novakらは子どもと親が協力して機能的な目標を
設定する介入をGoal Directed Training (GDT)とし、推奨度の高
さを報告している。GDTを実施する際の目標設定はSMARTに従
うこと、GASを用いて評価してCOPMで本人と家族も満足度を
調査することが推奨されている。これらの法則・評価を使用し
ていると答えた割合も低かったことから、GDTを適切に実施し
ていくためにも、卒前・卒後教育の中で、これらの法則・評価
を一般的なものにしていく必要があると考えた。
【倫理的配慮】本研究は、千葉県立保健医療大学倫理委員会の
承認を受け実施した (2022-04)。リハビリテーション部門責任
者宛に本研究の説明文書を送付し、研究協力に同意する場合は、
Webにて同意をした旨と、施設情報 (各療法士数)を無記名で回
答頂いた。同意が得られた施設のPT、OT、ST全員に説明文書
を回覧頂き、同意の得られた療法士には無記名でのWebベース
のアンケートに回答して頂いた。
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本邦における脳性麻痺児に対するリハビリテー
ションの介入に関するアンケート調査
○堀本 佳誉 1)，杉本 路斗 2)，大須田 祐亮 3)，
佐藤 一成 3)

1) 千葉県立保健医療大学 健康科学部リハビリテーション学
科
2) 横浜療育医療センター リハビリテーション課
3) 北海道医療大学 リハビリテーション科学部理学療法学科

【はじめに、目的】脳性麻痺 (CP)児に対するリハビリテーショ
ンでは、子どもの動作を正常にする (normalize)という考え方
と、子どもとその家族が重要と考える日常活動に参加できるよ
うな動作戦略を考案する (optimize)という考え方がある。本研
究では、本邦で実施されているリハビリテーションの介入方法
の考え方、実際に行われている介入を明らかにするためにアン
ケート調査を行った。
【方法】本研究は「本邦におけるCP児に対するリハビリテーシ
ョンの実践に関するアンケート調査」の一部である。研究対象
は小児関連施設に所属する、理学療法士 (PT)、作業療法士 
(OT)、言語聴覚士 (ST)を対象とした。調査内容は、先行研究と
同様に、小学生の脳性麻痺児に対して運動発達を促すリハビリ
テーションを実施するに際に最も重要視している発達理論、介
入に対する考え方、代償性運動戦略に対する考え方、介入方法、
介入方法と期待される結果の関係性であった。アンケートの調
査結果は単純集計およびクロス集計により分析を行った。抄録
には、文字数の関係上、単純集計の結果のみ記載した。
【結果】研究に同意を得られたのは23施設、167名のセラピス
ト (PT 83名、OT 51名、ST 33名)であり、回答率は49.6％であ
った。重要視している発達理論については「特になし」が67％、
介入に対する考え方では「持っている能力を最大限に利用する
」が77％で最も多かった。代償動作については「典型的運動パ
ターンの代わりとして代償性運動戦略を認める」が52％で最も
多かった。介入方法については、「身体の機能や構造のトレー
ニング」が31％で最も多く、介入方法と期待される結果の関係
性では「身体機能・構造の構成要素に介入し、身体機能・構造
の構成要素の改善を図る」、「身体の機能・構造の要素に介入
し、活動の構成要素の改善を図る」は多く行われる傾向があり、
「参加の構成要素への介入し、参加の構成要素の改善を図る」
はあまり行われない傾向が認められた。
【考察】本邦では、代償運動を認め、持っている能力を最大限
に発揮するためのリハビリテーションが実践されていることが
推測された。GRADE システムにより、推奨度の高さが報告さ
れているGoal Directed Training (GDT)においても、代償運動を
認め、optimizeという考え方を重要視している。介入方法と期
待される結果の関係性では、本邦では運動学習の転移を期待す
る傾向が認められたが、GDTでは転移は起こりにくいと考えら
れている。身体機能・構造の構成要素に介入の多さと参加の構
成要素への直接的な介入の少なさは他国の報告と同様であり、
参加の構成要素への直接的な介入は今後の課題であると考えた。
【倫理的配慮】本研究は、千葉県立保健医療大学倫理委員会の
承認を受け実施した (2022-04)。リハビリテーション部門責任
者宛に本研究に関する資料を送付し、研究協力に同意してもら
えた場合は、オンラインにて同意をした旨と、施設情報 (各療
法士数)に関する回答を無記名で頂いた。同意を得られた施設
のセラピスト全員に、同様の資料を回覧して頂き、各個人に同
意の得られた場合、無記名でのオンラインベースのアンケート
調査に協力をして頂いた。
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脳性麻痺を呈する子どもの抑うつ傾向の調査―
多施設共同研究
○浅野 大喜，武田 真樹，阿部 広和，儀間 裕貴，
信迫 悟志

日本バプテスト病院 リハビリテーション科

【はじめに、目的】
脳性麻痺 (以下，CP)を呈する子どもは，運動障害に加えて行動
やメンタルヘルスの問題を示す．過去の我々の予備研究におい
て，CPでは抑うつ傾向が高く，なかでも日々の活動や楽しみの
低下が要因であることが示されている(Asano et al., 2020)．ま
た最近の研究 (Cribb et al., 2023)では，スポーツへの参加や身
体活動の頻度がCP児の抑うつを減少させる可能性が報告されて
いる．本研究の目的は，脳性麻痺を呈する子どもの抑うつ傾向
について定型発達児と比較し，問題行動との関連について調査
することである．
【方法】
対象は，６～18歳の脳性麻痺児51名 (以下，CP群，平均年齢
12.5±3.9歳，GMFCSレベルI：20名, II：11名, III：8名, IV：
12名)と定型発達児36名 (以下，TD群，平均年齢12.3±3.4歳)
であった．評価は，対象児本人にバールソン児童用抑うつ尺度
 (以下，DSRS)，対象児の母親に子どもの強さと困難さアンケ
ート (以下，SDQ)の回答を求めた．DSRSは，“活動性および楽
しみの減衰”と“抑うつ気分”の下位尺度で構成され，総合点
は抑うつの程度を表す．SDQは，“行為の問題”，“多動・不
注意”，“情緒の問題”，“仲間関係の問題”，“向社会性”
の下位尺度があり，総合点は行動の総合的な困難さを表す．デ
ータは，DSRSとSDQの各尺度得点を算出し，SDQの結果はカッ
トオフ値をもとに高低の2群に分類された．データ分析は，ま
ずSRS，SDQの得点について2群で比較し，CP群のDSRSとSDQ
得点間の相関分析を行った．その後，全対象児のDSRSの二次
元についてクラスター分析を実施し，DSRS得点が高いグルー
プにおけるCPの割合とSDQの各下位尺度の高低の割合について
χ2検定を用いて比較した．さらに年齢と性別を調整変数とし，
クラスターを目的変数，CPの存在，SDQの下位尺度を説明変数
としたロジスティック回帰分析を実施し，抑うつ傾向と関連す
る因子を検討した．統計学的有意水準は5%とした．
【結果】
DSRSの群間比較では，“活動性および楽しみの減衰”，総合
点においてTD群と比較してCP群のほうが有意に高い得点であ
った．またSDQの群間比較では，“行為の問題”，“多動・不
注意”，“情緒の問題”，“仲間関係の問題”で有意にCP群の
得点が高かった．これらの結果は，予備研究の結果と一致して
いた．CP群のDSRSとGMFCS，SDQの各項目の間に有意な相関
関係はなかった．クラスター分析の結果，DSRSの２つの下位
尺度得点がいずれも高いグループと低いグループの2グループ
に分けられたため，高いグループに属する各属性の割合を分析
した結果，CPの存在 (p<0.01)，“行為の問題” (p<0.01)，“
仲間関係の問題” (p<0.01)の割合が有意に高かった．多変量ロ
ジスティック回帰分析の結果，CPの存在 (OR 2.96, p<0.05)，
“行為”の問題 (OR 7.04, p<0.05)が有意な関連因子として抽
出された．
【考察】
CP児は抑うつのレベルが高い傾向があり，普段の活動に対する
楽しみの減衰が関連していた．また抑うつ傾向の高さには，CP
の存在だけでなく行為の問題が関連していることが明らかとな
った．
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に基づき行われた．本
研究の目的・方法・結果の公表について，対象児と保護者に口
頭及び書面にて十分な説明を行い，保護者の同意書への署名に
より同意を得た． なお，本研究はデータ収集を行った3施設の
倫理委員会の承認を得て実施された．
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同時入園し目標指向型集中リハビリテーション
を実施した学齢期の2症例～HABIT-ILEの報告～
○小川 智美 1)，大矢 祥平 2)，川原 佑亮 3)，
田邉 良 4)

1) 千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーシ
ョン治療部　小児療法室　第２理学療法科
2) 千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーシ
ョン治療部　小児療法室　第1理学療法科
3) 千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーシ
ョン治療部　小児療法室　作業療法科
4) 千葉県千葉リハビリテーションセンター 診療部

【はじめに、目的】
海外では脳性麻痺片麻痺児の上肢を対象とした運動学習に基づ
く目標指向型集中トレーニングHand Arm Bimanual Intensive 
Therapy(以下HABIT)の介入報告があり、高いエビデンスも報
告されている。またHABITに姿勢制御と下肢体幹活動を含めた
HABIT Including Lower Extremity (以下HABIT-ILE)の介入では、
集団かつキャンプ形式で実施した場合、通常の理学療法より下
肢体幹機能の向上を認めるという報告があるが本邦での報告は
少ない。今回当センターに複数で入園してHABIT-ILEを実施し、
機能改善や自身の身体の気づきに繋がった２症例を経験したの
で報告する。
【方法および症例報告】
症例1は脳性麻痺痙直型右片麻痺を呈する12歳男児 (GMFCSⅠ
MACSⅡ)。介入前後にBox and Block Test (以下BBT)、簡易上肢
機能検査(以下STEF)、GMFM-66、ABILOKO-Kidsを評価した。
目標はカナダ作業遂行測定(以下COPM)を用いて聴取し、袖の
ボタンを留められる、靴下・靴の時に右手を使って履く等挙げ
られた。
症例2は海綿状血管腫術後左不全麻痺を呈する12歳男児。介入
前後にFugl Meyer Assessment (以下FMA)、BBT、STEF、片脚
立位時間を評価した。目標はCOPMを用いて聴取し、Proコン
トローラーの操作が上手になる、お椀によそうことが上手にな
る等挙げられた。
介入前評価後、同期間同部屋で入園しHABIT-ILEを実施した。
入園期間は11日、PTOT介入は１時間ずつ9日間、PTでは麻痺
側を積極的に使用する全身運動を行った。また毎日２～３時間
の自主トレはCOPMに合わせた課題指向練習で10個程用意し必
要な道具を自室管理とした。課題は本人が選び、実施した課題
内容等を、トランスファーパッケージを用いて本人たちに記録
させ、PT時間内に行った内容の振り返りを行った。介入後評価
は退園１週間以内に行った。
【結果および経過】
両者のPTOTと自主トレの合計時間は43時間だった。症例１は
BBTが28から37、STEFが58から71となった。GMFM-66は歩
行項目で76から78.3、COPMは遂行スコアが4.7から8.6、満足
スコアが5.4から8.7となった。症例２はBBTが27から31、
STEFが49から52、FMAの下肢は35から37となった。片脚立位
は右が46秒から１分以上へ、左が10秒から12秒、COPMは遂
行スコアが2.1から8.8、満足スコアが2.4から9.1となった。
PTでは、２人がやりたい運動を本人たちの機能に合わせて難易
度を調整し、達成感を得られる活動を心がけた。PT終了時は常
に「楽しかった」という発言があった。麻痺側上肢のADL上の
使用の記録では、開始時は2.3個の記録が、３日目以降は10個
以上記録されており、ADL内で麻痺側上肢の参加の気づきが増
加していた。
【考察】
症例１はGMFM-66の歩行項目で改善が見られ、症例２は片脚
立位時間が延長した。これらはキャンプ型HABTI-ILEは下肢体
幹機能向上するという海外の報告(Yannick2015)と一致してい
る。また、学齢期の児たちが目標を決め、一緒に自主トレやPT
に取り組むことで切磋琢磨し、時には内観することで自己の気
づきを促すことも出来たと考える。思春期を迎える学齢期児に
対する入園でのHABIT-ILEは、身体機能だけでなく、情緒面に
も好影響があると考えられる。
【倫理的配慮】症例報告について当センター倫理委員会の承認
を得た (承認番号：医療5-7)。またヘルシンキ宣言に基づき倫
理的配慮等について本人、ご家族に説明し書面にて同意を得た。
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重度脳性まひ児に対する頭部サスペンションシ
ステムの継続した使用による頭部コントロール
の変化について
○大嶋 志穂，榎勢 道彦

四天王寺和らぎ苑

【はじめに、目的】
頭部サスペンションシステム (Head Suspension System、以下
HSS)とは、頭部の重さを前頭部、後頭部、下顎をベルトで受け、
頭頂部からワイヤーで吊って免荷する器具である。
今回、重度の運動障害により頭部コントロールが困難なGMFCS
レベル5の重度脳性まひ児8名に対して、HSSを用いた理学療法
を1年間実施した前後の変化と日常場面への機能の汎化につい
て考察を加えて報告する。

【方法】
対象は、頭部の空間保持が困難なGMFCSレベル5の脳性まひ児
8名 (男6名、女2名)。平均10歳0か月 (7歳0か月～17歳6か月)。
評価にはThe Head Control Scale(以下、HCS)を用いた。HCSは
0点から4点の5段階に点数化された尺度であり、今回は
Supported　Sittingの項目を用いて、介助座位時の①HSS非使
用時と②HSS使用時、③理学療法場面で１年間使用した後の
HSS非使用時、④1年後のHSS使用時の４回測定し評価結果を比
較した。内3名 (事例A、B、C)については、頭部コントロール
機能が向上し、日常場面にHSSを導入した事例として報告する。

【結果】
対象児8名のHCSの点数は①HSS非使用時が平均1.12点であり、
②使用時は平均3.37点であった。③1年後の非使用時の結果は
平均1.62点で、8名の内3名が1年前と比較し点数に向上を認め
た。④1年後の使用時の点数は平均3.62点で8名の内2名が1年
前と比較し向上を認めた。事例Aは、低緊張により抗重力姿勢
において随意運動が困難であり、嚥下障害による気道クリアラ
ンス不良を認めた。1年後の評価でHCSはHSS非使用時が0点か
ら2点となり頭部保持機能の向上を認めた。現在はHSS付きの
座位保持装置と立位保持具を学校へ導入し授業内で使用してい
る。事例Bは、低緊張性と頭部運動時の過剰な筋緊張の亢進に
より非対称姿勢の増加と頭部コントロールの困難さを認めた。
1年後の評価で頭部運動時の筋緊張の亢進が軽減し、HSS使用
時に頭部運動範囲の拡大を認めた。HCSがHSS使用時に2点か
ら3点、非使用時に1点から2点へと向上し頭部保持機能の向上
を認めた。現在自宅でHSS付きの座位保持装置を使用している。
事例Cは、低緊張と四肢の痙性により食事場面での頭部コント
ロールと口腔機能、上肢活動の困難さを認めた。1年前と比較
しHCSではHSS非使用時が2点から3点へと向上し、食事介助場
面でHSSを使用することで食物の取り込みと口唇閉鎖、スプー
ン操作において代償動作が減少し、本人の動作が行いやすくな
った。

【考察】
今回の結果から、重度脳性まひ児において頭部の重さを免荷し
頭頸部の運動を保障することにおいてHSSの使用は有用である
ことが確認できた。理学療法場面でのHSSの使用により、非使
用時においても頭部コントロールの改善がみられた事例はあっ
たが、日常的に「動くこと」に環境支援が必要な重度脳性まひ
児においては、HSSを日常場面で使用し、頭部コントロールを
発揮する機会を保障し、さまざま活動を促進することがより重
要であると考える。
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言を尊守し使用した個人
情報や画像等は当法人の倫理委員会の承認を得ており、対象者
と保護者に説明の上同意を得ている。
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生活支援に的を絞った学童期の脳性麻痺児の単
独リハビリ入所を経験して
○杉本 恵 1)，村澤 穂南 2)，岩佐 一彦 3)

1) 岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター リハビリテー
ション課　理学療法係
2) 岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター リハビリテー
ション課　作業療法係
3) 岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター 整形外科

【はじめに、目的】
小児リハビリテーションにはICFの考え方が求められるが、外
来リハビリにおいて日常生活動作 (ADL)の状況は、保護者から
の聞き取りが多く実際の生活の流れの中で指導や練習は行えて
いない。今回学童期の脳性麻痺児の単独リハビリ入所を経験し、
ADL向上とGMFMの変化が認められ、それが児の自信と、家族
の児に対する接し方の変化に繋がったため報告する。
【方法および症例報告】
症例はGMFCSレベルⅢ、MACSレベルⅢ、EDACSレベルⅡ、
CFCSレベルⅠのPVLによる痙直型両側性脳性麻痺児の7歳男児。
肢体不自由特別支援学級に所属する小学2年生。両親と兄弟と
の5人暮らし。他施設にて4歳1か月で両股関節周囲筋 (腸腰筋、
内転筋、大腿直筋)の解離術、内側ハムストリングス延長術、
両腓腹筋にボツリヌス療法施行。術後10週間の親子リハビリ入
院と5歳後半で10週間の単独リハビリ入院を同施設にて経験。
移動能力はFMSでC/1/1。今回7週間の単独リハビリ入所前に、
COPMを用いて母親と本人、OT、PT間で話し合い、食事、更
衣、トイレの移乗動作及びAFO装用下での日常的なセブンクラ
ッチ (SC)歩行を生活支援として取り組むこととし、GASにて詳
細に目標設定を行った。入所前後にてGMFM、WeeFIM、
ROMtest、MMT、MAS、10m歩行テスト、SC歩行距離の評価
を行った。
【結果及び経過】
児は入所中、平日は隣接する特別支援学校に通った。PTは週5
日2～6単位/日、OTは週2日2～3単位/日実施。PT/OTでは、
主に目標のADLを環境設定と動作指導をした上で生活の流れの
中で繰り返し実践した。その内容は病棟生活と学校生活に可能
な範囲で取り入れられた。介助は最小限、見守りや適宜口頭指
示のみ。週末は自宅に外泊し、成果を家族に確認してもらった。
3週間後、母親からは「箸を使って食べるようになった」等の
感想があり、児からも前向きな発言が増えた。退所時評価では
GMFMの点数は四つ這いと膝立ち領域で3点、立位領域で10点、
歩行領域で4点上がった。WeeFIMは食事、更衣 (下)、トイレ
動作、移乗動作の項目で計7点上がり合計98点となった。
ROMtestは肩関節の屈曲150°/140°→180°/170°に改善。
MMTは股関節屈曲、膝関節伸展で2→3と向上。MASは股関節
外転と膝関節伸展2/2、足関節背屈3/2以外は0/0となった。
10ｍ歩行は歩数57歩→34歩、所要時間1分52秒→30秒。SC歩
行は日常的に20ｍ→120ｍ安定して可能。COPMは遂行・満足
スコアとも4.75→7。GASのT値は更衣動作、移乗動作、歩行の
項目で50，重みづけが大きい食事動作で54.8。
【考察】
ICFの考えのもとリハビリ単独入所の目的を、児の環境因子と
しての保護者が本児のADLに対して獲得を希望し、かつ本児が
活動・参加で自主性を発揮できるものとした。家庭生活の流れ
では取り組み難いが、適切な環境と指導の下、繰り返し実践す
る場を７週間提供することで、比較的短期間でADLが向上した。
目的動作を通して本児は自身の体の動きや姿勢の取り方に意識
を向け、繰り返すことで学習した。結果姿勢コントロールが向
上したことで過緊張が軽減しROMや筋力、GMFM及び歩行能力
の向上につながったと考える。それは児の自信につながり、保
護者の過介助を見直すきっかけとなった。
【倫理的配慮】本研究は、岐阜県立希望が丘こども医療福祉セ
ンターの倫理審査委員会にて承認を得た。また、対象者と保護
者には口頭と書面にて説明を行い、書面にて同意を得た。
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学齢期の痙直型両麻痺児における成長に伴う運
動・ADL機能の改善経過について-外来リハビリ
を通した症例-
○千葉 彩加 1)，小川 智美 1)，大矢 祥平 2)，
工藤 大弥 3)，鶴岡 弘章 4)

1) 千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーシ
ョン治療部　小児療法室　第2理学療法科
2) 千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーシ
ョン治療部　小児療法室　第1理学療法科
3) 千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーシ
ョン治療部　小児療法室　作業療法科
4) 千葉県千葉リハビリテーションセンター 小児整形外科

【はじめに、目的】
立位・歩行の可能な脳性麻痺を有する児は10歳頃に運動機能向
上がプラトーになり、成長期の身長や体重増加で立位・歩行能
力は低下し、痙縮や筋力不均衡により側弯や股関節脱臼などの
二次障害につながるとされる。これに伴い、ADL機能低下が生
じ、集中的なリハビリや手術などを行い、機能改善を図る例は
多くある。しかし、成長期に伴う二次障害が生じる前に、外来
リハビリを通して、運動機能改善を図った具体的な報告は少な
い。今回成長期による運動機能低下を伴ったCP児に対し、
6F-wordsの考え方を組み込み、目標設定の共有と日常生活に沿
った活動提案に注目した外来リハビリを行い、運動機能・ADL
改善を認めたため報告する。
【方法および症例報告】
症例は脳室周囲白質軟化症と診断された痙直型両麻痺を呈する
11歳男児 (GMFCSⅢ、MACSⅠ、CFCSⅠ)。特別支援学校で学
習指導要領に準じた教育を受けている。2歳より当院にてPT、
ボツリヌス療法を開始した。現在も月1回のPT・OTを他病院と
併用し同じ頻度で実施している。体格変化として、X年9月か
らX＋1年9月にかけて、身長が10cm、体重4kg増加し、身長
144cm、体重40kgとなった。また、X+1年9月のGMFM66-IS 
(item3)は、56.6、PEDIの尺度化スコアは機能的セルフケア  
70.8、移動 58.2、社会的機能 73.4、介護者による援助 セルフ
ケア 76.7、移動 78.3、社会的機能 100.0、FMS 5m  C、50m 
2点、500m 1点だった。母からは成長期に伴い、姿勢の崩れ、
体力・歩行能力低下を感じ、本人も困りごとはないが、足がつ
るとの発言があった。本人のやりたいこと、セラピスト視点か
ら必要なことを考慮し、姿勢の崩れ予防、活動・歩行量の維持、
アクティビティへの挑戦を目標共有した。自宅で筋力トレーニ
ングを最初提案したが、継続できなかったため、6F-wordsの身
体 (Fitness)ではなく、日常生活機能 (Functioning)の視点から
立位での家事の手伝い、ペットとの遊び等を提案した。
【結果および経過】
X＋2年には身長がさらに3cm、体重2kg増加した。一方、
GMFM66 63.3、PEDIの機能的セルフケア 73.6、社会的機能 
73.4と向上が認められた。介護者による援助やFMSに変化はな
かった。しかし母からは手引き歩行時の介助量軽減、立位で階
段を上る機会が増え、本人からはペットと遊ぶことや立位の機
会が増えたと発言があった。
【考察】
脳性麻痺児・者においては活動量増加により身体機能向上が認
められた報告 (Damianoら、2006)がある。本症例では、生活
面における行動変容の提案を促すことや、月1回の外来リハビ
リ頻度でも本人・家族と目標設定を行い、環境変化に合わせた
活動の提案をすることが身体活動量を増加させたことで運動お
よびADL機能改善につながったと考える。
【倫理的配慮】本研究は、当院倫理委員会の承認を得て行い、
本人に紙面および口頭での同意を得た (承認番号：医療5-15)。
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CO-OPを参考にした子ども参加型理学療法の試
み　～ぼくはケーキがつくりたい～
○前多 千春 1)，舟橋 吉美 1)，堀田 昌志 1)，
藪中 良彦 2)

1) 名古屋市中央療育センター 診療相談係
2) 大阪保健医療大学 保健医療学部リハビリテーション学科

【はじめに、目的】
Cognitive Orientation to Occupational Performance  (以下、
CO-OP)は作業療法分野で発達性協調運動障害児を対象に開発
されたクライアント中心の問題解決型アプローチである。今回
その CO-OPを参考に、子どもがやりたいと思う活動を明確化
し子ども主体に問題解決を行うことで子ども参加型の理学療法
を実施することができ成果が得られたので報告する。
【方法および症例】
症例は介入時7歳5ヶ月の脳性麻痺痙直型両麻痺の男児 (GMFCS
レベルⅡ、MACSレベルⅡ)。通常学級に在籍する知的な遅れの
ない小学2年生。介入期間は20XX年6月～8月の2ヶ月間。週１
回、40分で実施。
評価指標にはカナダ作業遂行測定 (以下、COPM)とGoal 
Attainment Scale  (以下、GAS)を用いた。最初にCOPMを用い
て達成目標と「重要度、遂行度、満足度」を確認し、GASにて
達成目標の段階付けを行った。児が達成したい目標は「1人で
チーズケーキをつくりたい」であった。その中で児と話し合っ
て「一連の作業を立位で疲れずに成し遂げる」「フードプロセ
ッサーから焼き型へ一人で移し替える」の2項目が短期目標に
なった。
【結果および経過】
本児と考えた作戦「休憩するタイミングをみつけていこう」「
何度もつくってみよう」「足台をしっかりしたものに変えよう
」を実践した。その結果「一連の作業を立位で疲れずに成し遂
げる」 (遂行度6→1、満足度5→0)、「フードプロセッサーか
ら焼き型へ一人で移し替える」 (遂行度5→6、満足度1→2)に
変化した。目標としていたケーキは自分でつくることができる
ようになった。また、立位バランスへ注意が向きやすくなり、
児自ら休憩をとることや道具の工夫なども考えていけるように
なった。加えて、介入結果に対する母親の満足度は高かった。
【考察】
今回疲労に関する遂行度、満足度が介入前に比べ低下した。こ
の結果は、介入の進行とともに全ての工程を初めて一人でやり
遂げる中で作業の大変さや疲れを感じたことが原因と考える。
しかし、実際の生活に近づけた支援を取り入れたことで、生き
生きと通ってくる姿や「こんな風にやってみよう」と自分で考
えていくことが増えたと実感している。
今回の経験を通して、①PT室内と実際の生活場面の姿が違うの
では？②本人が「やりたい」こととPTの目標は違っている？と
いうことを考えさせられた。今後子どもたちの生活上の困り感
や児のやれるようになりたいことを大切に支援していきたい。
今回の「ケーキ作り」という活動は、一見OTが取り組む課題
でありPTの課題としてはあまり考えられてこなかった課題であ
るが、その中にPTとして促したい運動の要素を含めることが十
分にできた。また、運動パターンの改善を主眼に置いたアプロ
ーチよりも、活動の成功を目指した介入の方が細かい成功を見
つけて褒めることができ、子どものモチベーション及び子ども
の問題解決能力向上の援助を行うことができた。CO-OPを参考
にしたアプローチは、簡単ではないがPTにおいても非常に有用
であると考える。
【倫理的配慮】今回の発表にあたって、児および保護者に発表
の内容を丁寧に説明後、書面を用いて同意を得た。
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理学療法の過程でShared Decision Makingを行い、
ボツリヌス療法導入に至った脳性まひ児の一例

○渡邊 多佳子，柘植 孝浩
一般財団法人 倉敷成人病センター リハビリテーション科

【はじめに】
脳性まひの痙縮に対する治療の１つにボツリヌス療法があるが、
ボツリヌス療法を有効とする報告もあれば、効果がないとする
報告もあり、その効果は明らかになっていない。今回、患者、
患者家族と理学療法の過程でShared Decision Making (以下
SDM)を行い、ボツリヌス療法導入に至り、主観的改善が得ら
れた一例を経験したため、報告する。
【症例報告】
脳性まひ痙直型両麻痺の12才男児 (GMFCSレベルⅢ)、周産期
の異常はなく出生した。理学療法は2歳3ヶ月より開始した。現
在、特別支援学校 (肢体不自由部門)通学中であり、金属支柱付
き短下肢装具とロフストランドクラッチを使用し、近位監視で
歩行が可能で、長距離移動は車椅子を併用している。
本人の希望として「杖で転ばないように歩きたい、歩ける距離
を伸ばしたい」という思いが聞かれた。母からは「足が固くて
装具が履きにくく朝の支度に時間がかかり、本人がイライラし
ている」という話しが聞かれていた。これらの原因の一つとし
て痙縮の影響があると考え、痙縮の治療として下腿三頭筋への
ボツリヌス療法を検討した。治療内容を伝える際にはSDMを意
識し、本人、母にボツリヌス療法の情報共有を行った。その際
にメリットとデメリットを説明し、質問があった際には理解が
できるまで、繰り返し丁寧に説明を行った。また必要に応じて
医師の診察に同席し、本人、母の理解度を確認しながら、追加
の説明を行った。母からは「手術の方法しか知らなかったので
注射でできるならしてみたい」という返答であった。そして、
本人からも「やってみたい」という意思決定があり、ボツリヌ
ス療法導入に至った。
【経過および結果】
ボツリヌス療法と併用してストレッチや筋力運動などの理学療
法を実施した。
ボツリヌス療法後より母や本人から「朝の支度の時間にかかる
時間が短くなった。」、「装具が履きやすくなった。」、「歩
きやすくなった。」、「トイレを立ったままで出来るようにな
った。」と主観的改善が得られていた。学校の先生からは、「
転ぶ回数が少なくなった。」など良好な反応があった。
ボツリヌス療法施注前後の客観的評価は、Modified Tardieu 
Scaleを用いて、腓腹筋を評価した。R1-fast stretch施注前 (右/
左)‐35°/-35°、施注1ヶ月後-20°/ -10°、施注3ヶ月後-20°
/-25°、R2-slow stretchは、施注前 -15°/-15°、施注1ヶ月後
-5°/-5°、施注3ヶ月後-5°/-10°、Timed Up and GO Testは、
施注前21 .3秒、施注1ヶ月後19.4秒、施注3ヶ月後20.7秒であ
った。
【考察】
SDMを意識して患者、患者家族に情報共有することで、痙縮に
対するボツリヌス療法を導入するという、患者、患者家族の意
思決定を援助することができた。ボツリヌス療法導入の結果、
機能的な改善は十分得ることができていないが、主観的改善を
得ることができ、患者、患者家族の治療への満足度は向上した
と思われる。
【倫理的配慮】本症例発表は、倉敷成人病センター倫理審査委
員会の承認を得て、実施した。
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COPMとSMARTモデルにて目標共有し，入浴動
作が自立した学童期脳性麻痺児の一例
○髙木 秀明，武藤 真里

船橋二和病院 リハビリテーション科

【はじめに、目的】
リハビリテーション (以下：リハ)において，目標設定を患者と
共に実施することは重要である．日常生活動作 (以下：ADL)の
自立は本人の自己肯定感を向上させ，介助者の介助量軽減につ
ながる重要な課題である．その中でも入浴動作は心理的要素と
して他者に見られたくない・介助されたくない課題であり，成
長に伴い介助者の介助量が増加する課題の一つである．
今回，入浴動作自立に向けて，カナダ作業遂行測定 (以下：
COPM)とSMARTモデルを用いて本人・家族と目標を設定し共
有したことで，能動的に課題に取り組み自立に至った症例を報
告する．

【症例報告】
症例：13歳7か月男児．脳室周囲軟化症による脳性麻痺 (痙直
型両麻痺)．在胎27週840ｇにて出生．GMFCSⅢ，MACSⅢ，
CFCSⅡ，EDACSⅠ，VFCSⅡ．
介入前評価は，GMFM̶88：64.8％ (A：100％，B：96.7％，
C：76.2％，D：51.3％)，FIM：清拭動作1，移乗動作 (風呂・
シャワー)3．入浴の全工程に介助を要していた．COPMで「風
呂に一人で入れるようになりたい」重要度8，遂行度2，満足度
1．理由は「恥ずかしい．でも怖い」と表現した．

【結果および経過】
COPM実施後，SMARTモデルを用いて，本人と共に「14歳ま
でにひとりで洗体・浴槽跨ぎ・浴槽につかる・浴槽から出るこ
とができるようになる．」と設定し，家族と共有した．練習方
法は，外来リハの際に課題確認・整理を行い，次回まで複数回
自宅で実施することとした．
当初は，実施前に「できない」という発言が散見された．その
ため，入浴課題を洗体，浴槽跨ぎ，浴槽内保持と課題を細分化
し本人と課題を整理した．すると，浴槽内での姿勢保持に恐怖
感が強く，ひとりで実施することに苦慮しており，その点に恐
怖心が強いことが分かった．そのため外来リハ時に，浴槽内座
位を想定し実施可能な座位を整理し床上で実施，それをもとに
家族とともに自宅浴槽で試行を進めた．結果，浴槽に対して横
向きでの正座・縦向きで片手支持での長座位・縦向きでの正座
の3パターンであれば可能と本人が認識できた．認識後は，浴
槽姿勢保持に特化し，家族が浴室内で一緒に見守る/脱衣所で
待つ (短時間から長時間へ)など，監視のレベルを段階的に変更
した．
初回評価から5か月後 (14歳時点)で浴槽内姿勢保持は自立し，
FIM：清拭動作7，移乗動作7となり入浴動作全工程で自立とな
った．COPMは遂行度9.5，満足度10となった．目標達成時の
GMFM̶88：68.14％ (A：100％，B：100％，C：92％，D：
48.7％)となり，座位・床上の姿勢保持能力が改善した．

【考察】
明確な目標はモチベーションを向上させ結果の改善につながる
 (Sigrid,2008)．また，目標とした行動に焦点を絞り，できたこ
とや上達していることを子どもや親にフィードバックすること
は重要である (倉,2021)今回，COPM・SMARTモデルで目標を
具体化し毎外来リハで本人の心理的な不安点や課題の遂行状態
を整理しフィードバックを行ったことで，課題を明確化でき，
モチベーションを維持しながら課題に取り組めたと考える．目
標設定し，継続的なモニタリングを行うことは本人が率先して
課題に取り組む環境を提供できることを示唆できた．
【倫理的配慮】発表に際して，ヘルシンキ宣言と当院規定に基
づき，書面にて本児・保護者に「報告の趣旨」と「目的」，「
プライバシー保護」について説明し両者から同意を得た．
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2年6ヶ月間の神経筋電気刺激に有効性を認めた
青年期の片側性痙性脳性まひ児の一例
○島 恵 1)，立松 さゆり 1)，北井 征宏 2)，荒井 洋 2)

1) ボバース記念病院 リハビリテーション部
2) ボバース記念病院 診療部

【はじめに、目的】
片側性痙性脳性まひ (以下片まひ)児において、青年期にまひ側
下肢の相対的な筋短縮をきたすことを経験する。一方、日本で
は療育資源が限られており、歩行可能な脳性まひ児に対する理
学療法の提供機会が少なく、ボツリヌス毒素療法以外に拘縮予
防の手段が乏しい。神経筋電気刺激 (Neuromuscular electrical 
stimulation：以下NMES)は、脳性まひ児に対する保険適応はな
いが、安全かつ日常生活の中で使用可能である。我々の試行に
おいて、6例の青年期以降の片まひ児に対し、3ヶ月の使用によ
り、まひ側足関節背屈可動域および足の選択運動の維持・改善
を認めた (第8回日本小児理学療法学会学術大会)。今回、青年
期に、まひ側足関節の背屈可動域が低下した女児に対して、2
年6ヶ月間で合計1年3ヶ月にわたり、断続的に自宅でNMESを
用いた結果、足関節背屈可動域、足の選択運動および歩容の改
善を認めたので報告する。

【症例報告および方法】
症例は、右片まひ児 (女児、GMFCSレベルⅡ、MACSレベルⅡ)。
12歳9ヶ月から1年間で身長が３cm伸び、右足背屈可動域が10
°から0°に悪化、また歩行時の体幹側方動揺が強くなったため、
NMESを導入した。以後2年6ヶ月の間に、3ヶ月の使用を3回、
6ヶ月の使用を1回行った。トレーニングモードはいずれの期間
でも1回20分、1日1～3回、週6回施行された。理学療法 (3単
位)は、導入時に入院にて8日間、導入1年後に週1回10回施行
された。有効性は右足関節背屈可動域 (膝伸展位)、右Selective 
Control Assessment Lower Extremity (以下SCALE)の足関節・
足部・足趾の合計点、10m歩行試験、Timed up and Go test (以
下TUG)、右片脚立位時間、右片脚跳び回数、Edinburgh Visual 
Gait Scale (以下EVGS)を用いてNMES使用前後に評価した。

【結果および経過】
2年6ヶ月の間に、身長が5cm、体重が7kg増加した。足関節背
屈可動域は使用開始時0°であったが、2年半後に5°になった。
NMES休止期間に5～15°悪化、使用期間に5～10°改善した。
SCALEは開始時0点で足の運動性はなかったが、初回使用後に2
点に向上し、最終評価時は3点であった。10m歩行試験および
TUGにNMES使用前後で変化は見られず、全期間を通してほぼ
一定であった。右片脚立位時間は開始時4秒から最高8秒に伸び、
開始時にできなかった右片脚跳びはNMES導入後に数回可能と
なった。EVGSは全期間を通じて14点から11点に改善した。

【考察】
NMESの長期の断続的な使用により、足関節背屈可動域制限の
進行を予防でき、足の選択運動が出現し維持できた。その結果、
動的なバランスが向上し、片脚跳びができるようになり、
EVGSでは体幹の側方動揺が軽減、膝関節伸展の改善が得られ
た。しかしながら、10m歩行試験およびTUGの改善は得られな
かった。NMESの断続的な使用は、身体構造・心身機能の改善
に有効な可能性が示唆された。
【倫理的配慮】写真・動画撮影、電気刺激装置の利用について、
ご本人およびご家族に口頭で説明し、同意を得た上で実施して
いる。
また電気刺激装置の利用および症例報告につき、社会医療法人
大道会倫理委員会の承認を得ている。



 P-3-28  成人期

成人脳性麻痺者の低体重および過体重、骨粗鬆
症、サルコペニアの割合と粗大運動能力分類シ
ステムごとの特徴
○佐藤 優衣 1)，田代 英之 2)，広崎 蒼大 1)，
土岐 めぐみ 3)，小塚 直樹 2)

1) 札幌医科大学大学院 保健医療学研究科  理学療法学・作
業療法学専攻
2) 札幌医科大学 保健医療学部理学療法学科
3) 札幌医科大学 医学部リハビリテーション医学講座

【はじめに、目的】成人脳性麻痺 (CP)者における低体重および
過体重は、心大血管疾患など生活習慣病のリスクを高め、骨粗
鬆症、サルコペニアは骨折や転倒などの有害事象を引き起こす
可能性がある。これらの有害事象を予防するためには、生涯的
な健康管理が必要と考えられるが、実際に成人CP者における低
体重および過体重、骨粗鬆症、サルコペニアの割合やその特徴
は明らかとなっていない。そこで、本研究は成人CP者の粗大運
動能力分類システム (Gross Motor Function Classification 
System：GMFCS)に焦点を当て、成人CP者における低体重およ
び過体重、骨粗鬆症、サルコペニアの割合とGMFCSレベルごと
の特徴を検討した。
【方法】対象者は18歳以上の成人CP者33名とし、脳性麻痺以
外の神経、整形、内科疾患を有している者は除外した。低体重
および過体重の指標には、体格指数 (BMI)を用い、低体重 
(<18.5 kg/m2)、標準 (18.5～<25 kg/m2)、過体重 (≦25 
kg/m2)の割合を算出した。骨粗鬆症の指標には、若年成人と
の比較値であるTスコアを用い、超音波骨密度測定装置 (日立製
作所)にて測定した。Tスコアが80%未満の場合を骨粗鬆症とし
た。また、サルコペニアの指標には、握力および骨格筋指数 
(SMI)を用い、握力はデジタル握力計 (竹井機器工業)、骨格筋
量はIn Body S10 (In body社)にて測定した。Asian Working 
Group for Sarcopeniaの基準を参考とし、男性は握力<26kgか
つSMI<7.0kg/m2、女性は握力＜18kgかつSMI<5.7kg/m2であ
る場合をサルコペニアとした。対象者をGMFCSレベルⅠ/Ⅱ群、
Ⅲ群、Ⅳ群に分類し、各群における低体重および過体重、骨粗
鬆症、サルコペニアの割合をχ2独立性の検定にて比較した。
また、各群の男女比と年齢の違いを確認するためχ2独立性の
検定および一元配置分散分析を用いて比較した。統計処理は
SPSS (ver. 25)を用い、危険率は5％とした。
【結果】対象者は33名 (35.2±13.7歳、男：女=12：21、
GMFCSレベルⅠ：Ⅱ：Ⅲ：Ⅳ=1：11：10：11)であった。BMI
による分類の割合は、低体重9名 (27.3%、Ⅱ：4名、Ⅳ：5名)、
標準18名 (54.5%、Ⅰ：1名、Ⅱ：6名、Ⅲ：6名、Ⅳ：5名)、
肥満6名 (18.2%、Ⅱ：1名、Ⅲ：4名、Ⅳ：1名)であった。また、
骨粗鬆症は16名 (48.5%、Ⅱ：2名、Ⅲ：6名、Ⅳ：8名)、サル
コペニアは14名 (42.4%、Ⅱ：4名、Ⅲ：3名、Ⅳ：7名)であっ
た。各群の低体重および過体重、サルコペニアの割合に有意差
は認められなかった。一方で、骨粗鬆症の割合はGMFCSレベル
Ⅰ/Ⅱ群と比較し、Ⅲ群、Ⅳ群で有意に高かった (p=0.018)。ま
た、各群の男女比と年齢に有意差は認められなかった。
【考察】本研究で対象となった成人CP者では骨粗鬆症、サルコ
ペニアの割合が全体の4～5割程度を占めており、成人CP者の
より注意深い健康管理が重要と考える。また、骨粗鬆症の割合
は身体機能障害が重症なほど高い傾向にあり、高齢者と同様に
日常的な身体活動などが影響している可能性がある。
【倫理的配慮】本研究は、事前に札幌医科大学倫理委員会およ
び札幌医科大学附属病院倫理委員会の承認を受けた上で実施し
た (承認番号1-2-29、312-3509)。対象者には口頭と文書で研
究内容を十分に説明し、研究協力同意書へのサインにて同意を
得た。また、全ての対象者に同意後も撤回が可能であることを
伝えた。

 P-3-29  成人期

成人の痙直型両側性脳性麻痺に対する手足の画
像を用いた心的回転課題による運動イメージの
特徴について
○髙田 琳 1)，横井 裕一郎 2)

1) 東京西徳洲会病院 リハビリテーション科
2) 北海道文教大学 医療保健科学部

【はじめに、目的】
脳性麻痺は知覚・認知の障害を持つことが定義の中に加えられ，
近年の脳性麻痺の研究では運動イメージ障害の特徴が報告され
ている．脳性麻痺の運動イメージ研究は心的回転 (Mental 
Rotation : MR)課題を用いた片麻痺脳性麻痺児を対象とする研
究が散見されるが，両側性麻痺を対象とした研究や二次障がい
のある成人期を対象とした研究はない．そこで本研究では脳性
麻痺に対する理学療法介入の一助とするために，麻痺の影響を
取り除く選択課題を用いた上で成人の痙直型両側性脳性麻痺の
運動イメージ特徴について検討した．
【方法】
対象者は運動イメージ介入の経験が無い成人期痙直型両側性脳
性麻痺者 (以下CP群)18名 (平均年齢：50.6±9.7歳)と健常者22
名 (平均年齢：41.1±11.9歳)とし， PCを用いてMR課題と選択
課題を実施した．MR課題では左右の手足の画像を用い，指先
が上を向いた状態から母指方向に90°ずつ回転させた4つの角
度の画像を提示した．また選択課題には右左の漢字を用いた．
反応時間 (Reaction Time : RT)とエラー率を算出し，さらに選
択課題RTをMR課題RTから減算し，純RTを算出した．純RTと
エラー率に関し，疾患の有無，手足，表裏 (手背が表)のそれぞ
れ2水準，角度4水準で4要因の線形混合モデルを分析し，手足
と利き手2水準を入れ替えた4要因の線形混合モデルも分析した．
交互作用が認められた場合は下位検定を行い，下位検定には
Holm法の多重比較を用いた．
【結果】
RTは両群間で有意な差は認められなかった．CP群では手掌よ
り手背が早い，手背では180°より0°，270°が早い，0°では
裏より表が早い，0°と90°では非利き手より利き手が早いと
いう結果であった．エラー率は手足ともに全ての角度で有意に
CP群が高かった．また手足ともに表より裏が高い，手掌より足
底が高い，180°を除く3つの角度で裏より表が早い，180°が
最もエラー率が高いという結果だった．さらに利き手のみ表よ
り裏が高く，表裏どちらでも利き手と非利き手に有意な差は認
められなかった．【考察】
両麻痺児を対象とした先行研究ではRTの遅延とエラー率の増加
が報告されている．本研究では，CP群は運動イメージ想起が可
能でRTは健常者と差はないものの，エラー率はCP群の方が有
意に高かった． CP群の運動イメージ想起能力の低下が考えら
れるものの，小児期から成人期にかけて緩やかに運動イメージ
が発達している可能性が考えられる．また脳性麻痺群では利き
手の手背における運動イメージ想起能力が高く，非利き手，足
に関しては運動イメージ想起能力が低いという結果であった．
可動域や手足の視認経験，使用頻度がMR課題における運動イ
メージ想起能力と関連があるという先行研究の結果を支持する
結果となった．以上から，発達的な視点で考察すると，運動イ
メージと運動機能の向上のためには，理学療法実施前，実施中
に運動イメージの想起を随所に入れ，また手足など身体活動に
対して，視認経験を増やすことが効果的であると考えている．
【倫理的配慮】本研究は北海道文教大学研究倫理審査委員会よ
る審査，承認を得て実施した (北海道文教大学承認番号：第
03021号)．
対象者には，書面および口頭で研究の目的と方法，プライバシ
ー保護に関して十分な説明を行い，書面にて同意を得て実施し
た．身体の障害により承諾の記載が困難な場合は代筆にて同意
を得た．



 P-3-30  成人期

体重増加により歩行能力が低下した成人脳性麻
痺に対する訪問リハビリでの関わり
○仲村 我花奈，小口 和代，後藤 進一郎，
姫岩 奈美

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 リハビリテーション科

【はじめに、目的】
脳性麻痺者において30歳前後で能力の低下が始まること (諸根
ら，2001)や，体重の増加により，運動機能は後退することが
ある (江口，1991)．今回，体重増加により歩行能力が低下し
た症例に対し減量，歩行能力の改善目的で訪問リハを実施した．
減量，歩行能力の改善には難渋したが，ADLは維持可能だった
ため報告する．
【症例報告】
20歳代の女性でGMFCSⅢレベルだった．グループホームに入
所中だが，1週間に5日就労支援施設に通っていた．支援学校卒
業時は装具や補助具を使用せず歩行可能だったが，体重が1年
で15㎏増加し，週に3回程の頻度で転倒するようになった．そ
の頃，居室の窓を閉めようとして転倒し左中手骨を骨折した．
骨折後は活動範囲の縮小で更に体重が4㎏増加した．訪問リハ
は通院リハが終了した骨折の受傷後4ヵ月目に開始した．開始
時の評価は，体重65㎏，BMI:25.5，脂肪率42.3％，筋肉量右
下肢5.63㎏，左下肢5.44㎏， (脂肪率，筋肉量はIn body社製
In bodyS10を用いて計測)，歩行速度0.6m/sec，GMFM項目D
立位:25点，項目E歩行:28点，屋内は伝い歩き，屋外歩行は歩
行車を使用し見守りだった．歩行が不安定なため，公共交通機
関を利用して通う就労支援施設から送迎付きの就労支援施設に
変更した．
【経過】
介入当初の目標は環境調整による転倒予防だったが，急激な体
重増加で環境調整では転倒のリスクが軽減できなかった．開始
から3か月後に，目標を減量・下肢筋力の増強・安定した歩行
に変更した．療法士は訪問リハで週2回，屋外歩行を20分から
30分実施した．自主トレは，好きな歌手の動画を観ながら，座
位(立位)での足踏み，腕上げ，起立，立位保持を指導し，実施
内容，回数を自主トレ用紙に記録させた．食事はグループホー
ムや就労支援施設で提供される食事のみで，目立つ間食はない
状況はなかった．
訪問リハ開始から1年後，体重64㎏，BMI:25.7，体脂肪率42.9
％，筋肉量右下肢6.25㎏，左下肢5.83㎏，歩行速0.6m/sec，
GMFM項目D立位：27点，項目E歩行：31点，歩行手段に変化
はなかった．動画に合わせた自主トレの回数は1日平均2.7回で
あった．起立やスクワット等の運動は自主的に増えた．転倒頻
度は3か月に1回程度であった．
【考察】
体重や歩行スピード，歩行手段に大きな変化はみられなかった．
これは転倒の恐れがあり一人で外出が困難なこと，通勤時の歩
行機会が減ったことから減量に必要な運動量が十分に確保でき
なかったためと考えた．またグループホームや就労支援施設の
食事は，平等の観点から，症例のみ変更することが困難で，食
事での体重コントロールも有効ではなかった．しかし1年間の
関わりで，下肢の筋肉量は徐々に増え，GMFMの項目D，項目
Eの点は向上し，骨折前より転倒回数は軽減された．体重の増
加抑制，ADLの低下抑制，運動機能の維持は訪問リハでの運動
指導や自主トレの定着が要因の１つと捉えた．
【倫理的配慮】本研究参加には，参加は自由意志で拒否による
不利益はないこと，および個人情報の保護について，文書と口
頭で説明を行い書面にて同意を得た．

 P-3-31  成人期

運動機会が減少したGMFCSレベルⅤの脳性麻痺
者への姿勢ケア～風に吹かれた股関節変形への
効果について～
○近藤 健 1)，山本 優 1)，大須田 祐亮 2)

1) 北海道済生会小樽病院  みどりの里 機能訓練課
2) 北海道医療大学 リハビリテーション科学部

【はじめに】
自力で左方向への寝返りが可能であったが全身運動機会の減少
に伴い、二次的な変形増強が予測された脳性麻痺症例を担当し
た。日常生活における姿勢ケアを実施したことが変形・拘縮の
進行予防につながった経験をここに報告する。

【方法】
施設入所中の50代女性で、在胎40週、3,300ｇにて出生。
GMFCSレベルはⅤであった。自力で左方向への寝返りが可能で
あったが、二次的な変形の増強や姿勢変換等の自力での全身運
動機会の減少による筋力低下が生じてきていた。共同運動パタ
ーンとして頚部伸展、体幹伸展、右回旋・側屈、骨盤の前傾を
伴う股・膝関節屈曲が行われており覚醒時には常時このパター
ンでの運動が繰り返されていた。左凸側弯 (胸腰椎カーブ)、右
への風に吹かれた股関節変形 (以下、WHD)を呈していた。
個別での理学療法場面においては介入しているセラピストの衣
服をつかんでしまうため、個々の関節に対する他動運動が困難
であった。このことから他動運動を中心としたアプローチでは
なく、日常生活における姿勢ケアにより全身的な変形に対して
アプローチできないか検討した。体交用のクッション等を用い
たポジショニングは自身の上肢動作にて取り外してしまうこと
や、共同運動パターンの出現により全身の非対称性を強めるこ
とから実施困難であった。しかし、全身を乗せることができる
サイズのパウダービーズクッション上で下腿を下垂する背臥位
を設定したところ、上肢動作に伴う共同運動パターンと非対称
性の増強が減少した。そのため同一の姿勢が日常的に設定でき
るよう症例専用の臥位保持具を作製して、平日の日中に4～5時
間実施する姿勢ケアを病棟スタッフと連携して実践することと
した。

【結果】
姿勢ケア実施直前に計測したGoldsmith Indexは右に81度であ
り、姿勢ケアを1か月継続した後のGoldsmith Indexは右に57度
であった。

【考察】
Goldsmith Indexについて最小可検変化量を超える24度の変化
を認めたことから、WHDの進行予防に対して姿勢ケアの導入
が一定の効果を果たしたことが示唆された。支持基底面が多く
安定した安楽な姿勢を提供できたことが共同運動パターンの軽
減につながり、動作時の過剰な筋緊張亢進を軽減できたことが
理由として考えられた。その結果、全身の非対称性が強まるこ
とのない臥位保持が長時間可能となり、関節拘縮に対して予防
効果があると言われている30分間の持続的な伸張がWHDの進
行に関与する筋群に対してもたらされたと考えられた。このこ
とから臥位保持具を使用した日常的な姿勢ケアによりWHDが
改善した結果であると考えられ、実施した時間や頻度・期間に
ついても一定の効果をもたらす上で適当であったことが示唆さ
れた。
この結果を受けWHDの進行を予防することが更衣や排泄のケ
アへの困難性を軽減していくことにもつながるという理由から、
日常生活姿勢として病棟生活の中に取り入れられることとなっ
た。
【倫理的配慮】本報告は口頭、書面にてご家族に対して内容説
明を行い、代諾を得た。また、開示すべき利益相反はない。



 P-3-32  成人期

機能的電気刺激を併用した立ち上がり練習の即
時効果 －脳性麻痺患者の運動単位発火頻度によ
る検討－
○安部 千秋 1,2,3)，髙橋 良輔 1,2)，阿部 正之 1,2)，
白坂 智英 4)

1) 社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター リ
ハビリテーション部
2) 社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター 先
進リハビリテーション推進室
3) 北海道文教大学 リハビリテーション科学研究科
4) 社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター 診
療部

【はじめに, 目的】　立ち上がり動作が困難な脳性麻痺 (以下
CP)者の理学療法において, 課題指向型アプローチに基づいた反
復した動作練習を行うことは多い. CP者の立ち上がりが困難な
理由の1つに筋力低下が挙げられ, 粗大運動能力分類システム (
以下GMFCS)が低い群ほど筋力が低値であるとされている.
筋張力を構成する因子として, 運動単位のFR (以下FR), 動員数, 
動員されるタイミングが関連し, 先行研究ではCP者の随意運動
における運動単位のFRが健常者より低値であることが報告され
ている. 健常者ではFRを向上させるツールの1つとして神経筋
電気刺激が有効であるとされるが, CPでは運動単位の動員に関
する報告はされていない.
今回, 立ち上がり動作の介助量軽減を目標とするCP者への立ち
上がり動作への機能的電気刺激 (FES)の効果検証を目的として, 
即時的に立ち上がり動作時の筋活動および運動単位のFRの変化
を評価したため報告する.
【方法および症例報告】対象はGMFCSレベルⅣの痙直型四肢麻
痺を呈する30歳代男性である. 立ち上がり練習中に使用する
FESは, 神経筋電気刺激装置NM-F1 (伊藤超短波社製)を用いて, 
右側の大腿四頭筋に電極を貼付した。刺激強度は, 完全強縮が
誘発される強度 (刺激強度25-28mA, 周波数50Hz, パルス幅300
μs)にてOn：Off時間を7秒：5秒に設定し, 電気刺激に合わせて
前方のテーブルを使用した立ち上がり動作を実施した.
介入及び評価は, 介入前評価 (A)後, 電気刺激を使用しない立ち
上がり練習を30回実施した後に再評価 (B)を実施, 最後に電気
刺激を併用した立ち上がり練習を30回実施した後に最終評価 
(C)を実施した. 30回の動作練習は10回毎に休息を行った. すべ
ての評価は5回のFESなしの立ち上がり動作を評価した.
筋電図評価はDelsys社製表面筋電計のGalileoセンサーを使用し，
サンプリングは2000Hz (Band-pass: 20-450Hz)とした. 運動単
位の分析はDecomposition法により推定し，表面筋電図は両側
の大腿直筋から記録した.
筋電図からは筋活動量 (立ち上がり動作中の実行値 (RMS)の最
大値)と最大FR, 平均FRを算出し, 5回の動作の平均値を左右ぞ
れぞれで求めた.
【結果および経過】　RMS〔左／右μV〕はA：36. 6／24. 9, B
：34. 9／25. 9, C：38. 1／35. 3, 最大FR〔左／右pps〕はA：
12. 5／14. 9, B：15. 4／13. 9, C：15. 6／17. 4, 平均FR〔左／
右pps〕はA：10. 4／10. 3, B：10. 1／ 8. 4, C：11. 4／13. 0で
あった.
立ち上がり動作はA, Bで座位時の膝関節屈曲角度を維持した状
態で離殿したが, CではA, Bよりわずかに離殿時の下腿前傾と膝
関節屈曲及び離殿後の膝関節伸展運動が見られた.
【考察】A－B間でRMSは±5%以内の変化であったが, B－C間
で左9%, 右が36％増加し, 最大FRでは特に右下肢が25%の増加
と平均FRはA‒B間で左は維持, 右で低下したが, Cでは左右共に
最も高値であった. これより電気刺激を併用した立ち上がり練
習は下肢の運動単位のFRが改善し, 活動が動員されやすくなり, 
運動学習にも寄与したと考える.
本症例は電気刺激を併用した介入の継続を希望した. 2ヶ月程度
の使用により上肢の代償が軽減し, 家族は介助量軽減を実感し
たケースである. 電気刺激の併用は, 通常の介入に更なる価値を
もたらす可能性がある.
【倫理的配慮】今回の介入，評価にあたってはヘルシンキ宣言
に基づき，対象者および保護者に対して目的と方法，協力の任
意性，撤回の自由と個人情報に関する説明を実施し，両者から
書面にて同意を得ている.
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成人期脳性麻痺の問題点：運動量、活動量低下
による体重増加や身体機能の低下に対しての取
り組み
○間地 伸吾 1)，江川 奈美 1)，安倍 千秋 1)，
白坂 智英 2)

1) 社会医療法人　北斗　十勝リハビリテーションセンター 
リハビリテーション部
2) 社会医療法人　北斗　十勝リハビリテーションセンター 
診療部

【はじめに】
成人期脳性麻痺の問題点として,就学時と比較すると,日々の活
動量,リハビリの頻度減少,個々のコンディショニング管理能力 (
家族、周囲の協力、関心なども含む)などの環境・個人因子が,
身体機能,日常生活活動 (activities of daily living；以下,ADL)の
低下に結びついている可能性がある. 今回,学校卒業後,運動量や
活動量が減少したことから,身体機能の低下や体重増加による
,ADL介助量が増加傾向にあった成人脳性麻痺患者を外来リハビ
リで担当した.そこで,身体機能,ADLの向上を目的に栄養指導,体
重管理,筋力増強運動を中心とした自主トレーニングを14週間
実施したため経過とあわせて報告する.

【症例情報】
一般情報:20歳代,男性,身長164.5cm,体重85.5㎏,BMI32.6.
診断名:痙直性両麻痺(GMFCSレベルⅢ)
個人的・社会的背景:高校生活は,高等養護学校での寮生活を送
っていた.卒業後は,地元の企業に事務職として就職し,両親と同
居.高校卒業時は体重68㎏→現在85.5㎏と約17㎏の増加.高校時
代に比べて,運動機会は減少傾向.卒業前まで車椅子と併用して
ロフストランド杖での移動が可能であったが,現在は電動車椅子
主体の生活となっている.
HOPE:動きやすい身体になりたい.

【介入方法】
体重増加と身体機能の低下に着目し,自主トレーニングの指導(
筋力増強運動を中心に),栄養指導(体重管理,食事内容の記載,管
理栄養士からの栄養面でのアドバイス)を14週間実施した.

【結果】
開始時→14週後の結果を記載.体重:85.5㎏(BMI32.6)→75.7㎏
(BMI28.9),握力(右/左)21.4kg/20.1kg→24.5kg/21.3kg,身体
10m歩行テスト:21.3秒(20歩)→15.3秒(15歩),6分間歩行テスト:
開始時は3分地点でリタイア→195m,TUG:59.9秒→43.1秒
,FIM:110点→111点(社会的交流の項目で加点,加点には至らな
かったが更衣,トイレ動作,移動面での円滑性,動作のやりやすさ
が聞かれた).

【経過】(体重と日常生活の変化)
開始時(85.5kg):毎食時の飲料をミルクテｲｰから無糖飲料に変
更.自主トレーニング開始.4週目(80.5kg):朝食を開始,公営プー
ルでの歩行練習開始.8週目(80.3kg):30分早く起床するようにな
った (7:45→7:15).10週目(78.9kg):便秘症の緩和.13週目
(75.7kg):パラスポーツ,ファッションショーなどのイベントに
参加するようになった.

【考察】
今回の結果として,体重の減量,身体機能の向上に加え,生活面に
おける行動変容も見られた.特に,FIMの評価に著変な変化はみら
れなかったが,体重,身体機能の変化,ADLの動作の質や円滑性が
向上したことで,運動や活動に対しての自信が生まれ,パラスス
ポーツやファッションショーの参加などQOLにも繋がったと考
える.成人期は脳性麻痺患者に限らず健常者も含めて,個々のコ
ンディショニング管理能力が体重増加や身体機能,ADLの低下に
結びついていると考えられる.外来リハビリでの直接的な介入と
併せて,食事や運動習慣などの生活指導も理学療法士には求めら
れていると考える.
【倫理的配慮】本発表にあたり、個人情報とプライバシーの保
護に配慮し、症例より同意を得た。
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脳性麻痺患者の就学期および卒業後の身体活動
量の変化とその要因―学校と通所施設の利用に
着目した事例考察―
○平岡 司，石川 朋裕，知花 朝恒，森川 菜津，
石垣 智也

国立病院機構西新潟中央病院

【はじめに、目的】
脳性麻痺患者は就学期を過ぎると身体活動量が低下するとされ
ており，少ない身体活動量は機能低下のリスクになると考えら
れる．
脳性麻痺患者について，就学期から卒業後にかけた身体活動量
の縦断的変化は明らかとなっておらず，この変化に影響を与え
る要因も十分に検討されていない．
本報告の目的は，特別支援学校在籍時から卒業後までの身体活
動量の変化とその関連要因について，学校と通所施設の利用に
着目した事例考察を行うことである．

【方法および事例紹介】
脳性麻痺痙直型両麻痺と知的障害を有するGMFCSレベルⅢの１
８歳男性．X年４月の特別支援学校高等部2年時に母親から，
卒業後に利用する施設や移動能力低下への不安が聞かれた．
GMFMは領域D：17.9％，領域E：27.7%で上肢の支えがないと
立位保持困難であるが，機能的移動能力評価尺度(以下，FMS)
は50mの移動がスコア３で，クラッチ使用で屋内移動可能．
MACS(Manual Ability Classification System)レベルⅡ，CFCS 
(Communication Function Classification System)レベルⅢで簡
単な言語的理解や表出可能，知能指数29で重度．
生活状況把握のため，理学療法評価として高校2年時に2回 (Ⅰ
期：X年4～5月の学校，Ⅱ期：X年8月の放課後等デイサービス
)，高校3年時に１回 (Ⅲ期：X＋2年2～3月の学校)，高校卒業
後に１回 (Ⅳ期：X＋2年6月の就労継続支援事業所)の合計4期
の身体活動量を計測した．
身体活動量の測定は活動量計(Active style Pro，オムロンヘル
スケア社)を用いて起床時から就寝前から装着し，10～20日間
測定した．1.5METｓ以下は座位行動とし、身体活動は低軽強
度活動 (1.6～1.9METs)、高軽強度活動 (2.0～2.9METs)、中高
強度活動 (3.0METs以上)の1日あたり時間を算出した．さらに，
座位行動の中断回数の1日あたりの平均値 (回)を算出し，座位
行動時間で除すことで座位行動１時間あたりの回数へと標準化
したBreak頻度を算出した。また，活動量計記録日誌を母親に
渡し，一日毎に行った活動について記録した．

【結果および考察】
GMFM,FMSは学校在籍時から卒業後まで変化はみられなかった．
身体活動量は，座位行動(Ⅰ期：574分・68％，Ⅱ期：522分・
63.5％，Ⅲ期：625分・72.0％，Ⅳ期：546分・67.5％) ，軽
強度活動 (Ⅰ期：233分・27.6％，Ⅱ期：274分・33.3％，Ⅲ
期：216分・24.9％，Ⅳ期：251分・31.0％)，中高強度活動(
Ⅰ期：37分・4.4％，Ⅱ期：26分・3.2％，Ⅲ期：27分・3.1％，
Ⅳ期：12分・1.5％)，Break頻度 (回/座位行動１時間)はⅠ期：
8.92，Ⅱ期：11.24，Ⅲ期：8.69，Ⅳ期：13.45であった．
中高軽度活動は学校在籍時が最も多かったが，卒業後は軽強度
活動とBreak頻度が増加していた．

【考察】
本事例は，学校卒業後の中高強度活動が減少した一方，軽強度
活動とBreak頻度が学校在籍時よりも増えていた．このことが，
卒業後短期間ではあるものの，活動の変化が移動能力の維持に
影響した可能性があり，背景には通所施設の利用という環境要
因があると考えられた．また，身体活動量計は生活全体の活動
を捉える事ができ，卒業後の環境に応じた身体活動量の適正化
を考察するために有用であった．
【倫理的配慮】本報告にあたり，事例の個人情報とプライバシ
ーの保護に配慮し，保護者に充分な説明を行った後に口頭およ
び書面で同意を得た．

 P-3-35  成人期

中高齢の脳性麻痺者における運動障害の重症度
間での体幹･下肢筋の筋量および筋内非収縮組
織の比較
○正木 光裕 1)，花岡 伸一 2)，内川 ほのか 3)，
内川 雄貴 4)，平岡 司 2)，北村 由季 2)，長谷川 拳 5)，
窪田 祐美 6)，山本 達也 7)

1) 高崎健康福祉大学 保健医療学部理学療法学科
2) 西新潟中央病院 リハビリテーション科
3) 茨城西南医療センター病院 リハビリテーション部
4) 筑波記念病院 リハビリテーション部
5) 新潟病院 リハビリテーション科
6) まつもと医療センター リハビリテーション科
7) 国立精神･神経医療研究センター 身体リハビリテーショ
ン部

【はじめに、目的】
本研究の目的は中高齢の脳性麻痺 (cerebral palsy: CP) 者を対象
とし、超音波画像診断装置にて評価した多数の体幹･下肢筋の
筋量および筋内非収縮組織を運動障害の重症度間で比較するこ
ととした。また、群間にて安静腹臥位での姿勢アライメント、
下肢筋の痙性も合わせて比較した。
【方法】
中高齢のCP者42名を対象として、Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS) を用いて評価した運動障害の重
症度によって、GMFCS Ⅲ･Ⅳ群7名 (年齢: 50.1±7.9歳)、
GMFCS Ⅴ群35名 (年齢: 54.2±7.6歳) に群分けした。体幹･下
肢筋の筋量評価として、超音波画像診断装置 (GE Healthcare社
製) を使用し、胸･腰部脊柱起立筋、腰部多裂筋、腰方形筋、
腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋、大殿筋、中殿筋、小殿
筋、大腿直筋、中間広筋、外側広筋、大腿二頭筋長頭･短頭、
半腱様筋、半膜様筋、前脛骨筋、腓腹筋内側頭、ヒラメ筋、後
脛骨筋の筋厚を左右測定した。結合組織や脂肪組織といった筋
内非収縮組織の評価として、画像処理ソフト (NIH製) を用いて
各筋の筋輝度を算出し、筋厚、筋輝度は左右の平均値を求めた。
姿勢アライメントの評価として、スパイナルマウス (Index社製
) を使用し、安静腹臥位での胸椎後彎角度、腰椎前彎角度、仙
骨前傾角度を測定した。また、痙性の評価として、Modified 
Ashworth Scale (MAS) を用いて股関節屈曲･内転筋、膝関節伸
展･屈曲筋、足関節背屈･底屈筋を評価し、左右の平均値を算
出した。さらに、粗大運動能力、日常生活動作の評価として、
Gross Motor Function Measure (GMFM) を用いた総合点、臥位
と寝返り、座位、四つ這いと膝立ち、立位、歩行･走行とジャ
ンプの%点数、Pediatric Evaluation of Disability Inventory 
(PEDI) を用いた機能的スキルの合計点、セルフケア、移動、社
会的機能の点数を算出した。
統計解析にて、体幹･下肢筋の筋厚および筋輝度、姿勢アライ
メント、痙性、年齢、身長、体重、粗大運動能力、日常生活動
作はMann-Whitneyの検定を用いて群間で比較した。性別は
Fisherの正確確率検定を用いて群間で比較した。
【結果】
GMFCS Ⅴ群の中殿筋、小殿筋、大腿直筋、ヒラメ筋の筋厚は
GMFCS Ⅲ･Ⅳ群よりも有意に低く、小殿筋、大腿二頭筋短頭、
ヒラメ筋の筋輝度が有意に高かった。一方、GMFCS Ⅴ群にお
ける腰部多裂筋の筋厚はGMFCS Ⅲ･Ⅳ群よりも有意に高かっ
た。GMFCS Ⅴ群の股関節屈曲･内転筋、足関節背屈筋のMAS
は GMFCS Ⅲ･Ⅳ群よりも有意に高く、GMFMの総合点、臥位
と寝返り、座位、立位、歩行･走行とジャンプ、PEDIの機能的
スキルの合計点、移動が有意に低かった。その他の項目に有意
な差はみられなかった。
【考察】
GMFCS Ⅴの中高齢CP者の股･膝･足関節筋の筋量はGMFCS Ⅲ
･ⅣのCP者よりも低く、股･膝･足関節筋の筋内非収縮組織が
高いことが示唆された。GMFCS Ⅴの中高齢CP者における体幹
･股関節の姿勢･運動制御に寄与する腰部多裂筋の筋量は、
GMFCS Ⅲ･ⅣのCP者よりも高いことが示された。GMFCS Ⅴの
中高齢CP者において、腰部多裂筋は姿勢保持･動作の間に、股
関節に作用する下肢筋の筋機能低下を代償している可能性があ
る。
【倫理的配慮】対象者の両親、兄弟姉妹または後見人に本研究
の内容についての説明を行い、書面にて同意を得た。大学にお
ける倫理委員会の承認を得た上で本研究を実施した。
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General Movements可聴化の試み
○儀間 裕貴 1)，藤井 進也 2)，新屋 裕太 3)，
渡辺 はま 3)，多賀 厳太郎 3)

1) 東京都立大学 大学院人間健康科学研究科
2) 慶應義塾大学 環境情報学部
3) 東京大学 大学院教育学研究科

【はじめに、目的】
新生児や乳児が示す多様な自発運動のなかで最も頻繁に出現す
るGeneral Movements (GMs)は，脳の自発活動が生み出す運動
であり，ヒトの初期発達過程に重要な役割を担っている．特に
GMsの一種であるFidgety Movements (FMs)の質的特性は，後
の神経学的発達を予測するマーカーとして注目されている．近
年，身体運動学や運動制御研究の分野では，身体情報の可聴化
によるフィードバックが身体感覚への気づきを促し，運動学習
を促進する手段として有用であるとされている．本研究では，
3次元動作解析装置で計測した乳児の四肢自発運動データに身
体運動可聴化技術を適用し，GMsの特性を反映した音を作成す
る．GMsの可聴化は，全身性自発運動の質的特性を観察評価す
る際の補足情報や，児のGMsを促進するための聴覚フィードバ
ック音源として利用できる可能性がある．

【方法】
2～3ヵ月齢児を対象に四肢の自発運動を3次元動作解析装置で
計測したデータセットから，GMs観察評価による印象が異なる
3ケース (①FMsがよく出現している (continual)，②FMsが時折
出現している (intermittent)，③FMsの出現がほとんどない 
(sporadic))を選定し，その四肢運動座標データを可聴化に用い
た．可聴化にはデジタルオーディオワークステーションソフト
ウェア (Ableton Live 11 Suite)とその内部で動作する開発環境
ソフトウェア (Max for Live)を使用し，四肢座標データから算
出した加速度と曲率値を音響パラメタに関連付けて音として表
現した．四肢それぞれに個別のInstrument (楽器)を割り当て，
座標データから算出した加速度の増減に対して音量が上下する
持続音に変換した．また，座標データから曲率の値を算出し，
その値が一定の閾値を超えた時に鈴の音を付加した．鈴音には
四肢で共通したInstrumentを用いたが，エフェクトによって音
高を変化させるよう工夫した．

【結果】
四肢運動の加速度データを音量に反映させ，四肢それぞれに異
なるInstrumentを割り当てたことによって，広がりのある音が
生成された．また，音が持続するエフェクトを付加したことに
より，急に音が鳴ったり途切れたりすることのない柔らかい背
景音となった．曲率値を反映した鈴の音は四肢末梢の微細な運
動特性を表しており，四肢全体の粗大運動が作る背景音の中に
聞き取りやすいアクセントとなった．また，FMsの出現頻度が
高い (continual)ケースでは，他の2ケース (intermittent，
sporadic)に比べて鈴の音が多く聴取された．

【考察】
FMsが出現するとされる生後2～3ヵ月頃の四肢自発運動は，粗
大な運動と微細な運動が同時に現れる特徴を有している．今回
作成した音は，それらを反映し，運動特性を聞き取りやすく可
聴化できたと考える．観察評価によってFMsがよく出現してい
ると判定された児のデータでは，四肢末梢の微細な運動特性を
表す鈴の音がよく聴取され，「四肢が速度を変化させながら，
あらゆる方向で円を描くような運動」と定義されるFMsの特性
を反映した音になっていると考えられた．作成された音や，そ
のスペクトログラムなどは，FMsの観察評価をする上で評価者
にとって有用な補足情報になる可能性がある．
【倫理的配慮】本研究は東京大学ライフサイエンス委員会 (承
認番号：13-35)の承認を得て行った．対象者と代諾者には口頭
と書面を用いて研究の概要を説明し，同意を得た上で実施した．

 P-4-02  発達・運動科学

乳児期初期におけるMovement toward midlineと
姿勢推定の関連
○Sermpon Nisasri 1,2)，根本 清香 1,3)，儀間 裕貴 1)

1) 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科
2) Mahidol University Faculty of Physical Therapy
3) リニエ訪問看護ステーションキッズ世田谷

【はじめに、目的】
乳児は手や足が正中線へ向かう自発的な運動 (Movement 
toward midline；MTM)を行っており、このような運動は抗重
力運動の発達や体性感覚の獲得に寄与している。2D姿勢推定
は、2次元の画像や映像から各関節のx、y座標を基にリアルタ
イムで人体の姿勢を推定する技術であり、低コスト、短時間で
定量的なデータを得られる方法である。本研究の目的は、乳児
のMTMにおける2D姿勢推定データから得られた身体各部の運
動の特徴とMTMの相関関係を明らかにすることである。
【方法】
8～16週齢の満期産児20名について、背臥位での全身性自発運
動を2分間撮影した動画101本をデータ解析の対象とした。先
行研究に基づき、各MTMは1秒間継続することで出現と定義し、
1秒間で1回の出現とした。映像全体のMTM発生率と1分間あ
たりのMTM発生率を算出し、後者についてはlower (下肢の運
動)、upper (上肢の運動)、total MTMの３区分で算出した。そ
の後、全ての映像に2D姿勢推定技術を適用し、得られた座標
を用いて四肢と正中線との距離、両手関節と両足関節からなる
四肢面積を算出した。また、身体中心点と両手関節からなる上
半身面積、身体中心点と両足関節からなる下半身面積を算出し
た。統計解析では、手関節と足関節の正中線からの距離と、1
分間あたりのMTM発生率との相関を算出した。さらに、各
MTM群 (lower, upper, total)内で、MTMを示した児とそうでな
い児の間における四肢面積、上半身面積、下半身面積の差を検
討した。
【結果】
右手関節と正中線の距離と、total MTMの出現率、upper MTM
・total MTMの1分間あたりのMTM出現率に有意な負の相関が
見られた。右足関節と正中線の距離、total MTMの出現率およ
び1分間あたりの出現率に有意な負の相関が見られた。各MTM
群内でMTMを示す児と示さない児を比較すると、lower MTM
では下半身面積と四肢面積、upper MTMでは下半身面積、
total MTMにおいては上半身面積で有意な差が見られた。
【考察】
MTM出現率およびupper MTMとtotal MTMの１分間あたりの
出現率と、左手関節と正中線の距離の間には正の相関が認めら
れた。一方、右手関節と正中線の距離には負の相関を認め、こ
れは左の非対称性緊張性頸反射の影響と考えられた。MTMを
示す児と示さない児の間で面積を比較すると、lower MTMにつ
いては四肢面積と下半身面積に有意差が見られた。これは、
lower MTMには両足を持ち上げて体幹に近づける動作が含まれ
ているためと考えられた。total MTMでは上半身面積に有意差
が見られ、これはHand-to-trunk contact (HT) の出現頻度と関
連していると考えられた。upper MTMでは下半身面積に有意
差が見られた。これは、非対称性緊張性頸反射によるものであ
ると考えられるが、上半身面積では有意差が見られなかった。
upper MTMでは、両手を合わせる、片手を離すなど上肢の位
置が様々であり、このことが上半身面積を変化させる要因とな
った可能性がある。MTMの定量化は、乳児の運動発達を評価
する一助となり得る。本研究で用いた手法は、家庭において特
殊な計測環境を必要とせず、また、遠隔で実施することができ
るため感染予防の観点からも有用であると考えられた。
【倫理的配慮】本研究は東京都立大学荒川キャンパス研究倫理
委員会 (承認番号：21092)の承認後、対象者と代諾者には書面
を用いて研究の概要を十分に説明し、同意を得た上で実施した。



 P-4-03  発達・運動科学

幼児の行動特性と運動能力との関係
○成田 亜希 1)

1) 宝塚医療大学 保健医療学部
2) びわこリハビリテーション専門職大学 リハビリテーショ
ン学部
3) 佛教大学 保健医療技術学部

【はじめに、目的】小学校の通常学級では7.7％の児童が学習
または行動面で著しい困難を示すと報告されており、文科省よ
り指導方法が示され特別支援教育体制の整備がなされてきた。
そのような中、大西ら (2018、2019、2020)の研究において、
小学生高学年児の協調運動とバランス能力の関係や、児童の行
動特性と新体力測定との関連性が明らかにされている。一方、
就学前の幼児については、5歳児で発達障害が発見された幼児
が3歳児健康診査を通過していた報告があるなど、未だ充分な
調査や支援体制が整っておらず、その実態が明らかにされてい
るとはいえない。そこで、本研究では、幼児期における行動と
運動特性の関係を明らかにし、保育時の適切な支援方法を探索
した。

【方法】A保育園に通う5歳児52名を対象に、行動特性とその
背景にある運動特性の関連を調査した。実施時期は、202X年
である。行動特性には、SDQ (Strengths and Difficulties 
Questionnaire)を用い、保育者に質問紙調査を実施した。質問
内容は、行為の問題、多動／不注意の問題、情緒の問題、仲間
関係の問題、向社会的な行動の 5 つの下位尺度、各5項目の計
25項目で構成されている。全ての項目について「あてはまる」、
「まああてはまる」、「あてはまらない」の3段階評定で行っ
た。運動特性については、MKS幼児運動能力検査 (25m走、立
ち幅跳び、ボール投げ、両足連続跳び越し、体支持持続時間、
捕球の6種目)を用いた。分析は、MKSとSDQの間で相関分析を
行い、相関の高い項目で正準相関分析を行った。

【結果】多動／不注意の問題が、両足連続跳び越しと弱い正の
相関を示し、立ち幅跳びとは負の相関を示した。情緒の問題が、
両足連続跳び越しや25m走と弱い正の相関を示し、立ち幅跳び
やボール投げとは弱い負の相関を示した。仲間関係の問題が、
両足連続跳び越しと正の相関を示し、立ち幅跳びとは負の相関
を示した。第1正準変量では正準相関係数がr=.572で、両足連
続跳び越し、立ち幅跳び、25m走、ボール投げの順に仲間関係
の問題への影響度が高かった。

【考察】　本研究では、幼児期の行動と運動特性の関係におい
て、仲間関係の問題と運動との影響が明らかとなった。これは、
文科省の調査結果からの考察と合致している。MKSの体力総合
評価結果が、多くの友達とよく遊んでいることや、友達が多い
こととの関係性を示しているものであった。また、5歳児は、
自己中心的な世界から他者との関係を理解しはじめる時期であ
り、運動の特性と仲間関係の問題から発達的課題が窺える。特
に、両足連続跳び越しのような「両足を揃えてつけて、10個の
積木を1つ1つ正確にそして迅速に連続して跳び越す」「始め！
の合図から、失敗せずに積木10個を跳び終わるまでの時間を測
定する」課題にあっては、ルールの理解から始まり、身体機能
面では、正常な筋緊張や身体感覚、視覚と運動の協調性、バラ
ンスなどが必要になる。保育者においては、これらの要素と行
動特性から発達障害の可能性を視野に合理的配慮を含めた保育
時の適切な支援方法の選択が促され、保育の質の向上や保育者
の対応力の向上につながることが考えられる。
【倫理的配慮】本発表にあたり、ヘルシンキ宣言に則って、保
育園園長や保護者には主旨・倫理的配慮について書面および口
頭にて説明し、同意を得た。

 P-4-04  発達・運動科学

ヒト胎児の胎動計測方法に関する文献レビュー
○根本 清香 1,2)，川野 晃裕 2)，儀間 裕貴 1)

1) 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科
2) リニエ訪問看護ステーションキッズ世田谷

【はじめに、目的】
ヒト胎児における胎動数の減少は早産や胎児死亡などと関連が
あり(Morita et al，2020； Stacey et al，2011)、胎児の健康状
態を把握するための重要な指標とされている。しかしながら、
胎動数の減少は母体知覚という主観的評価が用いられることが
多く、母親の注意や覚醒の程度による影響を受けやすい。また、
胎児に対する客観的評価の多くが超音波を用いたエコー検査に
より行われているが、これは診察時などの限られた時間で胎児
の状態を観察する方法となっている。先行研究では、胎動数は
母体の活動量と関連なく夜間に増加することが報告されている
 (竹下, 1983)。母体の概日リズムに関連せず夜間に胎児の活動
量が増加することは、発達において何らかの利益をもたらして
いる可能性がある。そのため、胎動の日内変動を縦断的に計測
することは、胎児の発達を評価する上で重要な指標になると考
えられる。今回、日中や夜間の胎動を経時的に計測する手法を
検討するにあたり、胎動の客観的な測定方法について文献レビ
ューを行った。
【方法】
胎児 (fetalなど)、運動 (movementなど)、計測 (measurementな
ど)の３つの概念に基づくキーワードを用いた検索式を立て、
PubMedにて、①英語で書かれた論文、②ヒトを対象とした研
究、③臨床における研究を条件に検索を行った。検出された論
文のリストを文献レビューツール (Rayyan)に取り込み、重複文
献を除いた後、論文タイトルおよびアブストラクトを確認して
スクリーニングを行い、採用文献の発行年、胎動の計測方法、
計測時間の情報等を抽出して検討を行った。
【結果】
1,727件がスクリーニングの対象となり、61件が二次レビュー
の採用文献に含まれた。これらの発行年は1977年～2021年で
あった。胎動の計測には、超音波 (28件)、加速度計 (11件)、
phonograph (4件)、心電図 (4件)、心磁図 (4件)、陣痛計 (3件)、
ひずみゲージ (2件)、圧電結晶 (2件)、サーモグラフィー (1件)
などが使用されていた。計測時間は1時間未満が42件、1時間
以上が12件あり、1時間以上の計測にはphonograph (2件)、陣
痛計 (2件)、加速度計 (3件)、超音波 (5件)が用いられていた。
計測時間の最長は6.2±1.3時間で加速度計による計測であった。
【考察】
客観的な胎動の計測には、超音波および加速度計によるものが
約61%を占めていた。そのうち、2000年代までは超音波での
計測による報告の割合が多く、2000年代以降は加速度計によ
る計測の報告が増加していた。2020年以降は再び超音波での
計測による報告が増加していたが、これは3Dエコーや4Dエコ
ーなど新たなデバイスの開発・普及によるものであると考えら
れた。夜間の胎動を計測する場合には数時間から半日単位の記
録が必要であるため、現状では加速度計による計測が実用的で
あると考えられた。また、最長の記録が行われた装置は高価で
あるため、より安価で簡易に胎動を計測できるデバイスの開発
が必要である。
【倫理的配慮】文献レビューであるため、特に記載する事項は
ありません。



 P-4-05  発達・運動科学

定型発達児における追視や注視を行うゲーム施
行中の眼球運動
○高橋 恵里 1)，楠本 泰士 1)，仲村 佳奈子 2)

1) 福島県立医科大学 保健科学部 理学療法学科
2) 株式会社デジリハ

【背景】発達障害児等が眼球運動障害を有することから、追視
や注視などの眼球運動の向上を目的としたゲーム技術を用いた
アプリが使用されている。眼球運動は読字能力の向上のみなら
ず身体運動に影響するため、眼球運動を向上させることでさま
ざまな動作能力向上が期待できる。その一方で、定型発達児の
眼球運動の発達については明らかにされていない。定型発達児
における眼球運動の発達や年齢ごとの特徴を明らかにできると、
発達障害児等への介入における目標設定やプログラム内容に活
かすことができる。
そこで本研究では、ゲーム施行中の定型発達児の眼球運動を観
察することで、定型発達児の眼球運動の特徴を明らかにするこ
とを目的とした。

【方法】5歳以上の定型発達幼児・児童を対象とした。協力の
得られた幼稚園、幼児・児童が集まるイベントにおいて参加者
を募集した。弱視を有する児、眼球運動に影響を及ぼす可能性
のある眼科疾患を有する児は対象から除外した。幼児 (6歳以下
)、低学年 (7,8歳)、中学年以上 (9歳以上)の3群に分けて分析を
行った。
対座法での眼球運動検査にて、追視の左右差およびサッケード
の有無を評価した。Tobii Eye Tracker 5 (Tobii社)を用い、的を
注視するアプリ「視線でバキュン！」 (株式会社デジリハ)を1
回施行する中での失敗回数と視線軌跡長を測定した。3群間で、
追視の左右差等の有無、失敗回数、視線軌跡長を比較した。統
計学的解析には、SPSS ver.29を用いてカイ二乗検定、
Kruskal-Wallis検定、一元配置分散分析を行い、有意水準は5％
とした。

【結果】対象児は89名の幼児・児童 (男児45名 女児44名，年
齢5～14歳 平均±標準偏差7.6±2.2歳)であった。幼児41名、
低学年21名、中学年以上27名であった。
追視に左右差等があった児は、幼児14名 (34.1％)、低学年1名 
(4.8％)、中学年以上3名 (11.1％)であり、有意な関係があった 
(p=0.009)。明らかなサッケードが見られた児はいなかった。
失敗回数の中央値は、幼児16回、低学年12回、中学年以上11
回であり、3群間に有意差はなかった。視線軌跡長の平均値は、
幼児40.6±14.1mm、低学年37.5±11.5mm、中学年45.7±
19.5mmであり、3群間に有意差はなかった。

【考察】追視に左右差等がある児は、幼児に多いことが分かっ
た。視力は3歳ころまでに発達すると言われているが、本研究
の結果から、運動に関わると考えられる円滑な眼球運動は幼児
期においても発達を続ける可能性が示唆された。
的を注視するゲームにおける失敗回数は年齢が上がるにつれて
減少する傾向にあったが有意差はなかった。また、視線軌跡長
は年齢間で有意差がないことが分かった。視線軌跡長は個人間
のばらつきが大きかったため、今後も対象者数を増やして検討
したい。
【倫理的配慮】本研究は福島県立医科大学倫理審査委員会の承
認を得て実施した。対象者には口頭と文書にて説明し、同意を
得て実施した。本研究への協力を断っても、何ら支障のないこ
とを書面にて伝えた。

 P-4-06  発達・運動科学

7～12歳の定型発達児における運動学的分析に
よる縄跳び動作の特性
○黒木 尭稀 1)，愛甲 拓海 1)，鞭馬 貴史 1,2)，
萬井 太規 1)

1) 大分大学大学院 福祉健康科学研究科健康医科学コース
2) 明野中央病院 リハビリテーション科

【はじめに、目的】
縄跳び動作とは，上肢と下肢を運動させ，縄を飛び越える動作
である．縄跳び動作は多くの小児が経験するが，動作の獲得に
運動療法を必要とする児も存在する．適切な動作指導，運動処
方を行うには縄跳び動作の運動学的な分析が必要である．これ
まで，成人を対象とした研究では，動作時間，体重心変位量，
四肢の関節運動が重要だと示されている (Bruce et al., 2016; 
Chen et al., 2013; Kim et al., 2017)．また，縄と足尖間のクリ
アランスも縄跳び動作の成功に必要な要素だと考えられる．し
かし，このような変数を用いて，小児期の縄跳び動作の運動学
的な特性を示した研究はない．本研究の目的は，動作時間，体
重心変位量，縄と足尖間のクリアランス，および関節運動から
7～12歳児の縄跳び動作の特性を明らかにすることとした．
【方法】
10名の7～12歳の定型発達児 (7歳3名，9歳2名，10歳3名，11
歳1名，12歳1名)と17名の健常成人 (21.2±1.4歳)を対象とし
た．縄の長さは剣状突起の高さを基準に決定した．体表と縄に
計30個の反射マーカーを貼付し，床反力計と三次元動作解析装
置VICONを用いて縄跳び動作を測定した．対象者は足を並行に
した立位をとり，任意のタイミング，快適速度で縄跳び動作を
開始した．50回を上限とし，縄が引っかかるまで記録した．垂
直分力より跳躍開始を算出した．跳躍開始から次の跳躍開始ま
でを1周期とし，1周期の動作時間を算出した．また，三次元座
標データより1周期の前後と側方の体重心変位量，縄と足尖間
の最小クリアランスを算出した．さらに，1周期の肩関節，肘
関節，股関節，膝関節，足関節の運動範囲を算出した．6～15
周期の平均値を算出した．15周期記録できなかった対象者は6
周期から引っかかるまでの周期までの平均値を算出した．群間
比較にはMann‒WhitneyのU検定を用いた．有意水準は5%未
満とした．
【結果】
7～12歳児は，成人と比較して1周期の動作時間が有意に長く 
(p = 0.027)，体重心側方変位量が有意に大きかった (p = 
0.003)．体重心前後変位量は有意に大きい傾向であった (p = 
0.066)．また，7～12歳児は，成人と比較して全関節の運動範
囲が有意に大きかった (p < 0.05)．一方，縄と足尖間の最小ク
リアランスは，群間の有意差が認められなかった (p > 0.05)．
【考察】
7～12歳児は，四肢の関節を大きく運動させて縄跳び動作を行
っていることが示された．これは，7～12歳児が縄と足尖間の
クリアランスを確保し，縄跳び動作を成功させるための戦略だ
と考える．しかし，1周期時間は長く，体重心変位量も大きい
ため，7～12歳児の縄跳び動作は不安定で，未発達であること
が示唆される．今後は，年齢毎の特性を明らかにするために，
サンプル数を増やし，縄跳び動作の分析を進めていく．
【倫理的配慮】本研究は，大分大学福祉健康科学部の倫理委員
会の承認を得て実施した (F200016)．対象者及びその保護者に
は事前に，口頭と書面で本研究の目的，実験手順，考えられる
危険性，論文・学会での公表について十分に説明し，署名にて
同意を得た．



 P-4-07  発達・運動科学

健常若年成人の位置的頭蓋変形と運動パフォー
マンスにおける左右差との関連
○内尾 優 1)，黒米 寛樹 2)，河野 龍哉 2)，
笹野 真央 2)，白水 杏奈 2)，高岡 翼 2)

1) 東京医療学院大学 保健医療学部リハビリテーション学科
2) 東京医療学院大学 保健医療学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻

【はじめに、目的】
乳幼児期に生じうる位置的頭蓋変形と発達との関連における報
告はあるものの、その後のより高次な運動パフォーマンスに及
ぼす影響については明らかにされていない。位置的頭蓋変形が
その後の成長した運動に影響することが明らかになれば、位置
的頭蓋変形は単なる乳幼児期の一過性の問題として捉えること
はできない。本研究の目的は、位置的頭蓋変形の非対称性が運
動パフォーマンスの左右差に及ぼす影響について明らかにする
ことである。
【方法】
対象は、現在整形外科的、神経学的疾患等による疼痛のない本
学在学中の大学生57名 (平均年齢20.5±0.7歳)とした。評価は、
基本情報、身体機能評価、運動パフォーマンス評価を実施した。
基本情報は、性別、年齢、身長、体重、利き足を調査した。ま
た身体機能評価は、足関節背屈可動域、棘果長、握力、等尺性
膝伸展筋力、頭部変形評価を実施した。頭部変形評価には、
3D画像撮影解析装置VECTRA®H2にて評価し、得られた後頭
部左右対称率の結果に基づき対象を頭部変形あり群17名、頭部
変形なし群40名の２群に分類した。運動パフォーマンス評価は
Modified Star Excursion Balance Testを実施した。床面の上に
中心点を設定し、その点に片脚立位となり反対側の下肢で前方
・後内方・後外方の3方向へ最大限リーチした距離を測定した。
得られた各方向のリーチ距離から対象者の棘果長を100％とし
て正規化した％下肢リーチ距離を求めた。さらに、前方・後内
方・後外方の％下肢リーチ距離の左右差を絶対値にてそれぞれ
算出した。解析は、頭部変形あり群と頭部変形なし群の2群に
分け基本情報、身体機能評価、運動パフォーマンス評価を比較
した。さらに、運動パフォーマンスの左右差に影響を与える要
因を明らかにするため、単変量解析にて2群間で有意差を認め
た運動パフォーマンスと優位な相関関係を認めた基本情報、身
体機能評価を独立変数、運動パフォーマンスを従属変数とした
重回帰分析を行った。検定にはSPSS Version 28を用い、有意
水準は5%とした。
【結果】
2群間の基本情報の比較において頭部変形あり群は変形なし群
に比べ男性が多く、身長が高く、体重も重かった。運動パフォ
ーマンス評価では、頭部変形あり群は変形なし群に比べ後内方
への％下肢リーチ距離の左右差が有意に大きかった (8.3 ± 
6.9 vs. 4.7 ± 4.0)。他の基本情報、身体機能評価、運動パフォ
ーマンス評価の左右差には有意差を認めなかった。後内方への
％下肢リーチ距離の左右差と有意な相関関係を認めた基本情報、
身体機能評価は、後頭部左右対称率 (r=-0.347, p=0.008)と身長
(r=0.281, p=0.036)であった。左右の後内方への％下肢リーチ
距離の左右差を従属変数とした重回帰分析では後頭部左右対称
率 (p=0.041)のみが採択された。
【考察】
健常若年成人の運動パフォーマンスにおける左右差の偏りには、
後頭部が左右非対称であることが影響する可能性が示唆された。
乳幼児期に生じうる位置的頭蓋変形は早期より予防する必要性
が考えられた。
【倫理的配慮】本研究は、東京医療学院大学研究倫理委員会 (
承認番21-19H)の承認を得たのちに実施した。対象者には研究
内容などについて文書および口頭で十分な説明を行い、書面に
て同意を得た後に実施した。なお、同意説明文書には、研究参
加は任意、同意しなくとも不利益を受けない、同意は撤回でき
ること、研究の意義、目的等を明記した。

 P-4-08  発達・運動科学

肢体不自由者における物品の掴み方を通した上
肢の動作遂行能力と上肢骨格筋構造の関係
○石倉 英樹，奥田 智沙，白石 航史郎

広島都市学園大学 健康科学部　リハビリテーション学科

【はじめに、目的】
療育やリハビリテーションの臨床では、重度の肢体不自由者に
対して、玩具などの様々な物品を通して介入が行われている。
物品を通した介入では、対象者が上肢のリーチや把握動作など
を獲得していく必要があり、上肢の巧緻性や動作の遂行能力が
様々な形で評価・検討されている。身体の動作遂行能力は、骨
格筋の構造が関係していることが報告されているが、近年では
超音波画像を用いた骨格筋の評価により、日常生活機能や筋力
などとの関連性が報告されており、リハビリテーションの臨床
でも有効な評価方法として挙げられる。小児の分野でも健常者
を対象として、四肢の骨格筋を超音波画像で評価している報告
があるが、肢体不自由者などについて検討した報告は少ない。
超音波画像による評価では、骨格筋の量的な側面だけでなく、
筋束や筋膜の配列、筋内の結合組織など、質的な評価にも用い
ることができる。そこで本研究では、超音波画像による評価を
用い、重度の肢体不自由者に対し、上肢の動作遂行能力と上肢
骨格筋構造の関係性について検討し、知見を得たので報告する。
【方法】
対象は、6-15歳までの肢体不自由者6名とした。上肢の動作遂
行能力の評価として、物品の掴み方と把握様式について評価を
行った。また、把握の可否で群分けを行い、物品の把握ができ
なかった群を把握不可群 (3名)、何らかの形で物品の把握がで
きた群を把握可能群 (3名)とした。骨格筋形態は，超音波画像
診断装置 (FAMUBO-W，誠鋼社)を用い，上腕と前腕の筋群を
撮影して評価を行った。評価は、撮影した写真による筋の形態
観察と、画像解析ソフト (image J, NIH)を用いた筋厚・筋輝度
測定を行った。
【結果】
上肢の動作遂行能力では、把握様式：把握できない3名・手掌
把握可能2名・指先つまみ可能1名であった。骨格筋の筋厚は、
前腕屈筋：把握不可群11.0±5.0mm・把握可能群21.0±
2.5mm、上腕二頭筋：把握不可群15.7±6.0mm・把握可能群
16.5±6.5mmであった。筋輝度は、前腕屈筋：把握不可群
100.9±34.4・把握可能群61.3±31.4、上腕二頭筋：把握不可
群98.8±27.2・把握可能群62.5±19.3であった。骨格筋の形
態観察では、把握不可群で筋表層と皮下組織の境界面が不明瞭
となり、筋膜が不明瞭な部位のある画像が描出された。
【考察】
筋厚について調査を行った先行研究では、健常者において筋厚
の発育に部位差があることや動作に影響することが報告されて
いる。本研究の筋厚結果では、上腕の筋で大きな差がなかった
が、前腕屈筋で把握可能群の方が大きい傾向にあった。これは、
把握可能群で上肢の動作遂行能力が高いことにより、手指の動
きを日常的に使用することが増え、前腕の筋群の発達に影響し
たと考えられる。筋輝度について調査を行った先行研究では、
筋輝度の上昇が筋力低下や病変の早期から生じることや、筋内
脂肪・結合組織の増加などを反映していることが報告されてい
る。本研究の筋輝度結果では、把握不可群で上腕・前腕の輝度
が高値となっていた。このことから、動作遂行能力と筋の質的
変化の関連性が示唆された。
【倫理的配慮】本研究は、発表者が所属する施設の研究倫理委
員会 (承認番号：2023003)の承認を得て実施した。本研究は、
ヘルシンキ宣言に従い倫理と個人情報に配慮し、所属する施設
と、対象者の保護者およびキーパーソンを代諾者として研究内
容を書面および口頭で説明し、同意を得た上で研究を実施した。



 P-4-09  発達・運動科学

10か月児の乳幼児健康診査調査票を用いたひと
り歩き獲得の予測
○重島 晃史 1)，岩崎 史明 2)，片山 訓博 1)，
山﨑 裕司 1)，大倉 三洋 2)，嶋田 進 2)，
篠田 かおり 3)，吉村 知佐子 4)，岡林 輝 5)

1) 高知リハビリテーション専門職大学 理学療法学専攻
2) 児童発達支援センターとさっちくらぶ
3) 高知リハビリテーション専門職大学 作業療法学専攻
4) 高知リハビリテーション専門職大学 言語聴覚学専攻
5) 土佐市健康づくり課

【はじめに、目的】
10か月児の乳幼児健康診査 (以下、健診)では所定の調査票を用
いており、医師や保健師などと多職種で情報が共有できる。調
査票にある発達検査項目を運動発達の予測に活用できれば、多
職種で連携して発達を支援することが可能になると考える。ま
た、10か月児は運動発達の個人差が大きくなる時期でもあり、
発達遅延が疑われれば育児不安に陥る可能性が高くなる。その
ため、発達の見通しを与えることができれば育児不安を軽減で
きると考える。そこで、本研究では乳児のひとり歩き獲得に着
目し、10か月児健診の調査票からひとり歩き獲得に関わる要因
と予測の判断基準を検討したので報告する。
【方法】
対象は土佐市の10か月児健診に参加した241名の乳児のうち、
早産児や低出生体重児、調査票への未記入等を除外した151名
であった。データは調査票から、健診時月齢、性別、身長、体
重、カウプ指数、発達検査項目の回答を収集した。ひとり歩き
獲得の月齢は1歳6か月児健診の調査票から情報を得た。発達検
査項目は運動や言語、社会性等に関する14の質問項目から構成
され、回答は「はい」「いいえ」の2件法であった。データ処
理ではひとり歩き獲得遅延の有無について、ひとり歩き獲得の
月齢が16か月未満を健常群、16か月以上を遅延群と分類した。
データ解析では、2群間において健診時月齢、性別、身長、体
重、カウプ指数、各発達検査項目で2群の差の検定およびフィ
ッシャーの直接確率法にて比較検討した。また、発達検査項目
からひとり歩き獲得を予測するにあたり、段階的な判断が可能
かどうかを検証するため決定木分析 (CART法)を行った。決定
木分析では各発達検査項目で有意差があった項目を独立変数、
ひとり歩き獲得の月齢を従属変数として解析を行った。統計解
析ソフトにはR Ver4.0.2を使用し、すべての統計学的解析にお
いて危険率5％を有意水準とした。
【結果】
性別や身体発育面では2群間に有意差は認められなかった。一
方、発達検査項目の「つかまり立ちあがり」「つたい歩き」「
一人立ち (フリーハンドでの立ち上がり)」「両手引きでの歩行
」の4項目では、可となった割合は遅延群と比べ健常群で有意
に多かった。これらの項目を独立変数として決定木分析を行っ
た結果、ひとり歩き獲得に特に強く影響を与える因子として「
一人立ち」が抽出され、次いで「つたい歩き」が抽出された。
すなわち、10か月児健診の時点で一人立ち可であればひとり歩
き獲得が最も早く (平均11.5か月)、次いで一人立ち不可だがつ
たい歩き可の場合 (平均12.9か月)、最後に両者とも不可の場合
 (平均14.5か月)と、発達検査項目の可否で段階的に予測できる
ことが示唆された。
【考察】
10か月児健診時点でひとり歩き獲得の予測には、一人立ちおよ
びつたい歩きの可否の重要性が示唆された。調査票の内容は多
職種で共有できる資料であるため、発達検査項目からひとり歩
き獲得の見通しがもてることは、多職種連携に有用な科学的資
料となると考えられる。また、保護者の育児不安の解消につな
がる支援や助言の資料にもなり得ると期待される。
【倫理的配慮】本研究の実施にあたり高知リハビリテーション
専門職大学倫理委員会に承認を得た (承認番号R1-12)。また、
対象児の保護者に本研究の趣旨の書類を提示するとともに口頭
でも説明し、同意書を得て実施した。
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股・膝関節の整形外科的選択的痙性コントロー
ル手術後における足関節への影響について
○前田 伸也 1)，栗原 まり 1)，田中 有子 1)，
重信 聖貴 1)，高杉 紳一郎 1)，武田 真幸 2)

1) 佐賀整肢学園こども発達医療センターー リハビリテーシ
ョン部
2) 佐賀整肢学園こども発達医療センター 整形外科

【はじめに、目的】
当センターは脳性まひを持つ方に、整形外科的選択的痙性コン
トロール手術 (OSSCS)を実施しており、術後理学療法は重要な
役割を担っている。股・膝関節OSSCSを実施した例では、対象
筋の筋緊張低下、関節可動域拡大とともに、手術対象ではない
下腿三頭筋の緊張が減弱し、足関節背屈可動域や歩容の改善を
散見する。そこで股・膝関節OSSCSのみを実施した歩行可能な
方に他動的膝伸展足関節背屈角度 (DKE R2)を計測し、三次元
動作解析装置にて、歩行時の足関節の動きを調査したので報告
する。
【方法】
対象は股・膝関節OSSCSのみを実施した脳性まひ児・者14例
27肢、手術時年齢9.9±8.4歳、GMFCSレベル1：7名、2：3名、
3：4名であった。歩行分析機器は、ノラクソン社製の三次元動
作解析装置マイオモーションで手術前後に計測した。術後まで
の平均計測日数は105.6±83.4日であった。歩行手段は独歩11
名、PCW歩行3名であった。計測は8m×1往復を3回実施し加
算平均後、歩行スピード、1歩行周期中の立脚期の割合、ケイ
デンス、1歩行周期中の立脚期足関節最大背屈角度とその時の
股・膝関節屈曲角度 (°)を算出した。また立脚期足関節最大背
屈角度までに起こる背屈運動が、1歩行周期に占める割合を立
脚期背屈運動期 (％)とし、この時期の背屈角速度 (deg/s)を算
出した。遊脚期の背屈運動を評価するため、遊脚期背屈運動中
の背屈角速度を算出した。足関節可動域テストでは、DKE R2 (
°)を計測した。統計処理は対応のあるt検定にて有意水準を5％
未満とした。
【結果】
歩行スピード、立脚期の割合、ケイデンス、立脚期最大背屈角
度、遊脚期背屈角速度に差はなかった。一方、立脚期最大背屈
時の股・膝関節屈曲角度は、それぞれ40.2°→35.1°、40.7°
→24.9°と減少した (p>0.05)。立脚期背屈運動期は17.2％→
22.6％と増加し (p>0.05)、立脚期背屈角速度は74.1deg/s→
53.3deg/sと低下した (p>0.05)。DKE R2は8.2°→12.4°に増加
した (p>0.05)。
【考察】
股・膝関節OSSCSと術後理学療法にて、股・膝関節可動域改善
はもとより、足関節背屈可動域が改善した。歩行時では、立脚
期足関節最大背屈角度に変化はないが、この時の股・膝関節屈
曲角度が減少することでアライメントは、より伸展位になって
おり、更に立脚期に背屈運動する割合が増えることで、背屈角
速度が減少し、立脚期の足関節はゆっくりと背屈運動が起こる。
以上により歩容が改善したようにみえると推察する。また遊脚
期の背屈角速度には変化がなく、歩行時の背屈随意運動の変化
は難しいことが示唆され、トゥクリアランスの改善は、股・膝
OSSCSのみでは困難であると考える。本研究の限界として、歩
行分析を実施した例のみで限定的な調査であったため、今後は
より包括的に調査していく。
【倫理的配慮】情報提供に関しては、文書で承諾を得ており、
データ取得後、個人が特定される情報は除去した。また本研究
は当センター内の倫理審査会にて承認を得た。
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独歩可能児のSDR術後経過 -粗大運動能力改善に
関わる術前要因の検討-
○小野 泰輔，上原 久人，山田 知

沖縄南部療育医療センター リハビリテーション課

はじめに
当センターは脳性麻痺児に対する選択的脊髄後根切断術 
(Selective Dorsal Rhizotomy,以下SDR)後の集中リハビリテーシ
ョンを行っている。SDRは脳性麻痺リハビリテーションガイド
ライン第2版より、対象の選択と目的を慎重に考慮すれば勧め
られる治療であるとされている。これまでSDR対象の選択基準
については、独歩可能児に関する報告は少ないため、我々は独
歩可能児のSDR前後の経過を追跡し、SDR前と術後1年のGross 
Motor Function Measure (以下GMFM)パーセンタイル値の変化
を参考に粗大運動能力の改善に関わる術前因子を検討した。そ
の結果を報告する。
方法
対象：県内の3施設でSDR術後集中リハを受けた独歩可能レベ
ルの22例を対象とした。 (GMFCSⅠ18名、Ⅱ8名、2002年9月
～2021年10月までのデータを使用。その中で、術前のGMFM
スコアが85％を超えた3名に関してパーセンタイル値の変化を
見ることが難しい為除外した。また疼痛緩和などの目的以外で
は適応が限定的とされるため10歳以上も1名除外した)
評価項目：手術年齢および術前GMFCSレベルと術前後の
GMFM-66値変化の関連。
分析：手術前と術後1年のGMFM-66スコア+20パーセンタイル
以上を改善、-20パーセンタイル以下を悪化、その間を変化な
しとして分析。対象者をGMFCSⅠ、Ⅱ群に分け、各群において
術後改善あり/なし・悪化で平均手術年齢に差があるか分析し
た。また、両群間でGMFM-66術前・術後1年の値に改善が見ら
れた割合を比較した。統計学的検定にはt検定を用いた。
結果
GMFCSⅠの平均手術年齢は5.3±1.6歳、GMFCSⅡの平均手術
年齢は6.3±2.5歳、全体の平均手術時年齢は5.5±2.0歳であっ
た。GMFCSⅠで+20パーセンタイルを超え、改善が見られた児
は8名で平均手術年齢5.3±0.4歳、変化が見られなかった児は7
名で平均手術年齢4.0±0.8歳と2群間で有意差がみられ、
GMFCSⅠにおいて術後1年で改善した群では手術年齢が高い傾
向がみられた。 (P<0.01)GMFCSⅡで改善が見られた児は1名、
変化が見られなかった児は6名と、術後1年のGMFM点数は伸び
ているが、パーセンタイル値では変化が見られず、手術年齢に
よる有意差も見られなかった。どのレベルにおいても悪化した
児はみられなかった。
考察
SDR前後でパーセンタイル値が改善したGMFCSⅠ児の平均年齢
が約5歳、変化が見られなかった児の平均年齢が約4歳と、手術
年齢に有意差が認められる結果となった。
GMFCSⅠ児のリハ場面では自発的に運動が出来るが故の難しさ
に直面する事も少なくない。特にSDR後の集中リハの重要性は
コンセンサスであるが、目標設定や課題の共有において、幼少
時よりもある程度の年齢に達した方がリハを行い易い印象を持
っていた。エリクソンの発達段階では、5歳前後は言語能力や
認識力が高まる時期で、様々な課題に取り組む、物事を達成す
ることにより次の課題への「勤勉性」も見られるとされており、
改善が図れた1つの要因になったとも考えられる。
今回の結果から独歩可能児でSDR術後1年の改善に関わる術前
因子に年齢が示唆されたが、GMFCSⅠとⅡの改善度に違いが出
た要因について十分な調査・検討が行えていない。今後さらに
詳細なデータを蓄積していく必要がある。
【倫理的配慮】この研究は沖縄南部療育医療センター院内倫理
委員会の了承を得ている
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選択的脊髄後根切断術後に一期的多部位手術を
行った脳性麻痺児の移動機能の変化
○松本 菜々恵，渡邊 聖奈，阿部 広和

埼玉県立小児医療センター 保健発達部

【はじめに、目的】
選択的脊髄後根切断術 (selective dorsal rhizotomy：以下SDR)
と整形外科的な一期的多部位手術 (single-event multilevel 
surgery：以下SEMLS)を短期間に行う症例の報告は少ない。今
回、SDR施行半年後にSEMLSを行った症例の術後理学療法を行
い、短期的に移動機能が改善したため、報告する。
【方法および症例報告】
症例は脳性麻痺の痙直型両側性麻痺 (GMFCSレベルⅡ)、MACS
レベルⅡ、CFCSレベルⅡの男児。1歳時から他施設で理学療法
を受け、2歳2か月で独歩獲得。尖足歩行あり、ボツリヌス治療
を行っていた。5歳2か月当院初診時、独歩可能だが裸足では踵
接地なく、立位は常に尖足位で静的立位保持は10秒未満であっ
た。術前、SDR術後9か月(SEMLS後3か月)でMTS、ROM、
GMFM、PEDI (移動)、COPM、EVGSを評価した。術前のMTS
・ROMで内転筋・ハムストリングス・下腿三頭筋の痙縮と足
関節拘縮を認め、DKE (右/左)-20°/-10°であった。COPMは母
が改善を期待する作業項目を評価、重要度の高い順に「長距離
歩行(1km)獲得、転倒回数減少、トイレでの開脚座位安定、カ
ートの乗り降りの易化」であった。5歳4か月でSDR、5歳11か
月で選択的筋解離術 (内転筋、大腰筋、大腿直筋、内側ハムス
トリングス)、Vulpius法施行。SDR後2か月間、SEMLS後1か月
間入院し、理学療法を行った。
【結果および経過】
SDR後はアライメント矯正のためHKAFOを使用した立位・歩行
練習を行った。また、痙縮筋の拮抗筋の活動を促すため、後ろ
歩き練習を行った。術後50日で独歩再獲得、術後3か月時点で
ICは前足部接地であった。SEMLS後は体幹・下肢の筋の協調を
促すために下腿前傾を強調した起立練習を行った。日常生活に
筋力強化の機会を組み込めるよう、退院前に家族と方法を検討
した。MTSはSDR後にslow-fast stretchの差が減少し、ROMは
SEMLS後にDKE (右/左)10°/15°となった。SDR術前→術後9
か月でGMFM-66B＆Cスコアは65.3→68.3、PEDI尺度化スコア
は66.2→75.2、COPMの平均遂行/満足度は4.25/4.75→
7.25/7.5となった。COPMの満足度は長距離歩行獲得が2点減
点、その他は2点以上改善した。歩行はEVGSが46→13点とな
り、踵接地や立脚期の膝伸展、遊脚期の足関節背屈の項目が2
→0もしくは1へ改善した。静的立位保持は1分以上可能となっ
た。
【考察】
SDRとSEMLSにより痙縮と関節可動域が改善し、それぞれの状
況に即した練習を行い、かつ日常生活に汎化されるよう家族指
導したことで、歩行パターン改善と短期間での日常的な移動ス
キル向上に繋がったと考える。PEDIは屋内の移動速度・物品輸
送の項目が改善し、COPMの転倒回数減少の満足度の改善と合
わせ、歩行安定性の向上を示していると考える。一方で長距離
歩行の満足度が低下しており、今後は歩行耐久性も評価してい
く。
【倫理的配慮】対象児の保護者に、症例報告の趣旨と個人情報
の保護について十分に説明し、書面にて同意を得た。
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痙性対麻痺児に対する髄腔内バクロフェン療法
とロボットスーツHAL®での歩行練習を併用し
た集中的介入の報告
○西川 良太 1,2)，佐藤 紗弥香 1,2)，小松 昌久 1,2)，
増田 智幸 2,3)，夏目 岳典 2,3)，大多尾 早紀 2,3)，
那須野 翔 2,3)，竹内 史穂子 2,3)，白井 真規 2,3)，
本林 光雄 2,3)，三澤 由佳 2,4)，宮入 洋祐 2,5)，
稲葉 雄二 2,3)

1) 長野県立こども病院 リハビリテーション技術科
2) 長野県立こども病院 ニューロケアセンター
3) 長野県立こども病院 神経小児科
4) 長野県立こども病院 リハビリテーション科
5) 長野県立こども病院 脳神経外科

【はじめに，目的】
痙縮に対する髄腔内バクロフェン療法 (ITB)は，本邦では歩行
困難患者への施行が大部分であり，歩行可能症例に対してITB
を施行された場合でも，歩行能力の低下が報告されている．一
方で，ロボットスーツHAL®(HAL)による運動療法の効果とし
て，歩行能力が向上することなどが報告されている．今回，痙
性対麻痺を呈する歩行器歩行が可能な男児に対し， ITBを施行
するとともに，HALを用いた集中的な歩行練習により，歩行機
能の向上を目指した症例について報告する．
【方法および症例報告】
対象は14歳男性．幼児期からの精神運動発達遅滞を認め，5歳
時にペリツェウス・メルツバッハ病 (PLP1遺伝子変異)による
痙性対麻痺と診断．6歳時に腸腰筋・内転筋の腱切り術，7歳時
にアキレス腱延長術を施行．ITB施行前は，歩行器歩行可能で
GMFCSレベルIII，GMFM-88は56.4％，WISC-IV FSIQ47，弱視
を認めている．下肢痙縮に対し筋緊張緩和薬の内服やボツリヌ
ス施注療法を行うも効果は不十分であった．13歳時にITBトラ
イアルで効果が確認され，14歳時にITBポンプ埋込術を施行．
バクロフェンは12.5μg/日でコントロールを行った．術後3日
から離床開始し，術後10日からHALを用いた歩行練習を平日は
毎日1回の頻度で開始した．術後18日から34日まで一時退院，
再入院後，HALでの歩行練習を同様に再開し，術後50日で退院
した．HALを用いた歩行練習は，1回あたりの介入時間を休憩
含めて40分から1時間程度とし，免荷装置を用いて本人とHAL
を吊り下げながら，病院内の廊下にて行った．HALの設定につ
いては，本人の歩容を観察し，歩きやすさを確認しながら，連
続歩行ができるように調整をしつつ，歩行練習を行った．
【結果および経過】
歩行機能は短下肢装具 (AFO)なし・ありで評価した．評価結果 
(ITB施行前：HAL介入後)は，歩行速度[m/sec]は0.76：
0.83(AFOなし) 0.75：0.89(AFOあり)，cadence[step/min]は
77.4：60.5(AFOなし) 73.8：57.5(AFOあり)，Stride length[m]
は1.18：1.68(AFOなし) 1.23：1.80(AFOあり)，Stride 
duration[sec]は1.55：1.99(AFOなし) 1.64：2.10(AFOあり)，
Edinburgh Visual Gait Score (EVGS)の総合点は36：35(AFOな
し) 30：23(AFOあり)，Timed Up and Go Test (TUG)[sec]は
17.7：14.5(AFOあり)．粗大運動機能の評価結果として，
GMFM-88[%]は56.4：58.3．筋緊張はModified Tardieu Scale[
°]で股関節屈曲Ｒ55/Ｌ40：R50/L30，外転R15/L15：R0/L0，
膝関節屈曲R105/L100：R65/L70．家族への質問紙調査では
「家族の満足度」「精神的変化度」に関する項目で良好な結果
を得られた．
【考察】
ITB施行により痙縮が緩和され，HALによる集中的な歩行練習
を行ったことで，ITB前と比較して歩行速度やTUGが向上し，
CadenceやStrideの歩行パラメータが変化し，歩行パターンの
定量的評価であるEVGSも改善した．ITBで痙縮を軽減すること
で，痙縮を利用した歩行様式を一旦解除し，新たな歩行様式を
運動学習するために，HALによる歩行練習を集中的に行ったこ
とで，歩行機能の向上が見られたと考えられる．
【倫理的配慮】本症例報告について，ヘルシンキ宣言に基づき，
 対象者および保護者に対して，目的や内容，撤回の自由と個
人 情報に関する十分な説明を行い，書面にて同意を得た.また
ロボットスーツHAL®の適応外使用に関して，長野県立こども
病院倫理委員会にて　承認を得た上で実施した(承認番号
S-02-81)．
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歩行可能な脳性麻痺児に対する下肢筋腱解離術
後の関節可動域，粗大運動能力の経年変化
○川原田 里美，横山 恵里，下山 論史，福士 千尋，
上里 涼子，吉川 圭

青森県立あすなろ療育福祉センター 診療部医療科

【目的】
歩行可能な脳性麻痺児 (以下，CP児)に対する下肢筋腱解離術は
下肢関節可動域 (以下，下肢ROM)や粗大運動能力の維持・改善
を目的として行われる．CP児の下肢筋腱解離術後の運動機能の
変化に関する報告は，術後1年までの粗大運動能力や歩行能力，
下肢ROMの改善を示しているものが多いが，その後の経年変
化を調べているものは少ない．術後，運動機能が改善し維持さ
れる期間を知ることができれば，術後の介入やフォローアップ
を適切に行うことが可能となる．
本研究の目的は，CP児に対する下肢筋腱解離術後の下肢ROM，
粗大運動能力の経年変化を調査することである．
【方法】
対象の選択基準は当センターで2006年4月1日～2017年3月31
日の期間に下肢筋腱解離術を受けた手術時年齢18歳以下の痙直
型CP児．粗大運動能力の重症度分類 (Gross Motor Function 
Classification System，以下GMFCS)レベルI～IIに分類される歩
行可能なCP児で術前および術後5年以上継続的に理学療法評価
を受けている児とした．
診療記録から手術時年齢，性別，麻痺型，術式 (手術介入した
筋腱)を調査し，術前から術後5年まで1年ごとの理学療法評価
結果から以下のデータを収集した． (1)トーマス肢位での股関
節伸展ROM (以下，股伸展)， (2)膝窩角， (3)膝関節伸展位で
の足関節背屈ROM (以下，足背屈)．下肢ROMは麻痺がつよい
側の測定値とした．粗大運動能力尺度 (Gross Motor Function 
Measure, 以下GMFM)の (4) 立位領域， (5) 歩行・走行・ジャ
ンプの領域． (1) ～ (5) の評価データについて，術前および術
後1～5年の6時点の経年変化の統計解析はFriedman検定を行い，
有意差が認められた場合，術前と術後1年，術後1年と術後2～
5年を比較するためにWilcoxonの符号付順位検定を行った．統
計ソフトはR ver.4.0.3を使用し，有意水準は 5％とした．
【結果】
選択基準に該当したCP児は20名 (男児11名女児9名)，GMFCS
レベルはIが18名，IIが2名，手術時年齢は平均7.3±3.0 (3～
12)歳，麻痺型は両麻痺15名，片麻痺5名．手術は症例ごとに
異なるが，腓腹筋は全例，ハムストリングスは19名で延長，解
離等を受けていた．すべての評価データはFriedman検定で有意
差が認められた．術前と術後1年，術後1年と術後2～5年の検
討では，股伸展は術後1年で改善しその後は維持，膝窩角は術
後1年で改善していたが術後2年以降は低下していた．足背屈は
術後1年で改善し術後2年まで維持していたが術後3年以降は低
下していた．GMFMの立位領域は術後1年で改善し，術後3，4，
5年でさらに改善がみられた．歩行・走行・ジャンプの領域は
術後1年で改善し，術後5年まで改善が続いた．
【考察】
GMFMは術後5年まで改善していた一方で，膝窩角は術後2年，
足背屈は術後3年で術後1年の改善を維持していなかった．その
要因として，CP児の歩行では遊脚期の膝関節屈曲，伸展，足背
屈，蹴り出し時の膝屈曲，足底屈が少なく，ハムストリングス
や腓腹筋の筋力を発揮できないことが推察される．また，下肢
ROMの術後の経年的な低下は術後5年までのGMFMスコアには
反映されず，歩行の質的変化や高度な運動能力を捉える評価を
加え，より長期の経過を追跡する必要がある．
【倫理的配慮】本研究は青森県立あすなろ療育福祉センター倫
理委員会の承認を得て実施した(承認番号：2022-15)．
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重症心身障がい児の側弯症手術により生じた腰
椎の矯正と術後に生じたシーティングの傾向に
関する調査
○佐藤 紗弥香 1)，西川 良太 1)，小松 昌久 1)，
酒井 典子 2)，本林 光雄 3)，大場 悠己 4)，高橋 淳 4)，
三澤 由佳 5)

1) 長野県立こども病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科
2) 長野県立こども病院 整形外科
3) 長野県立こども病院 小児神経科
4) 信州大学医学部附属病院 整形外科
5) 長野県立こども病院 リハビリテーション科

【はじめに】
当院では2020年9月より信州大学医学部附属病院と連携し、重
症心身障がい児における側弯症手術の手術前の包括的評価、お
よび手術後管理をチームで行っている。理学療法士は、術前の
評価と術後の呼吸理学療法や離床、在宅移行のための移乗・移
動等の見直しを行っている。今回、側弯症手術後に生じたシー
ティングの問題に着目し、傾向を調査した。
【方法】
本調査は、2020年9月から2023年6月までに、重症心身障がい
児に対して、後方矯正固定術を施行した症例を対象とした後方
視的調査である。�術前の股関節屈曲角度、②Cobb角の矯正
率 (側弯矯正率)、③術前後の腰椎前弯角 (T12-S1前弯角)の変化
と、手術後に実施したシーティング調整との関係についてそれ
ぞれ調査した。
【結果】
対象は重症心身障がい児の13例。患者背景は全例GMFCSⅤレ
ベル、手術時年齢平均14±3.6歳 (8～22歳)、手術固定範囲8～
15椎間 (上端Th2～9・下端L4～5)、術前股関節屈曲角度平均
92.1±25.3° (35～130°)、うち90°以下が8例 (35～90°)、
術前Cobb角平均123.2±20.9° (84.4～156.0°)、術後Cobb角
平均74.1±22.4° (41.2～125.8°)、側弯矯正率平均40.1±
13.9％ (7.5～56.6％)、腰椎前弯の角度変化平均14.6±48.6° 
(-41.5～114.7°)であった。術後に座角調整を必要としたのは5
例であった。
側弯矯正率と術後のシーティング調整との関係は明らかではな
かったが、全例が脊椎固定により座位姿勢における前額面での
側屈方向への姿勢の崩れが軽減し、頭部位置の変化が生じた。
術後に座角調整を必要とした5例は、全例が術前股関節屈曲角
度90°以下、かつ腰椎前弯角が術後に増強していた。腰椎前弯
が減少した6例は座角調整を必要としなかった。また、術前に
腰椎が後弯していた3例のうち、2例は股関節屈曲角度が65°
以下であった。この2例は、術前後で座角拡大の調整を含むシ
ーティングの大幅な変更が必要であり、術前よりもリクライニ
ング角度を起こすことが困難であった。
【考察】
今回の調査結果から、術前股関節屈曲角度90°未満の児は、本
手術で腰椎前弯方向への矯正と固定による体幹矢状面でのアラ
イメントの変化が生じる場合、腰椎前弯を増強する矯正により
骨盤前傾の変化が生じ、相対的に股関節の屈曲角度へ影響し、
それまで使用していたバギーの座角の調整が必要となったと考
える。また、股関節屈曲制限が著明で腰椎後弯位で代償して座
位を保持している児の場合には、座角調整に伴いリクライニン
グのギャッチアップ角度に制限が生じ、術前同様の座位が困難
となり、QOLが低下する可能性があることが示唆された。本手
術は、呼吸機能の改善のため胸椎を後弯位に矯正する際に、相
対的に腰椎を前弯矯正することが基本となるが、腰椎の前弯矯
正の程度は股関節屈曲制限の有無も考慮してもらう必要がある
ことが示唆され、腰椎前弯矯正をどの程度行うかは座位能力の
維持という観点も考慮して検討する必要があると考える。
【倫理的配慮】本調査は、長野県立こども病院　倫理委員会に
て承認を受けた。
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小児難治性てんかんに対する機能的大脳半球離
断術後の理学療法経験
○松永 彩香，加藤 太郎，山野 真弓，上村 亜希子，
宮崎 裕大，原 貴敏

国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター病院 
身体リハビリテーション部

【はじめに、目的】
小児難治性てんかんに対する半球離断術等の外科的手術は、て
んかん発作が軽減する一方で術後に片麻痺後遺症が残存するこ
とがある。しかし、術後の身体機能や片麻痺後遺症の経過や、
理学療法に関する報告は少ない。今回、ラスムッセン脳炎によ
る難治性てんかん患児の機能的大脳半球離断術 (以下半球離断
術)後の理学療法経験を得たので、片麻痺後遺症の経過ととも
に報告する。
【方法】
症例は5歳1か月女児。3歳9か月で胃腸炎、3歳10か月で右上
肢のつっぱりとガクガクとした動きがみられた。その後、数回
同様のエピソードあり、他院受診し精査加療するも改善せず当
院紹介受診。4歳9か月でラスムッセン脳炎と診断され、左半球
離断術施行。術後17日に自宅退院し、術後3か月に術後評価目
的で入院された。
【結果】
術前は、Brunnstrom recovery stage (以下BRS)右上肢Ⅴ手指Ⅴ
下肢ⅥではあるがADLは年齢相応で、Modified Ashworth 
Scale (以下MAS)右下肢1＋、Pediatric Evaluation of Disability 
Inventory(以下PEDI) (機能的スキル／介助者による援助)ではセ
ルフケア58／26点、移動58／35点、社会的機能52／19点で
あった。術後2日目から理学療法再開し、BRS右上肢Ⅰ手指Ⅰ
下肢Ⅰ、MAS右足関節2でADL全介助レベルであった。その後
は発熱や嘔吐あり介入困難となった。術後7日目になると少し
ずつ活気が戻り、介助下で胡坐坐位が可能となる。術後8日目
では介助立位まで実施するも右下肢の支持性は乏しかった。術
後9日目でBRS右上肢Ⅰ手指Ⅰ下肢Ⅱ、MAS右膝1足2となり歩
行練習開始したが、膝折れあり数歩で終了した。一方でバギー
離床を開始した。術後10日目で短下肢装具を装着して歩行練習
を開始した。術後14日目で起居が可能となり、装具なしでの歩
行練習を5～6ｍ実施した。術後15日目でBRS右下肢Ⅲとなり、
歩行も後方介助で60～70ｍ程度可能となった。座位が安定し
たため、バギーから普通型車椅子に変更し、術後17日で自宅退
院された。術後3か月では、BRS右上肢Ⅳ手指Ⅲ下肢Ⅲ、MAS
右上肢1手指1足関節2、PEDIはセルフケア70／33点、移動59
／35点、社会的機能51／16点であった。右不全麻痺は残存し
ており、歩行は右尖足、走行はスキップであった。
【考察】
術後は、一時的に右弛緩性麻痺が生じ、その後痙性麻痺へ至っ
た。装具療法を取り入れたが、本人の嫌がりや早期退院により
継続できなかった。乳幼児期の半球離断術においては、脳の可
塑性により健側半球の代償で機能回復が見込まれる場合がある
が、術後3ヶ月後評価では退院時の麻痺の改善を認められず、
PEDI点数は一部改善したが代償動作が定着した。半球離断術後
の自立歩行獲得において装具療法の重要性を説明した文献もあ
り、術後の装具療法について積極的に導入するべきだったかも
しれない。そのためには、術前から保護者に対する装具療法の
重要性の説明や患児が装具に慣れる練習が必要だと感じた。ま
た、退院後は他院でリハビリテーション治療の継続を予定して
いたが、実施していなかった。そのため、退院後のフォローア
ップの重要性を感じた。
【倫理的配慮】対象者および保護者に研究目的と内容を口頭で
説明し、同意を得た。
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先天性心疾患患児の術後早期離床・リハビリテ
ーションにおける中止・中断に影響する要因
○金田 直樹 1)，西部 寿人 1)，和泉 裕斗 1)，
酒井 渉 2)，市坂 有基 2)，名和 智裕 2,3)

1) 北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーシ
ョン課
2) 北海道立子ども総合医療・療育センター 小児集中治療科
3) 北海道立子ども総合医療・療育センター 小児循環器内科

【はじめに】当センターでは､2018年から先天性心疾患(CHD)
患者に対し多職種により手術後の早期離床・リハビリテーショ
ン(以下術後早期リハ)を実施している。介入前の開始基準の他、
実施中の中止・中断基準を用いて安全性に対して配慮する事が
重要である。しかし、CHD患者の術後早期リハ介入時の中止・
中断の状況報告はない。
【目的】当センターにおける術後早期リハ介入時の中止・中断
に影響する要因を調査する｡
【対象】2018年５月～2022年12月､手術及び術後早期リハを
実施したCHD患児とした。PICU入室後48時間以降の介入患児
や、診療録上の記録不備は除外した。
【方法】当センター術後早期リハの件数、中止・中断に至った
件数、発生頻度、中止・中断に至った患児の患者背景、介入時
の離床内容、中止・中断の理由を診療録より後方視的に調査し
た。介入時の離床内容は、当センター早期離床・リハビリテー
ションにおけるプロトコル表のClass分類を用いた。
【結果】429人が対象となり、術後早期リハ実施件数は1201
件であった。中止・中断に至った件数は37件、発生率は3％で
あった。年齢 (月):3［1-0.5］、性別 (男/％):23/62、術前肺体
血流比:0.8［0.7-0.9］、術前心胸郭比 (％):51[47-56]であった。
手術時間 (分):266［224-326］、人工心肺使用時間 (分):139［
108-192］、心停止時間 (分):62［45-87］、Risk Adjustment 
in Congenital Heart Surgery System (RACHS)-1-categoryでは、
category-3:3人、category-4:8人、category-5:8人、
Category-6:3人であった。介入時の術後日数(日):3［1.5-11.5］、
介入時の呼吸管理状況は挿管管理者 (％)：84％、介入時の鎮静
状況はState Behavioral Scale:-3が50％を占めていた。 離床内
容はClassA(体交不可)12件、ClassB (側臥位体交)18件、ClassC 
(ギャッジアップ)5件、ClassD(バギー座位)2件であった。中止
・中断に至った理由は、PHクライシス様のバイタル変化/中心
静脈圧や心拍数の許容範囲外の変化／新規不整脈の出現など循
環関連項目が49％、鎮静状況変化等の神経関連項目24％、人
工呼吸器とのバッキングやファイティング増加等の呼吸関連項
目9％、その他が18％であった。
【考察】CHD手術後患児の介入時に中止・中断した患児の背景
として、重症度指標別でcategory4以上の患児、ClassAからBへ
の体交可能期に生じている件数が多く、更に循環関連項目が半
数を占めていた。術後早期リハ介入時において、特に留意を必
要とする可能性がある患児の特徴を示した。今後も術後早期リ
ハの安全性や効果を検討する為､客観的な評価と症例蓄積が必
要と考える。
【倫理的配慮】早期・離床リハビリテーション介入時の同意書
と共に、ヘルシンキ宣言に基づき対象者の保護には十分留意し
た。

 P-4-18  心疾患・がん

感覚運動発達に遅れと偏りを有する拡張型心筋
症児への発達支援の一症例
○古俣 春香，西部 寿人，金田 直樹，井上 和広

北海道立子ども総合医療・療育センター

【はじめに】
感覚運動発達に遅れを有する拡張型心筋症(Dilated 
Cardiomyopathy：DCM)児の発達介入を経験した。感覚発達の
偏りによる不快啼泣が心負荷増大に繋がりやすく、心負荷に配
慮した感覚運動介入と環境設定を行い、心不全治療と並行して
発達向上に繋げる機会を得たため報告する。
【症例報告及び方法】
1歳女児。在胎38週１日、3065g。周産期に特記なし。
11ヶ月時発育不良、運動発達遅滞、陥没呼吸あり保健センター
から紹介。胸部レントゲンで心胸郭比72.7%、肺野透過性低下。
心不全マーカー高値でDCMによる急性心不全と診断された。小
児集中治療室にて鎮静、高流量鼻カニュラ酸素療法(HFNC)、
強心薬の心不全治療開始。2病日よりPT開始。8病日一般病棟
へ転棟し付添入院。発達経過をKIDS乳幼児発達スケール(以下
KIDS)で評価した。
【結果および経過】
11ヶ月時入院前KIDSは、運動0:3 操作0:10 理解言語0:9 表出言
語0:11 対成人社会性1:0 で運動領域の遅れあり。
11ヶ月～1歳：寝返り不可でセット座位可。腹臥位、手掌足底
接触、介入される事を拒否していた。安静時陥没呼吸を認め、
不快啼泣で心拍数(以下HR)は120から136へ上昇し発汗と努力
呼吸の心負荷症状が増大した。SpO2100％で不整脈なし。介入
は快適な母の抱っこから前傾座位、前もたれ四つ這いを段階的
に行い、HR増加を10％内に抑え心負荷症状があれば中断した。
1歳1ヶ月～1歳3ヶ月：ベッド上シャッフリング獲得。セット
立位で足を引っ込め手掌足底支持の拒否していた。安静時努力
呼吸は軽減するも心不全増悪あり、介入を座位静的活動にした。
心不全寛解後に寝返り、腹臥位→開脚座位、座位→腹臥位を獲
得。介入は寝返りや抱っこ腹臥位、いす座位足底接地や姿勢変
換の動的活動を漸次行なった。遊びや保育のいす座位で足底接
地を増やした。
1歳4ヶ月～1歳7ヶ月：自座位獲得。手掌足底支持の拒否は持
続していた。介入は手支持起き上がり、座位足底支持を行なっ
た。経鼻酸素離脱と病室外許可出るも、心不全再増悪と運動量
減少あり安静度は縮小。介入を座位主体とし、いすの変更で生
活場面の足底支持と手の使用を促し、看護と手が使いやすい末
梢ルート固定を工夫した。心不全寛解後、手づかみ食べや手内
操作が増え、セット立位やいす座位で足底接地が増加した。
1歳6ヶ月時KIDSは運動0:8 操作1:1 理解言語1:4 表出言語1:0 
対成人社会性1:6 食事2:2 概念2:0 しつけ1:6 。運動の遅れは残
存したが全領域で発達向上した。
【考察】
DCMは心不全増悪寛解の慢性経過を辿り、運動負荷にはきめ細
かな対応が必要とされる。本症例は、感覚発達の偏りが運動発
達の阻害因子となっていた。介入は不快啼泣や心負荷症状が生
じない感覚刺激量、姿勢選択、内容、頻度、タイミング、量、
環境設定を多職種連携しながら調整変更して継続した。結果、
母子が安定して発達支援を受け入れ、新しい感覚運動経験を積
み重ねる事ができ、発達向上が緩徐ながら進むことができた。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に沿って発表の主旨と目的につ
いて保護者へ説明し、同意を得ている。
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当センターにおける先天性心疾患患者に対する
心臓リハビリテーション導入の試み-成人一症例
の経過報告-
○陽川 沙季 1)，山西 新 1)，﨑田 博之 1)，
脇田 媛加 1)，中村　 達志 1)，田村 太資 2)

1) 大阪母子医療センター リハ・育療支援部門
2) 大阪母子医療センター リハビリテーション科

【はじめに、目的】先天性心疾患(CHD)患者に対するリハビリ
テーション(リハ)報告は近年増加している。多くは術後早期の
症例であり、退院後フォローを継続したものは少なく、成人
CHD患者の心臓リハ(心リハ)報告はほとんどない。当センター
では2022年12月より心肺運動負荷試験(CPX)が可能な小学校高
学年以上の先天性及び後天性心疾患慢性病態の患者で、主治医
が選択し本人や両親が希望した症例を対象に、心リハ入院及び
外来での定期的な運動機能評価、理学療法介入を個別に行う取
り組みを開始した。今回、その対象となった一症例の経過を報
告する。
【方法および症例報告】症例は25歳女性である。作業所に週5
日勤務している。現病歴は生後12日に心室中隔欠損症、大動脈
狭窄に対して根治術を施行、大動脈弁狭窄の進行あり4歳でバ
ルーン大動脈弁形成術、10歳で大動脈弁輪・弁下拡大、人工弁
置換術を施行された。また8歳に右片側肥大症の脚長差に対し
40mmの左下腿延長術を施行された。今回、心不全の急性増悪
で入院したが内科治療で心不全症状が軽減し、その入院中から
心リハ導入目的での理学療法が開始となった。開始時、身長
139.4cm、体重53.0kg、BMI27.3kg/m2、BNＰ139.6pg/mL、
心胸郭比56.5％、6分間歩行距離(6MD)は335ｍであり、胸部
疲労よりも下肢疲労が優位であった。適切な負荷量での運動習
慣を身に着けることと減量を目標とし、2日目にCPX(トレッド
ミルRamp負荷)を実施し、AT値を参考にしたエルゴメータでの
有酸素運動やレジスタンストレーニング(RT)を開始した。退院
後も継続できる内容で、スマートウォッチの心拍数やBorg 
scaleを用いた回数やインターバル調節も指導した。また、回数
等を記載できるチェック表を作成した。42～60日目に心リハ
及びカテーテル検査目的の入院をはさみ、その後は外来診察に
合わせて月1～2回の理学療法を継続している。
【結果および経過】外来リハ時はエルゴメータでの有酸素運動
を継続し、ストレッチやRTはフォームや疲労等正しく行えてい
るかを確認した。外来診察でも内服調整があったため心拍数は
参考値とし、自覚症状やペダル回転数等で負荷量を調整した。
また、ホームエクササイズはそれまでの生活や遂行度を聴取し、
必要であれば適宜内容も修正した。開始5ヶ月時点で、６ＭＤ
は400ｍに向上した。ホームエクササイズは継続できており、
作業所からの帰りを歩く、母の買い物や犬の散歩についていく
などの行動変容も起きたが、体重は53.2kgと減量には至ってい
ない。
【考察】成人CHD患者に対し、入院と外来での心リハを導入し
た。介入後約5ヶ月時点で、運動耐容能の向上を認めた。心不
全急性増悪後で内服調整をしている例であったが、CPXを実施
し定期診察に合わせて個別的な評価や介入を継続することで、
モチベーションを保ちながら有害事象なく運動習慣をつけるこ
とができている。しかしながら、減量の効果は5ヶ月時点では
見られていない。カロリー制限が難しく、もともと運動習慣の
ない下肢手術既往のある患者であり、今後運動療法の継続によ
る筋量の増加の可能性も示唆されるため、体重の推移には注意
しつつ、長期的なフォローが重要と考える。
【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき、患者と保護者に発表
の主旨を説明し同意を得た。
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当法人における小児がんに対する理学療法の現
状と課題～スタッフアンケートからの検討～
○長島 史明，小林 明弘，後藤 晴美，山岸 康幸，
前田 浩利

医療法人財団はるたか会

【はじめに、目的】
当法人は在宅療養支援診療所、訪問看護ステーションを擁し、
多くの小児がん患者の自宅療養を支援し、看取りまでを行って
いる。リハビリテーション (リハ)部門の訪問エリアは東京23区
および多摩地区の一部、千葉県北西部の東葛飾地区であり広範
囲に渡っている。スタッフは現在12名、担当制はとらず、患者
宅へは複数のスタッフが訪問している。情報共有はモバイル対
応電子カルテ、ビジネスチャットツール等を使用。小児がん患
者に対する訪問リハに関して、一定の指針や手順は示されてお
らず、ケースごとに悩みながら対応しているのが現状である。
そこで今回、当法人の小児がん患者に対するリハについて、実
施内容やスタッフの考えを把握し、今後の課題について検討す
ることを目的として本研究を実施した。産後休業中1名、新入
職者1名は対象から除外した。
【方法】
当法人のリハスタッフにGoogle フォームによる無記名 Web ア
ンケートを実施した。調査項目は、小児がん患者に対する「評
価」、「評価法」、「子どもが自ら活動できる時期に実施する
リハ内容」、「子どもが自ら活動できない時期に実施するリハ
内容」、「小児がんのリハで重要と思うこと」、「小児がんの
リハで実際にしていること」とした。項目を複数提示し、それ
ぞれ段階評定法で回答をもとめた。また「小児がんのリハで悩
んだこと」に関して自由回答法で答えてもらった。
【結果】
回答者は8名 (回答率80％)。回答者の経験年数中央値は18年 
(13～33年)、小児がんの経験人数は5～9人が5人、10人以上が
3人であった。
小児がん患者に対する「評価」は、心身機能・身体構造、活動、
参加の領域で多岐に亘っていた。なかでも、ADL、呼吸機能、
福祉用具・補装具の適合とした回答が多かった。「評価法」は、
ペインスケールは半数が使用すると回答したが、他は特定の評
価法は使用していなかった。「子どもが自ら活動できる時期の
リハ内容」は、歩行練習、起居動作練習、筋力練習の回答が多
かった。「子どもが自ら活動できない時期のリハ内容」は、リ
ラクゼーション、呼吸リハ、コミュニケーション支援の回答が
多かった。「小児がんのリハで重要と思うこと」は、多様な項
目があがっていたが、リハスタッフ間の情報共有、子どもとの
コミュニケーション、保護者とのコミュニケーションの回答が
多かった。「小児がんのリハで実際にしていると思うこと」は、
「重要と思う」項目であっても「していると思う」と回答した
人数は少なかった。なかでも、疾患の理解、治療内容の理解は
人数が少なかった。「小児がんのリハで悩んだこと」は、急変
対応・看取り・グリーフケア、リハ内容に関する内容が多かっ
た。
【考察】
小児がん患者の「評価」および「リハ内容」については病期や
症状の変化に対応しながら実施されていた。「重要と思うこと
」と「実際にしていること」には相違がみられ、疾患の理解お
よび治療内容の理解に関しては十分でないことがうかがえた。
また「悩んだこと」は急変対応・看取り・グリーフケアが多く、
スタッフ間の密な情報共有やケースごとの振り返りが必要にな
ると考えられた。
【倫理的配慮】以下をリハスタッフへ十分に説明した。①アン
ケート調査への協力は自由意志であり、アンケートへの回答を
以て同意を得たものとする。②回答内容はすべて統計処理を行
い、個別のデータは公表しない。③回答された調査データは目
的以外に使用することはなく、またデータを保存する場合は、
パスワードをかけ外部に漏洩しないよう厳重に管理する。④ア
ンケートの実施やデータ分析の過程では、個人情報の保護を徹
底し、回答内容や個人が特定されないよう倫理的な配慮を十分
に行う。
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当法人における小児がん患者のリハビリテーシ
ョンの現状と課題 ～利用者の特徴からの検討～
○小林 明弘，長島 史明，後藤 晴美，山岸 康幸，
前田 浩利

医療法人財団はるたか会

【はじめに、目的】
小児がんは小児期の重要な死因のひとつであり、年間500名程
度が死亡している。しかし終末期に最後まで自宅で過ごすこと
ができるケースは限られている (大隅2020)。当法人は在宅療
養支援診療所、訪問看護ステーションを擁し、多くの小児がん
患者の自宅療養を支援し、看取りまでを行っている。リハビリ
テーション (リハ)部門も小児がん患者に訪問し、リハを提供し
ている。小児がん患者に対する訪問リハに関して、一定の指針
や手順は示されておらず、当法人ではケースごとに悩みながら
対応しているのが現状である。
そこで今回、当法人の小児がん患者の特徴を抽出し、リハの現
状を把握するとともに今後の課題について検討することを目的
として本研究を実施した。
【方法】
当法人の小児がん患者の特徴について、診療録より後方視的に
調査した。対象期間は2018年4月～2023年3月とした。調査項
目は、性別、年齢、疾患分類 (脳腫瘍・固形腫瘍・造血器腫瘍)、
初回リハ時の運動機能・コミュニケーション能力、訪問診療初
診からリハ開始まで日数、訪問診療初診から永眠までの日数、
看取り場所、リハ開始から永眠までの日数、リハ訪問回数、リ
ハ終了から永眠までの日数とした。今回、小児がん患者のみで
はなく、AYA世代の患者も含むこととした。福祉用具貸与や調
整のみで訪問した対象者は除外した。
【結果】
対象者は26名 (男性12／女性14)であった。
初回リハ時の年齢の中央値は8歳 (2～19歳)。6歳未満が９名、
6歳～14 歳が13名、15歳以上が4名。
小児がんの疾患分類は脳腫瘍19名、固形腫瘍5名、造血器腫瘍
2名。
初回リハ時の運動機能は、屋外歩行可能8名、屋内歩行可能３
名、座位保持可能８名、座位保持不可能7名であった。コミュ
ニケーション能力は、会話可能14名、単語でやりとり7名、ジ
ェスチャーでやりとり4名、コミュニケーション不可能１名で
あった。
訪問診療初診からリハ開始までの日数は中央値14.5日 (2～451
日)。
全例亡くなっており、訪問診療初診から永眠までの日数は中央
値173日 (24～459日)。
看取り場所は自宅22名、病院4名。
リハ開始から永眠までの日数は中央値116日 (8～798日)。
リハ訪問回数は中央値18.5回 (2回～52回)。
リハ終了から永眠までの日数は中央値3日 (0～224日)。そのう
ち０日が5名、1日が3名、2日が4名、3日が3名であった。
【考察】
対象者の年齢は幼児、学齢、AYA世代まで幅広い。それぞれの
発達状況や生活課題に対応する必要がある。疾患分類は脳腫瘍
が多く、局所症状に注意しながらリハを進めていくことがもと
められる。リハ初回時の運動機能はさまざまであったが、コミ
ュニケーションは比較的とりやすかった。対象者のニーズ、意
思を尊重しながらリハを実施することが重要である。
初診からリハ開始までは約2週間程度であり、症状への対応に
加えて自宅環境の調整も検討していく。リハ継続期間は約4か
月であり、対象者の急な状態変化に対応することが求められる。
リハ終了から永眠まで、3日以内が半数以上を占めており、緊
急時対応や連絡体制を明確にする必要があると考えられた。
【倫理的配慮】個人情報および診療情報などのプライバシーに
関する情報は個人の人格尊重の理念の下、厳重に保護され慎重
に取り扱われるべきものと認識し、個人情報の保護に関する法
律、 ヘルシンキ宣言、 人を対象とする医学系研究に関する倫
理指針に従った。本研究はカルテ情報を用いた後ろ向き研究で
あり、被験者に直接的な利益は生じない。研究の際、個人を直
ちに判別できる情報 (氏名、住所など)は利用しなかった。本研
究の目的以外に、本研究で得られた情報を利用しない。
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当院PICUにおける早期離床・リハビリテーショ
ン加算前後の身体機能評価の比較
○北村 憲一 1)，鈴木 暁 １)，稲員 惠美 １)，
市川 沙希 2)，佐藤 奎至 2)，真野 浩志 3)

1) 静岡県立こども病院 診療支援部リハビリテーション室
2) 静岡県立こども病院 PICU
3) 静岡県立こども病院 リハビリテーション科

【はじめに,目的】
2022年に小児集中治療室 (以下PICU)で早期離床・リハビリテ
ーション加算(以下加算)が開始された. 成人と異なり,小児は先
天性疾患等が含まれ個別性の高い疾患が多く,発育や発達段階が
様々で,ゴール設定が難しいため十分なエビデンスは確立してい
ない.当院では加算の算定が可能になる前より,医師,看護師 (以
下Ns),理学療法士 (以下PT)で共同して早期離床プロトコルを作
成し, 2021年9月から重症例はリハビリテーション処方により
PT,その他はNsが離床を進めた. 2022年5月以降は,基本的には
全例にPTが介入した.本報告では,PICU入室患者の加算前後の身
体機能を比較し,小児集中治療領域での早期離床の効果と今後の
課題について検討する.
【方法】
当院PICUに入室した患者のうち,入室後48時間以上PICUで治療
した患者を対象として,2021年度の2カ月間 (加算開始前：以下
「加算前群」46例)および2022年度の2カ月間 (加算開始後:以
下「加算後群」61例)について調査した.疾患内訳,入室期間,安静
度の経過 (①安静,②体位変換,③ベッド内活動:ベッド内で30°
以上のヘッドアップや抱っこができるようになった状態,④立位
,⑤歩行),入退室時の身体機能評価 (Functional Status Score：
FSS),入室前および入退室時の9-grade mobility assessment 
scale (以下9-grade),PT介入の有無について診療録から後方視的
に調査した.統計手法にはMann-Whitney U検定を用い,優位水準
は5％未満とした.
【結果】
疾患内訳:「加算前群」術後36例,中枢運動障害4例,呼吸器感染2
例,その他4例,「加算後群」術後42例,中枢運動障害9例,呼吸器
感染5例,その他5例であった.年齢「加算前群」中央値8カ月 (2
カ月-16歳)，「介入後群」1歳0カ月 (4カ月-14歳)で有意差は認
めなかった.PT介入は「介入前群」33％,「介入後群」95％で有
意に増加した.入室期間は「介入前群」159 (66-474)時間,「介
入後群」153 (48-744)時間で有意差を認めなかった.PICU入室
中に「ベッド内活動」以上へ到達したのは「加算前群」46％,
「加算後群」64％であった.入室時のFSS合計点は「加算前群」
29 (6-30)点,「加算後群」29 (8-30)点と有意差を認めなかった
が,退室時には「加算前群」14 (6-28)点,「加算後群」9 (6-30)
点であり,「加算後群」が有意に低値であった.9-gradeは有意差
を認めなかった.全例において治療や観察の強化が必要な重大イ
ンシデントなどは認めなかった.
【考察】
年齢,入室時FSSの値は有意差がなく,入室時の全身状態は２群間
に差を認めなかった.「介入後群」ではPT介入割合が増加した
ことで,早期から運動機能評価を行い,リスクを踏まえて抗重力
位を設定しNsに伝達することで,「ベッド内活動」へ到達した
患者の割合が増加したと考えた.退室時のFSS合計点は「加算後
群」が優位に低かったが,「9-grade」は有意差を認めなかった
ことから,PICU入室中のPTの介入は自動運動よりもベッド上で
の早期のヘッドアップなどにより覚醒度やコミュニケーション,
哺乳や摂食への介入による栄養摂取に効果があったと考えた.本
研究の限界は遠隔期での運動機能評価を行っておらず,PICU退
室後や退院後の経過が不明であるため今後の課題としたい.
【倫理的配慮】本研究は後方視的調査のため,倫理的な配慮とし
て個人を特定できないよう個人情報の扱いに配慮した.またオプ
トアウト手続きを行い,当院の倫理委員会の承認を得た (受付番
号：14).
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療育現場で未就学児の粗大運動機能を評価する
簡易な「サーキットチェックリスト」の開発
○Zeidan Hala 1, 2)，Bandara Anuradhi 2)，
入江 啓輔 2)，中田 咲来 2)，青山 朋樹 2)

1) 株式会社Ecold
2) 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻

【はじめに、目的】未就学児の運動機能の発達にはばらつきが
あり、運動機能の遅れや障害を評価することは容易ではない。
幼稚園や保育園の先生や療育現場の先生は乳幼児期に子供たち
と最も接触し、最も早い段階から介入に関与できると考えられ
ている。幼児の運動機能の評価法は色々あり、国際的に運動機
能の評価にはMABC-2が用いられているが、日本では標準化さ
れていない。また、理学療法士や作業療法士などの専門職以外
も簡単に運動機能を評価する方法が必要である。本研究におい
ては簡易に運動機能を評価する「サーキットチェックリスト 
(CC)」を開発することを目的としている。
【方法】はじめにサーキット運動として12個のセクションを組
み、各セクションの細かな観察項目のチェック項目を作った。
放課後等デイサービスで療育を受けている3～7歳の子供32人
を対象に、サーキット運動を実施し、動画を撮像した。2人の
理学療法士が、動画を使用しチェックリストの各観察項目にチ
ェックを付けた。実行可能であった観察項目の合計点を算出し
た。またMovement Assessment Battery for Children - 2nd 
edition (MABC-2)で評価し、Aiming & Catching評価の２つの項
目とBalance評価の３つの項目のStandard Scoreをまとめて、
MABC-2のGross Motor Score (GMS)を計算した。CCの合計点と
GMSの有効性を分析するのにPairwise Correlationを使用した。
CCの信頼性は評価者内の信頼性、評価者間信頼性と内的整合性
のCronbach’s Alphaで分析した。本研究は所属施設の倫理委
員会の承認を得て、両親の承諾を得て行った。
【結果】GMSを弱い相関のあるCCの項目や教室で通常使用さ
れないCCの項目を外し、CCをボールキャッチ、ボールキック、
手押し車、お手玉投げ、足形のカードの上にジャンプ、幅跳び、
片足立ちの7個の動作に絞った 。チェックリストの観察項目は
98個から42個の項目に絞った。7個の動作項目の合計点とGMS
は中程度の相関があった (0.6421, p<0.0001)。評価者間信頼性
は、推定値の高い精度を示し (範囲: 0.589 ‒ 0.856)、内的整
合性は中程度であった (Cronbach’s Alpha: 0.666)。
【考察】CCは教室環境において未就学児の粗大運動機能を簡易
的に評価できると考えられる。今後は多職種で同様に評価でき
るか検証する必要がある。
【倫理的配慮】本研究は京都大学の倫理委員会の承認を得た (
倫理審査承認番号：R-2929)。
設備を利用する用事の両親に本研究の説明書やインフォムドコ
ンセントを配り、両親の承諾を得て行った。
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脳性麻痺患者におけるPosture and Postural 
Ability Scaleの信頼性と妥当性の検討
○木村 優希 1,2)，儀間 裕貴 1)，楠本 泰士 3,4)，
林 寛人 5)，久司 夏井 6)，眞柴 知穂 7)，樋口 滋 2)，
深澤 宏昭 2)，石田 優樹 4)

1) 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科理学療法科学域
2) 相模原療育園
3) 福島県立医科大学
4) まちだ丘の上病院
5) サンライズメディカルジャパン
6) 西宮すなご医療福祉センター
7) 大分療育センター

【はじめに】
粗大運動能力分類システム (Gross Motor Function 
Classification System; GMFCS)でレベルⅣやⅤに相当する重度
脳性麻痺患者では、脊柱側弯や股関節脱臼、風に吹かれた股関
節変形などの状態を複合的に指す“Postural deformity”が好
発する。出生時には変形や拘縮は認めないが、経年的に非対称
的な姿勢で長時間過ごすことで進行すると考えられるため、予
防的観点から姿勢を評価することが重要である。本研究は、海
外で脳性麻痺患者の姿勢の評価尺度として有用性が報告されて
いるPosture and Postural Ability Scale (PPAS)の日本語版を作
成し、その信頼性と妥当性を検討することを目的とした。
【方法】
本研究は横断研究とし、複数の小児関連施設で実施した。日本
語版PPASは開発者から許可を得た後、順翻訳、統合作業、逆
翻訳を行い、開発者の最終的な承諾を得て完成させた。PPAS
は背臥位、腹臥位、座位、立位の計4姿勢で姿勢能力 (どのよう
な運動が可能か)と、姿勢の質 (頭部・体幹・四肢の位置関係や
体重分布など)を前額面と矢状面よりそれぞれ採点する。今回、
対象は脳性麻痺患者73名 (24.0±14.5歳)とした (GMFCSレベル
Ⅰ：10名、Ⅱ：16名、Ⅲ：11名、Ⅳ：19名、Ⅴ：17名)。検
者内信頼性の検討として、理学療法士1名 (3年目)が28名を直
接観察で 1か月以内に2回評価した。検者間信頼性の検討とし
て、理学療法士2名 (13年目、23年目)が30名を写真・ビデオか
ら1回ずつ評価した。各信頼性はそれぞれ重み付けしたkappa
係数を算出し、構成概念妥当性はGMFCSとのSpearmanの順位
相関係数を算出した。また、内的整合性の検討としてクロンバ
ックのα係数を算出した。
【結果】
結果を姿勢能力、姿勢の質 (前額面)、姿勢の質 (矢状面)の順に
示す。検者内信頼性のkappa係数は0.99～1.00、0.93～0.98、
0.88～0.97であった。検者間信頼性のkappa係数は0.96～1.00、
0.81～0.93、0.82～0.92であった。GMFCSとの相関係数は
-0.77～-0.91、-0.67～-0.76、-0.37～-0.75であった (すべてp
＜0.01)。また、クロンバックのα係数は背臥位、腹臥位、座
位、立位の順に0.87、0.90、0.88、0.85であった。
【考察】
今回、PPASは高い検者内・検者間信頼性を示した。PPASと
GMFCSは1項目で弱い相関関係 (ρ=-0.37)を認め、その他すべ
ての項目で中等度から非常に強い相関関係 (ρ=-0.66～-0.91)を
認めたことから良好な構成概念妥当性が支持された。また、ク
ロンバックのα係数は一般的に0.8以上の値が推奨されており、
今回すべての姿勢で0.8以上を示したことから、良好な内的整
合性が示された。
【倫理的配慮】本研究は東京都立大学荒川キャンパス研究倫理
委員会 (承認番号：22037)の承認後、対象者と代諾者には口頭
と書面を用いて研究の概要を十分に説明し、同意を得た上で実
施した。本研究への協力を断っても、今後の診療や通院には何
ら支障のないこと、一度同意した後でも同意を撤回できる旨を
口頭と書面にて伝えた。
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歩行可能な脳性麻痺患者の立位姿勢の特徴 
-Posture and Postural Ability Scaleを用いた検討-
○眞柴 知穂 1)，木村 優希 2,3)，儀間 裕貴 2)，
楠本 泰士 4,5)，石田 優樹 5)

1) 大分療育センター
2) 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科理学療法科学域
3) 相模原療育園
4) 福島県立医科大学
5) まちだ丘の上病院

【はじめに、目的】
脳性麻痺 (以下、CP)患者は関節拘縮や骨変形による姿勢障がい
が生じやすく、また下肢屈曲位の立位姿勢が観察されやすいと
報告されている。しかし、臨床で簡易的に姿勢を評価できる尺
度が無く、歩行可能なCP患者の立位姿勢に着目した報告は少な
いのが現状である。姿勢の評価尺度にはPosture and Postural 
Ability Scale (PPAS)があり、本学会にて日本語版PPASの信頼性
や妥当性を報告予定である。PPASは背臥位、腹臥位、座位、
立位の各姿勢にて、姿勢能力 (どのような運動が可能か)と姿勢
の質 (前額面／矢状面におけるアライメントなど)を観察する。
今回、姿勢の評価尺度であるPPASを用いて、歩行可能なCP患
者の立位姿勢の特徴を明らかにすることを目的とした。
【方法】
本研究は記述的研究とし、対象は小児関連施設に通院している
CP患者とした。選択基準は粗大運動能力分類システム 
(GMFCS)レベルⅠ、Ⅱの者とし、GMFCSレベルⅢ-Ⅴの者は除
外した。本研究の対象者は26名 (23.5±16.8歳、GMFCSレベル
Ⅰ：10名、Ⅱ：16名、痙直型両側性麻痺：25名、痙直型片側
性麻痺：1名)とした。PPASでは姿勢能力をレベル1～7 (レベル
1が最低、レベル7が最高)、姿勢の質は前額面および矢状面か
ら頭部や体幹、骨盤、下肢、体重分布など6項目を「対称・中
間位 (1点)」または「非対称・正中からの逸脱 (0点)」で評価し、
合計はそれぞれ最高6点となる。今回PPASは立位の項目のみと
し、測定は手順を十分に理解した理学療法士が実施した。
【結果】
結果を中央値［四分位範囲］ (最小値-最大値)で示す。姿勢能力
は7.0［7.0-7.0］ (2-7)、姿勢の質 (前額面)は5.5［2.8-6.0］ 
(1-6)、姿勢の質 (矢状面)は2.0［1.0-5.0］ (0-6)であった。姿勢
の質 (矢状面)における「対称・中間位 (1点)」が観察された割
合は、GMFCSレベルⅠ、Ⅱの順に、「頭部は正中位」：90％、
56％「体幹は中間位」：60％、44％「骨盤は中間位」：60％、
31％「下肢は伸展位」：50％、6％「足部は中間位で全面接地
」：50％、19％「体重分布は均等」：30％、25％であった。
【考察】
今回、矢状面のスコアが前額面と比較して相対的に低値であり、
姿勢の質 (矢状面)ではGMFCSレベルⅠよりもレベルⅡで採点が
低い傾向が見られた。またレベルⅠは体重分布、レベルⅡは下
肢の項目が最も低い結果であった。歩行可能なCP患者では、腰
椎過前弯や骨盤前傾による腰痛、立位・歩行時の膝関節屈曲位
による膝関節痛などが報告されているため、臨床で立位姿勢を
評価することは重要と考えられる。今回は記述的研究のため、
今後は疼痛等の二次症状との関連や年齢を考慮した検討をして
いく必要がある。
【倫理的配慮】本研究は東京都立大学荒川キャンパス研究倫理
委員会 (承認番号：22037)の承認後、対象者と代諾者には口頭
と書面を用いて研究の概要を十分に説明し、同意を得た上で実
施した。本研究への協力を断っても、今後の診療や通院には何
ら支障のないこと、一度同意した後でも同意を撤回できる旨を
口頭と書面にて伝えた。
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小児の理学療法介入におけるCOPMの有用性の
検討
○佐々木 優太 1)，中島 卓也 1)，依田 奈緒美 1)，
楠本 泰士 2)，真野 英寿 3)

1) 医療法人社団雪嶺会　東京リハビリ整形外科クリニック
おおた 外来リハビリテーション科
2) 福島県立医科大学 保健科学部理学療法学科
3) 昭和大学病院江東豊洲病院 リハビリテーション科

【はじめに,目的】
発達障害児や診断名のついていない発達遅滞児では,Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory(PEDI)やこどものための機能
的自立度評価法(Functional Independence Measure for 
Children：Wee FIM)などの従来の評価方法で把握することが難
しい問題点が多く存在する.Canadian Occupational 
Performance Measure(COPM)では,様々な障害,すべての発達段
階の患者(クライエント)を対象に,作業遂行に対する本人または
家族の捉え方の変化を測定することができるとされ,クライエン
トの問題点を柔軟に把握することができる.COPMは身近にいる
人を回答者にできるため,重症の障害をもつ場合やコミュニケー
ションが十分に取れない場合にも回答可能とされている.児の機
能・構造上の問題点だけでなく,日常生活や活動・参加,社会生
活上の問題点を把握するためにCOPMは有用とされているが,我
が国での小児に対するCOPMを使用した報告はそれほど多くな
い.本研究はCOPMの変化から,小児の理学療法介入上でのCOPM
の使用の有用性について検討することを目的とした.

【方法】
対象は2021年12月から2023年4月に,東京リハビリ整形外科ク
リニックおおたに外来通院している12歳以下の児の保護者とし
,COPMに回答していただいた.分析対象は30名の保護者とした. 
1度目の回答から１年間介入を行った後に再評価を行った.測定
項目は生活年齢, COPMの問題点抽出の際に最も課題であると
回答した問題点の遂行度,満足度,分類,介入後の遂行度・満足度
とその変化率とした.回答された問題点に関して,分類をもとに
運動・活動・ADL群 (活動群15名,平均年齢7.2±1.9歳)と認知・
言語・コミュニケーション群 (社会性群15名,平均年齢4.9±2.6
歳)の2群に分け,介入前後の遂行度・満足度と分類の違いに対し
て反復測定二元配置分散分析を行った.また, 生活年齢と遂行度
・満足度の変化率に関して,Pearsonの相関係数を用いて検定を
行った.統計処理にはExcel Ver.2304を使用し,有意水準は5%と
した.

【結果】
遂行度・満足度では介入前後に主効果を認めた.遂行度・満足度
では,分類の違いと介入前後との間に交互作用は確認されなかっ
た.また, 生活年齢と遂行度・満足度の変化率の間に相関関係は
認められなかった.遂行度では活動群にて介入前後で4.13±
2.59から5.33±2.47, 社会性群にて3.47±1.64から5.87±2.23
と両群ともに介入後に有意に向上した.満足度では活動群にて介
入前後で3.47±2.77から4.33±2.35,社会性群にて3.93±2.60
から5.93±2.40と両群ともに介入後に有意に向上した.

【考察】
介入前後のCOPMの遂行度・満足度の変化から,小児の理学療法
介入上でのCOPMの使用は有用であると示唆された.また,介入
前後での変化を本人やご家族と数値を用いて共有できる点が大
きな利点ではないかと考える.
【倫理的配慮】本研究はヘルシンキ宣言に則り実施した。対象
である保護者には口頭と書面で説明し、承諾を得て実施した。
本研究への協力を断っても、今後の診療や通院には一切の支障
がないこと、一度同意した後でも同意を撤回できることを口頭
と書面にて伝えた。
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痙攣重積型急性脳症を呈した児に対しGMFM及
びCOPMを用いた症例
○仲山 玖未 1)，川瀬 麻理 1)，浅井 朋美 1)，
田辺 仁彦 2)

1) 神奈川県総合リハビリテーションセンター 理学療法科
2) 神奈川県総合リハビリテーションセンター 小児科

【はじめに】
急性脳症児の理学療法に関する臨床研究はほとんど見られず運
動機能評価も確立されていない．粗大運動能力尺度(以下，
GMFM)は脳性麻痺に対する粗大運動機能評価であるが，脳外
傷の評価としても使用されており，同じ後天性脳障害である急
性脳症にも使用できると考えた．また，家族との協働や生活に
基づいた目標設定のため，カナダ作業遂行測定(以下，COPM)
を使用した．今回，痙攣重積型急性脳症を呈した児にGMFM・
COPMを使用し目標設定・理学療法介入を行ったため報告する.
【症例報告】
本症例は痙攣重積型急性脳症を呈した2歳4か月の男児である．
発症前の運動発達に問題はなかった．発症後3か月で当院に母
子入院し3か月間の介入を行った.
入院時より定頸しており左側への寝返りは自立していた．胡座
位では上肢の支持は見られず，頭部と体幹は伸展し，後方へ傾
倒していた．骨盤を介助すると頭部と体幹は前傾位で動揺する
が胡座位を保持することは可能であった．端座位は体幹が前後
に動揺するため胸部での支持が必要であった．音の鳴る物やボ
ールには興味を示したがリーチングは見られなかった．GMFM
は領域A:54.9％，領域B:8.3％，領域C-E:0％であった.
入院当初，母から「元のように走ってほしい」という希望があ
ったがGMFMの結果を元に現状の運動機能を説明し，COPM(遂
行度/満足度)評価時には，①普段の座位の安定(2/3)，②バギー
座位の安定(7/8)，③食事を落ち着いて食べる(2/2)と聴取でき
た．そこで，3つの目標の共通要素である座位保持獲得を目標
とした．
【結果及び経過】
GMFMの項目である座位での前方や後方45°の玩具を触る課題
は減点があった．そこで，骨盤介助をしたリーチング動作を通
して胡坐座位での体幹保持練習を行い，介助量を徐々に減らし
た．玩具の配置は前方から開始し，体幹の回旋を促すために徐
々に後方へ設定した．また，上下肢支持なしでの端座位保持の
項目は困難であったため，まずは，足底接地や机上で上肢を支
持した姿勢での遊びを行った．動画撮影を行い，母に介助方法
を説明した．
退院時，左右の寝返りや端座位が自立し，介助なし胡座位では
玩具操作が可能になった．GMFMは領域A:86.3％，領域B:51.7
％，領域C:2.4％，領域D-E:0％に向上した．COPM(遂行度/満
足度)は①(10/10)，②(10/10)，③(6/8)であった．母からは「
遊びや食事の介助がやりやすくなった」と聴取できた．
【考察】
後天性脳障害は家族が発症以前の運動機能への回復を期待する
ため現状と乖離を感じることがあり，家族・セラピスト間でリ
ハビリの方向性に差異が生じる可能性がある．しかし，本症例
ではGMFMを使用したことで母への児の運動機能の説明するこ
とができ，さらに，介入時に課題・難易度の設定を行う際の一
助にもなった. また，GMFMに加えCOPMを用いたことで，現
状の運動機能と日常生活動作から目標設定を行い母と共有する
ことができた．これらが目標達成を目指した介入や円滑な家族
への指導につながったと考える．
【倫理的配慮】発表に際してヘルシンキ宣言に基づき，ご家族
へ書面にて十分な説明を行い，同意を得た．
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Goal Attainment Scalingを用いた脳室内出血後水
頭症児への座位活動と移動支援の取り組み
○菊次 幸平

社会福祉法人　高邦福祉会　柳川療育センター 療育部　リ
ハビリテーション室

【はじめに、目的】Goal Attainment Scaling(以下：GAS)は、対
象者の個別的ゴールが介入において達成した程度を点数化する
方法である。今回、脳室内出血後水頭症と診断を受けた児に対
して、GASを指標に座位活動と歩行器を用いた移動を目標に設
定し、児とご家族と共有し理学療法を実施した。介入方法とし
てアウトソールを簡便に脱着・固定ができるプラスチック短下
肢装具(以下：P-AFO)を作成し、座位や歩行などの運動に合わ
せてP-AFOの用途をアウトソールの有無で使い分けて理学療法
を行ったところ、粗大運動能力の向上と理学療法目標の達成に
繋がったのでここに報告する。
【方法および症例報告】脳室内出血後水頭症と診断を受けた3
歳6か月の女児。横地分類はA1。当施設にて0歳11か月時に理
学療法開始となった。初回評価時は未定頸でADLは全介助。身
体機能面では痙性麻痺による両足部の筋緊張亢進(内反・底屈)
が確認できた。今回、ご家族からの要望をもとにGAS案を作成。
理学療法目標を「座位保持装置に座って食事ができること」「
歩行器を使って屋外を散歩すること」「ずり這い・四つ這いが
できること」に設定し、ご家族と共有し合意を得て、GASの完
成とした。
理学療法は月に２回60分３単位で実施。介入開始時(2歳0か月)
のGASのベースラインのT値は36.4であった。理学療法では腹
臥位での頭部挙上練習とずり這い練習、当施設に常備している
底屈0度のP-AFOを装着した座位練習とSRCウォーカーでの移動
練習を実施した。SRCウォーカーでの移動練習では両足のつま
先のみが床に接地し前方への推進に繋がらなかった。移動開始
時の姿勢は矢状面上で、床面と両足のつま先を支点とした傾斜
角は40度であった。そこで両足底での体重負荷を目的に40度
の傾斜をつけた硬質スポンジをP-AFOの足底面に固定し、歩行
練習を実施した。2歳11か月には、40度の傾斜をつけたアウト
ソールを、面ファスナーでP-AFOに簡便に脱着・固定できる本
児用の装具を作成した。P-AFOの用途を、座位や歩行などの運
動に合わせてアウトソールの有無で使い分けながら当施設での
理学療法と自宅、児童発達支援事業所等の生活場面で継続的に
使用した。
【結果および経過】3歳6か月には座位保持装置上で介助下での
食事が可能となり、1時間持続的に座位を保持することができ
るようになった。移動は歩行器を使用し、能動的に1０メート
ルの距離を移動することが可能となり笑顔が増えた。3歳6か月
のGASのT値は68.7に向上した。今回作成したP-AFOに対する
ご家族の満足度は10/10で「アウトソールを装着したことで歩
行器を使って交互に足を振り出し、移動ができるようになった。
アウトソールを外すことで見た目も気にならず外出時も使いや
すい」との言葉が聞かれた。
【考察】補装具費支給事務ガイドブック(2018)では、使用目的
に合わせて1個で兼用できるような構造の補装具を作製するこ
とも大切であると述べている。今回GASを用いて座位や移動な
どの目標を児やご家族と共有でき、目的の運動に必要である構
造の補装具を使い分けができるように作成し、理学療法や生活
場面で導入できたことが粗大運動能力の向上と理学療法目標の
達成に繋がったと考える。
【倫理的配慮】今回の発表についてはその旨をご家族に説明し
同意を得た。
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低酸素脳症後の慢性期の女児に対して問題点の
抽出にＧＭＦＭを使用した事例
○浅井 朋美 1)，澤田 あい 1)，吉橋 学 2)

1) 神奈川県総合リハビリテーションセンター 理学療法科
2) 神奈川県総合リハビリテーションセンター 小児科

【はじめに、目的】
当院では、回復期だけでなく医師の判断により集中リハ目的に
慢性期にあたる患児の受け入れを行っている。今回、二次性徴
後から動きが鈍くなったとご家族から訴えがあった低酸素脳症
児を担当し床から立ち上がり椅子に座る動作の獲得を目標とし
た。一般的な理学療法評価に加え脳性麻痺児に使用される粗大
運動能力評価のGMFMを用いたところ問題点の抽出、介入方法
の検討、ご家族との情報共有に有効であったため報告する。
【方法および症例報告】
本症例は先天性心疾患を認め5歳時に心内修復術実施後、意識
障害が改善せず、低酸素虚血性脳症の診断となった12歳の女児
である。約2か月間に渡る今回の集中リハ終了時点で目標動作
の獲得までには至らなかったが、退院後約1年の時点で目標動
作を獲得した。入院時の身体機能評価は、不全四肢麻痺、
ROMは両股関節伸展0度、MMTは両股関節伸展、足関節底屈2 、
それ以外は3、筋緊張は四肢が高筋緊張で中枢部が低筋緊張、
協調運動障害やバランス障害があった。GMFMの達成度はA 
86%、B85%、C43％、D23％、E8％で総合49％であった。目
標動作の分析は、動作開始肢位の設定、立ち上がり動作、方向
転換に中等度の介助を要し、GMFMのC項目37は1点であった。
また、目標動作の構成要素はGMFMの得点から検討し、片膝立
ちを経由する方法とした。GMFMでの膝立ちの項目は2 点、片
膝立ちの項目は1点、立位の項目は1点であった。また、膝立ち
はGMFMで2点だったが、理学療法評価の動作分析では股関節
の伸展不足、体幹の不安定性、バランス不良な点から膝立ち姿
勢は不十分であると判断した。以上のことより、目標動作獲得
における問題点を、理学療法評価や動作分析に加えGMFMの結
果から抽出し、抗重力伸展活動の低下、上下肢の支持性の低下、
バランス能力の低下、膝立ち、片膝立ち、立位保持困難とした。
【結果および経過】
介入では、膝立ちや片膝立ち等のマット運動、ロボットスーツ
HALを使用した起立着座練習、歩行器を使用した歩行練習や階
段昇降練習を実施した。その結果、目標動作は動作開始時の片
膝立ちが軽介助、それ以外は見守りで可能となりGMFMのC項
目37は2点となり、動作分析では膝立ち姿勢は改善したと判断
した。さらに、GMFMにおける点数の変化をご家族へ提示し、
退院後も動作練習を継続できるように家族指導を行った。
【考察】
問題点の抽出に質的な理学療法評価と量的評価であるGMFMを
併用したことで、点数と動作分析のギャップが明確となり、目
標動作の練習だけでなく、姿勢改善や関連動作に対しても介入
を行ったことが目標動作のGMFMの点数の向上に繋がったと考
えた。さらに、GMFMから得られた結果から、目標動作の構成
要素を症例に合わせて選択し、介助が必要な場面や今後の練習
が必要な場面をより具体的にご家族と共有できたことが最終的
な目標動作の獲得に至ったと考えた。以上のことから、GMFM
は低酸素脳症児の運動能力の把握にも有効であり、また、理学
療法評価と併用することで、問題点を抽出する手段や身体機能
を家族と情報共有する手段としても有効であったと考える。
【倫理的配慮】発表に際してヘルシンキ宣言に基づき、患児と
ご家族へ書面と口頭にて十分な説明を行い同意を得た。
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応用歩行の向上を目標とし包括的に歩行機能評
価を用いて理学療法介入を行った脳性麻痺児の
一症例
○脇 遼太朗 1)，楠本 泰士 2)，加藤 愛理 1)，
宮本 清隆 1)

1) 中川の郷療育センター リハビリテーション課
2) 福島県立医科大学 保健科学部理学療法学科

【はじめに、目的】
小児理学療法ガイドラインにおいて、粗大運動能力分類システ
ム (以下、GMFCS)Ⅰレベルの脳性麻痺児の理学療法の最終目標
として応用歩行が挙げられており、階段や不整地、物や人など
の状況に応じた歩行など、より応用場面での歩行獲得に向けて、
歩行パターンや速度、持久力、バランスなどの歩行機能を向上
する介入が重要とされている。また、近年脳性麻痺児に対する
歩行機能の評価尺度の信頼性・妥当性が多く検証されている。
応用歩行の評価として、ABILOCO-Kidsが開発されており、階
段昇降や物を持っての歩行、同年代と同じ速度での歩行などの
応用場面の歩行能力を質問紙で評価できる。これらの歩行機能
の評価尺度を用いることで、応用歩行や歩行機能を客観的、包
括的に評価でき、詳細な臨床推論に繋がる可能性が考えられる
が、脳性麻痺児に対し応用歩行獲得に向けて歩行機能評価を用
いた効果検証はほとんど報告されていない。今回、応用歩行の
向上を目標とし、包括的な歩行機能評価を用いて理学療法介入
を行った症例について報告する。
【方法および症例報告】
症例は、痙直型両麻痺を呈するGMFCSレベルⅠの7歳男児で、
移動能力はFunctional Mobility Scaleにて5m、50m、500m全
て5点と屋内外で独歩が可能であった。小学校入学後に保護者
の方より集団登校の際に転んだり遅れたりするという相談を受
け、カナダ作業遂行測定 (以下、COPM)を用いて目標を設定し、
応用歩行、歩行機能向上目的で理学療法介入を開始した。その
際、応用歩行の指標としてABILOCO-Kidsの評価を行った。ま
た、歩行機能の指標として歩行パターン (Edinburgh Visual 
Gait Score：以下、EVGS)、速度 (10 meter walk test：以下、
10mWT)、持久力 (1-minute walk test：以下、1MWT)、バラ
ンス (Timed Up ＆ Go test：以下、TUG)の評価を行った。理学
療法介入は外来リハビリテーションにて月1回の頻度で筋力増
強トレーニング、歩行練習、ホームエクササイズの指導と確認
を中心に行い、6ヶ月後に応用歩行と歩行機能を評価し、1年後
に最終評価として応用歩行、歩行機能、COPMの評価を実施し
た。
【結果および経過】
初期評価時に比べて最終評価ではABILOCO-Kidsが12→17点と
応用歩行の向上が見られた。歩行機能では、EVGSが19→11点、
10mWTの平均値が10.03秒→7.39秒、1MWTが55m→70mと
歩行パターン、速度、持久力に向上が見られた。TUGの平均値
は6.38秒→6.93秒と著明な変化は見られなかった。COPMは遂
行度が4点→5点、満足度が4点→6点と特に満足度で向上が見
られ、本児や保護者からも以前より転んだり遅れたりせずに集
団登校ができてきたとの話があった。
【考察】
本症例は理学療法介入により歩行パターン、速度、持久力に向
上が見られたことで、集団登校を始めとした応用歩行の向上に
繋がったと考えられる。一方、TUGの値が変化しなかった理由
として、先行研究の同レベルの脳性麻痺児と比較し初期評価時
から高い値であったためと考えられる。このことから、応用歩
行を目標とした脳性麻痺児の理学療法では歩行機能を包括的に
評価することでより詳細な臨床推論に繋がる可能性がある。
【倫理的配慮】本発表にあたり、その内容と個人情報の保護に
ついて本児とその保護者に書面および口頭にて説明を行い、署
名による同意を得た。
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■TEL 0138-36-0080 ■FAX 0138-36-0081

3年制 3年制 学院HP 生体医工学
センター
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